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説明のため出席した者

知 事 大 石 賢 吾 君

副 知 事 浦   真 樹 君

副 知 事 馬 場 裕 子 君

秘書・広報戦略部長 大瀬良  潤 君

企 画 部 長 早稲田 智 仁 君

総 務 部 長 中 尾 正 英 君

危機 管理部 長 今 冨 洋 祐 君

地域 振興部 長 小 川 雅 純 君

文化観光国際部長 前 川 謙 介 君

県民生活環境部長 大 安 哲 也 君

福祉 保健部 長 新 田 惇 一 君

こども政策局長 浦   亮 治 君

産業 労働部 長 松 尾 誠 司 君

水 産 部 長 川 口 和 宏 君

農 林 部 長 綾 香 直 芳 君

土 木 部 長 中 尾 吉 宏 君

会 計 管 理 者 吉 野 ゆき子 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君
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文化観光国際部政策監 伊 達 良 弘 君

産業労働部政策監 宮 地 智 弘 君

教育委員会教育長 中 﨑 謙 司 君

選挙管理委員会委員長 葺 本 昭 晴 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員長 瀬 戸 牧 子 君

警 察 本 部 長 中 山   仁 君

監査 事務局 長 上 田 彰 二 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任)

田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 一 瀬 永 充 君

議会事務局職員出席者

局 長 黒 﨑   勇 君

次長兼総務課長 藤 田 昌 三 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政務 調査課 長 濵 口   孝 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 脇   卓 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開会 ―

〇議長(徳永達也君) おはようございます。

ただいまから、令和5年9月定例会を開会いた
します。

これより、本日の会議を開きます。

この際、先般行われました県議会議員選挙の

繰上補充において、めでたくご当選されました

議員をご紹介申し上げます。

長崎市選挙区において、ご当選されました虎

島泰洋議員でございます。（拍手）

次に、議席の指定及び一部変更を行います。

議席の指定及び一部変更につきましては、お

手元の議席表のとおり決定いたします。

次に、知事、並びに公安委員会委員長及び警

察本部長より、新任の幹部職員を紹介いたした

い旨、申し出があっておりますので、これを受

けることにいたします－知事。

〇知事（大石賢吾君） さきの令和5年6月定例
県議会におきまして、ご同意をいただき、任命

いたしました特別職をご紹介いたします。

副知事 馬場裕子君。人事委員会委員 水上

正博君。人事委員会委員 安達健太郎君。

次に、同定例県議会以降に発令いたしました

幹部職員をご紹介いたします。

総務部長 中尾正英君。福祉保健部長 新田

惇一君。土木部長 中尾吉宏君。農林部次長

松田武文君。

以上でございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 公安委員会委員長。

〇公安委員会委員長（瀬戸牧子君） 本年8月18
日付の人事異動で着任いたしました警察本部長

中山 仁君をご紹介いたします。

どうか、よろしくお願いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君） 本年8月25日付の
人事異動で着任いたしました警察本部の幹部職

員をご紹介いたします。

警務部長 中川正則君でございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 次に、会期の決定をいた

します。

本定例会の会期は、本日より10月6日までの
25日間とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、会期は、25日間と決定されました。
次に、会議録署名議員の指名をいたします。

本定例会の会議録署名議員につきましては、

本多泰邦議員及び中村俊介議員を指名いたしま

す。

次に、委員会の委員選任の件について、ご報

告いたします。

虎島泰洋議員を観光生活建設委員会、予算決

算委員会及び観光・ＩＲ・新幹線対策特別委員

会の委員に、長崎県議会委員会条例第4条の規
定により、それぞれ選任いたしましたので、ご

報告いたします。

次に、知事より、出資法人の経営状況説明書

等が、さきに配付いたしましたとおり提出され

ておりますので、ご報告いたします。

次に、知事より、第68号議案乃至第75号議案
の送付がありましたので、これを一括上程いた

します。

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます－知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 本日、ここに、

令和5年9月定例県議会を招集いたしましたと
ころ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜

り、厚く御礼を申し上げます。

説明に入ります前に、去る6月29日以降の活
発化した梅雨前線や台風の影響により、九州北

部地方をはじめ、全国的に記録的な大雨となり、

死傷者や行方不明者が相次ぐなど、甚大な被害

が発生しました。

お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆

様に心から哀悼の意を表しますとともに、負傷

され、また被害を受けられた方々に衷心よりお

見舞いを申し上げます。

次に、このたび、県議会議員にご当選されま

した虎島泰洋議員に対しまして、心からお慶び

を申し上げます。

  それでは、開会に当たり、当面する諸課題に
ついて所信を申し述べますとともに、前定例会

以降、今日までの県政の重要事項について、ご

報告を申し上げたいと存じます。

（新型コロナウイルス感染症への対応）

新型コロナウイルス感染症については、本年

5月に感染症法上の位置づけが5類感染症に変
更され、県においては、この間、県民の皆様が

自主的に感染対策の判断を行えるよう、感染の

動向や感染防止に効果的とされる対策などの情

報発信等に努めてまいりました。

そうした中、7月以降、定点報告による感染
者数が急速に増加し、医療のひっ迫が懸念され

たことから、去る8月7日に、感染症の専門家や
医療機関、高齢者施設等の関係団体で構成する

「長崎県新型コロナウイルス感染症流行警戒連

絡会議」を開催し、幅広い医療機関による入院

の受入や医療機関相互の連携体制等について、

改めて確認を行ったところであります。

また、人との接触機会が増加するお盆の時期

は、さらなる感染拡大が危惧されたことから、

8月8日に、お盆に向けた感染対策として、基本
的な感染防止対策や平日の診療時間内での受診

など医療のひっ迫を防ぐための取組について県

民の皆様にご協力をお願いいたしました。

その後、感染者数は減少し、現在は横ばいで

推移しておりますが、引き続き感染状況を注視

しつつ、必要に応じて県民の皆様への注意喚起

を行うなど、新型コロナウイルス感染症への適

切な対応に努めてまいります。

（「新しい長崎県づくり」のビジョン策定及

び長崎県総合計画の一部見直し）

県民の皆様と「新しい長崎県づくり」を推進
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していくためのビジョンについては、去る6月
定例会において、「未来大国」をコンセプトに

掲げるとともに、重点的に注力したい主な分野

と共通する視点を盛り込んだ骨子をお示しし、

ご議論をいただいたところであります。

その後、県においては、県議会でのご議論の

ほか、有識者による懇話会からのご意見等を踏

まえながら内容の検討を進め、今般、ありたい

姿などをより具体的に整理したビジョン素案を

策定いたしました。

ビジョン素案では、新たな社会経済システム

への転換やグローバル化、デジタル化などの時

代の潮流を捉えつつ、自然や歴史、文化資源に

加え、まちのたたずまいや産業構造が大きな変

革の時期を迎えていることなど、本県の優位性

を最大限に活かしながら、県民の皆様が未来へ

の期待感と本県への誇りを抱き、県内外に存在

感を示す「選ばれる長崎県づくり」を目指して

まいりたいと考えております。

具体的には、「未来大国」のコンセプトのも

と、重点的に取り組む主な分野として「こども」、

「交流」、「イノベーション」、「食」及び「健

康」の5つの分野ごとに、概ね10年後のありた
い姿と、その実現に向けた施策の方向性をお示

ししております。

また、それぞれの分野の施策を貫く共通の3
つの視点として、「デジタル技術の活用」、「戦

略的情報発信・ブランディング」及び「人材確

保・育成」を掲げたところであり、こうした考

え方に基づき、分野を超えた部局横断・融合的

な取組を強力に進め、市町や民間、大学など様々

な立場の皆様との有機的な連携を図りながら、

ビジョンの実現にかかる具体的な施策を構築し

てまいりたいと考えております。

一方、全般的な県政運営の指針である「長崎

県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025」につい
ては、5年間の計画期間の中間年に当たること
から、ビジョンの実現に向けた施策の追加等を

行うとともに、社会経済情勢の変化や数値目標

の進捗状況等を踏まえ、取組項目や目標値など

の一部見直しを行うこととしており、今般、素

案としてお示ししております。

今後、「新しい長崎県づくり」のビジョン及

び長崎県総合計画の一部見直しについて、県議

会をはじめ、県民の皆様のご意見をお伺いしな

がら、さらに内容の検討を深めてまいります。

（九州新幹線西九州ルートの整備促進）

昨年9月23日に、多くの関係者のご尽力によ
り開業した西九州新幹線（長崎～武雄温泉間）

が、まもなく開業から1年を迎えます。
県においては、この間、市町や各種団体等と

も連携しながら、新幹線の利用や県内各地への

周遊を促進するなど、開業効果の波及・拡大に

取り組んできたところであり、ＪＲ九州の発表

では、開業後約300日間における新幹線利用者
数が200万人を超え、順調に推移しております。
こうした中、開業1周年を迎えるに当たり、
出島メッセ長崎や長崎駅コンコースにおいて、

県や各市町が協力し記念イベントを実施すると

ともに、諫早駅及び新大村駅においては、沿線

各市による催し物が開催されるほか、ＪＲ九州

との連携により県内の子ども達を対象とした無

料乗車会の実施なども予定しております。

県としては、引き続き、市町や関係団体等と

連携しながら、沿線地域を中心とした賑わいの

創出とさらなる開業効果の拡大に努めてまいり

ます。

一方、九州新幹線西九州ルートにおける新鳥

栖～武雄温泉間の整備の在り方については、国

土交通省と佐賀県との幅広い協議や、与党整備
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新幹線建設推進プロジェクトチーム「九州新幹

線（西九州ルート）検討委員会」等において議

論が続けられております。

県としては、こうした動向を注視しつつ、関

係者と様々な議論を積み重ねるなど、引き続き、

西九州全体の発展に資する全線フル規格での整

備の実現に向け、力を注いでまいります。

（核兵器廃絶に向けた取組）

去る7月31日から8月3日まで、核兵器不拡散
条約再検討会議準備委員会の開催に合わせ、オ

ーストリア・ウィーン市を訪問いたしました。

現地では、持続可能な世界の実現に向けて、

次期ＳＤＧsの目標に核兵器廃絶を位置づける
ことを目指すため、広島県との共催により、国

連関係者や研究者等が参加するシンポジウムを

開催したほか、次代を担う「ナガサキ・ユース

代表団」が主催するイベントに参加し、「長崎

を最後の被爆地に」という県民の強い思いを発

信してまいりました。

また、ヴィーナネン準備委員会議長や中満国

連事務次長などと面会し、国際情勢が厳しさを

増す中、被爆地が果たすべき役割や、核兵器廃

絶に向けた若い世代のグローバルなネットワー

ク形成などについて意見交換を行ったところで

あります。

県としては、今後とも、今回のＮＰＴ参加に

よって得られたネットワーク等も活用しながら、

被爆の実相の発信に加え、次代を担う人材育成

にも積極的に取り組むなど、一日も早い核兵器

廃絶と世界恒久平和の実現に向け、力を注いで

まいります。

（ベトナムとの交流促進）

去る8月27日から9月1日まで、日越外交関係
樹立50周年を記念して、徳永県議会議長をはじ
め県議会、経済界、友好団体の皆様とともに、

ベトナム社会主義共和国を訪問いたしました。

今回の訪問では、ソン外務大臣をはじめ、ク

ァンナム省のタイン人民委員会委員長やダナン

市のチン人民委員会委員長など、中央政府や地

方政府の皆様とお会いし、本県への優秀な人材

の送り出しをはじめ、観光や文化、スポーツ交

流などについて支援をお願いいたしました。

また、本県から寄贈した御朱印船の展示や、

「日本文化展示の家」における情報発信など、

本県の認知度とプレゼンス向上に向けた支援に

対する感謝を申し上げ、本県とベトナムとの友

好交流関係のさらなる強化等について確認した

ところであります。

併せて、技能実習生の送り出し機関や本県か

らベトナムに進出した企業を訪問し、技能実習

生の活用における課題等について意見交換を実

施いたしました。

今後とも、県議会や関係団体等と連携を図り

ながら、人材活用や文化など様々な分野におい

て、ベトナムとの交流拡大に努めてまいります。

（赤潮による養殖魚の被害）

7月下旬から橘湾沿岸において大規模な赤潮
が発生し、日本一の生産量を誇る養殖トラフグ

をはじめ約110万尾の養殖魚がへい死するなど、
甚大な被害が生じております。

私も去る8月7日に現地を訪問し、被害を受け
た漁業者の皆様に直接お会いして被害状況を確

認するとともに、できる限りの支援を実施して

いくことをお伝えしたところであります。

今回の被害の発生を踏まえ、県としては、長

崎市や雲仙市及び関係団体と連携しながら、へ

い死した養殖魚の処理や赤潮の防除剤散布等に

かかる経費のほか、代替魚の購入経費や経営再

建に向けた金融面の支援等を行うこととしてお

り、緊急を要する経費は予備費で速やかに措置
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するとともに、今後必要となる経費について関

係予算を本定例県議会に提案しております。

併せて、9月6日には関係省庁を訪問し、今回
の赤潮被害の状況や県の対応を説明するととも

に、赤潮による損失のうち共済金相当額を超え

る部分の直接補てんや共済制度の充実、抜本的

な赤潮対策に向けた技術開発や地方が行う対策

への財政支援措置等について、緊急要望を行っ

たところであります。

引き続き、地元市や関係者の皆様とともに、

本県選出国会議員や県議会の皆様のお力添えを

賜りながら、一日も早く養殖産地が復活できる

よう全力を注いでまいります。

（中国における日本産水産物の輸入停止措置

への対応）

去る7月7日以降、日本のＡＬＰＳ処理水の放
出問題をめぐり、中国税関において日本産水産

物への放射能検査が厳格化されたことを受け、

県では、中国駐長崎総領事を通じて、従来の検

査態勢に戻すよう要請しておりましたが、処理

水の海洋放出が開始された8月24日から、中国
における日本産水産物の輸入が全面的に停止さ

れております。

このような状況を受け、現在、県内の生産者

や流通関係者の皆様においては、出荷先の振替

などにより対応が図られておりますが、今後、

本格的な出荷シーズンを迎える魚種もあること

から、今回の輸入停止措置が長期間に渡った場

合には、影響のさらなる拡大が懸念されるとこ

ろであります。

こうした中、国においては、中国政府に対し

輸入停止措置の即時撤廃を求めるとともに、新

たな輸出先の開拓や国内消費拡大に向けた取組

等への支援を行うこととされております。

県としても、9月7日に、改めて中国駐長崎総

領事に対し、本県水産物の安全性について関係

機関へ伝えていただくよう要請を行うとともに、

県内の水産関係事業者や中国のパートナー企業

と連携して、現地における情報収集に努めなが

ら、国の支援策の積極的な活用についても、関

係者と協議を進めているところであります。

引き続き、状況をしっかりと注視しつつ、国

や関係団体等とも連携しながら、今回の輸入停

止措置の影響を可能な限り抑制できるよう、全

力を尽くしてまいります。

（石木ダムの推進）

石木ダムについては、渇水や洪水などの自然

災害から地域の皆様の安全・安心の確保を図る

うえで必要不可欠な事業であり、早期完成を目

指す必要があります。

そのため、工事工程に沿って着実に事業を進

めていくことが重要であると認識しており、現

在、ダム本体の掘削工事や付替県道工事の進捗

を図っているところであります。

こうした中、去る7月20日に実施した佐世保
市長との意見交換において、石木ダムの早期完

成を図るため、生活再建に向けた基金の創設な

どについて認識が一致したところであり、現在、

川棚町とも連携しながら、実施に向けた協議を

進めております。

県としては、石木ダムの早期完成に向けて、

工事工程に沿って着実に事業を進めつつ、引き

続き、川原地区にお住まいの皆様のご理解とご

協力をいただけるよう、努力を重ねてまいりま

す。

（特別支援教育の推進）

県では、障害のある子どもの教育の充実を図

るため、「第二期長崎県特別支援教育推進基本

計画」を策定し、中長期的な観点から計画的に

特別支援教育を推進しております。
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こうした中、今般、実施計画に基づき、令和

9年4月から対馬市立厳原中学校内に県立虹の
原特別支援学校の小・中学部を新たに設置し、

既に対馬高校内に設置されている高等部と併せ

て分校化することといたしました。

これにより、障害のある子どもたちが、居住

地に近い地域で専門的な教育を受けることが可

能となるほか、小学部から高等部までの一貫し

た教育活動のさらなる充実につなげてまいりた

いと考えております。

引き続き、市町とも十分連携しながら、特別

支援教育を推進してまいります。

（離島留学制度の見直し）

県では、本年3月に離島留学制度を活用して
県立壱岐高校に進学していた生徒が亡くなった

ことを重く受け止め、事案の検証や今後の再発

防止策とともに、生徒の皆様が安全かつ安心し

て生活を送ることができるよう、離島留学制度

の見直しについて検討を進めてまいりました。

検討に当たっては、本年4月に地元市や学識
経験者などで構成する「これからの離島留学検

討委員会」を設置して協議を重ね、去る9月3日
に実施した最終の第3回検討委員会において、
報告書（案）が示されたところであります。

報告書（案）においては、今回の事案に係る

検証結果のほか、生徒や里親に対するサポート

の強化、受入体制の見直しや生徒に対する地域

全体での見守りの強化など、今後の離島留学制

度の運用における具体的な対応策が盛り込まれ

ております。

県としては、今後、報告の内容を踏まえつつ、

県議会のご意見等をお伺いしながら、関係市町

等とも連携を図り、より魅力的で持続可能な離

島留学制度となるよう改善に努めてまいります。

（デジタル化やＤＸの推進）

去る9月7日及び8日の2日間、出島メッセ長崎
において、県内外の企業が有するソリュ―ショ
ンや先端技術の普及と企業間のマッチング等を

行う産業展示会「ながさきデジタルDEJI-MA 
産業メッセ2023」のほか、本県初となる「ドロ
ーンサミット」等の各種イベントを、国や民間

との連携により開催いたしました。

このうち、デジタル技術に関する展示会には、

海上や水中用など多種多様なドローンや空飛ぶ

クルマのほか、先端ＩＣＴ技術の紹介など、全

国から約80の企業や団体が出展し、県内外から
多くの皆様にご来場いただいたほか、併せて開

催したシンポジウムにも多くの自治体や企業等

にご参加いただくなど、2日間とも盛況のうち
に終了したところであります。

今回のイベントを契機として、県内外の企業

における新たなネットワークの構築等が期待さ

れており、県としては、今後とも、こうした取

組等を通じて、本県を新たなソリューションが

創出されるフィールドとしてさらに活用いただ

くなど、デジタル化やＤＸの推進に力を注いで

まいります。

（幹線道路の整備）

県では、産業の振興や交流人口の拡大による

地域の活性化、さらには強靭な県土づくりに向

けて、高規格道路など幹線道路の整備を進めて

おります。

こうした中、去る9月2日、西九州自動車道の
松浦佐々道路において、当区間では初めてとな

るトンネルの貫通式が松浦2号トンネルで開催
されるなど、整備促進が図られております。

また、県道佐世保世知原線の板山工区2.1キロ
メートルが8月19日に開通したところであり、
今回の整備により佐世保市の中心部と世知原町

とのアクセスが格段に向上するものと期待して
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おります。

引き続き、産業の振興や地域の活性化に寄与

する幹線道路ネットワークの整備を推進してま

いります。

（スポーツの振興）

この夏、本県の中・高校生が各種全国大会に

おいて、見事な活躍を見せてくれました。

去る7月16日に開催された全日本ライフル射
撃競技選手権大会女子ビームピストルで長崎東

高校の横川香菜選手が優勝し、7月26日及び27
日に開催された全日本高校生ピストル射撃競技

選手権大会では、男子エアピストル及び男子ビ

ームピストルで長崎北高校の内田 翼選手が優

勝を飾りました。

また、7月22日から8月21日まで北海道を主会
場として開催された全国高等学校総合体育大会

では、ソフトボール競技男子で島原工業高校が

優勝するなど、団体・個人合わせて39の入賞を
果たしました。

さらに、8月17日から26日まで四国4県で開催
された全国中学校体育大会では、ソフトボール

競技男子で島原ＪＨＳ男子ソフトボールクラブ

が優勝するなど団体・個人合わせて11の入賞を
果たしました。

このほか、8月18日から21日まで開催された
第50回全国中学生テニス選手権大会男子シン
グルスにおいて、長与町立長与中学校の太田

周選手が優勝を飾りました。

一方、成年競技では、7月30日に開催された
第52回全国選抜社会人相撲選手権大会におい
て、団体の部で長崎県教職員クラブが優勝を果

たしました。

選手並びに指導に当たられた関係者の皆様の

ご健闘を心からたたえるとともに、今後とも、

世界で活躍できる選手の発掘や育成・強化に取

り組み、県民に希望と活力を与えるスポーツの

振興と競技力の向上に力を注いでまいります。

次に、議案関係についてご説明いたします。

まず、補正予算でありますが、今回は、国庫

補助事業の内示等に伴う事業費の追加、その他

緊急を要する経費について編成いたしました。

一般会計68億2,007万2,000円の増額補正を
しております。

この結果、現計予算と合算した本年度の一般

会計の歳入歳出予算額は、7,675億5,356万
5,000円となり、前年同期の予算に比べ、132億
3,565万9,000円の減となっております。
次に、予算以外の議案のうち、主なものにつ

いてご説明いたします。

第70号議案「少年による性風俗関連特殊営業
の利用の防止に関する条例の一部を改正する条

例」は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する

法律の施行に伴い、所要の改正をしようとする

ものであります。

第72号議案「契約の締結について」は、一般
国道251号道路改良工事（6号橋上部工）の請負
契約を締結しようとするものであります。

第74号議案「長崎県子育て条例行動計画の変
更について」は、国が定める基本指針等を踏ま

え、計画の一部を変更しようとするものであり

ます。

第75号議案は、長崎県収用委員会の委員及び
予備委員の任命について議会の同意を得ようと

するものであります。

委員といたしまして、石橋龍太郎君、川端辰

長君、宮崎英樹君、予備委員といたしまして、

堺 賢作君を任命しようとするものであります。

いずれも適任と存じますので、ご決定を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

なお、収用委員会委員を退任されます、三浦
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純一君には、在任中、多大のご尽力をいただき

ました。この機会に厚くお礼申し上げます。

その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。

  以上をもちまして、本日提出いたしました議
案の説明を終わります。

何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますよう、お願い申し上げます。

〇議長（徳永達也君）ただいま上程いたしまし

た議案のうち、第68号議案「令和5年度長崎県
一般会計補正予算（第4号）」につきましては、
お手元の議案付託表のとおり予算決算委員会に

付託いたします。

予算決算委員会での審査が終了するまでの間、

しばらく休憩することにいたします。

― 午前１０時３１分 休憩 ―

― 午後 ３時３０分 再開 ―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

これより、午前中に、予算決算委員会に付託

して審査をお願いいたしておりました第68号
議案「令和5年度長崎県一般会計補正予算（第4
号）」について、審議することにいたします。

予算決算委員長の報告を求めます。

吉村委員長―29番。
〇予算決算委員長（吉村 洋君）（拍手）〔登

壇〕予算決算委員会の審査の結果並びに経過の

概要について、ご報告いたします。

本委員会で審査いたしました案件は、本日、

本委員会に付託されました、第68号議案「令和
5年度長崎県一般会計補正予算（第4号）」でご
ざいます。

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、異議なく、原案のとおり、可決すべき

ものと決定されました。

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。

養殖魚赤潮被害緊急対策事業費について、今

回の赤潮被害において、養殖共済制度からの補

償が約3割しか受けられないとのことである。
共済制度の見直しについて、今後、関係機関

と連携し、漁業者に寄り添った対応をしてほし

いと考えるがどうかとの質問に対し、関係機関

との連携については、過去の被害をもとに、し

っかりと構築していたところであったが、今回

の被害については、過去に経験したことのない

ものであった。

また、共済制度については、現在の制度では

満足な補償が受けられないことから、国に対し

て見直しを強く要望したところであり、今後も

引き続き要望をしていきたい。

まずは、今回の代替魚購入支援等により、産

地が復活し、事業者が希望を持って事業を継続

できるよう力を尽くしたいとの答弁があってお

ります。

以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。

以上で、予算決算委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） お諮りいたします。

本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、第68号議案は、原案のとおり、可決
されました。

本日の会議は、これにて終了いたします。

明日から9月18日までは、議案調査等のため
本会議は休会、9月19日は、定刻より本会議を
開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午後 ３時３４分 散会 ―
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農 林 部 長 綾 香 直 芳 君

土 木 部 長 中 尾 吉 宏 君

会 計 管 理 者 吉 野 ゆき子 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君
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文化観光国際部政策監 伊 達 良 弘 君

産業労働部政策監 宮 地 智 弘 君

教育委員会教育長 中 﨑 謙 司 君

選挙管理委員会委員 久 原 巻 二 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員 辻 良 子 君

公安委員会委員長 瀬 戸 牧 子 君

警 察 本 部 長 中 山   仁 君

監査 事務局 長 上 田 彰 二 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任)

田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 一 瀬 永 充 君

議会事務局職員出席者

局 長 黒 﨑   勇 君

次長兼総務課長 藤 田 昌 三 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政務 調査課 長 濵 口   孝 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 脇   卓 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（徳永達也君） おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

これより、一般質問を行います。

前田議員－40番。
〇４０番（前田哲也君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、おはようございます。

自由民主党、長崎市選出、前田哲也でござい

ます。よろしくお願いいたします。

質問に入る前に、今年のはじめ、びわの寒害

被害がありました。そして、また、直近では、

赤潮の被害対策、そして、子牛の価格の下落に

よる支援策、迅速に知事部局等、対応いただき

まして、本当にありがとうございます。

私自身も、五島市の繁殖農家の生産者の若い

方たちと会ってきましたけれども、本当にこの

苦境を乗り越えなければいけないですが、その

先に、改めて、またしっかり頑張りたいという

意欲みなぎるお顔を見た時に、何とかこの生産

者たちを守っていかなければいけないというの

を気持ちを新たにしたところでありますし、特

に、離島地区においては、1次産業は基幹産業
でありますので、しっかりと私たちも党として、

これからもまた要望していきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、早速質問に入りたいと思います。

1、知事の政治姿勢について。
（1）新しい長崎県づくりのビジョンについ

て。

知事に就任し、一年半がたとうとしておりま

す。県勢推進のため、山積する懸案課題の解決

はもちろんですが、自身の掲げた選挙公約の実

現への道筋が求められるところであります。あ

くまで一期4年の任期の中で何をなせたのかが
問われます。

しかし、一方で、中・長期的な視点も大事で

あり、今般、「新しい長崎県づくり」のビジョ

ンを策定されていますが、ビジョンでは、重点

的に取り組む主な分野として、子ども、交流、

イノベーション、食、健康が示されていますが、

ありたい姿をどのように描こうとしているのか

をお尋ねいたします。

（2）最重点事業（新幹線、石木ダム、ＩＲ）
の進捗と今後の取り組みについて。

新幹線、石木ダム、ＩＲは、本県の最重要事
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業であり、これまでの歴代の知事からバトンを

引き継ぎ、その実現に向け、取り組んでいる事

業であります。

本会議においても毎回質疑がなされ、今年度

2月定例会でも、新年度予算編成に伴い、事業
の推進に関して「粘り強く取り組んでいく」旨

の決意が示されておりますが、この半年を見る

限り、この3つの事業に関し、むしろ、時間的
制約の中で、残念ながら懸念材料が増した状況

であると思われます。

九州新幹線西九州ルート、石木ダム、ＩＲ誘

致について、これまでの取組と、それぞれ厳し

い現況の打開に向けて、今後どのように取り組

むのか、お尋ねをいたします。

（3）地場企業の資金繰り・物価高対策と厳
しさを増す県民生活への支援について。

コロナ禍での経済の停滞を脱しつつあるとは

いえ、まだ完全復調とは言えず、そうした中で、

コロナ期のゼロゼロ融資の償還も本格的にはじ

まる中で、依然として企業の経営、資金繰りは

厳しく、かつ不安定な世界情勢等の影響もあり、

昨今の物価高は、ダブルパンチとしてじわじわ

と企業の体力を奪っている現況であります。

また、県民生活も全世代で厳しさを増してお

り、特に、高齢者やひとり親世帯の日常生活の

困窮は想像に難い状況であります。

もっと積極的な支援を求めるものであります

が、知事は、県内の経済状況、県民の暮らしを

どのように認識し、対策を講じようとしている

のか、お尋ねいたします。

2、本県の財政状況について。
（1）中期財政見通しを踏まえた県の財政運

営について。

県においては、去る9月12日に、令和6年度か
ら5年間の「中期財政見通し」を策定、公表さ

れましたが、それによると、令和10年度末の財
政調整基金の枯渇という状況は避けられる見込

みであり、大石知事の下、これまで取り組んで

こられた財政健全化の取組の成果であるものと

評価しております。

しかしながら、今回の中身を見ると、歳出面

において、社会保障関係費の継続的な伸びに加

え、令和7年度以降については、公債費負担の
増加により再び財源不足が生じるなど、厳しい

財政状況が続く見込みとなっております。

また、併せて策定された実質的な公債費の長

期シミュレーションにおいて、令和15年度は、
現在より約68億円負担が増加する見込みとな
っており、中・長期的な公債費負担の増加が懸

念されるところであります。

今後、エネルギー、食料品価格等の物価高騰

のほか、本県の重要課題である人口減少対策や

産業の振興、頻発化、激甚化する自然災害への

対応など、本県が直面する様々な課題の解決に

必要な事業に取り組むためにも、歳入・歳出両

面からの収支改善の取組を着実に図り、財政の

健全化を確保していく必要があるものと考えて

おります

そこで、今回の「中期財政見通し」の策定を

踏まえた本県の財政状況の認識と今後の財政運

営の考え方について、知事にお尋ねいたします。

3、人口減少対策について。
（1）減少に歯止めがかからぬ中での今後の

取り組みと市町との連携について。

県においては、県政の最重要課題である人口

減少を抑制するために、「長崎県まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に基づき、各種施策に真

摯に取り組んでおられることは十分に理解して

います。

しかしながら、直近の長崎県異動人口調査に
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よると、令和4年の1年間で約1万4,000人が減少
ており、前年と比較すると、減少数は若干改善

されているものの、残念ながら、本県の人口減

少に歯止めがかかるまでには至っていない実情

となっています。

そのような状況であるならば、私は、これま

での手法と違った新たな施策に取り組むことが

必要であり、その際には、県が取り組むのでは

なく、住民にとって一番身近な存在である市町

と十分に連携することが非常に重要ではないか

と考えています。

そこで、県として、今後、人口減少対策にど

のように取り組んでいこうとされているのか、

特に、市町との連携について、以前より連携の

見える化、手法の検討の意見を述べてきました

が、どのような検討を行い、どう展開しようと

考えているのか、お伺いします。

（2）各産業別の産業振興における課題の認
識と人材確保について。

人口減少対策は多岐にわたりますが、最も重

要な課題は、安定した雇用下の中で所得向上を

目標とした各産業の振興だと認識しています。

1次産業の農林水産業については、同僚議員
からも同趣旨の質疑が挙がっておりますので省

略させていただき、2次産業の製造業、3次産業
の観光業における課題の認識とそれに対する取

組、人材確保対策について、お尋ねをいたしま

す。

4、新型コロナウイルス感染症、健康寿命延
伸について。

（1）5類移行後の対応と現況を踏まえた、こ
れからの取り組みについて。

新型コロナウイルス感染症については、7月
以降、急速に感染が拡大し、5類感染症への移
行後、最初の感染拡大の波を迎えました。

5類への移行により、週に一度の定点報告と
なり、感染対策が個人、事業者の判断が基本と

なるなど、コロナに対する対応が大きく変化し

た中での感染拡大となってきましたが、知事は、

感染拡大を防ぐためにどのように対応してきた

のか、まずお尋ねします。

そして、県は、5類移行後、9月末までの移行
計画を策定し、確保病床によらない体制への移

行を進め、10月からは、通常の医療提供体制へ
移行することとしております。先日、政府にお

いて、冬の感染拡大に備え、9月までの移行期
間を3月まで延長することが発表されましたが、
これまでの移行計画の進捗状況と今後の対応に

ついて、お尋ねをいたします。

（2）健康寿命延伸を目指した各種医療保健
計画の成果と次期計画の策定について。

今年度は、16本にわたる各種医療保健計画の
次期計画の策定の年度となっており、担当部署

においては、まさに計画の策定中でありますが、

その際に重要なことは、現計画の成果を検証し、

課題をしっかり認識して、メリハリを持った次

期計画を策定することであり、全国に先んじて

高齢化が進行し、医療費も高い状況にある本県

の現状を見た時に、より挑戦的な計画とするこ

とが求められると思います。

厚生労働省から新たな福祉保健部長を迎える

中、策定に当たっての部長の認識と決意を確認

いたします。

5、子ども子育て支援施策の充実について。
先般公表された厚生労働省の人口動態統計

（概数）によると、全国の2022年の出生数は、
過去最少の77万747人、合計特殊出生率は1.26
と、過去最低の水準となっています。

予想を上回るペースで進む少子化の背景に、

国では、これまで各省庁でばらばらに行われて
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きた子どもに関する施策を一元化して実施する

組織として、本年4月に、「こども家庭庁」が
発足したところであります。

こうした中、国においては、少子化トレンド

の反転に向け、今後3年間を集中期間として、
次元の異なる少子化対策に関わる方針が示され

たところです。

本県においても、子どもたちへの投資を未来

への投資と捉え、子育てを中心とする「子ども

施策」を県政の機軸、県政の一丁目一番地とし

て大石知事は位置づけられています。

急速に進行する少子化、人口減少の反転、若

者や女性、子育て世帯から選ばれる、魅力ある

長崎県の実現のためには、子ども子育て支援施

策の充実強化がこれまで以上に必要と考えます

が、来年度当初予算編成に向けて、どのような

考え方で子ども子育て支援施策を検討しようと

考えているのか、お尋ねします。

6、教育行政が解決すべき課題と解決に向け
た方向性について。

少子化、人口減少、社会のつながりの希薄化、

グローバル化の進展など、子どもたちを取り巻

く環境は複雑化しております。また、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大や国際情勢の不安定さ

など、将来が予測困難な時代と言われておりま

す。

このような社会情勢において、教員のなり手

不足や不登校児童生徒の増加など、様々な問題

があると思いますが、教育に関わる課題解決の

ために、県教育委員会が中心となって解決の方

向性を示していく必要があると考えます。

県教育委員会として、どのような課題がある

と認識しており、その解決に向けては、どのよ

うな方向性を示そうとしているのか、お尋ねし

ます。

7、土木行政について。
県民の安全・安心、また県内経済を支える意

味において、建設業の果たしている貢献は非常

に大きいものがあります。

今回は、国土強靭化に絞り、質疑をします。

近年、気候変動による災害が激甚化、頻発化

する中、本年度も全国各地で台風や大雨などに

よる大きな被害が発生しています。

本県でも、8月に台風6号が最接近するなど、
頻繁に洪水、浸水被害や土砂災害が発生したと

ころであります。

特に、本県は、土砂災害警戒区域の指定数が

全国2番目に多く、このような地形的、地理的
な条件から、風水害による危険が常に潜んでい

ます。

また、県土の多くを半島・離島地域が占める

本県においては、島原や西彼杵などの半島地域

において、高規格道路のミッシングリンクが存

在し、地域の活性化はもとより、災害時の交通

ネットワークの多重化や救急医療施設への搬送

などの強化が課題となっており、早急な対策が

望まれるところです。

さらには、これまで整備してきた多くの社会

インフラの老朽化が進行しており、事故を未然

に防ぎ、県民サービスの低下を招かないための

戦略的な維持管理、更新が求められます。

このような中、国においては令和3年度から、
「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速
化対策」として15兆円の予算を措置し、強靭化
に向けた取組を加速させているところです。

そこで、本県においても、県土のインフラ整

備、災害時などの道路ネットワークの機能強化、

老朽化対策の促進のために、積極的に予算を獲

得し、県土の強靭化を図っていく必要があると

考えます。
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併せて、令和7年度までとされている加速化
対策後においても、必要十分な予算を確保し、

この特段の取組を継続すべきと考えますが、知

事の見解をお尋ねします。

8、長崎市のまちづくりについて。
選挙区で長崎市について、1つだけ質問をさ

せていただきます。

（1）長崎駅周辺整備に伴う人流の変化と交
通利便性の向上について。

駅前が大きく変わろうとしている中、以前よ

り、この再開発による経済活動の拠点の変化に

より、中心市街地や周辺の商店街等への影響が

大きく、また求める雇用の人材の取り合いが懸

念されると私は意見をしてきました。

現在の状況を見ると、公共交通の結節点とし

ても利便性が高くなったとは言えず、むしろ、

逆に高齢者の移動も距離が延びて苦労をしてい

ると聞きます。

さらに、整備後の交通渋滞も危惧され、改善

を求める声が既に出ております。

整備後の影響や人流の変化、公共交通の利便

性の向上について、県としてどう考えているの

か、お尋ねいたします。

（2）旧県庁舎跡地整備の進捗について。
早いもので、平成30年の1月に県庁が江戸町

から移転して既に5年半超が経過しました。
この間、旧県庁舎の解体や跡地の発掘調査、

それと並行した整備内容について、県議会でも

熱心な質疑があり、また昨年1月には、長崎商
工会議所から県への提言がされるなど、多くの

意見をいただき、様々な議論を経て、昨年7月
に、「県庁舎跡地整備基本構想」が取りまとめ

られました。「広場」、「情報発信」、「交流」

という基本的機能を定められております。

ただし、県民、市民の感覚は、まだ具体のイ

メージが持てず、そのために活用の機運が盛り

上がりに欠けているように感じています。

そのうえで、それぞれの機能の具体の内容に

ついても、早期に配置も含め決定を行い、整備

年度も示す中で、できるところから前倒しで整

備に取りかかるべきであり、特に、県警跡地は、

遺跡等の発掘調査もない中で、長期にわたり何

も手をつけず放置している状態は、当時、県庁

移転について苦渋の了解をした周辺の地域から

見れば、許されることではないと私は思います。

また、整地が進んだ中で、旧第3別館の建物
については、基本構想の中では、安全性の面等

から慎重に検討が求められるとされていますが、

耐震性が極めて低く、景観上も、今後の設計上

からも、保存する価値があるのかを再度確認し、

否であるならば解体すべきと考えます。

以上、述べたことについて、見解を求めます。

9、行政課題のＤＸ活用による解決への取り
組みについて。

県政課題をデジタル活用で解決する取組が必

要なことは言うまでもなく、離島を多く抱え、

本県こそ先進的な取組が求められます。

ちょうど先日、「ながさきデジタルＤＥＪＩ

－ＭＡ産業メッセ2023」が出島メッセで開催さ
れましたが、その実績について、また知事も開

会式で挨拶され、会場も視察されておりますの

で、デジタルでの行政課題の解決に対しての期

待や今後の取組について、所見を伺います。

そして、私自身も先進地を視察した中で、行

政課題解決のＤＸ活用は、県自らの取組もです

が、むしろ、基礎自治体の市町でこそ積極的に

取り組み、県は、それを支援するという役割分

担が望ましいと思っています。そのためにも、

まずはデータ基盤の構築が肝心であり、今回は、

そこに絞って質問をいたします。
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まずは、本県が市町とデータ連携基盤を開発

した経緯並びに県と市町がどのようにつながる

イメージを持っていたのか、そのうえで、現状、

どのように利活用されているのか、お尋ねしま

す。

本壇からの質問は以上として、対面演壇席か

ら後ほどまた再質問させていただきます。

ありがとうございました。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 前田議員のご質

問にお答えいたします。

まずはじめに、ビジョンにおいて、ありたい

姿をどのように描こうとしているのかとのお尋

ねがございました。

本県においては、人口減少や少子・高齢化の

進展に伴う様々な課題が懸念されることに加え、

コロナ禍の影響もあり、閉塞感や先細り感が漂

っているように感じておりました。

こうしたことから、県民の皆様が将来への不

安や憂いを払拭し、未来への期待感や本県への

誇りを抱いていただけるような旗印として、「新

しい長崎県づくり」のビジョンを策定すること

としたところであります。

ビジョンでは、本県が県内外に存在感を示し

ている姿として、「未来大国」をコンセプトに

掲げたうえで、ありたい姿においては、「子ど

も施策」を機軸に、重点的に取り組む5つの分
野が相互に絡み合い、連動することが重要であ

ると考えております。

併せて、本県の強みである観光業や農林水産

業、製造業などの産業力の強化とともに、最先

端のデジタル技術を取り入れながら、全世代の

方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせる社

会を描いてまいりたいと考えております。

そのため、庁内の部局横断、融合的な取組を

一層強めるとともに、様々な立場の皆様に共感

をいただきながら有機的に連携することで、各

分野の施策の相乗効果を高め、県民の皆様と一

緒に、複雑かつ多様化する課題を乗り越え、ビ

ジョンの実現に全力を尽くしてまいります。

次に、九州新幹線西九州ルートについて、こ

れまでの取組と今後どのような取組を考えてい

るのかとのお尋ねがございました。

間もなく開業一年を迎える西九州新幹線は、

開業後約300日間における利用者数が200万人
を超え、好調に推移しております。

また、開業に伴って、駅周辺では商業施設や

マンションの建設が進み、まちのたたずまいも

大きく変わるなど、沿線市を中心に、その効果

は着実にあらわれてきております。

県では、西九州新幹線の利用促進や開業効果

の拡大が将来の全線フル規格の実現につながる

ものと考え、市町等と連携し、県内の魅力発信

や周遊促進などに取り組んでいるところでござ

います。

一方、新鳥栖～武雄温泉間は、いまだ整備方

式が決まっておらず、国土交通省と佐賀県の幅

広い協議や与党ＰＴ西九州ルート検討委員会な

ど、関係者間で議論が行われております。

県としては、政府・与党をはじめ、関係者に

対して、議論の進展や地域課題の解決について

働きかけるなど、引き続き、全線フル規格での

整備の実現に力を注いでまいります。

次に、石木ダムについて、令和5年度におけ
るこれまでの事業の進捗と今後どのように取り

組むのかとのお尋ねがございました。

石木ダムについては、現在、工事工程に沿っ

てダム本体の掘削工事及び付替県道工事等を進

めているところですが、事業に反対されている

方々による座り込み等の妨害が依然として続い
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ております。

そうした中にあって、今年度は、これまで工

事に着手できなかった付替県道の一部区間や収

用地を含む迂回道路の盛土工事に着手をしてお

ります。

引き続き、現場の安全に配慮しながら、工事

工程に沿って切れ目なく工事を進めてまいりま

す。

また、今後、事業を円滑に進めていくために

は、川原地区にお住まいの皆様のご理解とご協

力をいただくことが重要との考えに変わりはご

ざいません。

現在、話合いに応じていただけない状況が続

いておりますが、職員による毎月の訪問等によ

り話合いをお願いしてきており、今後も努力を

重ねてまいります。

県民の安全・安心を確保するためには石木ダ

ムが必要であり、一日も早い完成に向け、事業

の推進に全力を注いでまいります。

次に、ＩＲ誘致について、これまでの取組と

今後の取組はどうかとのお尋ねがございました。

ＩＲ区域整備計画については、昨年4月に国
へ認定申請を行い、現在、国が設置した審査委

員会において審査が行われております。

この間、県においては、国の審査に適切に対

応してきたところであり、大阪の区域整備計画

が認定された本年4月以降においても、国との
具体的な協議を継続しております。

県といたしましては、ＩＲがもたらす高い経

済効果を九州全域へ広く波及させるため、これ

まで、九州の経済界や行政、議会が一体となっ

た「オール九州」の取組を推進してきたところ

であります。

こうしたことから、一日も早い区域認定の獲

得に向け、国における審査の進捗が図られるよ

う、引き続きしっかりと対応してまいります。

次に、物価高騰の中、県内の経済状況、県民

の暮らしをどのように認識し、対策を講じよう

としているのかとのお尋ねがございました。

県内経済情勢は、緩やかに回復しつつとされ

る一方で、エネルギー価格の高騰や生活必需品

の度重なる値上げが企業活動や県民の日常生活

に大きな影響を与えるなど、依然として厳しい

状況であると認識しております。

県としましては、今年1月から県内中小事業
者に対し、借換えにも対応できる制度融資を設

けたほか、6月補正予算による省エネ設備等の
導入支援、子ども食堂及びフードバンク活動団

体を通した支援等、各分野の物価高騰対策に全

力で取り組んでいるところであります。

多様な事情により経済的に困窮している方々

に対しましても、個々の相談に応じ、自立した

生活に向けた就労支援や生活福祉資金貸付けな

ど、きめ細やかに対応しております。

今後も、県内情勢及び国の政策を注視しなが

ら、事業者や県民の皆様に対し確実に必要な支

援が届くよう、各関係機関とも連携のうえ、各

種事業に取り組んでまいります。

次に、「中期財政見通し」を踏まえた本県の

財政状況の認識と今後の財政運営の考え方につ

いて、どのように考えているのかとのお尋ねが

ございました。

今回策定いたしました「中期財政見通し」に

おいては、物価高騰による本県財政への影響は

不透明なものの、国の財政措置や継続的な収支

改善対策等により、令和5年度と令和6年度は財
源不足が生じない見込みとなっております。

しかしながら、令和7年度以降は、社会保障
関係費の伸びに加え、大型事業の償還開始に伴

う公債費の増加等により財源不足が生じ、基金
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の取崩しを余儀なくされる見通しであり、厳し

い財政状況は続くと認識をしております。

そのため、今後の財政運営に当たっては、物

価高騰などの社会経済情勢を注視しつつ、引き

続き、着実な収支改善に取り組むほか、将来の

公債費負担の抑制に向けた対策を継続して実施

することが重要であると考えております。

また、国に対しては、全国知事会とも連携し

ながら、地方税財源の充実・強化を強く要請し

てまいります。

県としては、こうした取組を通して、新しい

長崎県づくりの実現に資する持続可能な財政運

営に力を注いでまいります。

次に、今後、人口減少対策にどのように取り

組んでいくのか、特に、市町との連携について、

どのような検討を行い、どう展開しようと考え

ているのかとのお尋ねがございました。

人口減少対策については、これまでの取組に

加え、「新しい長崎県づくり」のビジョンに掲

げた施策の方向性に沿って、最先端技術を活用

した地域課題の解決や産業構造の変化を捉えた

施策構築などにより、選ばれる長崎県づくりの

実現に取り組んでまいりたいと考えております。

また、市町との連携については、県・市町連

携会議等において、各市町長との意見交換を実

施しているほか、県職員の市町への訪問等を通

して、直接、地域の課題や施策の方向性をお聞

きしながら、産業振興をはじめとした地方創生

に係る事業構築の検討を行っているところであ

ります。

今後は、市町ごとの産業構造も含め、それぞ

れの特性や課題、対策等を整理するなど、きめ

細やかな対応に努めるとともに、県と市町の役

割分担を踏まえながら、市町のニーズに基づい

た施策構築についても検討を行ってまいりたい

と考えております。

次に、新型コロナウイルス感染症について、

感染拡大を防ぐためにどう対応したのか、また

移行計画の進捗状況についてのお尋ねがござい

ました。

7月下旬の感染拡大期には、県民の皆様に対
して注意喚起を行い、8月上旬には、「長崎県
新型コロナウイルス感染症流行警戒連絡会議」

において、幅広い医療機関による患者対応と相

互連携体制の強化に関し、改めて関係団体と認

識の共有を図りました。

さらに、定点報告数が30を超えたことを踏ま
え、お盆を迎える前に臨時の記者会見を開き、

私から県民の皆様に、基本的な感染対策等への

ご協力をお願いしたところであります。

今後も、県ホームページやＳＮＳ等を活用し

て感染動向を周知するとともに、感染の動向に

応じた注意喚起に努めてまいります。

また、通常の医療体制への段階的移行につい

ては、移行計画に基づき、7月から、重症と中
等症Ⅱの患者用に確保病床を重点化しており、

現在、入院患者の8割近くが通常の病床で受け
入れられております。

今後は、国から移行期間延長の方針が示され

たことを踏まえ、感染拡大時に病床を確保しつ

つ、さらに幅広い受入れが進むように、医療機

関の理解促進に努めてまいります。

次に、子ども子育て支援施策の充実について、

県では、来年度当初予算編成に向けて、どのよ

うな考え方で、子ども子育て支援施策を検討し

ようと考えているのかとのお尋ねがございまし

た。

本県においては、これまでも、こども政策局

を中心に、県民の皆様が希望どおりに結婚、妊

娠、出産、子育てできる社会の実現に向けた各
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種施策に取り組んでまいりました。

こうした中、国においては「こども未来戦略

方針」が示されたところであり、これらの国の

施策と整合性を図りながら、県の施策を構築す

ることが重要であると考えております。

また、県内の子どもや関係者のご意見をお聞

きする機会を設けるほか、市町や関係団体との

意見交換も積極的に行いながら、本県の課題の

克服に向けて必要な施策の検討を進めてまいり

ます。

さらに、「新しい長崎県づくり」のビジョン

の子ども分野でお示しした、ありたい姿の実現

のために必要な予算についても、部局横断で議

論を重ねてまいりたいと考えております。

今後とも、様々な声に耳を傾け、大胆な視点

と細やかな視点を組み合わせながら、県政の機

軸である子ども子育て支援施策の充実・強化に

全力を注いでまいります。

次に、国土強靭化5か年加速化対策の予算獲
得と5か年加速化対策後の必要な予算確保につ
いてのお尋ねがございました。

現在、5か年加速化対策の3年目を迎え、道路
ネットワークの機能強化や流域治水対策、土砂

災害対策、インフラ老朽化対策などを着実に進

めているところであります。

しかしながら、現在、高規格道路の供用率は

依然として約61％にとどまり、また砂防関連事
業の整備率も約26％と低い状況であることな
どから、必要な対策は、まだまだ道半ばである

と考えております。

このため、激甚化、頻発化する自然災害から

県民の命や暮らしを守り、地域の産業を支えて

いくためにも、今年度の補正予算を最大限確保

することに努め、強靱な県土づくりにしっかり

と取り組んでまいります。

また、5か年加速化対策後も必要な予算を別
枠で確保し、継続的、安定的に取組を進めてい

くことは極めて重要であると認識しており、今

後も引き続き、国に対して、しっかりと働きか

けてまいります。

次に、ながさきデジタルＤＥＪＩ－ＭＡ産業

メッセ2023についてのお尋ねがございました。
9月7日と8日の2日間にわたり開催された産

業展示会、「ながさきデジタルＤＥＪＩ－ＭＡ

産業メッセ2023」では、併催した「第2回ドロ
ーンサミット」を含め、約3,900名の来場があり、
ドローンのデモフライト等も多くのメディアで

取り上げられるなど、盛況のうちに終えること

ができたと考えております。

本県は、離島・半島地域を有し、物流や交通、

医療等の地域課題への対応などを要することか

ら、先端ＩＣＴ技術や次世代モビリティ等の新

技術の積極的な活用により、様々な課題解決が

図られることを期待しております。

そのため、今後、ＡＩ等の最先端技術を活用

した産業振興や次世代モビリティ等の社会実装

を推進するとともに、医療、福祉、子育て支援

等の分野のデジタル化を進めるなど、個人のニ

ーズに応じた最適なサービスが提供される豊か

な県民の暮らしの実現を目指して取り組んでま

いりたいと考えております。

残余のご質問については、関係部局長から答

弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君）製造業振興にお

ける課題の認識とそれに対する取組、人材確保

対策についてのお尋ねでございます。

本県製造業の振興につきましては、造船業に

次ぐ基幹産業の創出に向け、今後とも市場拡大

が見込まれる半導体関連産業や航空機関連産業



令和５年長崎県議会・９月定例会（９月１９日）

- 24 -

などの誘致、育成に取り組んでいるところであ

ります。

基幹産業化に向けては、県内サプライチェー

ンの形成が課題であることから、誘致企業を含

めた県内企業の企業間連携による事業拡大や参

入に必要な認証取得などを支援しております。

具体的には、半導体製造装置について、県内

での一貫生産を目指す取組や航空機エンジンの

主要部品の増産に向けた新たな連携などを支援

しております。

また、必要な人材については、産学官で連携

を図りながら、企業のニーズを踏まえた確保に

努めているところであります。

今後とも、県内経済を支える製造業の振興に

力を注いでまいります。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君） 観光・宿泊

業界についての県の課題認識と人材確保の取組

についてのお尋ねでございます。

国の毎月勤労統計によりますと、本県の宿泊

業、飲食・サービス業の賃金は、他の業種と比

べると低い方にございまして、観光・宿泊業界

での生産性や収益性を高め、従業員の所得向上

につなげていく必要があると認識いたしており

ます。

このため、県におきましては、宿泊事業者が

実施するＤＸ化や業務効率化への取組を支援い

たしておりまして、生産性の向上を促している

ところでございます。

事業者においても、国の補助事業を活用した

施設の高付加価値化に取り組まれ、収益力を高

める努力をなされております。

また、観光・宿泊業界における人手不足の解

消に向けましては、外国人材の受入れも含めま

して、事業者のご意見を伺いながら、必要な支

援を実施してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）福祉保健部が今

年度行う医療・保健・福祉各分野の16本の計画
策定に係る認識と決意について、お尋ねがござ

いました。

各種計画の策定時期が重なりますことは、本

県の福祉保健政策の諸課題につきまして、各分

野の垣根を越えて議論し、連携、調和を図る大

きなチャンスであると認識しております。

各種計画の策定に当たりましては、関係者の

方々と議論を重ね、本県の現状や課題を認識し

たうえで、「新しい長崎県づくり」のビジョン

のコンセプトである「未来大国」を具現化すべ

く、いつでも、どこでも、誰でも医療・介護サ

ービスが受けられ、全ての世代の方々が住み慣

れた地域で安心して暮らしていける社会の実現

に向け、本県の医療・保健・福祉行政の礎とな

る計画の策定を目指してまいります。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）教育行政が

解決すべき課題と解決に向けた方向性について

のお尋ねでございます。

教育におけます課題は多様化、複雑化してお

り、支援を必要とする児童生徒への対応に加え

まして、新たな資質、能力の育成など、学校だ

けでは解決が難しい課題が増えてきております。

このような現状を踏まえまして、令和6年度
からの5年間を期間とします「第四期長崎県教
育振興基本計画」におきましては、「つながり

が創る豊かな教育」をテーマに作成を進めてい

るところでございます。

例えば、地域とつながった、ふるさと教育を

推進しましたり、遠隔教育センターと離島の小

規模校とをつなげ、専門的な教育を提供するな
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ど、「つながり」を柱にして課題解決に向けた

方向性をお示ししたいと考えております。

今後は、これまで以上に学校が家庭や地域を

はじめ、行政や企業などとも「つながり」を深

めながら、地域を担う子どもたちを地域総がか

りで育てる機運を醸成し、諸課題の解決に取り

組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）長崎駅周辺整備後の

影響、人流の変化、公共交通の利便性の向上に

ついて、お尋ねをいただきました。

長崎駅周辺整備により駅が西側へ150メート
ル移転し、利用者にご不便をおかけしている状

況などは認識しております。歩行者の移動支援

として、国道横断デッキや動く歩道の設置を、

国、県、市で検討してまいりたいと考えており

ます。

また、新幹線開業後、人流の変化が生じてい

ると思われるため、今年度、調査を実施したう

えで、新幹線利用者の利便性や元船地区等への

アクセス性の向上の観点から、歩行者動線の強

化など、検討を進めます。

公共交通の利便性向上については、昨年、県

と市で設置したエレベーターやエスカレーター

に加え、バスターミナルの再整備やバス停の集

約などの検討を行い、多様な交通手段の結節機

能の向上を実現してまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） 私の方から、県

庁舎跡地整備の関係で、3点答弁をさせていた
だきます。

まず、基本構想に掲げる機能の具体的な内容

や配置を早期に決定し、整備年度を示すべきと

のお尋ねでございますが、「県庁舎跡地整備基

本構想」においては、利活用の基本的な考え方

と、そのために必要となる機能を示し、議論の

中でいただいた具体的な例を取りまとめており、

建物等の規模や配置などは、利用状況等の検証

結果を踏まえ、検討することとしております。

基本構想に基づき、現在は、整地を行い、オ

ープンスペースとして暫定供用することで、に

ぎわいの創出を図りながら、実際に跡地を利用

したプレーヤーやイベント参加者のご意見をい

ただき、利用状況の検証を進めているところで

あります。

今後は、暫定供用時の利用状況の検証を行い

ながら、現時点においては、令和6年度から、
整備内容や機能、配置等の具体化を進めてまい

りたいと考えております。

次に、県警本部跡地は、前倒して整備に取り

かかるべきではないかとのお尋ねでございます

が、県警本部跡地につきましては、産学官等の

連携によるオープンイノベーションを推進する

ことを基本構想に定めており、企業向けオフィ

ス等も入居する民間開発を基本として、県庁舎

跡地全体の最適な機能配置を見定めつつ、計画

等を精査したいと考えております。

コロナ禍によってリモートでの働き方が定着

し、また長崎市内において、駅前や駅の北側で

のオフィスや商業施設の開発が見られるなど、

社会経済の状況が変化しております。

県警本部跡地の効果的な利活用を図るために

は、こうした状況の変化を踏まえる必要がある

と考えております。

そのため、今後、周辺民有地との調整や利用

用途、開発規模などの意向等を把握したうえで、

早期の民間整備につなげてまいりたいと考えて

おります。

次に、旧第3別館については、保存する価値
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がないなら解体すべきではないかとのお尋ねで

ございますが、旧第3別館については、第2回跡
地活用検討懇話会の提言において、「取り壊す

ことを前提とせず、保存、顕在化等についても

検討すること」との意見をいただいたことなど

から、様々な要素を総合的に勘案して方向性を

決定することとしております。

今後、安全性や耐久性を確保するための費用

負担、利活用ニーズや跡地活用全体の機能配置、

分担などを具体化していく中で、旧第3別館の
方向性を整理してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）データ連携基盤の

利活用状況について、お答えいたします。

行政等が保有するデータの利活用を進め、県

民生活の質の向上などを図ることを目指して、

令和3年度に、「つながる長崎・データ連携基
盤」を構築し、県及び市町等の各種データがイ

ンターネット上で広域的につながり、利活用が

行われるイメージの下、取組を進めております。

その機能には、防災や観光、公共施設の情報

を地図上で確認できる地図ダッシュボードがあ

り、県民を含め、幅広く閲覧されているほか、

民間企業向けの機能として、登録されたデータ

を抽出できるツールもあり、現在、防災や交通

分野での活用が検討されているところでありま

す。

〇議長（徳永達也君） 前田議員－40番。
〇４０番（前田哲也君）ご答弁ありがとうござ

いました。

多岐にわたったため、答弁が大変だったと思

いますけれども、今日は多くの方も傍聴に来て

いただきまして、ありがとうございます。これ

からしっかり、残った時間で再質問をさせてい

ただきたいと思います。

まず、知事から、ご答弁いただいた「新しい

長崎県づくり」ですけれども、知事が就任した

時点で、現総合計画がもう展開されていました

ので、ここで改めて知事の思いを含めて、今回、

ビジョンをつくったことは、非常に評価される

ものだと思います。

ただし、現計画が進む中での整合性を整える

ことと、併せて、そこまでのビジョンを立てた

のであれば、内容を見ると、令和7年度の目標
の数値も入っておりますので、そういう意味で

言えば、あまり時間がない中で、その目標値を

クリアするためには、やはり事業の施策展開の

財源の確保をしていくことが大事だと思います。

今年度の予算を組む中でも、4割シーリング
の活用の中で大変ご苦労した跡が見られますが、

改めてこのビジョンをまた一つひとつ達成しよ

うということになれば、財源をどうやって確保

するかということについては、新たな知恵を出

していただきたいと思いますし、この幾つかの

テーマの中に、交流というものもありますけれ

ども、その中で言えば、再来年、全国の文化祭、

ピースながさきですか、行われますので、そう

いう意味でいけば、できるところから、すぐ文

化の振興等、取り組んでいただきたいというこ

とを要望しておきたいと思います。

次に、最重点事業の進捗と今後の取組につい

てですが、1点、九州新幹線だけについて、ご
質問を再度させていただきたいと思います。

私たち自民党としても、しっかり佐賀県の理

解を得るべく、フル規格に向けて取り組んでい

るところで、いかんせん、なかなかハードルが

高い状況の中で、知事自身もご苦労されている

ことだと思います。

改めて、佐賀県知事とのまた協議の必要性と

いうものも感じているところですが、私たちが
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感じるところで、まずは佐賀県にご理解いただ

く中で、こうやって1年を経過した中で、新幹
線の効果も出てきています。それを目の当たり

にする中で、佐賀県知事に少し気持ちを変えて

いただく中では、やはり佐賀県の負担軽減をい

かにして図っていくことが大事ではないかとい

うふうに私は考えておりますけれども、知事に

おいては、これから佐賀県の理解を求めるため、

今後どのように取り組んでいこうとしているの

かをご答弁いただきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）全線フル規格による整備

に当たっては、本県だけでの考えでは、やはり

実現することはできません。佐賀県の理解を得

ることが不可欠であると考えております。

そのため、まずは人流の増加やまちづくりな

ど、新幹線効果が具体的にあらわれている沿線

地域の状況について、西九州地域全体で共有す

ることが重要であると考えております。

県としては、こうしたメリットを西九州地域

全体で享受できるような環境づくりに努めて、

佐賀県の考えを十分にお聞きしながら在来線な

どの課題に取り組むとともに、政府・与党をは

じめ、関係者への働きかけを行うなど、全線フ

ル規格の早期実現に力を注いでまいりたいと考

えております。

〇議長（徳永達也君） 前田議員－40番。
〇４０番（前田哲也君） ぜひ、私たち議会もし

っかり頑張っていきますので、ともに取り組め

たらなと思います。

先ほど知事の方から、新幹線の開業効果の方

のご答弁もありましたけれども、直近のニュー

ス等では、既に新幹線の開業効果にも落ち着き

を見せてきていると、長崎県の8月の宿泊稼働
指数は前年同時期を下回っているというような

報道もあっておりますので、一過性のものとし

て捉えることなく、時間を置かずに取組という

ものを期待しておきたいと思います。

次に、地場企業の資金繰りと県民生活支援に

ついてですが、るる知事の方からご答弁いただ

き、それに対して、特に異論を申すことはない

んですけれども、きめ細かさという点でいけば、

もう少し施策展開があっていいのかなと思って

おります。

次に、ちょっと順番が前後しますが、子ども

支援施策の中で、今年度当初予算の中で、補正

も含めて、子どもにお米を配るということで、

そこに12億円ですか、財源を費やしました。そ
して、マイナンバーカード、18歳以下のマイナ
ンバー取得は、これはマイナンバーカード取得

の促進もありますけれども、物価高対策という

ことも含めて11億円の予算で、これは6月の先
議という形で私たち、議決をさせていただきま

した。

お米については、12億円かけたことがどうか
というのは別に置いておいて、今現在、進捗率

として、実績は65％。そして、マイナンバーカ
ードの方は、実績はまだゼロですね。まだこれ

から業者に公募をかけるという段階で、ゼロと

なっていて、そういうことを考えた時に、本当

に県民生活が物価高の中で困窮する中での行政

の支援のあり方としての手の差し伸べ方のスピ

ード感というものが少し足りてないと思うのと、

また、もう少しきめ細かなものがあってしかる

べきだと思っていて、企業に関して言えば、資

金繰りも、そういった制度もつくりましたので、

令和5年1月から3月の2か月間で57億円の借換
えがあったのが、令和5年4月から7月までの同
じ3か月間で、当初の2.62倍の501件の相談で、
10億円近くの保証承諾実績というふうになっ
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ています。

そして、なおかつ、県民生活を見ると、生活

福祉資金特例貸付事業、これは厚生労働省の特

例貸付けですが、これがＲ4年で終了していま
して、実は、実績として2万8,414件、約107億
円の貸付事業が行われております。

併せて、感染症生活困窮者自立支援金として

も、令和4年がこれは終了で、2,985件、約6億
円の貸付事業の実績があったのですが、これが

令和5年度、全く国の制度としてはないという
状況の中で、周囲を見渡した時に、かなり経済

的にも、生活的にも困窮している企業や県民の

方が多いと思われる中で、ぜひ、国の対策も今

後訴えていきますけれども、さっきおっしゃっ

たような大胆かつきめ細かな展開というものを、

これは子育て支援だけではなくて、県民生活全

般に打っていただきたいということを要望して

おきたいと思います。

次に、人口減少の中で、市町との連携につい

ては、先ほども知事の方からご答弁がありまし

たけれども、一番には、やっぱり市町とどう連

携するかということが大切だと思う中では、知

事が先ほど言ったような県・市町の連携会議と

いうのが大事だと思います。お忙しい中で、昨

年度の実績が2回、今年度、近々行われるとい
うふうにお聞きしておりますけれども、ぜひ、

この人口減少というところに焦点を絞って、県、

市町で役割分担であったり、何ができるかとい

うことを十分協議いただき、答弁の中では出て

きませんでしたが、やはりそこは常々連携して

いる、連携していると言いながらも、どのよう

に連携しているかというものを議会に対しても、

県民に対しても示していただき、そして、その

ことに対して、県が金太郎飴的な予算の支援で

はなくて、各市町の状況において、めり張りの

ある支援を、財源的な支援というものをしてい

ただきたいということを要望しておきたいと思

いますし、今後さらに研究を深めていただきた

いと思います。

次に、人口減少対策については、私も、多分

知事も認識は同じだと思いますけれども、やは

り産業の振興に尽きるんだと思います。

そこで、今回、少し県の資料の方から抜粋を

させていただいて、（パネル掲示）議員のお手

元、そして理事者のお手元にも配らせてもらっ

ていますけれども、本県の現状ということで、

少しこの点を確認しながら質疑をさせていただ

きたいと思っています。

本来ならば、上段だけの長崎県だけでご説明

しようと思ったんですけれども、近い県という

ことで、熊本県との比較ということで資料を出

させていただいております。

本県の特徴として、右上を参照していただく

ように、意外に製造業が伸びているというのが

実績としてわかります。そして、一番の特徴と

して、熊本県と比較すると明らかでありますが、

建設業が本県の経済を支えてもらっている。そ

れは雇用という意味だけではなくてですね。で

すから、先ほども質問しましたけれども、国土

強靭化について、しっかりと展開しておきたい

ということを質疑したわけであります。

そして、もう一つ、これからは課題が見えて

くるんですけれども、これは熊本県とも共通で

ありますが、意外に宿泊とか飲食の観光分野と

いうものが給与がなかなか伸びないということ

と、併せて、伸び率がこの10年間、上回ってい
ないということが一つ現状としてあります。

そして、その宿泊、飲食が伸びないことによ

って、小売・卸業というものが、まだ、このぐ

らいの位置で多分停滞しているんだろうなとい
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うことを分析として思われます。

そして、熊本県も長崎県も共通することなん

ですが、やはり製造業であったり、情報通信産

業の就労を伸ばすということと、その所得を増

やしていくことが大きな課題だという認識があ

って、その中で特に注目されるのは、情報通信

業における熊本県の伸び、今は0.8万人となって
いますけれども、これから、さらにここの裾野

が広がり、そして所得が多分増えるんだと思っ

た時に、長崎県としても、ここの伸びしろがあ

るということと、製造業をさらに伸ばしていく

ことの重要性が、この資料からわかります。

そして併せて、県の方では令和3年度に、本
県の人口減少を分析するという意味で、実際に

転出した県民の移動理由アンケート調査という

ものをされております。21市町で実施したとい
うことで、その中で、転出をする大きな一番の

理由は、やっぱり離職を理由とする割合が一番

大きくて、男性で転出理由の2番目、25.7％、女
性も2位で24.2％です。要は、就職を求めて県外
に出るということ、そして、就職を理由とした

男性の転出者の転出業種の1位は製造業であり、
2位は情報通信業という結果が客観的な調査で
確認をできました。

まさに、先ほどのデータと一致することであ

り、本県の産業振興の、当然1次産業とかは振
興してもらわなければいけませんけれども、2
次産業、3次産業における振興の優先的な課題
が見えてきているんだろうと思います。

そのうえで、産業労働部長が先ほど答弁しま

した半導体関連、航空産業の成長分野というと

ころを伸ばしていきたいということですが、私

自身、正直言って、この分野について、九州の

中で長崎県が本当に優位性があるのかというこ

とが少し疑問に感じていたのですが、今回のレ

クを受ける中で、その分野が本当に九州の中で

優位性を保っているのかということをお聞きし

たいのと、成長分野における人材確保をどう考

えているかということについて、改めて質問を

したいと思います。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（宮地智弘君）長崎県の成

長産業であります半導体、航空機につきまして

は、県央の大手半導体メーカーを中心に、九州

でも製造品出荷額が上位に位置するなど、効果

的な取組ができております。

航空機につきましても、三菱重工航空エンジ

ンが長崎県内に工場を立地する、また地場企業

も20社を超える企業が参加するなど、サプライ
チェーンが形成されつつございます。

併せて、成長分野の人材確保でございますが、

それにつきましても、私ども重要と考えており

まして、半導体関連につきましては、「ながさ

き半導体ネットワーク」において、企業と学生

を交流させるイベント等を実施しております。

また、航空機関連につきましては、去る8月、
航空機学科を有する久留米工業大学と連携協定

を締結するなど、県外大学との連携も含めた専

門人材の確保を強化してまいります。

さらに、市場が急拡大しているＩＴ関連につ

きましては、長崎大学におきまして、インドの

指定校からＩＴ関連の学生を招聘する動きもご

ざいますので、大学等と連携した外国人の活用

も含めまして、人材の確保を検討してまいりた

いと考えております。

〇議長（徳永達也君） 前田議員－40番。
〇４０番（前田哲也君）成長分野における人材

確保はぜひ、外国人材も含めて、鋭意進めてい

ただきたいと思いますが、本県学生のインター

ンの充実ということで、長期有償型インターン
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シップ促進事業、かなり好評ですので、ぜひこ

の分野においても予算を大幅に増やして、地元

企業のインターンというものを積極的に展開し

てほしいということを要望しておきたいと思い

ます。

次に、5類移行後の対応についてですが、先
ほどご答弁がありましたけれども、長崎県にお

いては、移行については順調に推移していると

いうことで認識をしました。

ただ、やっぱり昨今のニュース等を見る中で、

病院の方というのは大変危機感を持っていて、

コロナもですが、インフルエンザが流行する中

で、今後、移行した時に、本当に果たして、そ

れは経営的にもですが、患者の受入れも含めて、

しっかりやれるのかというような危機感は持っ

ていると思います。

ですから、数字上は移行がうまくいっている

となっていますけれども、来年3月に延長した
ということも含めて、国が支援する制度以外で、

県として、医師会とも協議しながら、今、クラ

スターという言葉は使いませんけれども、各医

療機関の中で、そういうことが発生した時に、

どうフォローしてあげられるかということは、

きめ細かな対応ということを要望しておきたい

と思います。

次に、子ども子育て支援施策の充実について

ですけれども、先ほど、お米とマイナンバーの

ことは言いましたけれども、経済的負担だけで

はなくて、もう少し幅広に支援を展開していく

という中で言えば、私自身としては、一番はや

っぱり保育士の確保であったり、処遇の改善だ

と思っていますので、この点について、来年度

を含めて、どのように考えているのか、ご答弁

をいただきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）お答え申し上

げます。

本県では人口減少が急速に進んでおりまして、

今ご指摘があった保育士の確保については、大

変重要な課題であるというふうに認識しており

ます。

また、国において、保育士の配置基準の改善

等が検討されておりまして、保育士確保につい

て、地域間競争の激化なども懸念されるところ

でございます。

そのため、本県の保育の職場に魅力を感じて

いただけるような独自の施策が必要であるとい

うふうに考えておりまして、現在、施策の具体

的な内容につきまして市町と協議を行い、検討

を進めているという状況でございます。

〇議長（徳永達也君） 前田議員－40番。
〇４０番（前田哲也君） ぜひ、国の制度だけで

はなくて、県としてもしっかり取り組んでいた

だきたいと思いますけれども、財源が厳しい中

で、全てが全て行政の財源だけでできるのかと

いうと、そこには無理があると思いますし、民

間と一緒になって子ども子育て支援をやってい

くということで言えば、子ども基金等の創設等

についてもご検討、研究をいただきたいと思い

ます。

次に、教育行政について1点だけ、るる答弁
がありましたけれども、学校に出てこれる子ど

もたちについては、私はそれでいいと思ってい

るのですが、私、今、多分最優先でやるべき課

題としては、不登校児童に対する対応だと思っ

ています。2,000人規模の方が毎年毎年不登校と
いう数が挙げられていく中で、なかなかこれが

解消しないことについて、非常に危機感を持っ

ております。

中・長期的にというか、取り組んではいるん
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でしょうけれども、子どもたちにとっては、そ

の時期だけが自分たちの子どもの時期ですから、

一年でも早く改善に努めてほしいと思うんです

けれども、不登校児童のいる家庭の公費助成的

なものも検討してほしいと思う中で、これは大

村市の調査ですが、不登校児童生徒のうち、一

人親家庭は小学校で28％、中学校で39％という
データが出ていて、一人親家庭は全国的に貧困

率が50％と言われております。そういったこと
を考えた時に、不登校児童生徒が、学校に行け

なくても、例えばフリースクール等で学びたい

と思っても、そういった経済的な負担もある中

で、なかなか行けない状況があるんだと思って

いて、現に、2,000人弱のうちのフリースクール
に通っている子は1割弱しかいないという現況
を見た時に、関係者との会議も持たれています

ので、ぜひその辺の会議を進めていただきなが

ら、有効的な施策を早く打ってあげないと、な

かなか今、県がやっているようなところでは、

不登校児童の解消というのは時間がかかるんだ

なと思っていて、これは知事の方も、総合教育

会議の座長でもありますので、座長自らそうい

うことも問題意識を持っていただいて、関係者

の意見も聞いていただきながら改善に取り組ん

でいただきたいということを要望しておきたい

と思います。

ほか、るる質問したいこともあったんですけ

れども、駅周辺については、懸念された事項が

改めてやっぱり顕在化してきたということの中

で、今後、人流の変化も含めて、しっかりした

対応をしていただきたいということと、バスセ

ンター、バスタですね、部長、そちらの方もき

ちんと見ていただいて、前倒しの取組をお願い

したいと思っております。

県庁跡地については、旧第3別館がそういう

形で、今後また検討するということですので、

そこの結果を待ちたいと思います。

以上で、終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、11時15分から再開をいたします。
― 午前１１時 １分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

溝口議員－45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）（拍手）〔登壇〕 皆

さん、おはようございます。

自由民主党、佐世保市・北松浦郡選挙区選出、

溝口芙美雄でございます。

通告に従いまして、一般質問をさせていただ

きます。

1、石木ダム建設促進について。
近年、気候変動の影響により、全国各地で甚

大な自然災害が頻発する中、川棚川流域におい

て洪水被害を軽減するとともに、佐世保市に安

定した水源を確保するための石木ダムの必要性

は、より一層高まっており、地域住民の皆様の

安全・安心を守り、県北地域の発展を考えるう

えでも、早急にダムを完成させなければなりま

せん。

令和5年2月定例会において、私は、令和7年
度のダム完成予定に向け、今後、どのように事

業を進めていかれるかとお尋ねし、知事は、「工

事工程に沿って切れ目なく工事を進め、令和7
年度のダム完成に向けて努めてまいりたい」と

答弁されましたが、改めて現在の工事の進捗状

況と、令和7年度の完成見込みに変わりはない
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のか。

また、現地では、いまだ事業に反対されてい

る方々による座り込みなどの妨害行為が続いて

いますが、今後、本格的に事業を進めるために

は、反対住民に対し、団結小屋などを明け渡す

よう強く求めるべきではないかと考えます。

併せて、知事は、住民の生活再建に向けて基

金を創設する旨の発言をされましたが、基金を

創設し、どのような事業を行うのか、財源はど

うするのか、どのような手続きを経て、いつ創

設するのか、お尋ねいたします。

2、特定複合観光施設（ＩＲ）の実現につい
て。

ＩＲの認定については、国において慎重に審

査が行われているところですが、必ず実現させ

なければならない、悲願であります。

このＩＲの実現において、ギャンブル依存症

対策に取り組むことは、県民の理解を得るうえ

で重要であると考えております。

これまでの一般質問においても確認してきた

ところでありますが、ギャンブル依存症対策に

関連する県の取組と佐世保市との連携について、

お尋ねいたします。

また、ＩＲ開業による高い経済効果があるこ

とは、私自身の様々な活動の中において、地域

住民の皆様に伝えてまいりました。

近隣のホテルに宿泊する消費額等も含めると、

年間約3,000億円を超える経済波及効果が見込
まれており、地元経済界の皆様も大いに期待し

ているところであります。

また、経済効果のうち、とりわけ雇用効果に

関しては、ＩＲ周辺地域を含め、約3万人の雇
用が見込まれており、地域経済に大きな効果が

あると考えております。

これだけの人材確保は、ＩＲ事業者だけでな

く、県とも一体となった取組が重要だと考えま

すが、人材の確保や育成をどのように行う計画

となっているのか、お尋ねいたします。

3、人口減少対策について。
本県においては、離島・半島地域を多く有し、

人口減少や少子・高齢化が全国よりも早く進行

しているという厳しい状況が続いております。

直近では、令和4年に生まれた日本人の子ど
もの数が、はじめて80万人を割り込むなど、少
子化の加速が進んでいるとの報道もあっている

ことから、本県においても自然減が拡大してい

るのではないかと危惧しているところでありま

す。

また、社会減についても、コロナ禍の影響が

やわらぎ、移住施策をはじめ、全国各地で人口

の取り合いの激化が予想されることから、その

中で、本県が厳しい地域間競争を勝ち抜けるの

か、心配しているところであります。

そこで、まず、本県の現状を踏まえた人口減

少に対する認識を知事にお尋ねいたします。

（1）自然減対策について。
①少子化の現状と対策について。

人口減少の大きな要因の一つとして、自然減

が進んでいることが挙げられます。

全国に先んじて人口減少が進んできた本県は、

他県に先駆けて少子化対策を進めておりますが、

自然減の状況は年々悪化しております。

そのような中、国では、少子化トレンドを反

転させるため、「こども未来戦略方針」を策定

し、今後、3年間を集中期間として、次元の異
なる少子化対策に取り組むこととしております。

本県においても、子育てしやすい長崎県を進

めていくことにより、少子化に歯止めがかかる

ことが期待できるのではないかと考えておりま

すが、本県の少子化の現状と今後の少子化対策
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について、どのように考えているのか、知事に

お尋ねいたします。

②結婚支援の取組状況について。

少子化の主な要因としては、未婚化、晩婚化

が進んでいることにあると考えております。

8月末に厚生労働省が発表した人口動態統計
によると、今年1月から6月までの婚姻数は24万
6,332組と、対前年度比で7.3％の減という過去
最低水準となっております。出生減が、一段と

進む可能性があります。

本県は、これまで、婚活サポートセンターの

運営をはじめとした様々な結婚支援に関する取

組について、国の交付金を活用しながら、市町

とも進めてきたところだと認識しております。

出生数の減に歯止めをかけるためには、結婚

支援の充実についても大変重要であると考えて

おりますが、本県の結婚支援について、どのよ

うな取組を進めてきたのか、お尋ねいたします。

（2）社会減対策について
①企業誘致について。

県におきましては、様々な社会減対策に取り

組まれているところでありますが、私は、産業

振興を図ることが、新たな雇用の受け皿を創出

することや、企業の雇用力を高めることにつな

がるなど、重要な社会減対策の一つであると考

えております。

県では、企業誘致を積極的に推進しておられ

ますが、企業誘致により、新たな雇用の受け皿

が生まれることから、人口減少対策として非常

に有効な施策であると認識しております。

今年4月には、半導体大手である京セラとの立

地協定が締結されるなどの成果も出ており、多

くの雇用が創出されるとともに、地場企業との

取引拡大も検討されていると聞いているところ

であります。

今後も、これまで以上に積極的に取り組んで

いただきたいと考えておりますが、現在の製造

業の企業誘致への取組状況と企業誘致を継続し

ている既存の工業団地への対策も含めた今後の

取組について、お尋ねいたします。

②中小企業支援について。

社会減対策においては、企業誘致だけでなく、

地場の中小企業、特に、製造業への支援も重要

であります。

県では、企業の成長や新規分野への進出を促

すうえで、設備投資等への支援を積極的に取り

組まれていますが、これらに加えて、人材育成

や技術力向上などに対する支援を行うことで、

企業の成長に加えて雇用力が高まり、人材確保

につながっていくものと考えております。

そこで、県では、地場の中小企業、特に、製

造業の人材育成を踏まえた企業の成長に向けて、

どのような考え方で支援を行っているのか、お

尋ねいたします。

4、農林水産業の振興について。
（1）「チャレンジ園芸1000億達成計画」の

取組状況について。

離島・半島、中山間地域が多い本県では、地

域の特色を活かした多様な農林業が営まれてお

り、野菜、果樹などの園芸作物が地域の主要農

産物として生産されております。

しかし、近年、不安定な国際情勢などによる

農業資材等の高騰や労働力不足のほか、台風や

豪雨などの自然災害等により、農業経営は全般

的に厳しい状況にあります。

こうした状況の中、県では、「チャレンジ園

芸1000億達成計画」を策定し、園芸産出額1000
億円達成に向けて、スマート農業の推進や産地

の維持・拡大等に取り組んでいるところと認識

しておりますが、これまでの取組実績と、今後、
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どのような取組を進めていくのか、お尋ねいた

します。

（2）水産業の振興について。
本県水産業は、令和3年の漁獲量が27万トン

で全国3位、産出額は936億円で全国2位を維持
しており、輸出も堅調に増加するなど、明るい

兆しも見える一方で、依然として就業者の減少

や漁業資源の低迷など、多くの課題を抱えてお

ります。

さらに、先般、橘湾で大規模な赤潮が発生し、

養殖業において大きな被害を生じたところです

が、このような自然環境の変化や、また近年の

燃油・資材価格の高騰などの社会経済環境の変

化に伴い、漁業経営は大変厳しい状況にありま

す。

こうした中、県においては、「長崎県水産業

振興基本計画」に基づき、環境変化に強い持続

可能な水産業を目指して、収益性の高い魅力あ

る漁業経営体の育成や、養殖業の成長産業化、

県産水産物の国内外での販売力強化などに取り

組んでいると聞いております。

そこで、このような近年の環境変化を踏まえ、

水産業の振興に向けた県の主な取組の状況につ

いて、お尋ねいたします。

5、教育行政について。
（1）県立大学第4期中期計画について。
長崎県立大学では、6年間で達成すべき新た

な第4期中期計画に令和5年度から取り組まれ
ております。

この第4期中期計画では、「新しい社会、企
業のニーズに柔軟に対応するとともに、長崎県

の発展に寄与できる人材育成の観点や、大学間

の連携等の視点を含めて、大学の今後のあり方

について検討する」とされています。

平成28年度における学部学科再編では、佐世

保校においては、これまでの経済学部を経営学

部と地域創造学部の2学部へ再編し、シーボル
ト校においては、全国初の情報セキュリティ学

科を設置して、高度専門人材の育成に取り組ん

でおります。

しかしながら、前回の学部学科再編から7年
が経過し、社会環境が大きく変化する中にあっ

て、私は、令和5年2月定例会において、文部科
学省の支援制度を活用して、デジタル化や脱炭

素など、成長分野の人材を育成する理工農系学

部を県立大学に設置することを提案いたしまし

た。

この提案は、第4期中期計画の趣旨とも合致
していることから、県立大学において、新たな

学部学科を設置する検討が必要ではないかと考

えております。

そこで、今後の大学のあり方について、現在

の県立大学における検討状況をお尋ねいたしま

す。

（2）学びの多様化学校について。
不登校特例校については、去る8月、「不登

校」との言葉が子どもの意欲をそぐおそれがあ

るといった意見を受け、国において、「学びの

多様化学校」に名称が変更されました。

学びの多様化学校については、令和5年2月定
例会において一般質問を実施いたしましたが、

増加する不登校児童生徒への対応は喫緊の課題

であると考えており、今後も、さらに増加して

いくのではないかと心配しております。

また、教室に入れず、保健室等で過ごしてい

る子どもの保護者の方からは、「出席扱いとは

なるが、勉強ができない」との声もお聞きして

いるところであります。

友達と会って会話を楽しむのはとてもいいこ

とですが、教室で一緒に授業を受けることが難
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しい子どもがいることも事実であります。

このような学校へ行けない児童生徒にとって、

学びの多様化学校は、大きな選択肢の一つとな

るのではないかと期待しております。

また、学びの多様化学校では、オンラインで

の学びについても、よりやりやすくなるものと

お聞きしております。

このような中、現在、佐世保市では、学びの

多様化学校の設置に向け、前向きに検討してい

ると聞いております。

県としても、設置を検討していくべきではな

いでしょうか。県として設置しないのであれば、

設置する市町に対する支援を検討すべきではな

いかと思います。

国におきましても、「全国で300校の設置を
目指す」と表明しているところですが、県とし

て学びの多様化学校の設置に向け、どのような

姿勢で臨んでいくのか、お尋ねいたします。

6、佐世保警察署の移転建て替え等について。
佐世保警察署につきましては、現在、旧市民

会館跡地へ移転・建替えの方向で進められてい

ると承知しています。

この佐世保警察署の移転につきましては、本

年6月に佐世保市から提出された長崎県議会へ
の要望におきましても、佐世保警察署の早期建

替えが要望されているところであります。その

必要性や緊急性については理解しております。

また、本件は、現佐世保警察署の移転のみな

らず、相浦警察署の統合を見据えたものである

とお聞きしております。

県警察は、相浦地区をはじめとした管轄区域

の住民に丁寧に説明してきたところであり、お

おむね地元の理解も得られていると認識してお

ります。

一方で、相浦地区の住民からは、佐世保、相

浦両警察署の統合後における相浦地区の治安対

策を望む声も出ております。

このような状況を踏まえ、佐世保警察署移

転・建替えにかかる経緯と現在までの進捗状況

について、また、佐世保、相浦両警察署の統合

経緯と統合後における相浦警察署管内の治安対

策について、警察本部長にお尋ねいたします。

7、道路行政について。
（1）西九州自動車道の整備促進について。
地域の振興や将来の発展におきましては、や

はり地域間の人や物の移動を支え、災害時には、

緊急搬送や物資の輸送に不可欠となる道路、特

に、高規格道路の整備が重要な課題であります。

県北地域においては、西九州自動車道がその

役割の大きな部分を担うものであり、沿線地域

の方々も、一日も早い完成を待ち望んでおりま

す。

現在、県内で唯一の未整備区間として残って

いる松浦佐々道路については、着実に整備が進

められており、佐々インターチェンジから佐世

保大塔インターチェンジ間の4車線化工事につ
いても、目に見えて進捗が図られております。

この西九州自動車道の2つの事業については、
早期の完成に期待をしているところであります

が、現在の進捗状況について、お尋ねいたしま

す。

また、暫定的に2車線で整備されている武雄
南インターチェンジから佐世保大塔インターチ

ェンジ間におきましては、福岡県をはじめ、九

州各県から数多くの来訪者を想定しているＩＲ

の誘致、実現に向けて、その4車線化が不可欠
であると考えておりますが、いまだ事業化をさ

れていない状況となっております。

つきましては、未着手となっている武雄南イ

ンターチェンジから佐世保大塔インターチェン
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ジ間の4車線化について、現在の状況をお尋ね
いたします。

（2）東彼杵道路の早期事業化について。
ハウステンボス入口交差点から、東そのぎイ

ンターチェンジ間の国道205号につきましては、
県北地域と県央・県南地域を最短で結ぶ道路で

あることから、一日の交通量は容量を超えてお

り、朝夕には慢性的な交通渋滞が発生するなど、

経済活動や観光振興の支障となっているところ

であります。

今後、ハウステンボス周辺地域へのＩＲ誘致

が実現いたしますと、長崎空港とＩＲ施設とを

つなぐ重要な路線ともなることから、今以上に

東彼杵道路の整備の重要性が高まっていくもの

と考えております。

沿線地域でも早期事業化に大きな期待が寄せ

られているところですが、現在の東彼杵道路の

事業化に向けた手続きの状況について、お尋ね

いたします。

以上で、壇上からの質問を終了し、以後は、

対面演壇席から再質問をさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 溝口議員のご質

問にお答えいたします。

まず、はじめに、石木ダムについて、現在の

工事の進捗状況と令和7年度の完成見込みにつ
いて変わりはないのかとのお尋ねがございまし

た。

石木ダムについては、現在、ダム本体の掘削

工事や付替県道工事などを進めているところで

ございます。令和4年度末時点での進捗率は、
事業費ベースで約69％となっている状況です。
一方、先日、県内でも発生いたしました線状

降水帯がございます。大雨が降りましたけれど

も、こうした気象状況に変化がある中で、県民

の皆様の安全・安心を確保するためには、石木

ダムの一日も早い完成が必要だという認識に変

わりはございません。

工事の発注時期や進め方を工夫をいたしまし

て、令和7年度の完成に向けて、最大限努力を
継続していきたいと考えております。

次に、少子化の現状と対策について、本県の

現状を踏まえた人口減少に対する認識はとのお

尋ねがございました。

本県の人口減少の要因のうち、自然減につい

ては、未婚化や晩婚化の影響等により、出生率、

出生数の減少が死亡者数の増加を上回って推移

をしており、令和4年には1万1,000人を超えて
おります。

また、社会減についても、新型コロナウイル

ス感染症による移動制限が緩和されたことによ

り、外国人は転入超過となったものの、若者や

女性の転出超過により、令和4年において約
3,000人となっている状況です。
こうしたことから、依然として人口減少は厳

しい状況であると認識をしており、結婚、妊娠、

出産から子育てまでの切れ目のない支援や、若

者、女性が魅力を感じる仕事の創出、子育て世

代をターゲットとした移住促進など、自然減、

社会減の両面から施策を充実・強化し、選ばれ

る長崎県の実現に向けて取り組む必要があると

考えております。

次に、今後、少子化対策について、どのよう

に考えているのかとのお尋ねもいただきました。

本県の令和4年の出生数につきましては、約
8,300人で、ピーク時の昭和24年と比べますと、
約7分の1となるなど、子どもの数は年々減少が
続いている状況です。

また、合計特殊出生率も、令和4年は1.57とな
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っております。全国的に見ると高い水準にはあ

りますが、県民の希望出生率を見ますと、2.08
となっており、依然として大きな開きがあると

いう状況です。

少子化対策については、結婚支援の充実と、

安心して子育てできる環境の充実を両輪として

進めていく必要があると考えており、今年度に

おいては、お見合いシステムの改修による利便

性向上や、不妊治療にかかる先進医療費の一部

助成、子どもの医療費助成制度の創設など、関

連施策を積極的に講じてきたところでございま

す。

本県では、婚姻後の夫婦の出生力を示します

有配偶出生率は比較的高い一方で、未婚率の上

昇に歯止めがかかっておらず、その対策が特に

重要と考えてございます。

今後とも、今般、国において取りまとめられ

ました「こども未来戦略方針」も踏まえながら、

引き続き、市町や関係団体等との連携を図りま

して、県民が希望どおりに結婚、妊娠・出産、

子育てできる社会の実現に向けて、必要な施策

について検討してまいります。

残余のご質問につきましては、関係部局長か

ら、答弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 私からは、4点お答
えさせていただきます。

まず、1点目、石木ダムの事業を進めるため
には、反対住民に対して、団結小屋など明渡し

を強く求めるべきではないかとのお尋ねをいた

だいたところでございます。

川原地区にお住いの皆様には、収用地の明渡

し期限を過ぎた後、毎月、土地の明渡しを求め

る文書をお送りさせていただいております。

また、工事工程上、施工が必要な収用地につ

きましては、本年2月以降、ダム本体左岸頂部
の掘削工事や、現県道と接続する迂回道路部の

盛土工事に着手しているところでございます。

今後とも、団結小屋を含めた収用地の明渡し

に応じていただけるよう、努力を重ねてまいり

たいと考えております。

次に、石木ダムの基金の創設の手続きなどに

ついて、お尋ねをいただいたところでございま

す。

現在、県、佐世保市、川棚町の3者で協議し
ている新たな基金につきましては、関係住民の

皆様の生活再建とダム周辺地域の振興を図るた

めに創設したいと考えております。

その財源といたしましては、平成7年に、県、
佐世保市、川棚町が共同で設立し、平成25年11
月末に解散した「財団法人石木ダム地域振興対

策基金」の残余財産約10億円を活用したいと考
えております。

この旧基金は、現在、創設を検討している基

金と同様の事業を行うことを目的としておりま

したが、当時の公益法人制度改革によりまして

解散したものの、残余財産の配分先が決定して

いないことから、現在も清算中の状態でありま

す。

新基金設立の手続きといたしましては、今後、

旧基金の清算人会において、残余財産を県へ全

額寄附していただくことを決議いただいた後に、

現在の一般財団法人の設立に必要な定款の作成

等の手続きとともに、県議会において、予算等

の関係議案をご審議いただき、新たな基金を創

設したいと考えております。

次に、西九州自動車道の松浦佐々道路、佐々

ＩＣから佐世保大塔ＩＣ間の4車線化の進捗状
況について、お尋ねをいただきました。

西九州自動車道の松浦佐々道路につきまして
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は、今年度は92億円の予算が確保され、今月2
日には、松浦佐々道路で最初の貫通となる松浦

2号トンネルの貫通式が開催されるなど、着実
に進捗が図られております。

佐々ＩＣから佐世保大塔ＩＣ間の4車線化事
業においても、先月22日に天神山トンネルが貫
通するなど、完成に向けて順調に工事が進めら

れております。

一方、武雄南ＩＣから佐世保大塔ＩＣ間の4
車線化につきましては、国の優先整備区間に選

定されておりますが、いまだ未着手となってお

ります。

このような中、国において高速道路の更新や

4車線化などの進捗に必要な財源の確保を目的
として、料金徴収期間を延長する法改正が今年

6月に行われたことから、当該区間の4車線化へ
の早期着手を期待しているところでございます。

引き続き、西九州自動車道の整備促進につい

て、国へ働きかけてまいりたいと思います。

次に、東彼杵道路の事業化に向けた手続きに

ついて、進捗状況についてのお尋ねがございま

した。

東彼杵道路につきましては、これまで国にお

いて計画段階評価手続きが進められ、昨年12月
に開催された「社会資本整備審議会九州地方小

委員会」におきまして、海側ルートでの別線整

備が了承されました。

今年1月からは、環境影響評価手続きが進め
られており、県としましても、現地への立ち入

り調査や地元説明会など、今後、想定される手

続きが円滑に進むよう、積極的に支援を行って

まいります。

引き続き、東彼杵道路の早期事業化に向け、

関係自治体とも連携して取り組んでまいりたい

と思います。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） 私から、特定複合

観光施設（ＩＲ）の実現について、2点お答え
いたします。

まず、ギャンブル依存症対策に関連する県の

取組と佐世保市との連携についてのお尋ねであ

ります。

県の取組としましては、ギャンブル等依存症

対策の充実を図るため、県民向けのシンポジウ

ムやセミナーを開催するなど、依存症に関する

理解促進のための啓発等を進めております。

また、ＩＲの区域認定を見据え、県北地域で

は、依存症対策に取り組むＮＰＯ法人の協力を

得て、相談支援体制の充実を図っております。

さらに、佐世保市と連携して、ギャンブル等

依存問題で悩まれているご本人やご家族等の集

いの場である夜間ミーティングを実施している

ほか、区域認定後は、地元の地区自治協議会や

医療機関及び行政、ＩＲ事業者等で構成する「九

州・長崎ＩＲ安全安心ネットワーク協議会」を

発足することとしております。

県としましては、これらの施策が依存症対策

の先進モデルとして確立できるよう、引き続き、

関係機関と連携しながら取組を進めてまいりま

す。

次に、人材の確保や育成についてのお尋ねで

あります。

統合型リゾート施設として整備されているシ

ンガポールの事例では、多様な職種において、

質の高い雇用が実現しており、本県においても、

ＩＲ関連産業が多くの方々にとって魅力ある就

職先となるよう取り組むことが重要であると考

えております。

そのため、国際観光人材をはじめとした幅広

い人材の確保・育成に向けて、ＩＲ事業者と地
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域の大学等が連携し、専門性の高いＩＲ産業教

育プログラム等の実施を計画しているほか、

ＵＩターン就職の促進や、企業と留学生との交

流等による外国人材の就職・定着支援などに取

り組むこととしております。

県としましては、区域整備計画に基づき、「新

卒、第二新卒」や「キャリア人材」、「外国人」

等の分類に応じて、各種施策をしっかりと推進

してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君） 私から、結婚

支援の取組状況について、答弁させていただき

ます。

本県の結婚支援について、どのような取組を

進めてきたのかとのお尋ねでございますが、県

における結婚支援につきましては、これまで、

長崎県婚活サポートセンターにおける「お見合

いシステム」の運用や、地域における婚活支援

の充実など、市町とも連携しながら、未婚者の

ニーズに応じ、出会いの機会を幅広く提供して

まいりました。

また、スキルアップセミナーや専門的知見を

有する婚活アドバイザーによります相談会の実

施等により、会員の活動を支援し、マッチング

率の向上に努めてきたところでございます。

また、このほか、従業員の結婚の後押しをす

る企業の登録制度や、若年層のライフデザイン

実現に向けた情報発信などに取り組んでまいり

ました。

これらの取組によりまして、令和4年度には
98組が成婚されるなど、一定の成果が出ており
ますけれども、目標としております成婚数150
組には届いていない状況でありますことから、

今後も、結婚を希望される方への支援策の充実

を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君） 私から2点、企
業誘致と中小企業支援について、お答えいたし

ます。

まず、企業誘致に関しまして、現在の製造業

の企業誘致への取組状況と企業誘致を継続して

いる既存の工業団地への対策も含めた今後の取

組について、お尋ねでございます。

製造業の企業誘致につきましては、県内企業

とのサプライチェーンの構築、強化につながる

半導体、航空機、医療等の成長分野を主なター

ゲットとしております。

現在、これらの分野の製造拠点の誘致に向け

て、各工業団地の特徴を踏まえた提案や現地視

察への誘導などを実施しており、引き続き、早

期の立地決定を目指して、地元市町や産業振興

財団と一体となって取り組んでまいります。

特に、他県との厳しい競争を勝ち抜き、アン

カー企業を誘致するには、工業用水を備えた大

規模な工業団地の整備が急務であることから、

今年度においては、市町が実施する工業団地の

整備に向けた調査等を支援しているところであ

ります。

今後とも、人口減少対策につながる企業誘致

に全力を注いでまいります。

次に、中小企業支援の関係でございます。

地場の中小企業、特に、製造業の人材育成を

踏まえた成長に向けて、どのような考え方で支

援を行っているかとのお尋ねでございます。

製造業は、他産業と比較しても雇用規模が大

きく、所得水準が高いことから、雇用創出や県

民所得向上に与える影響が大きいものと考えて

おります。

県内製造業の成長のためには、企業の技術力

の向上が重要であることから、教育機関とも連
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携して、技術力のある人材の育成等に取り組ん

でいるところであります。

具体的には、海洋エネルギー関連においては、

産学官連携により、企業社員向けの知識や技術

の習得を行う長崎海洋アカデミーでの専門人材

の育成や、航空機関連においては、市場参入に

必要な認証取得に向けた支援を行っているとこ

ろであります。

今後とも、企業の技術力向上に向け、産学官

連携による人材育成など、効果的な支援を行い、

県内製造業の成長分野への新規参入を図ること

で、力強い産業の振興につなげてまいりたいと

考えております。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 「チャレンジ園芸

1000億達成計画」のこれまでの実績と今後の取
組についてのお尋ねですが、県では、これまで、

農地や園芸用ハウス、集出荷施設といった生産

基盤の整備などにより、規模拡大や多収化、高

品質化、低コスト化の取組を支援してきた結果、

いちごやブロッコリー等の優良な産地化が進み、

令和3年の園芸産出額は865億円と、10年前から
45億円増加をしております。
県としましては、令和7年の園芸産出額1000

億円の達成に向け、環境制御技術やドローンな

ど、スマート農業技術の導入による品質や生産

性の向上、外国人材の活用等による労働力の確

保、輸出先国の基準に適合した産地の育成、出

荷予測や品質保証による消費者に選ばれる産地

づくり等について、市町、関係団体と一体とな

って取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 私から、1点お答え
いたします。

水産業の振興に向けた県の主な取組の状況は

とのお尋ねでございます。

県では、環境変化に強い水産業の振興に向け、

今年度は、特に、新漁法導入などにチャレンジ

する漁業者の取組支援や養殖業の沖合進出、国

内外での新たな販路開拓等による消費拡大、ＡＩ、

ＩоＴ機器の導入による加工業の生産性向上な
どに力を入れております。

特に、計画的で安定的に生産できる養殖業に

ついて、輸出が堅調に伸びているブリ等を対象

に、長崎大学と連携して、沖合に設置可能な大

型生けすや、監視機器等の導入実証を進めてい

るところです。

引き続き、環境変化を注視しつつ、水産業の

振興を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）今後の大学のあり方

について、県立大学における現在の検討状況は

どうかとのお尋ねでございます。

デジタル化の加速度的な進展により、成長分

野における高度専門人材の育成の必要性は増し

ておりまして、県立大学では、情報セキュリテ

ィ人材の需要拡大を見据え、平成28年度の学部
学科再編により、全国に先駆けて「情報セキュ

リティ学科」を新たに新設しております。

今後の大学のあり方を検討するに当たり、本

年4月から学長をサポートし、実質的な実務を
担う担当の学長補佐を新たに選任しております

が、まずはこの平成28年度に実施した学部学科
再編についての点検・検証が必要であると考え

ております。現在、その取組を進めているとこ

ろでございます。

併せまして、議員ご指摘がございました国の

支援制度につきましても、選定された大学の申

請内容等の情報収集を行っているところでござ

います。
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〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君） 県として、

「学びの多様化学校」の設置について、今後、

どのような姿勢で臨んでいくかとのお尋ねでご

ざいます。

「学びの多様化学校」につきましては、少人

数指導や授業時数の緩和など、柔軟な教育活動

が可能となりますことから、様々な事情を抱え

る不登校児童生徒にとって、有効な学びの場の

一つと考えています。

設置につきましては、不登校は義務教育段階

からの早期の支援が重要であること、また、現

在、不登校児童生徒を受け入れています教育支

援センターの所管が市町であること、さらには、

通学の利便性の観点などからも、市町が設置す

ることで支援の継続性や高い教育効果がより担

保できるものと考えております。

このような中、今般、佐世保市が設置に向け

た研究を進めることを表明されたところであり

ますので、今後、県といたしましても、佐世保

市が行う検討の場に積極的に参加しまして、教

育課程や教員の養成等について、助言や支援を

行うなど、市町の主体的な取組に対してバック

アップしてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君） 私から、2点お答
えいたします。

まず、佐世保警察署の移転・建替えにかかる

経緯と進捗についてのお尋ねでございます。

現在の佐世保警察署は、昭和46年8月に建設
され、既に築52年が経過しており、県下22警察
署の中で最も古い警察署となっております。

経年に伴う老朽化、施設の狭隘化のほか、耐

震性能の不足などの問題に直面しており、早期

建替えが県警察の重要な課題となっているとこ

ろでございます。

このような状況から、県警察といたしまして

は、整備方針を移転・建替えと決定し、佐世保

市花園町所在の旧佐世保市民会館跡地を予定地

として事業を進めております。

現在、佐世保市と協議を重ね、間もなく用地

の売買契約締結に至る予定でございます。

また、令和5年中は、実施設計を進めている
ところでございます。

新庁舎の完成時期は、令和9年度中と見込ん
でおり、今後も関係機関等と連携しながら、早

期建替えに向け、取り組んでまいります。

次に、佐世保、相浦両警察署の統合経緯及び

統合後における相浦警察署管内の治安対策につ

いてのお尋ねでございます。

最近の治安情勢につきましては、ニセ電話詐

欺やサイバー犯罪などの取扱いに見られるよう

に、犯罪が複雑かつ高度化しており、このよう

な情勢の変化に的確に対応するためには、捜査

体制や専門性の強化などに取り組んでいく必要

があります。

こうしたことを目的として、佐世保、相浦両

警察署の統合方針を決定したものでございます

が、相浦警察署管内の住民の方々が、統合後に

おける継続した治安対策を求めておられること

は承知をしてございます。

したがいまして、多方面から伺ったご意見、

ご要望を踏まえつつ、県有地の管理や予算措置

を担当する県関係所属とともに、相浦警察署庁

舎の継続活用について前向きに検討するととも

に、統合後は、パトロールをはじめとする警察

活動などにより、住民の方々の安全・安心の確

保に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） 大石知事をはじめ、
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執行部の皆さん、答弁誠にありがとうございま

した。残った時間、幾つかの項目について、再

質問をさせていただきます。

まず、石木ダムの事業につきましてですけれ

ども、もう既に、先ほどの答弁の中で69％の予
算を執行済みだと聞いております。残りの事業

費で足りるのか、また、見直す必要はないのか、

お尋ねをしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 石木ダムについては、事

業の進め方などを工夫しながら、総事業費285
億円で令和7年度完成に向けて努力していくこ
とに変わりは、まずございません。

しかしながら、人件費や資材価格の高騰が事

業費等に影響する可能性があることは認識をし

てございます。

加えて、週休2日制の導入など、建設業にお
ける働き方改革への取組、そして、反対されて

いる方々による妨害活動が依然として続いてい

る状況などもございます。

県においては、そうした状況を踏まえながら、

今後の事業の進め方を検討し、技術面や財政面

の観点から、国ともよく相談をしてまいりたい

と考えております。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） なかかな事業費は、

本当に大分足りないんじゃないかと私は思って

いるんですね。だから、そのことについては早

く見直しをして、平成7年度完成に向かうなら、
やはりそれに向けて努力をしていただきたいと

思っております。

ただ、平成7年度に完成ということであれば、
本当はもうダム本体の中にかかっていかないと

いけない部分があるんじゃないかと思うんです

ね。だから、前回も今回と同じ答弁だったと思

うんですけれども、工事工程に沿って事業を進

めていくということでございますけれども、現

在、本当にこの進捗状況の中で、残り2年でダ
ムが完成していくのかどうか、このことについ

て知事の答弁を求めたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）先ほどからご質問いただ

いて、答弁をさせていただいたとおりでござい

ます。やはりこういった気象状況に大きな変化

が見られる中で、県民の安全・安心を守るとい

った観点からは、一日も早い石木ダムの完成が

まず必要だというふうに認識をしてございます。

厳しい状況もございますけれども、総事業費

285億円で、令和7年度の完成に向けて、しっか
りと努力をしていくということについては変わ

りはございませんので、県としてもしっかり対

応していきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） 私としては、なかな

か難しい問題ではないかなと、このように思っ

ているんですけれども、先ほど部長の答弁の中

で、団結小屋については、今、一生懸命、返還

を求めて交渉しているということですけれども、

どのような交渉をしているのか、ただ、手紙で

やっているのかどうか、その辺についてはどの

ようにしているのでしょうか、お尋ねしたいと

思います。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）手紙を送るだけでな

くて、個別にお会いするチャンスがある時には、

個別に話を聞いていただいて対応しているとこ

ろでございます。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） ただ、会った時に言

うということでございますけれども、そうじゃ
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なくて、積極的に出向いて行ってお願いする。

なかなか、反対の人たちも難しいかもわかりま

せんけれども、やはり話し合うことによって先

に進んでいくのではないかと思いますので、特

に、部長は新しくまいりましたので、ぜひ今回、

これを機会に川原地区の皆さん方と、出向いて

行って話し合いをしていただければと、このよ

うに思っております。そのことについては、要

望としたいと思っております。

次に、教育行政についてですけれども、先ほ

ど、答弁では、総務部長からいろいろと検討し

ているということでございましたけれども、私

は、やはり今、近隣県においても大学や学部学

科の新設、再編が予定されております。国の支

援制度の対象になる大学もあると聞いておりま

すので、今後も少子化の進展により、先ほど「選

ばれる長崎県を目指して」という言葉もありま

した。長崎県が選ばれるためには、やはり教育

の充実というのは大変重要なことではないかと

私は思っております。

他大学との競合はますます激しいものとなっ

ていくことが予想されていることから、県立大

学においても、国の支援制度を活用した新たな

理工・農系学部を新設することにより、大学の

魅力をより高めていくことが必要であると考え

ております。

しかしながら、文部科学省が令和5年7月21日
に公表した当該支援制度の初回公募選定結果に

よりますと、想定されている選定総数250件の
うち、既に118件が選定されていることから、
スピード感を持って検討すべきと考えますが、

知事の見解をお尋ねしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）新たな学部の設置につき

ましては、今後、県内から求められる人材や、

近隣県における大学の新設、学部学科再編の動

きなども踏まえながら、分野を限定することな

く検討する必要があると考えております。

そのうえで、これからの時代に県立大学が担

う役割を改めて整理をいたしまして、大学と新

たな学部の設置や再編について、国の支援制度

の動向も注視しながら議論してまいりたいと考

えてございます。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）せっかく国の支援が

できる学部なので、ぜひ私は県立大学に設置し

てほしいと思うんですよ。やはり県立大学が魅

力ある学校になるためには、いろいろな生徒が

選べるような、そういう学部がなければ人が集

まらないのではないか。先ほど言ったように、

近隣にそういう大学ができてくるんですよね、

もう。そうしたら、長崎県は、そこら辺につい

て後れをとることになるんじゃないかと思うん

ですよ。部長は、新しく国から来たので、部長

の答弁をお願いしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）今ほど知事からも答

弁がございましたけれども、新たな学部の設置

について、今後、どのような県内の必要となる

人材があるかということは、当然ながら精査し

ないといけないということでございます。

ただ、選ばれる大学ということになるという

観点では、幅広く学部学科の再編について、平

成28年度に行いましたものも踏まえて検討す
る必要があるというふうに思います。その中の

検討の一つとしまして、議員からご指摘もござ

いました国の支援制度というものもございます

ので、そうしたものを総合的に加味しながら考

えて、選ばれる大学になるように、県立大学と

も協力して取り組んでまいりたいと考えており
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ます。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）もう既に半数近くが

予約済みになってきているということであれば、

もう第2回公募選定になると、ほとんどもう決
定していくのではないかと思うんですね。だか

ら、スピード感を持って検討していかないとい

けないと思うんですけれども、大体この検討に

ついて、どのくらいの時間をかけてやろうとし

ているのか、お尋ねしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君） 今、県立大学で第4
期中期計画が策定されております。この中では、

大学の今後のあり方について検討するというこ

とになっておりまして、まずは、本年度におい

て、その検討をどうするかということについて

の考え方というものを整理する組織を立ち上げ

るということになってございます。ですので、

スピード感を持ちつつも、ただ一方で、教育と

いうこともございますので、どういった学生さ

んに新たな提案というものを出せるかというこ

とも含めながら検討は進めたいというふうに思

います。決して座して待つということではござ

いません。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）わかりました。ぜひ、

スピード感を持って検討していただきたいと、

このように要望しておきたいと思います。

次に、ＩＲですけれども、ギャンブル等依存

症対策について、ギャンブル等依存症対策に関

しましては、ＩＲ事業者、県、佐世保市と各協

議会が連携し合いながら、ＩＲを契機として既

存のギャンブル等も含めた依存症対策を行うこ

とは有意義であると考えております。

このことに加え、先進事例なども参考に、依

存症の実態把握も必要であると考えております

が、これまでの県の取組やその活用について、

お尋ねしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）ギャンブル等依存

症については、早期支援や適切な治療に向けて、

相談体制や医療体制の充実を図るとともに、県

民の方々が依存症に関する理解を深め、その予

防を図ることが重要であります。

ギャンブル等依存症の実態調査は、県民の意

識や潜在的な依存症の人数、属性等を把握する

ため、長崎大学と連携し、令和4年度に実施し
たところであります。

こうした実態調査は、ＩＲ開業前のデータと

して、開業後との比較に用い、各施策の定期的

な効果測定や改善を図るなど、切れ目のない依

存症対策に活かしてまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）長崎大学が大体中心

になっていくのかなという感じはするんですけ

れども、やはりこの依存症は、ＩＲだけじゃな

くて、パチンコにしても競馬にしても競輪にし

ても、それぞれあるんじゃないかと思うんです

ね。まず、その実態を把握することは大事なこ

とだと思うんですよ。だから、令和4年度に把
握した中で、大体どのくらいの数があったのか

どうか、その辺については把握しているんでし

ょうか。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） 令和4年度に調査
いたしました結果については、現在、全ての集

計というものを取りまとめて、分析というもの

については、その都度行う予定で、現在考えて

いるところでございます。
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〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） やはりＩＲも、誘致

するのには、このギャンブル等依存症対策をし

っかりとしなければいけないと、そういうこと

を私は前回も言ったんですけれども、そう言わ

れているんですね。だから、このことについて

は、ＩＲが来るから、来ないからじゃなくて、

やはり現在の依存症対策、ギャンブル依存症に

なっている方々の対策をしっかりと検討して考

えていく必要があると思うんですよ。だから、

今回、実態把握を一応しているということでご

ざいますけれども、ぜひ、はっきりした数値を

実態としてつかんでいただきたいと思いますが、

このことについて、もう一度お考えをお尋ねい

たします。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）ギャンブル等依存

症対策については、佐世保市とも連携しながら、

現在取り組んでいるところでありまして、議員

ご指摘の具体的な対策、調査に基づくものにつ

いては、今後、どのような手法でできるかとい

うものについては、大学とも相談しながら検討

してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） 佐世保市が、ＩＲが

来るから佐世保市ということになるかもわかり

ませんけれども、私は、この実態把握をするの

は県全体の問題だと思うんですね。だから、佐

世保市だけじゃなくて、県全体でどのような人

たちが依存症になっているのかどうか、それを

把握しないと、大学の方も、治療をするにして

も、その治療ができないんじゃないかと思うん

ですね。だから、県全体として実態把握をして、

その治療に努めていかなければいけないのでは

ないかと思っております。一応要望としておき

たいと思っております。

次に、農林業の振興ですけれども、農業経営

における資材や燃油高騰について質問したいと

思います。

「チャレンジ園芸1000億達成計画」に向けた
取組につきましては理解いたしました。

近年の不安定な国際情勢の影響により、資材、

燃油価格は依然として高止まりしております。

農業経営が圧迫され、厳しい状況が続いている

ことは先ほども述べたとおりでありますが、農

業経営が不安定になれば、県の目標達成に影響

があるのではないかと思っております。

目標達成のためにも、特に、燃油高騰の影響

に対してしっかりと取り組むべきと考えますが、

県におけるこれまでの対策の状況と今後の対応

について、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）燃油高騰対策として

は、燃油価格上昇分を直接補塡する国の施設園

芸セーフティネット構築事業への加入を推進し

た結果、加入者数は昨年度より52名増加し、燃
油高騰の影響が大きい農家の全員が加入をして

おります。

また、長期的な影響緩和策として、令和4年
度の補正予算により、施設園芸における重油使

用量の低減に効果が高いヒートポンプや二重被

覆資材等を導入する農家を支援したところであ

ります。

加えて、本年6月補正予算で、製茶工場の省
エネ機器類の導入支援を新たに開始したところ

でございます。

今後とも、県内の農業者が将来も安心して営

農を継続できるよう努力してまいります。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） 次に、水産業の振興
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ですけれども、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出の影

響について。

8月24日から、中国で日本産水産物の輸入が
全面的に停止されました。今日の新聞にも載っ

ておりましたけれども、67％から68％輸出が減
になったということでございますけれども、県

漁連としては、福岡市場を通じて中国輸出の多

かったレンコダイ、マナガツオ等では、国内相

場が大きく下落したほか、中国向けに大型魚を

生産していた養殖マグロでは、今後、国内市場

の方は価格の下落が懸念されております。輸入

停止が長期化すると、影響は全国に及ぶうえ、

県単独の取組には限界があることから、国が打

ち出す対策をしっかり活用すべきと考えますが、

県はどのように対応していくのか、お尋ねいた

します。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 現在、県内水産関係

事業者や中国のパートナー企業と連携しながら、

中国輸出に関する情報収集に努めているところ

であります。

このような中、国は、9月4日、風評被害や輸
入停止措置への対策など、水産業支援策を公表

いたしました。

県としましては、輸入停止措置の影響を最小

限に抑えるため、国内消費拡大の取組や、新た

な輸出先の開拓等について、既存の県単事業に

加え、国の支援策を積極的に活用するよう、県

内関係者と協議を進めているところであります。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員―45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）赤潮対策についてで

すけれども、発生メカニズムの解明や抜本的な

防除策の開発、実用化が求められておりますけ

れども、国への働きかけや国との連携について、

これまでの経過と今後の方針について、お尋ね

いたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） これまで、県では、

国、大学、関係県と連携して、新しい技術開発

に努めているところでございます。

また、今般、国に対して、赤潮発生メカニズ

ムの解明等について要望を行っているところで

あり、引き続き、国等と連携して取り組んでま

いります。

〇議長（徳永達也君）午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から再開いたします。
― 午後 零時１７分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）（拍手）〔登壇〕 自

由民主党、長崎市選出、浅田ますみでございま

す。

5期目最初の、この議会での質問の機会をい
ただきましたことを、多くの皆様に心から感謝

を申し上げ、気合いを入れて質問をさせていた

だきたいと存じます。

大石県政、大石知事には、今回で2回目の一
般質問となります。前回、残念ながら、あまり

熱量を感じる答弁が得られませんでした。今回

は、ぜひとも、長崎県のリーダーとして、熱く

熱く答弁をいただきますようお願い申し上げま

して、私からの質問へと移らせていただきます。

前回も、マニフェストを中心に確認をしなが

ら質問をさせていただきましたが、今回も盛り

込みながら質問をさせていただきます。

1、世界に発信する長崎の取り組みについて。
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（1）One Young Worldの長崎開催について。
最近、私が、わくわくする取組だなと思った

ものが、先日、「One Young Worldの開催を長
崎で」というニュースがございました。

この One Young World、皆さんはご存じない
方も多いかもしれません。これは、次世代リー

ダーの育成、交流を目的とした、若者のダボス

会議のようなものと言われているものでありま

す。200近い国々から 2,000人近い多くの若者
が集まり、その時々の社会問題に関して議論を

する国際会議でございます。

先日行われました産学官 7団体のトップリー
ダーが集まる長崎サミットにおいて、この One 
Young Worldの分科会、平和をテーマとした分
科会を、この長崎市に誘致し、それを支援する

ということが表明されました。その時には、も

ちろん知事もいらっしゃいました。これは、毎

年開催を続け、300人近い若者を、毎年この長
崎に世界から誘致をしていくというものです。

知事に対しまして、私は、これはすごく若者

の長崎へのシビックプライドを上げるものでも

ありますし、長崎自体のブランドも向上するも

のだと思っております。しっかりとした支援を

していただきたいと思っておりますけれども、

具体的に、具体的にどのような支援をなさるお

つもりか、お聞かせください。

これ以降の質問に関しましては、対面演壇席

から質問をさせていただきます。よろしくお願

いいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（伊達良弘君）長崎ピ

ースサミットの開催により、次世代リーダーの

育成や、世界に向けた被爆地長崎からの平和発

信、地域経済の活性化、シビックプライドの醸

成など、様々な効果が本県にもたらされるもの

と期待をいたしております。

また、ピースサミットは、経済界を中心に民

間主導で運営され、参加費やスポンサー企業か

らの協賛金などを財源とし、地元負担が生じな

い形で実施されますことから、継続性の観点か

らも非常に望ましいものと考えております。

こうしたことから、県としては、運営経費そ

のものを負担することは考えておりませんが、

参加者に本県の魅力を体験してもらうためのエ

クスカーションの企画や、来県する要人の対応

をはじめ、必要な支援を行ってまいりたいと考

えております。

また、多くの若者が参加しやすい環境を整え

ることも重要な視点であり、今後、産学官で構

成いたします協議会において検討を進めてまい

りたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 知事、私は、いつも

知事からは「新しい発想」という言葉をよく耳

にします。その意味において、このOne Young 
World、先ほど政策監答弁で、参加費から賄わ
れるとおっしゃいました。参加費だけで賄われ

るから、それでいいということではなく、エク

スカーションをするから、それでいいというこ

とではなく、多くの国々から一人でもたくさん

の世界の方々に来ていただくことが必要なので

はないかと思います。

そういう意味においては、参加費で賄われる

から、経済団体がついているからいいではなく

て、私が一番最初に申し上げましたのは、長崎

県として、どういう支援をするのかということ

をお尋ねを繰り返しさせていただきたいと思い

ます。

なぜかといいますと、知事は、この日の長崎

サミットにおいて、次世代のリーダーが一堂に
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会することに対し期待をし、これからももっと

もっと、これが一度で終わることなく定着し継

続できるよう、できる限りの協力をしたいと、

力強くその場でおっしゃっていました。

そして、次世代の長崎のリーダーの伸びゆく

力というものも、ここでまた培われるのではな

いか、そして創造的破壊、社会として持続性を

持つには変化が必要、ここまでのことを知事は

おっしゃった。

ですから、私は、あくまで参加費で賄えるか

らいいではなくて、もっと多くの方たち、若者

を呼び込むために、しっかりと長崎県としては

予算を投じるべきではないかということで、知

事にお伺いをしましたが、もう一度、いかがで

しょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、参加しやすい環境

をつくるということは、まさに大切なことなん

じゃないかなと思います。

参加費につきましては、One Young World側
から、ほとんどの参加者について、スポンサー

企業等から金銭的支援を受けて参加をするとい

うことですので、大きな自己負担は生じないと

いうふうに聞いています。

ですけれども、先ほど、参加費だけではなく

て、エクスカーションであったり、市町とも、

そのほかの参加しやすい環境整備について、そ

ういった視点を重要視しながら、今後、産官学

で協議会も構成しますので、そういったところ

で検討を深めていければというふうに思ってい

ます。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）多分、経済界の方も、

長崎県がもっともっとしっかりとした形で支援

をすることを望まれているかと思います。多く

の方々にお話を伺いました。

知事自身が、マニフェストの中で、世界や地

域を越えた積極的な平和教育をやりたい、この

ことも述べています。これは、平和教育にも準

ずるものでもあろうと私自身は感じております。

そして、先ほどからおっしゃっているように、

知事自身が、もっともっと積極的に関わってい

ただきたい。なぜかというと、知事が掲げてい

ます今回のビジョン、新しいビジョンの「未来

大国」、これの中にも、明るい未来を築いてい

くために子どもへの投資は未来への投資と捉え

る、そして世界中から国際都市として認知され、

観光客や留学生を呼ぶ、そしてまちが活性化す

る、そういう意味においてもですね。

たくさんの子どもたちにスポンサーがつくか

ら、それでいいではなくて、長崎県がスポンサ

ーとなって、もっともっとたくさんの方を呼ぶ、

それぐらいの気概を持って、このイベントに取

り組んでいただきたいなというふうに感じてお

ります。

ならば、視点を変えて質問をさせていただき

ます。

（2）NPT再検討会議 準備委員会 参加に

ついて。

ＮＰＴ再検討会議準備委員会に知事は参加を

しました。長崎県知事としては、今回2回目に
なり、これまでは、どの知事も参加をしていま

せんでした。知事が、2回目の今年の準備委員
会に参加したことも、昨年参加したことによっ

て多くの方たちと仲間ができ、そのネットワー

クを活かしていきたい、そして被爆県としてア

ピールをしたいというようなことを述べておら

れました。

これまでは長崎市が多くそれを担ってきたわ

けですが、長崎市と切り分けたというか、長崎
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市とすみ分けた感じで、平和教育、ここにも含

まれてくるとは思うんですけれども、若い人た

ちをたくさん連れて行っていましたので、では、

どのような形で県としては動いていくおつもり

なのか、いま一度お聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）平和教育に限った話では

ございませんけれども、核兵器廃絶の実現に向

けて、被爆地長崎が果たすべき重要な役割の一

つは、被爆の実相を世界に広く伝えて、「長崎

を最後の被爆地に」という強い思いを世界の

人々と共有することであるというふうに認識し

ています。

これまで県と長崎市は、連携あるいは相互に

補完をしあいながら、被爆地の大きな役割であ

る被爆の実相の伝承などに取り組んできた経緯

がございます。

しかしながら、核兵器廃絶を取り巻く世界情

勢といいますのは、現在、極めて厳しい状況に

あって、また、国際社会における核軍縮の動き

といったものは停滞している状況かと存じます。

国際社会が核なき平和に向けて歩み出せるよ

うに、県は、従来の施策に加えて、同じ被爆地

である広島県と連携をしまして、次期ＳＤＧｓ

の目標に核兵器廃絶を位置づけるための取組を

進めているところでございます。

この取組によって、気候変動問題などと同様

に、私たち一人ひとりが、まず核兵器廃絶を自

分ごととして取り組む機運を醸成すること、こ

れで核軍縮に消極的な国々の考え方を変えてい

きたいと思っております。

このように、被爆地の自治体それぞれが、「長

崎を最後の被爆地に」という切なる願いの実現

に向けて、必要な役割を果たしていくことが重

要であると考えております。

私としても、引き続き全力で核兵器廃絶に向

けて取り組んでいければと思います。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 多くの方々に、世界

中に、この長崎から被爆の実相を伝え、そして、

ここが最後の被爆地としてということを強く訴

えていきたいというお話だったかと思います。

じゃ、ここで一つお伺いしたいのが、国内向

け、国内に対しての知事の動きはどうなのか。

知事の名前で、大石賢吾長崎県知事という名

前で、昨年と今年、例えば8月9日の前に、「黙
祷をしましょう」ということを全国都道府県に

アンケート調査をしております。この中で、黙

祷をしてくださいというのを市町村にさらに投

げかけてくださいというお願いの文章なんです。

これに関して、実は全くしていないというと

ころは、47都道府県の中で5県しかありません
でした。しかし、これを多いと思うか、少ない

と思うかなんですけれども、その5県が、そし
てまた、やられたという42県のうち多くのとこ
ろで、実は、サイレンを鳴らして黙祷まで促す

ところはないわけです。

私が、100人近い学生に対して個別でアンケ
ートをとらせていただいたんですけれども、や

っぱり地域によっては、サイレンも鳴らないか

ら、黙祷をしたことがないという学生も多数見

受けられました。

国内においてもですね。ＮＰＴでそれを訴え

ることも結構なことではございますが、やはり

国内に向けても、長崎のあり方ということを併

せて訴えていく必要が今一度あるのではないか、

戦後80年を迎える今だからこそ、改めてお伺い
したいと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 当然、国内での動きも非
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常に重要だというふうに思っています。特に、

広島県、長崎県、この2つは、世界を見ても被
爆をした2つだけの場所でございますので、国
際の場に出ても、やはり特別なオブリゲーショ

ンがあるんだというお話もよくいただきます。

そういったところも知事としてしっかりと、

特別な祈りの日でございますので、国内でもそ

ういった環境を醸成していく、機運を醸成して

いけるような取組についても、今後、検討して

いきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）しっかりそちらもや

っていただきたいと思いますが、 先ほどのＮ

ＰＴの中で知事が、これからも何度も何度も行

きたいというようなことを記者会見でも述べて

おられました。その中で気になったのが、ポス

トＳＤＧｓにこの核兵器廃絶を入れてほしいか

ら。

しかし、ＳＤＧｓのバッジもなさっていない

ですね、いつも知事は。これは波佐見焼の

ＳＤＧｓのバッジなんですけれども。

ポストＳＤＧｓに入れたい、それは国連が考

えることだと思うんですけれども、その国連に

対して、ポストＳＤＧｓにこのことがしっかり

と入るというお約束などはできているんでしょ

うか。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（伊達良弘君）これま

で国連は、2000年に、2015年を終期とするミレ
ニアム開発目標を、そして2015年には、2030
年を終期とする現在のＳＤＧｓを制定しており、

今後、後継目標の具体的な検討が始まるものと

考えております。

今年は終期までの中間年に当たり、今後、後

継目標の検討が本格化していくため、今の段階

から、ポストＳＤＧｓに核兵器廃絶を位置づけ

ることの必要性を訴えていくことが重要である

と考えております。

また、国連の中満事務次長からも、本県と広

島の取組について、ご賛同をいただいたところ

であり、引き続き、国連加盟国への働きかけを

積極的に行ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 知事、現場でそのよ

うなお話をなさってきた流れの中で、このポス

トＳＤＧｓの動きは本格化をしていて、どのよ

うな形で、今説明がありましたけれども、これ

までのＳＤＧｓの発展途上国のあり方、そして

先進国が加わったＳＤＧｓのあり方、そしてそ

の先ということになります。このあたりのこと、

今の中ではちょっとわかりづらかったんですが、

知事の体感としては、国連の中でどのような感

じでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）私の所感になりますけれ

ども、まず、この核兵器廃絶に関する議論とい

うのは、非常に大きな関心事になっていると認

識をしております。その中で長崎県、広島県、

長崎市、広島市の活動というのは、非常に期待

されているというところだと思います。

ポストＳＤＧｓのグローバルアジェンダにつ

いては、先ほど政策監が答弁しましたとおりに、

今後、具体的な検討が深まっていくという段階

にあると認識をしています。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）国連のグローバルア

ジェンダが深まる前に、まずは動いていらっし

ゃるということ、ということは、これから、ま

だ準備委員会は、あと3回ほどありますね。そ
ういったところにも毎回毎回、知事は参加をし
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て、これを深めていくということだろうかと思

うんですけれども。

先ほどの話に戻りますが、One Young World、
私は、それを後押しすることにもつながるので

はないか。次世代のリーダーたちがここには集

結するわけでございます。そういう意味におい

て、知事が積極的にこのOne Young World、若
い人たちを下支えしていくということを長崎県

自身が表明することによって、産学官だけのサ

ミットだけではなくて、長崎県としてやるんだ

という強いリーダーシップを持っていただきた

いということで、この質問を繰り返させていた

だいております。

この間、One Young Worldに参加したことが
あるという長崎大学の学生が、「核兵器の問題

は、決して意識高い系だけの問題ではないんだ」

ということを強くおっしゃっていた時に、知事

もいらっしゃいました。そういう意味において、

これから、この核兵器廃絶のことを訴えたいの

であれば、こういう若者たちの声というものも

非常に重要であるかと思いますし、また、私は、

One Young Worldこそが、このポストＳＤＧｓ
に向けた後押しにもつながるかと思います。

そういう意味において、この両方を重ねて質

問するということで恐縮なんですけれども、知

事の熱き思いというか、One Young World、予
算があるからいいですよということ、エクスカ

ーションがあるからいいですよということでは

なくて、長崎県として、もっと踏み込んだ支援

がないのかどうなのか、いま一度お聞かせいた

だければと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） One Young Worldにつ
きましては、先ほどから答弁させていただいて

いるとおり、今後しっかり検討していきたいと

思っています。

ただ、このOne Young Worldが長崎県で行わ
れるということに関しては、非常に意義が深い

ものだというふうに思っています。平和に関し

た議論もされるということですので、そこは平

和のまち長崎ということも踏まえて、そことし

っかり連携を取っていく、可能な形で連携を取

っていくことは重要だと認識をしています。

もう一つ、ポストＳＤＧｓの話ですけれども、

先ほどお話にあった「核兵器廃絶は意識高い系

だけではない」という言葉がございましたけれ

ども、ポストＳＤＧｓに位置づけることをなぜ

我々が取組を進めているかということは、クラ

イメート・チェンジのような、今のＳＤＧｓの

ようなもの、進んだものということを見ますと、

やはり一人ひとりの方々が、自分ごとの問題な

んだと、問題が自分ごとなんだということを意

識された、これは非常に重要な進歩であったと

いうふうに認識をしています。

ですので、今度、ＳＤＧｓの後に出てくるグ

ローバルアジェンダに、核兵器廃絶が世界中に

暮らしている方々の一人ひとりの課題なんだと

いうこと、これを意識していただくためにも、

この取組は意義が深いのではないかと考えてお

ります。そういった意義を含めて、今後もしっ

かり対応していきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）しっかりと力を入れ

て、若い世代の後押しをしていただけますこと

をお願い申し上げて、次の質問へ移ります。

（3）長崎県と中国の今後について。
今、中国が、日本産の水産物の輸入を全面禁

止している、これは水産県の長崎としても非常

に由々しき問題だと感じております。

このことに関しましては、水産部も総領事館
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にお訴えをしに行ったということは伺っており

ます。

それはそれとして構いませんけれども、明日、

日中平和友好条約締結45周年の式典があるか
と思います。部長が総領事館に行ってお話をし

たことにとどまることなく、長崎のトップリー

ダーとして、ここでしっかりと中国への要望を

なさるのかどうなのか、知事にお伺いしたいと

思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）中国駐長崎総領事に対し

ましては、我が国のＡＬＰＳ（アルプス）処理

水の放出に伴う中国税関による放射能検査の厳

格化や、日本産の水産物の輸入停止措置に伴う

事業者への影響を把握したうえで、速やかに本

県の思いをお伝えするために、副知事から要請

をしたものでございます。

引き続き、県としては、本県水産物の安全性

を訴えるとともに、速やかな輸入停止措置の解

除を求めることを本国にお伝えいただけるよう

にお願いしたいと考えています。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）私は、知事に、明日、

その要望をしますかという質問をしました。

今、知事は、これからも要望していきたいと

おっしゃったものと受け取らせていただいて、

明日、そのことを多くの皆さんの前でしっかり

と発言していただけるものだと思いまして、こ

の質問は終わらせていただきます。

（4）長崎県と台湾について。
歴代の長崎県知事のトップリーダーとしての

セールスはありませんでした。そういう意味に

おいて、これから、どのような形で台湾と関係

を築いていこうと知事自身は今お考えなのか、

お聞かせいただけますか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 台湾は、直近の延べ宿泊

者数を見ても、韓国に次いで多い状況です。ま

た、輸出についても拡大傾向で推移している状

況でございまして、東アジアにおける経済交流

において非常に重要な地域であると認識をして

います。

このために、観光や県産品輸出等の経済活動

にかかる取組につきましては、民間事業者とも

しっかり連携しながら、他県に後れをとること

がないように取組を進めていきたいと思ってい

ます。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）民間事業者を中心に

台湾とは取組を進めたい。

民間では60年前から、これは民間と言ってい
いかどうかは別ですが、長崎県の貿易公社がで

きた60年前から、バナナはこの長崎に台湾から
輸入した、そういった意味で相互関係は、その

ころから民間ではできておりました。

私が伺っているのは、トップとしてどうなの

かということでございます。長崎県以外は、九

州の全知事は、台湾にトップセールスマンとし

て伺っております。そして今年も既に4県の知
事たちが伺っております。

私は、これまでと違うリーダーシップを持っ

た知事、若い知事だからこそ、あえて、今まで

とは違う形での動きというものが必要なのでは

ないか。知事自身がおっしゃったように、韓国

と変わらぬ、たくさんの方々が台湾からは来て

いただいております。台湾から選ばれる地域と

なるためにも、知事自身に動いていただきたい

と思っておりますが、いかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 近年、台湾からの観光客
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の誘致であったり、エアラインの就航、台湾へ

の県産品輸出の拡大などに対する県民、事業者

のニーズは高まりを見せている状況です。県に

対しましては、これまで以上に、こうした経済

活動を後押しすることが期待されているものと

認識をしています。

一方で、本県においては、これまで築いてき

た中国との特別な関係性もございますので、ト

ップセールスにつきましては、こうした事情を

踏まえて総合的に判断をしていきたいというふ

うに考えています。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 総合的に、今後とも

いろいろ取り組んでいただきたいと思いますが、

聞くところによると北海道の知事は、観光振興

機構の顧問として行かれたことがあるというふ

うに聞きました。

そういう意味においては、今まさしく知事が

おっしゃったように、エアラインの就航を進め

ていきたいというのがございます。長崎県知事

は、空港活性化期成会の会長でもあります。そ

のような立場で行くことも、ぜひご検討をいた

だければと思います。これは要望にかえさせて

いただきます。

2、長崎を守る取り組みについて。
（1）重要土地等調査法について。
知事は、五島出身ということもあって、離島

振興を掲げていますが、振興させるには、やは

りここは安全・安心が重要だと思います。

国において決まりましたこの調査法は、防衛

施設、国境付近の安全保障を脅かす、その地域

の土地利用を制限するものであります。その中

には 2つ、注視区域、そして特別注視区域とい
うものが定められております。全国の中で 12
都道府県、219が今、指定をされているんです

が、長崎県は、その中で 31の指定となってお
ります。さらに、一番気をつけなければいけな

い、機能が非常に重要である、国境離島の中で

認められているものが、鹿児島に次いで長崎が

第 2位なんです。
そういう意味において、指定地域が多い県の

知事として、こういったことを今後どのように

取り組んでいくのか、どう考えているのか、お

聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 重要土地等調査法は、防

衛関係施設であったり、国境離島など国内にお

ける安全保障上重要な土地及び建物の利用状況

を国が調査をしまして、不適切な利用行為を規

制することを可能とする新たな法制度でござい

ます。

昨年9月の法施行以降、これまで2回にわたっ
て、全国で219か所が区域指定されております。
本県においても、対馬市、壱岐市、五島市の防

衛関係施設の周辺など計31か所が区域指定さ
れたところでございます。

本県は多くの有人国境離島を有しています。

また、領海等の保全及び安全保障の観点のほか、

県民の安全・安心を図るうえでも、こうした動

きは非常に重要であると認識をしております。

県としましても、状況に応じて、調査への協

力や関係市町との情報共有を図るなど、適切に

対応してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）これだけのところが

指定をされているということは、今、知事もご

答弁いただいたとおり認識をしていただいてお

ります。こういったところに指定をされている

地域住民がどのように考えているか。

この土地は、ほとんどが民間の不動産会社が
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保有していると伺っております。そういう意味

において、不動産の皆さんに対する指導などは

どうなっているのか。また、この地域に認定を

されている対馬、五島、壱岐、こういった市町

の皆さんと一緒に今後備えるために、連絡会議

とか協議会、そういったものを具体的に動き出

しているのかどうなのか。

昨年から始まっている問題ですから、スピー

ド感を持ってどのようにやられているのか、お

答えください。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）「重要土地等調

査法」に基づく注視区域などの区域指定に当た

っては、国から直接、県及び地元市町に対して

意見照会が行われているほか、利用状況の調査

や不適切な利用行為に対する規制など、国にお

いて一元的に管理されることになっております。

しかしながら、県としては、これまでも、国

からの意見照会に対する区域内に対する公共事

業などの事業計画等に係る情報については、地

元市町とも情報共有しながら取り組んでいると

ころであります。

県としては、地元市町との情報共有は重要と

考えておりますので、今後、どのような情報共

有が可能なのか、国や市町とも具体的に協議し

てまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 私は、スピード感を

持って、今なさっているのか、どうなのかを聞

いて、今みたいな答弁のところは、残念ながら

全く質問していなかったかと思います。

確かに国に情報提供をしなければならない。

かつ国からもしっかり情報をもらうような施策

をしっかり打っていかなければ、国土を守ると

いうような思いを、私は知事に持っていただき

たい、国境離島の知事であるという認識をしっ

かりしていただきたいということで、もう認定

された時点で、指定をされた時点で、首長の皆

様方は知っているわけですから、そういうふう

な動きをすべきかと思いますが、知事、いかが

でしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）ご質問の趣旨を十分に理

解していないかもしれませんけれども、議員お

っしゃるとおり、国境離島を多く抱える県の知

事として、そこに暮らしている方々の安全・安

心を守るということは重要な責任だと思ってい

ます。

その制度の中で、国が直接、県と地元市町に

意見照会を行うということ、その中でも県とし

て、どういった役割を担っていくのかというこ

とは、常にアンテナを高くしながら、何ができ

るのか、市町とも意見交換をしながら検討して

いきたいと、対応していきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） ここは国の方も、や

はりしっかりと地域の方でも対応をということ

がございますので、協議会などをつくり取り組

んでいただければと思います。

（2）フェムテック政策における進捗。
長崎を守る取組ということで、私は、2年ほ

ど前に、未来を守っていくためには多様性のあ

る方々、そして女性の活躍が重要であると、そ

の観点から、フェムテックと女性活躍推進につ

いて質問をさせていただきました。

フェムテックというのは、本日、新聞にも大

きく掲げられておりました。厚生労働省が、働

く女性の健康問題を把握する、そして、その中

にはフェムテックも取り入れたいということが

書かれていたんです。フィーメールとテクノロ
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ジー、これを合わせた造語でありまして、女性

特有の健康課題について、テクノロジーを用い

て解決をしていくというものであります。

私が2年前に質問した際には、県としても、
何ができるか積極的にこれを研究していきたい

というお話がございましたが、この2年間でど
のような進捗状況があったのか、お聞かせくだ

さい。

〇議長（徳永達也君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）議員からご

指摘がありましたフェムテックの目的である、

女性の健康課題の解決につきましては、女性活

躍を推進する取組の中で意識啓発を行っており

ます。

具体的には、令和4年度から、経営者向けセ
ミナーにおいて、ライフサイクルに応じた女性

特有の健康課題と対処をまとめた冊子を紹介し

たり、女性社員向けの人材育成支援講座では、

メンタルヘルスとともに当該冊子を説明するな

ど取り組んでおります。

女性の健康課題の解決を図り、女性活躍を推

進していくためには、企業などとの連携も重要

なことから、今後は関係部局と情報共有を強化

し、取組を進めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） それまでは、県の中

でもこの女性特有の健康課題というものに関し

て取り組んでいなかったというふうに伺いまし

た。そこから2年がたっているわけです。
知事のマニフェストの中には、実は女性活躍

推進といった具体的な言葉はなかったんですが、

唯一、それに匹敵するのかなと思ったのが、女

性副知事登用というものでございました。それ

がこの夏にやっと、知事にとっての念願がかな

って女性副知事が初ということで誕生したわけ

です。

副知事として、どのように女性活躍を、この

長崎として、企業、そして県庁内で推進してい

きたいと思っているのか、お聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 馬場副知事。

〇副知事（馬場裕子君）職場や地域など様々な

場所におきまして女性が活躍していくことが、

活力ある地域社会を築いていくうえで不可欠で

あり、本県にとって女性活躍の推進は重要な課

題でございます。

そのため、女性の意思決定への参画を増やし、

女性が個性と能力を発揮できる環境づくりに向

けて、企業や社会の理解促進、それから女性の

キャリア形成と意識改革などを進めていく必要

があると考えております。

先ほど、フェムテックというお話がございま

した。私自身も、そのような女性特有の毎月の

体調の波とは無縁ではございませんし、知人含

めて、更年期への不安とか、そういったところ

をこれまでも、かつての職場でも女性職員同士

で話したこともございました。

そのように私としましても、これまでの経験

を活かしつつ、様々な方々とコミュニケーショ

ンを取りながら、県職員を含めて、長崎の女性

が伸び伸びと仕事ができる環境をつくることに

力を尽くしてまいりたいというふうに考えてお

ります。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）馬場副知事の記念す

べき、初めての答弁だったかと存じます。あり

がとうございます。女性として、そこに座られ

ていて、これから多くの皆さんを引っ張ってい

っていただきたい、そのように感じております

が。

知事、私は、議会の中での答弁って、すごく
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重いなと思うんです。2年前にこの場で、研究
をし、進めていきたいというふうに言われてい

たんですが、実のところ、あまりフェムテック

に対する研究とか研修とかはなかったというふ

うに、部署の方から伺っております。

ただ、唯一できたのが、今年から県庁の中で

の女性の管理職員に対しては、女性の健康課題

に対してのテーマを設けている。しかし、実は、

男性の管理職員に対してはないということなん

です。

しかし、こういう県庁においても、企業にお

いても、やはり女性が活躍しやすい環境をつく

るというのは、男性の理解が非常に必要なので

はないかと思っております。フェムテックとい

う言葉を知らない男性職員もまだたくさんいら

っしゃいます。

そういう意味において、知事自身が、こうい

う管理職の研修においても、この女性の健康課

題を取り入れていくべきだと私は思いますが、

どのようにお考えでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 先ほど、議員のご指摘の

中でもあったように、やはり相互理解が重要な

んだと理解をします。

これは女性に限った話ではなく、男性にもそ

うですけれども、そういった相互理解が深まる

ような取組といったもの、どんなことができる

のか、それは常に、しっかり検討はしていきた

いというふうに思います。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 検討、検討も構いま

せんが、「しっかりとやっていく」というよう

な答弁がなかなかないなということも気にかか

りますけれども、この件に関しましては、馬場

副知事もいらっしゃいますので、しっかりと取

り組んでいただければと思い、次の質問へと移

らせていただきます。

3、長崎市の都市計画の取り組みについて。
（1）長崎市のグランドデザインについて。
これは、賑わいのある長崎県を目指すという

知事のマニフェストにもつながるものだと思い

ます。長崎市のグランドデザインについて、お

伺いをいたします。（パネル掲示）

大きくしていただければわかるんですが、今、

長崎市内は非常に様々な、知事自身もおっしゃ

るように、たたずまいが大きく変わるプロジェ

クトが山積しております。その中において、こ

れだけたくさんの、スタジアムシティ、長崎駅

周辺、松が枝、そして県庁舎跡地、市役所跡地

というものがあります。

こういったビッグプロジェクトに関して、市

長が替わった後に、県知事と市長と、このグラ

ンドデザインについてのトップ会談があったの

かどうなのか、そこからまずお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）グランドデザインに限っ

た対談といったことは、今のところ実施はされ

ておりません。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）そこは非常に重要な

ところだと思います。今まで、なぜ、知事がそ

ういったことを、例えば市長から言われなくと

も、これから長崎を賑わせたいと思うのであれ

ば、積極的に市長に、私は、トップ会談として、

長崎のまちづくりをどうするかというような話

し合いがあってもしかりかと思いますけれども、

知事は、そのあたりは「ありません」の一言で

済ませてもよろしいんでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）県全体の発展を図るため
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に、地域課題の克服に向けて、住民に最も身近

な市町と思いや力を合わせて、一緒に取り組ん

でいくことは非常に重要だというふうに思いま

す。

特に、長崎市は県都でございます。また、中

核市として様々なまちづくりの権限等も有して

いますので、やはり長崎市との連携というもの

は大切になるというふうに認識をしています。

そのために個別分野の課題につきましては、

現在でも、先ほどグランドデザインに限った対

談といったものは行われていないと言いました

けれども、各部局において、必要に応じて長崎

市の関係部局と協議を行っている状況でござい

ます。

私と長崎市長との意見交換につきましても、

先方のご意向もしっかりと踏まえ、また、何が

具体的に協議内容となるのかといったところも

踏まえながら、今後も対応していきたいと思い

ます。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）早急にやっていただ

きたいと思います。なぜなら、佐世保市長とは

トップ会談をやったと伺っております。そうい

う意味においては、知事がおっしゃったとおり、

県都長崎だからこそ、やる意義、そして、この

長崎市から様々なところに人流、波及をさせて

いくということが必要だと思いますので、これ

はぜひとも、年内ぐらいにはやっていただきた

いと思います。

それはなぜかといいますと、（パネル掲示）

これが、今まで長崎県の都市計画の変遷であり

ます。これはどういったものかといいますと、

もともと長崎市におきましては、長崎市は戦後、

ここをどうやっていくのか、戦後から復活させ

るために国際観光文化都市として指定をされて

おります。そして、それをさらに、もっともっ

と活力に満ちた地域にするためにということで、

県が中心となって、昭和61年にアーバンルネッ
サンス構想ができ、それが今のこの県都長崎市

の基盤となっております。

その後に国から、長崎市、もっともっと協力

していただく、観光立国として、さらに牽引し

ていく、日本の中でも牽引していく地域となる

ためにということで、駅周辺とかまちづくり、

都市、居住空間、そして松が枝、まちなかエリ

アということで、この4つのエリアでグランド
デザインを市と県で、ずっとこれまでも掲げ、

やってこられた、こういった歴史があります。

そういう意味において、今、長崎市が、長崎

都心まちづくり構想というのを掲げ、来年3月
にこれを公表すると言っています。これまでも

県と市でグランドデザインを描いておりますが、

来年の長崎都心まちづくり構想、これ自体が県

と市の総意であるというふうに知事がお考えな

のかどうなのか、ここをお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）長崎都心まちづくり

構想についてでありますけれども、これは県と

市で総意でつくるものと認識しております。

長崎市の方で、「長崎都心まちづくり構想検

討委員会」をつくって検討を進めておりますけ

れども、これまでのまちづくりの経緯とか考え

方を尊重しながら、全体を俯瞰した将来のまち

づくり方針を示そうとしているものでありまし

て、県と市、総意のものだと認識しております。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 来年3月の長崎都心
まちづくり構想、これが県と市の総意というこ

とでお伺いをいたしました。これは、これから

も大きな意味をなすものだろうなと思います。
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（2）長崎駅周辺について。
詳細について、これから少々、いろいろお伺

いをしていきたいと思いますが、午前中にもあ

りました、長崎駅周辺に関してです。

ここは、私は昨年12月に、もっともっと人を
回遊するために、駅前商店街側にもエスカレー

ターを造るべきではないかという質問をしまし

た。その時に知事は、先ほど見せました表にも

ありました、「長崎市中心部の交通結節機能強

化基本計画、これに基づいてしっかりと合意形

成がなされた」という答弁があったんですが、

合意形成にならなかった様々な、まだ積み残し

の課題があるからこそ、回遊性の問題とか、不

便である、バリアフリーになっていないという

ようなことから、自治会とか、そういったとこ

ろから要望が県にも上がっているわけです。

そういうことを考えると、ここの問題は、バ

スターミナルの整備がまだ決まっていない、バ

スターミナルが整備されたらという言葉を、こ

の時にも知事はおっしゃっていました。ただ、

これには時間を要すともおっしゃっていました。

そして、商店街などの個別に関しては「市が主

体であり、市から相談があった時には、人の流

れを検討し取り組む」という答弁をいただいた

んですけれども、非常に時間がかかっている案

件なんです、このバスターミナル問題というの

は。その最初の基本計画、令和2年に決めた時
から既に3年がたっているわけです。その間に
初動の基本計画はできていなければならなかっ

た。それが既にもう3年がたってしまっている
状況の中で、このバスターミナルの決定がなさ

れないと、様々な回遊性に基づく、今朝も質問

がありました動く歩道だったり、エスカレータ

ーはできないのかどうなのか、ここをしっかり

とご答弁いただければと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 県としましては、バスタ

ーミナルと周辺建物の共同建替えの検討を進め

ながら、並行しまして、駅前広場や路面電車の

電停へのエレベータの設置によってバリアフリ

ー化などの取組を進めています。

また、地元の「長崎駅前地区のまちづくり協

議会」にも職員が参加をしています。こちらで

意見交換を行っているところです。

議員のご指摘にもあったとおり、商店街の活

性化を含めた個別のまちづくりというものは、

市が主体となって検討する課題と考えておりま

すけれども、引き続き、市と連携、協力しなが

ら、県としても、市との役割分担の中で、でき

ることを継続しながら、まちづくりを進めてい

ければと思っています。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）もちろん市と県の役

割がそれぞれあるということは私も存じあげて

おりますが、ここは陸の玄関口にもなり、ここ

から様々な地域に人が回遊していくというよう

なところであります。多くの方々が、今現在、

迷われている、その状況の中で、バスターミナ

ルが設置、整備が決まるまでといっても、10年
ぐらいかかってしまうわけです。そこから先と

いうことになると、それまでに長崎という観光

都市がどのようなまちなのか、都市としてのグ

ランドデザインとしてもどうなのかということ

を感じます。

そういう意味においては、スピード感と新た

な視点、発想をいつもおっしゃる知事だからこ

そ、ここは市だから、県だからではなくて、観

光客にとって、どのように便利、住んでいる人

や県民にとって、どのように波及効果があるか

と、そういう視点を持って取り組んでいただき
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ますよう要望したいと思います。

（3）旭大橋について。
これも平成 20年からずっと私は質問をして
いるんですが、私が過去に質問をした折には、

「ここは浦上川線側を真ん中に両サイドにおい

て、一体化して活性化をさせるために低床化を

する」と言っておりました。

それが平成 30年になると、「低床化には膨
大な費用がかかる。そして、長崎市の中で東西

の西側の土地利用が不明確であるために、まだ

どうなるかわからない」というようなことがあ

りました。

しかし、先ほど見せた都市計画の中でも、何

度も何度も、平成 22年、平成 25年にも、長崎
市周辺のエリアの中でも、そして都市移住環境

整備基本計画の中においても、旭大橋は低床化

ということがなされました。

しかし、何が何でも、それがならないのであ

れば、どれくらいこの橋を、耐久性をもたせて、

どれぐらい低床化しないのか、ここをしっかり

と、年数的にご答弁を一度いただければと思い

ますが、いかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）旭大橋の低床化につ

きましては、「長崎駅周辺エリア整備計画」に

位置づけられております。

しかしながら、旭大橋につきましては、適切

な維持管理を行っており、40年以上が経過した
現在でも健全な状態であることから、低床化は

長期的な取組になるものと考えております。

なお、低床化のためには、先ほど議員もおっ

しゃいましたように、浦上川西側地区における

土地利用計画の具体化が必要であると考えてお

りまして、今後、まちづくりの主体である市と

連携して、低床化の実現について検討してまい

りたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 40年が既に経過を
していると、私がお聞きしたかったのは、これ

からどれぐらい、この橋をもたせるつもりなの

か。

土地利用をしたい方々にとっては、ここが10
年なのか、20年なのか、30年なのか、それによ
って、これから未来が変わってくるわけです。

そのあたりをある一定述べないと、ぼやっとし

たままでいては、ここの土地を利用したい人た

ちもそのままなんです。そのあたりをしっかり

ご答弁いただけますか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）旭大橋につきまして、

現状の状態でどれだけもたせるかにつきまして

は、5年ごとの定期点検の状況を踏まえながら
見据えていく必要があると思っております。

一方、旭大橋の下の利活用につきましては、

現在、パークアンドライド駐車場として暫定的

に利用を許可しておりますけれども、まちづく

りや賑わい創出の観点から、有効活用すべきと

考えております。

利活用に当たりましては、まずは公共的、公

益的な利活用策について、長崎市や関係部局と

連携して検討を進めているところでございます。

公共側での利活用の可能性がない場合には、

民間事業者による、通常5年、最長20年の利活
用を視野に入れた検討も必要であると考えてお

ります。引き続き、旭大橋下の有効活用に向け

て取り組んでまいりたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 多分、今まで5年ご
ととか、そういった感じでの答弁ってなかなか

いただけなくてですね。
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これから民間の方が、5年ないし20年の中で
ここで何かをやりたいと言えば、それも可能で

あると、ある一定考えてもいいということです

か。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）先ほど申し上げまし

たとおり、まずは公共的、公益的利活用につい

て検討したうえで、それがなければ、民間によ

る利活用について検討していく流れになると認

識しております。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 民間であろうが、県

であろうが、行政であろうが、様々な形でしっ

かりと利用することによって利を生んでいくと

いうような観点を、知事、持っていただきたい

と私は思います。

ここも、先ほど言ったグランドデザインの中

でいうと「川辺のエリア」というところに指定

をされています。そういう意味においても、積

極的に、市は、来年の3月にそこを、基本構想
を考えていきたいというふうに言っております

ので、時間はそうないんです。先ほど、総意で

あるとおっしゃったのであれば、やはりそこを

もっともっと詰めながら、それを県民に、そし

て私たちにも報告をいただきながら、ここを進

めていただくことをご要望させていただければ

と思います。

（4）長崎港元船地区整備について。
今回、このブランディングの一つに入ってお

ります長崎港の元船地域の整備、これは今、県

が中心になってやっていただいているわけです

が、昨年12月に知事に私が、長崎港のグランド
デザイン、ブランディング、これをどう考えて

いますかと聞いたところ、その時に知事は、こ

のブランディングの絶好のチャンスだと、港の

ことをおっしゃっていただきました。

価値を高め、玄関の港づくりとして、ただ、

海にとどまらず、交流の場となるまちづくりの

一帯が必要であるというふうに考えているので、

ここもまた長崎市と連携をして取り組んでいき

たい、そして、全国、世界に選ばれる長崎を目

指す効果的な施策を進めていくというふうにお

っしゃっていました。

そういう意味においては、（パネル掲示）こ

の元船町の今のターミナルのところ、ここから

は駅の方、県庁を通って駅、駅なかの方、そし

てこれからどうなるかわかりませんけれども、

県庁舎跡地の方、まちなかの方にも回遊をさせ

るという意味において、非常に重要な土地であ

ろうかと私は思っております。

ここは、過去に1回、ＰＦＩ事業をしようと
してとん挫した経緯があるんですが、今回もま

たＰＦＩで検討ということですが、そのあたり

は大丈夫なのかどうなのか、お聞かせいただけ

ますか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 元船地区では、港湾

機能の再編と併せまして、港の賑わいを創出す

るための「長崎港元船地区整備構想」の策定を

進めております。

策定に当たりましては、市と意見交換や情報

共有を行い、市が検討している「長崎都心まち

づくり構想」と整合を図っております。

また、ＰＦＩによる事業につきましては、引

き続き、民間事業者との意見交換を重ね、事業

者が参入しやすいスキームを検討し、その実現

性を高めてまいりたいと思っております。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 実現性を高める、多

分、前回もそういう感じでＰＦＩに取り組んだ
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と思うんです。そういう意味では、実現性を高

める、どうやってというところを聞きたかった

んですが、もうここでは求めませんけれども、

そういう意味で質問をしたつもりでした。

そして、この地域も、資料などを見ると「賑

わいのゾーン」ということが書かれております。

この地域一帯全部が「賑わいのゾーン」と示さ

れていることが非常に多いんですけれども、近

い場所において機能の重複とか、周辺のあり方

として、そういったところもしっかりとグラン

ドデザインで描いていただく必要性があるかと

思っております。

そのあたりは今、既にお話し合いはされてい

ますでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）今ご指摘いただきま

したように、元船の港まちづくりの中でも、海

の運送、陸に係る運送、これのやりとりをする

場所の機能を持たせる場所もあれば、賑わいを

創出する場も考えていく、同じ港の中でも役割

分担をして考えていく必要があると思います。

あと、背後のまちづくり、今、話の中心にな

っている港まちづくり、これの連携も必要であ

ると考えておりまして、どのように回遊性を実

現させていくか、長崎市と一緒になって連携し

て考えているところでございます。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）ありがとうございま

す。ここはしっかりとやっていただきたい。

そして、一つ要望になるんですが、もともと

長崎駅に南口をつくりまして、そこから、こち

らにも回遊させるというような話がありました。

しかし、ここもなかなか、駅の利用状況などに

よって進んでいないようなところがございます。

こういったところも知事、全体的にどう回遊

させるかということを考えながら、ここが最適

かというのであれば、ＪＲ側にも要望していた

だく、そういったこともしっかりと考えて進め

ていただければと存じます。

（5）長崎県庁舎跡地について。
これもずっと質問をしていることではござい

ますけれども、今ずっと、雨の日も暑い日も寒

い日もずっと県の職員が常駐していただきまし

て、多くの市民や県民の皆様と対話をしながら、

アンケート調査をしていただいているところで

ございます。

これはなぜかというと、知事自身が対話を大

切にしたいということで、ここから新たな多彩

な発想とか視点を取り入れるためというご答弁

をいただいておりました。それから 10か月間、
ここでやられてきたわけですけれども、新たな

発想とか多彩な考え、何か浮かんだことがあり

ましたら教えていただけますか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 議員ご指摘のとおり、県

政運営や諸課題の検討に新たな発想と視点を取

り入れるためには、やはり県民の皆様との対話

が大切であるという考えから、昨年10月末から、
県庁舎跡地の暫定供用においては、職員を常駐

させて、実際に活用いただいたプレーヤーの

方々、また活動に意欲的な方、そして地域の方

のご意見、意見交換を行ってきたところでござ

います。

このように職員が現地の活動に伴走すること

で、人とのネットワークが広がって活用意欲も

高まっている。また、それによってナイトマル

シェであったり、県内外の5つの大学の学生が
参加した新歓イベントなど、跡地での多様な利

活用につながっているものと考えております。

今後も、暫定供用の際にいただいた多彩な発
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想、あるいは新たな視点などのご意見を踏まえ

て、利用状況の検証を行いながら、今後の取組

を進めていきたいと思っています。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 私は、しっかりと質

問通告をさせていただいているところでござい

ます。私が質問していることをオウム返しして

いただきたいわけではなくて。

様々な方が、この10か月間、ここでアンケー
ト調査をし、いろんなご意見を聞いた中から、

知事が、新たな発想は生まれたのかということ

を聞いたんです。これ自体が12月に知事の答弁
だったわけですから、そこから進んで知事は、

今の答弁では何も新たな視点や発想がなかった

んだなと、また、これから、それを生み出すた

めにやっていくんだなと、非常にスピード感の

ない、この体制にがっかりいたしましたけれど

も。

ここ自体は、ずっと様々な案件を語られてき、

そして多くの予算をかけて提案をなされた地域

でございます。そこにおいて、また新たな、新

たなと、毎回、毎回新たな、新たなと、新たを

聞きたいから聞いているのに、新たが返ってこ

なければ、ずっとこの問答を繰り返していかな

ければならないということが非常に残念かなと

思いました。

そして、このことに関して、もう1点お伺い
したいんですが、今、長崎市が、県庁につくっ

てほしいというホールを、なかなか県庁の中で、

埋蔵文化財などがあったので、市役所の跡地に

新しいホールを造るということがございました。

しかし、それが一旦停止を、この間、6月定例
会で市長が、もう一回再考したいというような

お話がありました。

その中で多くの県民の皆さんから、また、県

庁舎跡地でホール建設が持ち上がったりしない

のかというような意見があるんですけれども、

そこに関しては知事、どうでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）県庁舎跡地の活用につき

ましては、過去に長崎市から「文化・芸術ホー

ル」の提案がございまして、「県庁舎跡地整備

方針」を一旦まとめたものの、ほかの候補地で

の整備に変更された経過がございます。

そのうえで、県議会をはじめ県民の皆様、ま

た経済界など多数のご意見を伺いまして、長崎

市とも調整を図ったうえで、昨年7月に基本構
想を取りまとめております。

現時点において、長崎市の文化施設に関する

相談を受けていない状況にございますので、仮

定の話に予断を持ってお答えすることは控えさ

せていただきたいと思いますけれども、これま

での経過や関係者の皆様とのご議論については

最大限尊重をする必要があるものと考えていま

す。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）まだ市からはそうい

った相談はないということでございました。

私が気になっているのは、午前中にも答弁が

ありましたけれども、ここの整備基本計画、6
年以降にと言いながら、なかなかその先がよく

見えていない状況の中で、今、長崎市の長崎都

心まちづくり計画の方も、来年3月に、どうい
った状況か、グランドデザインを市と県とで協

議をするというお話がございましたので、ここ

から、また降り戻ることがあるのかなというふ

うに考えたんですけれども、今の答弁では、そ

れはないと受け取ってもよろしいでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 現在、そのご相談がない
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という状況にあって、繰り返しになりますが、

仮定でのお答えは控えたいと思いますけれども、

これまでの決定してきた議論につきましては、

しっかり尊重しなくてはいけないというふうに

考えております。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 今、あの跡地は整備

をされておりますが、整地をされて、また新た

な発想がどんどん、どんどん生まれればありが

たいと思いますし、来年公表されます長崎のま

ちづくりのグランドデザインというものも県と

市でやられているということですから、しっか

りやっていただければなというふうに考えてお

ります。

いずれにいたしましても、知事は今回、新し

い長崎県のビジョンとして「未来大国」という

ことを掲げています。

この「未来大国」って、最初、すごいなと思

ったんです。大国というのは、ある分野におい

て国際的な大きな力を持ちながらということで

ありますので、未来に、長崎県の知事として、

長崎が、長崎や国や世界に対して大きな思いを

もって、大志を抱いて、これから取り組んでい

くというビジョンを掲げられたんだと思うんで

すが、今日の答弁を聞くと、なかなか、さすが

ラガーマンだなと、敵をかわしながらずっと前

に進んでいくという感じで、もっとしっかりと

受け止めて答弁をしていただく必要性もあろう

かと思うんですが。

今日もあまり熱を感じることがなかったんで

すが、最後によければ、未来大国でも構いませ

んが、長崎に対する熱量というものが、今日も

私には全く感じられなかったので、何かあれば、

お伝えいただければと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 長崎県の未来を、明るい

未来を県民の皆様と一緒につくっていければと

いうふうに思います。（発言する者あり）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。
― 午後 ２時３１分 休憩 ―

─ 午後 ２時４５分 再開 ─

〇副議長（山本由夫君）会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、こんにちは。

本日、4番目の質問に登壇させていただきま
す、改革21、諫早市選出の山口初實でございま
す。

本日は、地元諫早市をはじめ、県内各地から

皆様方に貴重な時間を割いていただき、議会傍

聴においでをいただきました。ありがとうござ

います。

このように一般質問に登壇する機会をいただ

きましたが、副議長を務めさせていただいた関

係もありまして、令和2年2月定例会以来、3年
半ぶりの登壇となります。久々の登壇となり、

この場に立つことが何となく新鮮に感じられ、

若干の緊張感も感じているところでございます。

知事、教育委員会教育長をはじめ、関係部局

の皆様のわかりやすい明確なご答弁をよろしく

お願いをいたします。

1、政策評価制度について。
私は、皆様のご指導、ご支援をいただきなが

ら、県議会議員4期目の活動を展開しています
が、町議会、市議会を経て県議会議員として務

めています。
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振り返ってみますと、平成から令和へと時代

は移り、その間に市町村合併もあり、日本の人

口も2010年をピークに減少に転じており、そし
て、2025年問題、2030年問題、2040年問題を
抱え、日本の将来にとっても、当然、自治体と

しても、各種課題を抱えている状況にございま

す。

私も、現状をしっかり認識し、新たな未来に

向かい、地方議員、県議会議員としての役割を

果たしていかなければならないと強く思ってい

ます。

さて、県は、中村前知事から大石知事に引き

継がれ、行政の継続性を考えると、前知事の政

策を引き継ぎつつ、大石カラーを新しく導入し、

注入して、県政を前進、発展させていかなけれ

ばならないと思いますし、そのように取り組ま

れていると認識をしているところであります。

県としては、思いつくままに申し上げますが、

「総合計画」、「行財政運営プラン」、「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」、そして「地球温

暖化対策実行計画」などを策定し、鋭意、政策

が進められている状況にあります。

（1）政策評価制度活用について。
前知事の政策を受け、どのような視点で新た

に政策を展開されているのかについて伺います

が、そのためには中村前知事の3期12年の県政
運営、行政、政策に一定の点検、評価を行い、

新たな行政政策の展開がなされているものと思

っておりますが、どのような手法で、どのよう

な考え方で取り組まれているのか、知事にお伺

いをいたします。

以降の質問は、対面演壇席から一問一答方式

で行いますので、よろしくお願いをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 山口議員のご質

問にお答えいたします。

中村前知事におかれましては、企業誘致によ

る雇用の確保や移住者数の増加、2つの世界遺
産の登録など、様々な分野で成果を上げられて

おり、県勢の発展に多大な貢献を果たしてこら

れたものと認識をしております。

私は、中村前知事が築いてこられた県政運営

の方向性について、継続すべきものは継承しつ

つ、新たな視点、発想を取り込みながら、「新

しい長崎県づくり」の推進に力を注いでまいり

たいと考えております。

そのためには将来を担っていく人材を育てる

ことが最も重要なテーマであると考え、子ども

たちへの投資を未来への投資と捉えたうえで、

子ども施策を県政の基軸に位置づけたところで

あります。

また、現在、子ども分野を中心に重点的に注

力する分野のおおむね10年後のありたい姿と
施策の方向性を示したビジョンの策定を進めて

いるところでございます。

県民の皆様と一緒に、多方面から選ばれる長

崎県の実現を目指してまいりたいと考えており

ます。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） （2）本県の政策評価
制度の歴史と現状について。

日本における行政評価のスタートは、平成8
年、およそ27年前に三重県で事務事業評価の導
入が行われスタートしているわけであります。

その後、静岡県の業務棚卸、平成10年には北海
道で時のアセスメントが開始され、その後、現

在においては、63％の自治体で導入されている
ようであります。県レベルでは100％、全県で
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導入されておりますが、長崎県内各自治体の導

入状況はどのようになっているのか、行政評価、

政策評価は、制度として27年前から行われてい
ることですが、政策評価の現状について、お尋

ねをします。

また、政策評価を導入していない県内市町に

ついては、次の質問とかぶるところもあります

けれども、事業の成果をどう検証し、予算編成

にどのように反映しているのか、お尋ねをいた

します。

〇副議長（山本由夫君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）県内の状況というこ

とで、まず、長崎県における状況について、ご

説明させていただきます。

平成13年度に成果を重視した行政運営の実
現に向け、当時の長期総合計画のスタートと合

わせて個別の事務事業を対象とした評価制度を

導入しております。

また、平成18年度には、「長崎県政策評価条
例」を制定し、政策評価の根拠を明確にすると

ともに、評価結果の公表の義務化を行い、政策

評価の信頼性、客観性、透明性の一層の向上を

図ってまいりました。

平成28年度からは、個別の事務事業単位で行
っていた評価を、総合計画に位置づけられる事

業群単位で評価する「事業群評価制度」に見直

しを行い、関連する複数の事業を並べて評価す

ることで、中核となる事業の見極めや類似事業

の整備・統合等に活用できる仕組みになってお

ります。

〇副議長（山本由夫君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）県内においては、

21市町のうち18市町が政策評価を導入してお
り、導入率は85.7％となっております。
政策評価制度が導入されていない3市町につ

いては、政策評価に代わる手法として、総合計

画や個別計画の進捗管理などの実施・検証を行

うことで予算編成等へ反映させております。

また、このうち一つの町については、令和6
年度予算編成に反映することを目指し、今年度

中に政策評価制度を導入する予定と伺っており

ます。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） 政策評価と決算審査、

予算編成、予算執行についての連動性について、

お尋ねをしますが、政策評価と決算審査と予算

編成と予算執行については、当然、連動性が必

要となりますが、政策評価と決算審査は一年遅

れで、これから長崎県も決算審査が行われると

いうことになるわけでありますが、予算編成は

一年前倒しになるわけであります。

評価が適正に予算に反映されにくくなってい

るというふうに判断をしているわけであります

が、どのような工夫をしているのか、お尋ねを

します。

〇副議長（山本由夫君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）長崎県政策評価条例

において、「知事は、政策評価の結果を予算の

編成や施策等の企画・立案等に活用するものと

する」と規定されております。

事業を所管する各部局は、先ほど申し上げた

事業群を構成する個別事業の前年度の実施状況

や目標の達成状況等の検証を行います。そして、

成果や課題を踏まえたうえで、その評価を行わ

れた年度の事業の実施を行ううえでの見直しを

いたしております。

さらに、次年度に向け、評価結果に沿った新

規・拡充事業の立案や既存事業の改善、見直し

を進め、施策効果の高い事業へ選択と集中を図

るなど、予算要求への反映、活用を行っておる
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ところでございます。

今後とも、政策評価の実施状況等を踏まえ、

必要に応じて見直しを行いながら、制度の適切

な運営に努めてまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） この件は、いろいろと

議論したいところですが、今回、たくさんの質

問を通告してますので、次に進めさせていただ

きます。

2、2030年問題、2040年問題、2050年問題に
ついて。

私は、令和元年6月定例会で、2025年問題に
ついて質疑を交わしています。

2025年問題とは、戦後の第一次ベビーブーム
で生まれた団塊の世代が75歳以上になります。
高齢化社会を迎えることで生じる諸々の課題が

2025年問題であります。
2025年問題の、まさにまっただ中であるんで

すが、この問題の検証も大事なことではありま

すが、2025年問題を踏まえて、今日は2030年問
題、2040年問題、さらに2050年問題と、これか
らの日本がどのようになっていくのか。そして、

長崎県がどのようにこの問題に取り組み、対策

を行っていくべきかについて理解を深めておき

たいと思っております。

（1）2030年問題の課題と対策について。
2030年問題とは、2030年には人口の3分の1

が高齢者になる、労働力人口の減少が懸念され

ている問題でございます。日本の65歳以上の人
口は、2010年17.4％、2020年28.9％、2030年
31.6％と内閣府は人口推移を予測しております。
2030年を迎える頃には、2010年に約1億2,800
万人だった日本の総人口が1億1,900万人まで
減少し、国民の3人に1人が65歳以上の高齢者に
なると予測しています。このことによって、日

本は深刻な人手不足、いわゆる労働人口が644
万人の人材不足になると予測しています。

そこでお尋ねしますが、全国的に様々な業種、

航空、ＩＴ、観光、介護業界等々の労働力不足

が顕在化すると言われています。

そこで、本日は、長崎県としてコロナ禍の影

響も踏まえて、特に、観光業界、そして介護業

界について、どのような対応策を取るのか、お

聞きをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君）将来にわた

って本県への誘客や観光消費額の拡大を図って

いくうえでは、安定的な受入れ体制の整備が必

要となります。

そのため、県におきましては、人手不足が課

題となっております宿泊業界のＤＸ化や、ある

いは業務省力化を促進しているところでござい

ます。

また、県内の高校生等を対象といたしまして、

宿泊業に関する講座を開催するなど、将来の業

界を担う人材育成にも取り組んでいるところで

ございます。

今後も、観光業界の人材確保に向けましては、

外国人材の受入れ等も含めまして、関係事業者

及び市町と意見交換を十分行いながら、必要な

支援を検討し、実施してまいりたいと考えてお

ります。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 2030年には本
県は、生産年齢人口の減少がさらに深刻となり

ますため、若い世代の担い手の確保、外国人材

の活用、そして介護現場の生産性の向上が重要

であると考えております。

このため、県が認定いたしました若手介護職

員、「介護のしごと魅力伝道師」による講話、
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職場体験バスツアーで中高生に対し、介護の仕

事の理解促進を図るほか、ベトナムの学生との

マッチングや留学生への修学資金の貸与などに

よる外国人材の確保に取り組んでいるところで

す。

また、生産性の向上につきましては、介護ロ

ボット、ＩＣＴの導入支援、テクノロジーを活

用できる人材の育成などを実施しており、今後

とも、こうした施策を重点的に取り組み、関係

機関や市町と連携しながら、介護人材の確保に

努めてまいります。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）それぞれにしっかり取

組をしなければならない課題であります。

次に、住宅問題、空き家の増加と対策につい

て、お尋ねをしますが、2030年には多くの空き
家が発生すると予測されています。現状を見て

も、地域によって、あちこち空き家が目につき

ます。

人口減少対策の一助としても、空き家の有効

活用を図り、地域の活力を維持していかなけれ

ば、地域はしぼんでしまいます。活力をなくし

てしまうことにつながっていきます。

長崎県としての対策をどのように考えられて

いるのか、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）県における空き家対

策といたしましては、先進事例の紹介など、市

町等への技術的な助言、そして、子育て世帯や

移住者向けに空き家を活用する市町への支援、

そして、住まいに困っている方向けの民間賃貸

住宅への登録の推進などに取り組んでおります。

一方、空き家は、所有者が自らの責任により

管理することが原則であり、今年6月には「空
家法」が改正され、空き家の早めの活用を促す

措置が盛り込まれたところでございます。

県といたしましても、所有者が空き家を放置

せず、早めの意思決定を行えるよう、行政書士

等の専門家と連携し、普及啓発を図るなど、空

き家の発生抑制にも努めてまいりたいと思いま

す。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） 次に、空き家の増加に

関して各地域で加速化しております。決して望

むべきことではありませんが、結果として小中

学校、高校の統廃合も余儀なくされるのではな

いかと思いますが、7年後の長崎県として、ま
た、各市町の状況として、どうなるのか、手を

打つべきところは手を打っておくべきだと思い

ますが、ご見解をお伺いいたします。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）学校の果た

す役割といいますのは、一定の集団規模の中で

行う授業や学校行事を通しまして児童生徒が切

磋琢磨し、個々の資質や能力を伸ばし、人間性

や社会性、規範意識などを身につけさせること

にあります。

そのための適正規模の学校を維持するという

観点から、保護者や地域住民と共通理解を図り

ながら、学校の統廃合や再編は進めていく必要

があると考えております。

その中で、小中学校におきましては、設置者

である市町が統廃合等の判断を行うものでござ

いますが、教育課程の編成方針、小中一貫や中

高一貫の先進事例の紹介、さらには、統廃合の

加配教員の配置等につきましては、市町からの

相談に丁寧に対応しているところでございます。

一方、県立高校におきましては、少子化を踏

まえた学校の適正規模を考慮しつつも、学校の

存続は、地域の存続にも関わる課題であります
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ことから、今年度、地元市町と連携し、魅力あ

る高校の学びの創出と地域の活性化を連動させ

る取組をはじめましたほか、小規模校におきま

す学びの充実を図るため、遠隔教育センターの

設置に向けて準備を進めているところでござい

ます。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） 今、取り組んでいます

離島留学制度等々をちゃんと充実させて、いわ

ゆる高校生を離島に呼び込んで地域の活性化を

図るということも併せて考えていただきたいと

思っております。

（2）2040年問題の課題と対策について。
団塊の世代が75歳以上となる2025年、その先

にあるのが2040年問題であると言われていま
す。2040年に日本の人口は1億1,000万人となり
ます。一人の高齢者を1.5人の現役世代で支える
形になり、2025年問題では、高齢者の増加が課
題でしたが、2040年問題の大きな課題は、現役
世代の急減にあると言われています。

2040年の社会保障給付費は190兆円となり、
2018年の121兆円の1.6倍にもなると予測され
ております。

そういうことで、県として、健全で活力ある

長崎県を維持していくためには、どのような施

策を訴えていくのか、あるいはやっておくべき

だと認識をしているのか、お尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）離島や半島地域を

多く有し、人口減少や少子・高齢化が全国より

も早く進む本県においては、2025年頃に高齢者
人口がピークを迎え、さらに、2040年頃には生
産年齢人口が県人口の5割を切ることが予想さ
れており、深刻な事態に直面するのではないか

と強い危機感を抱いております。

そのため、県では、こうした課題を先送りす

ることなく、有効な対策をいち早く講じること

が必要であると考え、令和元年度には官民で構

成される「長崎県2040年研究会」を設置のうえ、
検討を重ね、令和3年度に喫緊の課題と施策の
方向性として整理を行ったところであります。

具体的には、集落・地域コミュニティ、医療・

介護、労働力、インフラ、防災の各分野におい

て、現行の総合計画に必要な対策を盛り込みな

がら、デジタル化、ＤＸや外国人材の受入れ促

進などの取組を進めているところであり、引き

続き、持続可能な社会の構築に向けて力を注い

でまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）ちょっと視点を変えて、

長崎県におきましても、道路、橋、下水道など

のインフラが老朽化して維持管理費の増大が懸

念されているというふうに思います。

どのように取り組むのか、お尋ねをいたしま

す。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 現在ですが、県管理

の国県道で橋梁2,124橋、トンネル143本を管理
しておりますが、2040年には橋梁1,530橋、ト
ンネル59本が、建設から50年が経過し、老朽化
の進行による維持・更新コストの増大が懸念さ

れております。

このため、県では、従来の対処療法的な維持

管理から予防保全的な維持管理への転換を図る

ため、全国に先駆けまして「維持管理計画」を

策定し、健全度が低い施設から計画的に修繕を

行ってまいりました。

今後とも、施設の延命化とライフサイクルコ

ストの縮減並びに予算の平準化をより一層図る

ため、予防保全的な維持管理に努めるとともに、
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必要な予算を安定的に確保できるよう、国に強

く働きかけ、訴えてまいりたいと思います。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） （3）2050年問題の課
題と対策について。

2040年問題は、近々の課題として極めて重要
でありますが、2050年問題について、お話をさ
せていただきます。

この議場におられる方の半分以上の方が

2050年には後期高齢者になる、そういう時では
あります。2050年には地球環境問題が悪化し、
世界の10億人以上が避難民として暮らすこと
になると言われています。

日本は、超高齢化社会で、いよいよ人口が1
億人を切ります。減少の一途をたどると予測さ

れているところです。

地球温暖化が進み、環境問題が顕在化してま

いります。水不足、食料問題、インフラの老朽

化、ＡＩによる雇用減少等が生じてまいります。

そして、そこに備えていくことは、極めて重要

であり、3つのことが言われています。
医療技術を強化し、健康寿命を延ばす、コン

パクトシティーによるインフラ老朽化のストッ

クを図る、リカレント教育を活発化する等々で

ありますが、エネルギー問題は、果たして2050
年までに解決するのか、極めて大きな課題でも

あります。

そういう状況でありますが、お尋ねをします。

30年後の長崎の姿を少しでもよいものにす
るために、今できることを検討していくことは、

未来の長崎を背負っていくうえで極めて重要で

あります。ご見解を賜りたいと思います。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 議員ご指摘のとおり、こ

の先2050年となりますと、本当にどういった世

界になっているのか、地域をはじめ、国内、国

外でどんな議論がされているのか、しっかりと

アンテナを高くしながら検討を進めていく必要

があるというふうに思っております。

本県の将来を見通すと、人口減少や少子・高

齢化が進展する一方で、様々な新しいテクノロ

ジーが確実に進捗するものと考えます。現代よ

りも県民の生活の質や利便性の向上がそれによ

って図られていくものと認識をしています。

そのため、「新しい長崎県づくり」のビジョ

ンに沿って、最先端のデジタル技術を先駆けて

実装するなど、課題解決に取り組んで、全世代

の方々が未来への期待感と本県への誇りを抱い

て、住み慣れた地域で生き生きと暮らせる長崎

県の実現に向けて今後も力を注いでいきたいと

考えております。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）知事にご答弁いただき

ましたが、このことは知事ひとりの課題ではな

いわけです。各部局、そして、我々、議会議員

としてもしっかり受け止め、日常活動に活かし

ていくことが重要だと思っているところでござ

います。

3、国道207号改良促進について。
（1）佐瀬地区、堂崎地区の進捗状況及び全

面改修2車線化の目途は。
まず、諫早、多良見、佐瀬地区の進捗状況と

見通しについて、お尋ねします。

国道207号は、佐賀市を起点に、有明海沿い
に諫早市に入り、小長井、高木を経て諫早市中

心部を縦断して、大村湾沿いに多良見、長与か

ら時津に至る112キロメートルの、沿線住民に
とりましては生活道路として、また、産業道路

として極めて重要で、必要不可欠な幹線道路で

ございます。
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国道207号には、極めて憂慮すべき国道とし
ては普通には考えられない欠陥がございます。

それは道路幅が狭く、センターラインも設置さ

れてなく、カーブが多く、見通しがきかない、

離合もままならない極めて危険な状況にある国

道ということであります。

このような状況を一刻も早く解消してほしい

と、諫早市が、長与町側の沿線住民の皆様が「国

道207号改良促進期成会」を結成され、県や市
町へ改良改修に向けた要望活動を展開されてい

るということであります。本日、傍聴席にもお

見えになっておられます。

このように、地域の皆さんの熱い思いもあり、

県当局により改良を進めていただいていますが、

諫早市側は、越首から崎辺田までの2.5キロが昨
年、供用開始されたところでありますが、残り

5キロメートルの未改良区間が残っています。
現在、崎辺田から長与方面に向けて800メート
ルの改良工事に着手し、用地買収が行われてい

る状況にあります。

現状と今後の見通しについて、お伺いをいた

します。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 国道207号の佐瀬地
区につきましては、令和2年度から佐瀬拡幅と
して事業化し、これまでに測量、設計が完了し

ており、今年度から用地取得に着手しておりま

す。

完成の見通しにつきましては、用地取得が完

了し、工事の円滑な実施環境が整った段階でお

示しできるものと考えております。今後も早期

の完成を目指し、取り組んでまいりたいと思い

ます。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）積極的に対応していた

ただくようにお願いしておきます。

もう一つ、長与町の堂崎地区の進捗状況と見

通しです。

この国道207号は、諫早市側からも、長与町
側からも改良することを今進めていただいてお

ります。長与町の岡郷、塩床、堂崎地区におい

ても800メートルの道路改良工事が進められて
いるところでありますが、いずれにしても、早

期に改良を進めていただきたいという地域のお

願いがあります。

長与町側からの改良に向けた現在の進捗状況

について、そして、見通しについて、お伺いを

いたします。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 国道207号の堂崎地
区についてですが、今年度から堂崎拡幅として

事業に着手したところであり、現在、用地測量

を進めております。

堂崎拡幅につきましては、用地取得にも着手

していないことから、完成の見通しをお示しす

る段階にはありません。

県としましては、まずは用地取得に着手する

ため、用地測量の進捗を図りたいと考えており

ます。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） 残り3キロメートルの
改良見通しの関係です。現在、取組中の諫早市

からの800メートル、長与側からの800メートル
の改良を早期に進めていただきたいと強く要望

するところでありますが、残り3キロメートル
について、早期に計画に着手していただき、予

算を確保していただかなければなりません。

私は、この国道207号の改良促進につきまし
ては、過去、何度も一般質問に取り上げさせて

いただきましたが、大石知事になられて一般質
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問に初めて登壇させていただきますので、これ

から話をさせていただくことは、過去に申し上

げたことと重複することがありますが、交代さ

れ新たに着任されている土木部長にも状況をわ

かっていただくために申し上げさせていただき

ます。

大村湾を一周する沿岸道路は、約129キロメ
ートルあります。これは私の車で実測した値で

すから、公表された値と同じであるのかは確認

をしていないところでありますが、諫早市、多

良見町、国道207号をスタートして、時津、205
号、西海橋を越えて202号、そして大村市の34
号、諫早市の207号に戻ってきて大村湾を一周
する道路となりますが、この大村湾を一周する

国道の中央線がなく、離合がままならない区間、

先ほどから申し上げておりますが、残念ですが、

国道207号の諫早市と長与町を結ぶ残り5キロ
メートルになっております。具体的なルートと

工期が決まっていない未整備区間が3キロメー
トルあります。

一刻も早く改良を望むところでありますが、

現状と見通しについて、お伺いをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 残り3キロメートル
の事業未着手区間につきましては、測量や設計

を行っていないことから、整備に要する費用を

含め、今後の見通しをお示しできる状況にはご

ざいません。

ただ、県といたしましては、まずは事業中で

ある佐瀬拡幅及び堂崎拡幅の進捗に鋭意努め、

未着手区間については、事業中箇所の進捗を見

ながら検討を進めていきたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）この改修の関係ですが、

知事の思いの中には大村湾の横断道路、いわゆ

るクロスロードの構想もあられるというふうに

伺っておりますけれども、このクロスロードの

前に、まず大村湾を一周する産業道路、観光道

路、生活道路の207号を、日常生活において安
全に、安心して活用できる、中央線があって見

通しがきき、自由に行き来、往来ができる道路

に改良していただくことを切望いたしておりま

す。

（2）長田地区の改良について。
国道207号は、佐賀県太良町を経て、諫早市、
小長井町、高木町から長田地区を経て市中心部

を縦断します。新幹線の開通に伴い、並行在来

線とともに佐賀方面に向かう国道207号の利用
価値は高まっているものと認識をしています。

利便性を上げる意味においても、未改良区間の

改良拡幅は重要になっております。

現状と見通しについて、お伺いをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 国道207号の長田地
区では、朝夕の混雑解消を目的に、平成27年度
から東長田拡幅として現道拡幅による4車線化
を進めているところでございます。

現在、用地につきましては、約6割を取得し、
工事につきましては、正久寺町側の地盤改良工

事を進めております。

引き続き、予算の確保に努め、用地取得と工

事の進捗を図ってまいりたいと思っております。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）しっかり進めていただ

くことを要望しておきます。

4、県立公園眺望改善について。
（1）琴ノ尾岳展望台からの眺望改善につい

て、要望書提出後の対応状況は。

琴ノ尾岳展望台からの眺望改善について要望

書が提出されております。その後の対応状況に
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ついて、お伺いをしますが、県立公園琴ノ尾岳

頂上からの眺望改善につきましては、諫早市多

良見町の西地区自治会から10名の自治会長の
連名で要望書が提出されています。概略、ご紹

介します。

県立公園頂上展望台からの眺望改善について。

琴ノ尾岳は、諫早市と多良見町と長与町の境

界にまたがる山で、標高は451.3メートル、頂上
に琴ノ尾神社、展望台、運動広場が設置されて

いる。展望台から長崎方面は一望できます。し

かし、大村方面を見渡すと、大村市、長崎空港

の全容を眼下に間近に見ることができておりま

したが、近年、展望台傍らの杉の木が大きく成

長し、眺望を遮り、全く見渡せない状況になっ

ています。

それぞれドライブに来られる方、徒歩で登ら

れる方など多くのにぎわいを見せていますが、

展望台に上がられると期待外れで、がっかりた

されている状況にあります。

そういうことで大きく成長した杉の木を伐採

し、早急に眺望改善を図っていただき、県民の

憩いの場として整備していただくことを要望い

たしますという要望書が、昨年10月に提出され
ているところでございます。

その後の状況について、お尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）大村湾県立

公園内にあります琴ノ尾岳は、諫早市と長与町

にまたがり、諫早市、長与町が駐車場、広場等

を整備した後、地元の要望を受け、昭和60年度
に県が展望台を整備しております。

近年、頂上にあります展望台付近の樹木が成

長し、大村湾方向の一部の眺望が阻害されてい

る状況にありましたが、諫早市側の支障木につ

いては、市が県の補助金を活用して伐採を行い、

昨年度末に一定の眺望改善がなされたところで

す。

一方、長与町側につきましては、支障木が民

有地にあることから、町が用地取得を行う場合

の後押しとして補助対象に用地費及び補償費を

加える改正を行い、町へ話をしているところで

ございます。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） （2）該当自治体の対
応は。

この該当自治体というのが、諫早市と長与町

になるわけですね。視界を遮っている杉の木の

地籍は長与町にあり、地権者の方も長与町の方

です。

長与町との連携が極めて重要になってきます

が、現在の進捗状況について、いまひとつご報

告をいただきたいと思います。

〇副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）長与町とは、

これまでも眺望改善について協議を重ねてきて

おり、改正しました補助対象経費の拡大につき

ましても、先月末に説明を行いました。

長与町からは、用地取得のためには予算の確

保のほか、取得後の用地の活用など、検討すべ

き課題があり、用地取得以外の解決策も含め、

検討が必要と伺っております。

県としましては、眺望の改善に向けて、引き

続き長与町と協議をしてまいります。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）長与町と積極的に話を

進めていただいて、早期に眺望改善が図られま

すことを心からお願いをいたしておきます。

5、原爆被爆者認定について。
（1）被爆者とはどのような人をいうのか。
戦後78年、長崎へ原爆が投下されてから78年
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が経過しています。一発の原子爆弾で長崎のま

ちは廃墟となりまして、7万4,000人の犠牲者を
出して、今なお、被爆の影響を受けて多くの人

が苦しんでいる状況にあります。

そういう状況の中で、被爆者と認められた人

は、平成4年3月31日現在、全国で11万8,938人
となっています。被爆者と認められた人には被

爆者健康手帳が交付され、被爆者援護施策が制

定されておりまして、毎年2回の健康診断が無
料で実施されます。そして、「原子爆弾被爆者

に対する援護に関する法律」に基づき、各種手

当が支給されています。

このように、被爆者の方に対しては、一定、

施策が施されておりますが、中には、この救済

制度の恩恵を受けられないで苦しんでいる方も

おられます。

具体的に話をさせていただきます。

私の地域にお住まいの方からの相談です。被

爆者認定ができないのかということであります。

本件につきましては、担当課にお話をさせてい

ただいたところですが、県内には類似の悩みを

お持ちの方がおられるのではないかと思います

ので、関係の皆様のよい知恵をお借りできない

ものかと思い、あえて一般質問に取り上げさせ

ていただいております。

私の地元のＮさんより、ご相談をいただきま

した。

84歳の男性です。原爆投下時は6歳で、母親
と自宅の前の田んぼで原爆投下の状況を見た。

原子爆弾が投下されたということは、当然わか

らないわけでありますけれども、長崎の上空に

棒のような雲、いわゆるきのこ雲が発生した、

そのことはよく覚えているとのことでした。

数日後、すごい爆弾が投下され、長崎のまち

はものすごいことになっているということで、

母親の兄弟の安否を気遣い、母親と一緒に母の

兄弟の住む正覚寺を目指し、道ノ尾まで汽車で

行き、そこから母親の兄弟の住む正覚寺まで歩

いて行かれました。その途中、西北町の親戚に

寄られたとのことでした。大橋あたりで電車が

屋根がない土台だけで横たわっている、馬が死

んだままの状態で馬車につながれている、三菱

製作所の工場の屋根が曲がってしまっている、

そういうことをよく覚えていると。正覚寺近く

の浜の町あたりの様子は、特に変わったように

は見えず、特に、印象に残るような記憶がない

と言っておられます。正覚寺の母親の兄弟の家

に3日間泊まられたそうです。
その後、何年かして被爆者手帳の申請の話が

あったようですが、母親が、「原爆手帳を持っ

たら家族に嫁のきてがなくなるし、嫁にも行け

なくなる」ということで、かたくなに原爆手帳、

いわゆる健康管理手帳の申請を拒まれたとのこ

とでした。

30年ほど前にＮさんも母親と同じ時期に再
生不良性貧血と診断され、入院しました。母親

は入院中に亡くなられたそうであります。その

時の状況もお聞きしましたが、ここでは控えさ

せていただきます。

Ｎさんは、その後、退院され元気に生活され

ておりますが、毎週1回、輸血をしなければな
らなくなったとのことで、病院通いは、その後

ずっと続いているとのことでした。

そこで、お尋ねをしますが、被爆者とはどの

ような人をいうのか、お聞きをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）お答えいたしま

す。

被爆者とは、被爆者援護法におきまして、原

子爆弾が投下された際、当時の広島・長崎市内、
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またはこれに隣接する一定の地域内におられた

方、また、原資爆弾投下後2週間以内に救護活
動や親族探し等のために爆心地から約2キロメ
ートルの区域内に立ち入られた方、あるいは被

災者の救護や死体の処理に当たるなど、身体に

原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の

下にあった方及びこれらの方々の胎児であった

方とされております。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） （2）被爆者健康手帳
の申請について。

被爆者健康手帳の申請をしたが、母親の兄弟

も亡くなられており、証明をしてくれる人がい

ないということで、今日に至っているようであ

ります。何か手だてはないかと相談を受けてい

るところでありますが、被爆したことを証明す

るものは、どのようなものがあるのか、お伺い

をいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）被爆者健康手帳

の申請に当たりましては、被爆を確認できる書

類といたしまして、当時の罹災証明書などの公

の機関が発行した証明書、当時の書簡や写真等

の記録書類、三親等以内の親族以外の方2名以
上の証明書のいずれかを提出いいただくことと

なっております。

なお、これらの書類がない場合につきまして

は、親族の証明書や本人が当時の状況を記載し

た申述書などを提出していただき、事実関係を

確認させていただくこととしております。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）もう一つお聞きします。

その証明人の年齢制限でありますが、当時11
歳だったいとこがおられるようであります。現

在89歳、年齢制限があるのか。そしてまた、当

時11歳という年齢は適用されるのかどうか、お
尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）被爆者健康手帳

の申請を行う際の証明人につきましては、当時

の状況を証言できるということであれば年齢に

よる制限はございません。

原子爆弾投下から78年が経過しておりまし
て、証明書や証明人を得ることが年々困難にな

っているという状況ではございますが、本人の

申述等をもとに、客観的な情報をできるだけ収

集、調査したうえで審査を行ってまいります。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）そういう客観的な証拠

を提出される方であれば、極めて証人になり得

るというふうに理解をいたしました。

(3）病気と被爆者健康手帳交付との関係につ
いて。

再生不良性貧血は証明にならないのかという

疑問であります。

令和4年4月1日より造血機能障害を伴う疾病、
再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血が、これは黒い

雨の関係で適応されるようになっているわけで

ありますが、このことについて、どうお考えな

のか、お伺いをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）被爆者健康手帳

の交付要件は、被爆者援護法等で規定されてお

りまして、第一種健康診断特例区域内での被爆

などを除きまして、基本的には特定の病気に罹

患していることは、手帳交付の要件とはなりま

せん。

したがいまして、今回の事例は、入市被爆と

いうことでございますので、特に、再生不良貧

血につきましては、被爆者健康手帳交付の要件
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にはならないということにはなります。

なお、手帳の交付の審査に当たりましては、

提出された書類の審査にとどまらず、証明人か

らの事情聴取でございますとか、公的機関が保

有する記録、申請者の家族や関係者の手帳交付

申請内容等との突合を行いながら、事実確認を

行っているところであり、引き続き、様々な情

報を活用しながら適正な審査に努めてまいりた

いと存じます。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） わかりました。被爆さ

れた方々は、年々高齢になっておられます。い

わゆる適切なご配慮をいただいて安心して老後

の生活が暮らせるように被爆者の救済が行われ

ることを強く要望しておきます。

6、最低賃金制度について。
（1）最低賃金地域別改定について。
まず、九州各県の状況について、お尋ねする

ことになりますが、令和5年度の地域別最低賃
金の答申状況を見てみますと、Ａランク、Ｂラ

ンク、Ｃランクとランク分けがされております。

Ａランクは、答申された決定額が1,000円以上で
6都府県あり、Ｂランクは、897円の愛媛県から
1,008円の兵庫県まで28県あります。Ｃランク
は、893円の岩手県から900円の山形県と佐賀県
まで13県にランク分けがされているようであ
ります。

ランク分けの基準、根拠はどうなっているの

か、お尋ねをしたいところでありますけれども、

厚生労働省の中央最低賃金審議会で審議されて

おり、県としては細かくはわかりづらいという

ことでありましたので、お聞きしたいところで

はありますけれども、具体的にわかっている次

の2点について、お伺いをいたします。
まず1点目、九州各県を見ると、福岡県が941

円でＢランクであります。その他の7県はＣラ
ンクであります。これは納得するところですが、

その中で前年まで長崎県と同額の佐賀県が長崎

県を2円上回り900円となっています。長崎県、
熊本県、大分県を抜き九州で2番目に突出した
結果となっているわけでありますが、長崎県の

決定額について、県としてどう評価をし、佐賀

県との2円の差について、どのように思われて
いるのか、まずお尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（宮地智弘君）県としては、

持続的な経済成長のためには、企業の生産性向

上を図るとともに、その成果を労働者の処遇改

善という形で分配することが必要であると考え

ております。

今回、長崎労働局により決定された本県の最

低賃金898円は、国の中央最低賃金審議会から
示された目安を6円上回る過去最高の45円の引
上額となっており、県としても、賃金の上昇な

どを通じた成長と分配の好循環をつくっていく

うえで、これを評価するところであります。

また、佐賀県の最低賃金900円につきまして
は、佐賀県の最低賃金審議会において、労働者

の賃金や企業の賃金支払い能力などを考慮して

定められたものであり、地理的に近い福岡県の

賃金体系なども影響したのではないかと考えて

おります。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）福岡に近いこともある

わけでありますが、最低賃金が上がるというこ

とは、県の活力のバロメーターでもあるという

ふうに認識しているところであります。

（2）中小企業に対する影響について。
最低賃金が上がると中小企業の経営に大きく

影響することが、いわゆる経営が行き詰まらな
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いようにするということも極めて重要でありま

す。

何か手だてが必要ではないかと考えるところ

でありますが、どのように県として考えられて

いるのか、お尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（宮地智弘君）県としては、

原油価格をはじめとする物価高騰の影響や、最

低賃金の引上げにより、県内中小企業を取り巻

く環境は、依然として厳しい状況にあるものと

認識しております。

そのため、県内中小企業の省エネ設備導入を

支援しているほか、生産性向上や業務効率化に

向けた取組、経営多角化や業態転換など、事業

再構築に向けた取組などについて支援を行って

おります。

さらに、賃上げ機運の醸成などを図るため、

国や県内経済団体等で締結した「価格転嫁の円

滑化に関する連携協定」を通じ、処遇改善に向

けた環境づくりにも努めております。

引き続き、県内の経済情勢を注視しながら、

必要に応じ対策を検討してまいります。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） マスコミでは1,500円
問題ということも俎上にのっているわけであり

ますが、ちょっと議論が長くなりますので、今

回は控えさせていただきます。

7、航空路線、バス路線の利便性向上につい
て。

（1）長崎空港国際線の再開について。
長崎県は、日本の最西端に位置しておりまし

て、当然、大陸に最も近く、江戸時代の鎖国時

代においても、唯一、西欧諸国との往来が許さ

れた出島を有するなど、日本の窓口として役割

を果たしてきた地域であります。

その長崎県におきまして、昨今のコロナ禍の

影響もありまして、長崎空港の国際線が閉ざさ

れている状況にあります。韓国、上海、香港な

ど、外国人観光客などの往来が消え、寂しい状

況になっています。

また、韓国等へ仕事で行きたいが、行き来が

必要な皆さんも福岡経由となるなど不便な状況

が続いています。その中でもソウル便の再開を

早急に望んでおられる人もいます。

現状と見通しについて、お尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君）文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（伊達良弘君）コロナ

前、長崎空港には、上海線と香港線の2つの定
期路線が運航しておりましたが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、それぞれ令和2年
から運休となり、令和5年10月28日まで運休の
予定となっております。

運航再開に当たりましては、空港カウンター

や航空機誘導等を行うグランドハンドリングの

人員不足が課題となっておりまして、県として

は、一日も早い国際線の再開に向けて航空会社

やグランドハンドリング事業者、国の空港事務

所、空港会社等と連携し、協議、検討を進めて

きたところでございます。

その結果、10月末からの定期便の一部再開に
向けての受入れ体制は調整可能な見通しであり、

現在、具体的な再開日程等について航空会社等

で調整が進められております。

一方、長崎─ソウル線は、平成28年からエア
ソウル社により運航されておりましたが、路線

の収支赤字等により、平成31年3月から運休し、
事実上、撤退となっております。

路線の再開に向けては、まずはグランドハン

ドリングに係る受入れ体制の整備を進めつつ、

誘致にも積極的に取り組み、早期の再開ができ
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るよう、取組を進めてまいります。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君） できるだけ早急に、3
万人から4万人の利用客があったわけでありま
すから、いわゆる経済効果も消滅しているわけ

です。早急な回復をお願いします。

（2）県営バス路線改善について。
高齢化社会の中でのバス路線のあり方につい

てであります。

本件は地元の市民の方の要望をもとに質問を

しておりますので、諫早市を例に各県下に相通

ずるものがあると思いますが、質問をさせてい

ただきます。

諫早市では、人口減少とともに高齢化が進み、

今後約20年間で総人口は約16％減少し、一方で、
高齢化は、令和2年の30.6％から39.4％まで上昇
すると予測されています。

この高齢化の進行に伴い、65歳以上の高齢者
がいる世帯の割合が、近年、増加傾向にあり、

令和2年には全世帯の約25％を占めることにな
っておりまして、高齢者のみの世帯も増加して

います。

こうした状況下において、移動サービスの重

要性、いわゆる県営バスの果たす役割は増大し

ていると考えておりますが、高齢者に対する取

組について、お尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 交通局長。

〇交通局長（太田彰幸君） 交通局では、利用し

やすい定額で乗り放題となるフリーパスにより、

高齢者等の外出支援に取り組んでおります。

運転免許証を自主返納した方を対象とした

「免許返納パス」や、65歳以上を対象とした「プ
ラチナパス65」を発売しております。
また、高齢者を含めて利用できる昼間の時間

帯に路線バス全線が乗り放題となる「昼間全線

フリーパス」を本年7月から10月の間、期間限
定で発売しております。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）高齢化が進んでまいり

ます。先ほどご紹介がありましたように、運転

免許証を返納する、その結果、公共交通に頼ら

ざるを得ない状況になっていくということであ

ります。

そういうことで高齢者の日常利用は、買い物

利用が主体になると思われます。こうした状況

を踏まえまして、商業施設やショッピングセン

ターなどにバス停をつくるなど、始発、バス停

の変更等によって利便性の高いバス路線にして

いく必要があるのではないかと思っております

が、どういう努力、工夫をしていくのか、お聞

きをします。

〇副議長（山本由夫君） 交通局長。

〇交通局長（太田彰幸君）諫早市につきまして、

ご説明いたしますと、諫早市におきましては、

本年3月に「諫早市地域公共交通計画」を策定
いたしまして、まちづくりと連携しながら、バ

スを含む多様な公共交通手段による一体的な移

動ネットワークの構築を目指して、地域の公共

交通の維持、確保や利便性向上に取り組んでい

くこととされております。

交通局といたしましては、停留所や路線等に

ついても諫早市と連携しながら検討を重ね、利

便性の高い移動サービスの構築に向けて取り組

んでまいります。

〇副議長（山本由夫君） 山口議員─37番。
〇３７番（山口初實君）急ぎ足になりましたが、

終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇副議長（山本由夫君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。
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明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時４７分 散会 ―
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令和５年９月２０日（水曜日）

出 席 議 員（４４名）

１番 大 倉   聡 君

２番 本 多 泰 邦 君

３番 白 川 鮎 美 君

４番 ま き や ま 大 和 君

５番 虎 島 泰 洋 君

６番 畑 島 晃 貴 君

７番 湊   亮 太 君

８番 冨 岡 孝 介 君

９番 大久保 堅 太 君

１０番 中 村 俊 介 君

１２番 初 手 安 幸 君

１３番 鵜 瀬 和 博 君

１４番 清 川 久 義 君

１５番 坂 口 慎 一 君

１６番 宮 本 法 広 君

１７番 中 村 泰 輔 君

１８番 饗 庭 敦 子 君

１９番 堤   典 子 君

２０番 坂 本   浩 君

２１番 千 住 良 治 君

２２番 山 下 博 史 君

２３番 石 本 政 弘 君

２４番 中 村 一 三 君
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３９番 中 島 浩 介 君

４０番 前 田 哲 也 君

４１番 浅 田 ますみ 君

４２番 外 間 雅 広 君

４３番 徳 永 達 也 君

４４番 瀬 川 光 之 君

４５番 溝 口 芙美雄 君

４６番 田 中 愛 国 君

欠 席 議 員（２名）

１１番 山 村 健 志 君

３４番 小 林 克 敏 君

説明のため出席した者

知 事 大 石 賢 吾 君

副 知 事 浦   真 樹 君

副 知 事 馬 場 裕 子 君

秘書・広報戦略部長 大瀬良  潤 君

企 画 部 長 早稲田 智 仁 君

総 務 部 長 中 尾 正 英 君

危機 管理部 長 今 冨 洋 祐 君

地域 振興部 長 小 川 雅 純 君

文化観光国際部長 前 川 謙 介 君

県民生活環境部長 大 安 哲 也 君

福祉 保健部 長 新 田 惇 一 君

こども政策局長 浦   亮 治 君

産業 労働部 長 松 尾 誠 司 君

水 産 部 長 川 口 和 宏 君

農 林 部 長 綾 香 直 芳 君

土 木 部 長 中 尾 吉 宏 君

会 計 管 理 者 吉 野 ゆき子 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君
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文化観光国際部政策監 伊 達 良 弘 君

産業労働部政策監 宮 地 智 弘 君

教育委員会教育長 中 﨑 謙 司 君

選挙管理委員会委員 堀 江 憲 二 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員 安 達 健太郎 君

公安委員会委員 森   拓二郎 君

警 察 本 部 長 中 山   仁 君

監査 事務局 長 上 田 彰 二 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任)

田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 一 瀬 永 充 君

議会事務局職員出席者

局 長 黒 﨑   勇 君

次長兼総務課長 藤 田 昌 三 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政務 調査課 長 濵 口   孝 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 脇   卓 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇副議長（山本由夫君） おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。

ごう議員―31番。
〇３１番（ごうまなみ君）（拍手）〔登壇〕 お

はようございます。

自由民主党、長崎市選出のごうまなみでござ

います。

改選後、初の一般質問であります。

「ダイバーシティとインクルージョンで持続

可能な長崎県」をテーマに、ご支援をいただい

ている皆様に感謝し、県民の皆様からお寄せい

ただいている声を反映させながら、暮らしの一

助となるように質問をさせていただきます。

本日、10年にして、はじめて、多くの傍聴の
皆様方にお越しいただきました。ありがとうご

ざいます。

それでは、通告に従いまして、質問を行いま

す。

1、働きかた改革について。
（1）男性の育休取得率向上について（県庁・
民間）。

男性の家事・育児参画の促進は、少子化対策

において重要な課題の一つであり、男性の育児

休業取得を推進することが、家族のあり方を変

え、共働き・共育てを定着させることにつなが

ります。

2022年の日本の合計特殊出生率は1.26、それ
に対し、フランスは1.80であります。合計特殊
出生率は、社会の機能具合のバロメーターであ

り、子どもが生まれないということは、社会に

問題があると言えると思います。

人口減少が著しい本県において、官民問わず、

県全体で男性の育休取得を促進することは、子

育てしやすい県としてアピールすることになり、

人口減少対策にもつながるものと思います。

大石知事におかれましては、子育てを中心と

する「子ども施策」を県政の基軸、一丁目一番

地に位置づけて取り組んでおられるところで、

県全体の男性育休取得率を上げていくことは、

まさに方向性と合致するものであります。

まずは、県庁が、これまで以上に、男性職員

の取得を促進する必要があると思います。
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なお、国においては、令和5年6月に「こども
未来戦略方針」を決定し、男性の育休取得率の

目標の引き上げがなされており、地方公務員に

対しても目標値の引き上げが要求されると聞い

ております。

まずは、県が高い目標を掲げ、これまで以上

に思い切った取組を進め、民間を牽引していく

姿勢を示すことが大変重要だと考えますが、県

における男性の育休取得の現状と、さらなる取

得率向上に向けた考えをお尋ねいたします。

民間企業の男性育休取得促進について。

最近の就活生や若者は、ワークライフバラン

スを重視していて、子どもが生まれた時には育

児休業を取得したいと考えている男性社員が8
割に上るとの調査結果も出ており、男性の育児

休業取得は、少子化対策だけでなく、企業の人

材確保、ひいては経営上の問題となっています。

しかしながら、本年3月の国の調査によりま
すと、「職場が育休を取得しづらい雰囲気であ

る」、「会社や上司の理解がなかったため、育

児休業を取得しなかった」との回答もあってお

り、企業の風土や経営者の意識を変えることな

どにより、育児休業の取得向上を図る必要があ

ると考えます。

経団連の調査によりますと、2022年の男性の
育休取得率は、47％と大きく向上しました。し
かしながら、企業規模によって進捗にばらつき

があり、従業員300人以下の企業では低く、5日
未満の割合が46％余りに上っていて、中小企業
への広がりが今後の課題であります。

県内企業の取得率も伸びてきており、その点

は一定評価するものでありますが、国の目標も

引き上げられている中、民間企業においても、

さらなる取得率向上が求められています。

人口減少が激しい長崎県では、男性の育休取

得についても大胆な施策が必要だと考えます。

愛知県では、男性育休を推進する中小企業に、

最大100万円の県独自の奨励金を支給する制度
をスタートいたしました。

そこで、民間企業の男性育休取得促進のため

にどのような支援を行っているのか、お尋ねを

いたします。

また、深刻な少子化を食い止めるために注目

されているのが、男性の家事・育児参加時間で

あります。

8月に公表された「第7回全国家庭動向調査」
によりますと、夫婦の家事と育児の分担に関し

て、妻の担う割合がそれぞれ8割を占めており、
妻の分担割合が夫を大きく上回っている結果が

出ています。そのことは、女性の離職につなが

り、企業にとっても大きな損失であります。

また、過去に厚生労働省が公表した資料によ

りますと、夫の家事・育児時間が長いほど、第

2子以降の出生割合が高くなることが報告され
ています。

男性の育児休業は、男性がより積極的に家

事・育児に参加するための重要なスタートに位

置づけられます。

政府は、2022年10月から、「産後パパ育休制
度」を施行し、妻の産休期間に、4週間まで、2
回に分けて取得することが可能になっています。

このことで、生まれた時からしっかりと家

事・育児に関わることができるので、少子化と

いう課題を解決することや、女性の活躍を進め

ることにもつながります。

社会全体として女性の活躍を進めるためには、

女性に偏っている家事・育児の負担を軽減し、

男性も当たり前のこととして行う必要があると

思いますが、県は、このことに関してどのよう

な取組を実施しているのか、お尋ねをいたしま
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す。

（2）Ｎぴか認証企業制度の現状と今後につ
いて。

現在、少子・高齢化が進み、社会の形が大き

く様変わりしてきました。ひとり親家庭も増え、

晩婚・晩産化も進み、育児や介護と仕事との両

立が以前よりも一層難しくなっていると感じま

す。

誰もが働きやすい職場づくりは、働く側だけ

でなく、企業側にとっても、企業の存続や人材

確保のためにも、大変重要だと思っています。

国においては、出産・子育て支援などの支援

体制がある企業を「くるみん」、女性の活躍推

進を行う企業を「えるぼし」として認定する制

度を導入していますが、私は、以前より「くる

みん」や「えるぼし」は大企業向けであり、長

崎県では該当する企業も少なく、取得すること

が難しいので、長崎県版くるみん認定をつくる

べきと訴えてまいりました。

その後、長崎県は、平成29年に、年齢や性別
に関係なく、誰もが働きやすい職場環境づくり

に取り組む県内企業を優良企業として認証する

「Ｎぴか認証制度」を創設、「Ｎぴか」は、長

崎県内の企業に適した認証制度だと思います。

しかしながら、現在までの認証企業は140社
程度であり、まだまだ広がっているとは言えな

い現状であります。

そこで、県内企業の職場環境改善を促進する

ため、「Ｎぴか」について、今後、どのように

取り組まれていくのか、お尋ねいたします。

2、医療的ケア児の通学・通園支援について。
（1）特別支援学校に通う医療的ケア児の通

学支援について。

我が国では、少子化が進む一方で、医療技術

の進捗により救える命が増えたことで、医療的

ケア児が増加している傾向にあります。

本県では、令和4年3月に、「長崎県医療的ケ
ア児実態調査」が行われ、18歳未満の医療的ケ
ア児が197名という結果が示されました。
長崎県内には、現在、分校、分教室まで含め

23の特別支援学校があり、知的や肢体不自由、
盲・ろうなど、障害の特性によって設置されて

います。

医療的ケアがある児童は、スクールバスに乗

車することができません。現在は、保護者が自

家用車で学校まで送っている現状です。

医療的ケアの必要な子どもたちは、夜中にた

んの吸引などの処置が必要なことも多く、保護

者、特に、母親は、毎日、寝不足な状況の中で

学校まで送って行っています。安全確保の点か

らも、保護者が送るのではない通学方法が必要

です。

そのような中、令和5年6月に、教育委員会教
育長が長崎特別支援学校の医療的ケア児の通学

状況を視察してくださいました。はじめてのこ

とでしたので、保護者の皆さん、大変喜んでお

られました。

保護者の負担を軽減するための通学支援の実

現に向けて、どのように検討を進めていくのか、

お尋ねをいたします。

（2）保育園入園の現状と課題について。
令和3年9月に、医療的ケア児及びその家族に
対する支援に関わる法案、いわゆる「医療的ケ

ア児支援法」が成立し、医療的ケア児及びその

家族に対する支援を切れ目なく行わなければな

らないと基本理念に明記され、保護者が安心し

て子育てできる環境の整備が必要とされました。

医療技術の進歩によって助かる命が増えたこ

とは喜ばしいこと、しかし、助かったから、そ

れで終わりではありません。在宅生活をはじめ
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る子どもと家族は、退院した瞬間から、様々な

困難と対峙します。ケアが必要なため、離職を

余儀なくされ、孤立し、経済的な不安も生まれ

ます。

このような家族を社会全体で支える仕組みを

つくるために整備されたのが、「医療的ケア児

支援法」です。法整備されたことで、医療的ケ

ア児への支援が、国、地方公共団体の責務とな

りました。

大きな目的の一つが、家族の離職防止であり

ます。保護者の皆様は、保育園へ入園できるこ

とを大変期待しておられます。

そのような中、本年度の本県の保育所等での

医療的ケア児の受入状況は、どのような状況な

のか、お尋ねをいたします。

また、保育所等に入所を希望するも、入所で

きない方もまだまだ多いと聞いています。受入

れに向けての課題は何か、お尋ねいたします。

3、医療的ケア児等レスパイト支援事業につ
いて。

（1）医療機関におけるレスパイト及び訪問
型レスパイト事業の現状と課題について。

令和5年度、新規に医療的ケア児等レスパイ
ト支援事業が事業化され、およそ1,900万円の予
算が計上されました。

この事業は、医療的ケア児等の家族の負担軽

減を図るため、医療機関で実施するレスパイト

サービス及び医療保険適用対象外となる訪問看

護にかかる費用を支援するもので、これまで、

なかなか受入れが進まなかった県北地域の医療

機関でのレスパイトが実現したり、自宅以外で

訪問看護師を利用できることで保護者の負担が

軽減されると、大変注目をしております。

特に、訪問型レスパイトは、学校でも利用で

きるとのことで、保護者の期待はかなり大きな

ものとなっております。

はじまったばかりの事業ではありますが、現

在どのような状況なのか、また、今後、どのよ

うに事業を展開していくのか、お尋ねをいたし

ます。

4、ケアラー支援条例施行後の取り組みにつ
いて。

（1）本年度の取り組みと次年度の取り組み
について。

年々深刻化するケアラーが置かれる状況を受

け、昨年10月に「長崎県ケアラー支援条例」が
全議員の提案により成立し、本年4月に施行さ
れました。今回、条例ができたことで、関係者

はケアラー支援が進んでいくことを大変期待を

しています。

在宅で家族を介護・看護している皆様は、介

護のために離職を余儀なくされ、経済的な問題

が発生したり、兄弟児と呼ばれる障害のある兄

弟の世話をするヤングケアラーや、親の介護を

しているヤングケアラーには、学習の問題や孤

立・孤独の問題があり、一日も早い支援の仕組

みが必要であると思います。早急に目に見える

支援の形を示していくことが大切ではないでし

ょうか。

当初予算でおよそ1,700万円が計上されまし
た。実態調査や計画策定、広報啓発、有識者会

議の設置などを行う予定とのことですが、4月
の条例施行後の県の取組状況と今年度の取組を

次年度にどのようにつなげていくのかをお尋ね

いたします。

5、ひとり親家庭の支援について。
（1）母子・父子福祉団体の活性化について。
最近、若い女性から、離婚についての相談や

ＤＶについての相談を受けることが多くなりま

した。
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これから先の生活についてや、長期休暇中の

食料支援についてなど、内容も多岐にわたり、

相談先がわからないということで、県が設置す

る長崎県ひとり親家庭等自立促進センター

「ＹＥＬＬながさき」におつなぎをいたしまし

た。

一方で、県内16の地区には、ひとり親家庭等
の自立支援や福祉の増進などを目的とする母

子・父子福祉団体が古くから活動を行っていま

すが、県内の母子・父子福祉団体で構成する「長

崎県母子寡婦福祉連合会」においては、近年の

インターネットの普及などにより、行政サービ

スや支援情報が誰でも容易に入手できるように

なったことから、新規の入会者が減少している

状況にあると聞いています。

しかしながら、母子・父子福祉団体は、共助

の精神を養うことにより、家庭生活の安定を図

るため、ひとり親同士が集い、悩みを打ち明け

たり、相談をし合う交流会や情報交換を開催す

るなど、横のつながりという大きな強みがあり

ますが、近年は、会員の高齢化や若年層の加入

が進まない状況にあり、今後の体制維持を危惧

しているところであります。

ひとり親家庭の親子を身近な場所で支援をし

ていくことは、大変重要なことだと思います。

また、相談先がわからないという声を多く聞

きますので、市町と母子・父子福祉団体がしっ

かりと連携をし、情報を提供していくべきでは

ないかと思っています。

そこで、長崎県母子寡婦福祉連合会の現状と

体制を維持していくための県の見解をお聞かせ

ください。

（2）養育費の確保について。
厚生労働省が2022年12月に公表した調査デ

ータによりますと、母子家庭の平均就労年収は

236万円、父子家庭は496万円と、母子家庭は相
対的に厳しい経済状況であることがうかがえま

す。

また、ＤＶ等により、相手に関わりたくない

といった理由から、養育費の協議すら行われて

いないケースも多いと聞いています。

本来、養育費は、子どもはこれまでと同じ水

準で生活できるよう、双方の親が負担するもの

であり、養育費の支払いは、親として子に対す

る最低限の義務でありますが、本県においては、

離婚夫婦のおよそ半数以上が養育費の取り決め

を行っていないと聞いています。

子どもの健やかな成長を支えるため、養育費

の確保はとても重要であり、養育費確保のため

の支援について取り組んでいる自治体も増えて

いると認識をしています。

本県においても、養育費を確保するための何

らかの取組が必要であると考えますが、県の見

解をお尋ねいたします。

6、健康長寿日本一への取り組みについて。
（1）健康づくりアプリの活用状況について。
長崎県は、「健康長寿日本一」という大きな

目標を掲げ、様々な取組を行っています。

県民の総合健康計画「健康ながさき21」の最
終評価報告によりますと、健康寿命は、男性が

69.14歳から72.29歳に、女性が73.05歳から
75.42歳に延伸したとのことで、健康づくりを目
的とした活動に主体的な人が増えてきたことは、

一定評価をいたします。

しかしながら、生活習慣病の人口当たりの患

者数が、全国と比べ高い傾向にあり、令和元年

の県民一人当たりの医療費は、全国ワースト2
位であります。

原因としては、あまり歩かないことや野菜の

摂取不足、塩分の摂りすぎなどが指摘されてい
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るところであります。

生活習慣病の予防のためにも、県民一人ひと

りが意識して運動するよう促していくことが必

要と考えます。

そこで、ながさき健康づくりアプリが導入さ

れていますが、現在の登録状況はどうなってい

るのかをお尋ねいたします。

また、アプリには、ランキング機能があり、

その機能を活用して企業等が競い合うことは、

歩くことの促進に効果的と考えますが、企業等

への働きかけはどのように行っているのか、お

尋ねいたします。

（2）健康経営の現状について。
県では、従業員の健康は会社の財産と捉えて、

従業員の健康のために積極的に取り組む事業所

を増やすため、健康経営宣言事業を行っていま

す。従業員への健康投資を行うことは、生産性

の向上など、組織の活性化をもたらし、結果的

に業績向上や株価の上昇にもつながります。

人材不足が顕著になっている今、長崎県内の

企業が健康経営に取り組んでいくことは重要だ

と考えます。

また、近年では、女性従業員の数も増え、女

性特有の健康問題にも高い関心が寄せられるよ

うになってきました。女性特有の月経随伴症状

による労働損失は、4,911億円と試算されていま
す。女性に対する相談窓口の設置や、女性特有

の病気に対する健診の実施など、積極的に取り

組んでいただきたいと考えます。

そこで、現在の健康経営宣言事業の登録状況

はどうなっているのか、お尋ねをいたします。

7、こども医療福祉センターの虐待疑いの事
案について。

（1）こども医療福祉センター職員の虐待へ
の認識について。

8月2日、長崎県は、県立こども医療福祉セン
ターの看護職員が、センター利用の児童らに虐

待をした疑いがあると発表いたしました。

こども医療福祉センターは、障害のある子ど

もたちと家族にとっては、一番信頼を寄せてい

る重要な施設であります。

そのセンターにおいて、このような事案が生

じたことは、大変残念であり、憤りを感じてお

ります。子どもたちのことを考えると、本当に

悔しくてたまりません。

これまで、センター職員が虐待疑い事案を見

聞きしていたにもかかわらず、虐待防止委員会

の俎上に上がってこなかったのは疑問に感じて

おります。

職員の虐待に関する知識やセンターの研修は

十分であったのか、虐待防止委員会は機能して

いたのかについて、お尋ねをいたします。

（2）今後の調査及び再発防止について。
保護者への説明会でも、対応が遅すぎるとい

った意見も出ています。今後の調査について、

どのように進めていくのか、いつまでに結果を

出すのか、また、二度とこのようなことが起き

ないよう、どのように再発防止策を講じていく

のかをお尋ねいたします。

8、日本一のトラフグの赤潮被害の対応と今
後について。

橘湾で大規模な赤潮被害が発生しました。ト

ラフグやシマアジなど、およそ110万匹がへい
死、被害総額はおよそ13億円と過去最大規模で
あります。

県においては、今議会でおよそ4億円余りの
補正予算を可決いただき、産地の漁協はじめ、

業者は大変感謝しております。

50年に一度とも言われる規模の災害が、数年
ごとに発生するなど、近年、自然災害のリスク
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は高まっています。

若い経営者は、未来が見えなければ、養殖事

業を続けることができません。また、養殖業者

だけにとどまらず、餌の業者、また、トラフグ

を取扱う飲食店への影響も広がっています。

養殖形態を大きく転換するなど、万一、再び

災害が起きても乗り越えられるために、何か産

地としての新しい仕組みづくりや強みが必要で

あると考えます。

今回の赤潮被害に対する県の認識と当面の対

策、産地強化に向けての方針について、お尋ね

をいたします。

9、重要土地等調査法について。
（1）地域住民や不動産事業者への制度周知

について。

昨年9月20日、「重要土地等調査法」が施行
され、これまで、昨年12月及び今年7月の2回に
わたり、県内においても、国による注視区域及

び特別注視区域にかかる区域指定が、対馬市、

五島市、壱岐市の地域で行われたところであり

ます。

この重要土地等調査法は、国民生活の基盤維

持や領海等の保全及び安全確保の観点から制定

されたものであり、県庁内部でも、自衛隊等の

基地対策部局や国境離島担当部局、あるいは指

定区域内の土地取引の担当部局など、部局横断

的な情報共有が欠かせないものと思います。

また、この重要土地等調査法では、特別注視

区域の取引に当たっては、事前届け出が義務づ

けされています。この法律の実効性を高めるめ

には、区域指定や土地等の利用状況調査、ある

いは土地取引に当たっての事前届け出を受理す

る国のみならず、内密な取引を防止するうえで

も、基礎自治体である地元市町や地域住民、並

びに土地取引を仲介する不動産事業者への制度

周知及び情報共有が重要ではないかと考えます。

法施行以降、市町による地域住民や不動産事

業者への制度周知がどうなっているのかをお尋

ねいたします。

以上、壇上からの質問はこれにてとどめ、以

降は対面演壇席にて再質問を行います。

ありがとうございました。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 ごう議員のご質

問にお答えいたします。

県庁における男性の育休取得の現状と、さら

なる取得率向上に向けて、どう取り組んでいく

のかとのお尋ねをいただきました。

私は、子育ての期間を、かけがえのない、と

ても大切な機会であると受け止めております。

そのため、職員には、家事や子育てを分担し、

家族で支え合いながら絆を深め、職員自身の成

長にもつなげてほしいと考えております。

男性職員の育休取得については、これまでも

私からメッセージを発信するなど、様々な取組

を進めてきたところ、令和4年度の知事部局に
おける取得率は39.8％となっております。
これは、県の目標値である30％を上回ってい
る状況にはありますが、県が、さらに高みを目

指して取組を進めることは、県内民間企業の取

組を加速させることにもつながり、男女共同参

画社会の実現に向けて大きな意義があると考え

ております。

今後は、これまで以上に職場を挙げて子育て

を応援する雰囲気づくりや、育休取得に対する

業務支援の充実などに努め、「男女を問わず、

育休取得は当たり前」という風土をより一層定

着させていきたいと考えており、年度内のでき

るだけ早い段階に、具体的な取組を実現できる

ように検討を進めてまいりたいと考えておりま
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す。

残余のご質問については、関係部局長から答

弁をさせていただきます。

〇副議長（山本由夫君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（宮地智弘君） 私より、2
点ご答弁申し上げます。

まず、民間企業の男性育児休業取得促進のた

めにどのような支援を行っているのかとのお尋

ねでございます。

県では、これまで、職場環境改善に関する研

修会を実施するとともに、企業訪問の際には、

ワークライフバランスの重要性を、直接、企業

経営者にお伝えするなど、民間企業の男性育児

休業取得を促進してまいりました。

この結果、令和4年度の男性育児休業取得率
は、全国が17.1％に対して、本県は16.3％とな
っており、令和元年度で5.4ポイントあった全国
との差は0.8ポイントに縮小してきております。
従業員29人以下の中小・小規模事業者につい

ては、全国の取得率が、令和4年度で11.2％に対
して、本県は17.9％であり、全国を6.7ポイント
上回っております。

今後とも、研修会の開催や、企業訪問時の説

明会を行うとともに、社会保険労務士など、専

門家を今年度から県内企業へ派遣するなど、民

間企業の男性育児休業取得を促進してまいりま

す。

次に、県内企業の職場環境改善を促進するた

め、「Ｎぴか」について、今後どのように取り

組んでいくのかとのお尋ねでございます。

「Ｎぴか」は、誰もが働きやすい環境づくり

に取り組む県内企業を、県が優良企業として認

証する制度であり、これまで147社を認証して
まいりました。

県内企業からは、「学生が安心して応募して

くれている」、「企業のイメージ向上につなが

り、中途採用の応募者が増加した」など、一定

の評価をいただいております。

一方で、認証に当たっては、中小企業を中心

に、「審査項目が多いなど、事務的負担が大き

い」との声が挙がっていることから、他県の制

度や企業の声を参考に、審査項目の簡素化など

を検討してまいります。

併せて、認証企業について、ホームページや

合同企業説明会などで、働きやすい企業として

紹介するほか、県内外の大学における就活イベ

ントなどでも周知を図ってまいります。

今後とも、「Ｎぴか」の制度普及を図ること

により、県内企業の働きやすい環境づくりを支

援してまいります。

〇副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君） 私から、女

性活躍推進に関して、お答えいたします。

女性活躍を推進するための男性の家事・育児

参加について、県はどのような取組を行ってい

るのかとのお尋ねでございます。

女性活躍を推進するには、男性の育休取得等

を促進し、男女がともに家事や子育てを担い、

家庭と仕事の両立を図っていくことが必要と考

えております。

そのため、県では、県内企業を対象に、男性

育休取得について、先進企業の取組等を紹介す

るセミナーの開催や、子育て世帯を対象に「パ

パ検定シート」の配布、イベントの開催などを

行っております。

今後も、男女がともに家庭と仕事の両立を図

られるよう、職場の理解促進と住民の意識醸成

に取り組んでまいります。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）医療的ケア
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児の通学支援の実現に向けて、どのように検討

を進めていくのかとのお尋ねでございます。

医療的ケア児の通学につきましては、これま

での長崎特別支援学校の視察や保護者の皆様と

の意見交換を通しまして、毎日の運転や付き添

いが保護者のご負担になっているということを

痛感したところでございます。

このため、今年度、保護者の方を対象にしま

した通学支援のニーズ調査を行いますとともに、

通学支援に必要となります医療人材と車両の確

保策について、調査、検討を行ってまいりまし

た。

その結果、保護者に代わって通学時の医療的

ケアに協力できる訪問看護ステーション、これ

が十分に確保できないということが明らかにな

りましたので、まずは登校時における福祉タク

シー利用による支援ができないか、検討を進め

ているところでございます。

併せまして、福祉保健部と連携して、医療的

ケア児に対応できる看護師等の養成や確保に努

めますとともに、保護者の負担軽減につながる

ような支援の充実を国に要望してまいりたいと

考えております。

〇副議長（山本由夫君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君） 私から、3点
ご答弁させていただきます。

まず、医療的ケア児の通学・通園支援につい

て、今年度の本県の保育所等での医療的ケア児

の受入状況、並びに受入れに向けての課題は何

かとのお尋ねでございます。

保育所等における医療的ケア児の受入状況に

ついて、今年度は23施設で計32名の受入れとな
っておりまして、昨年度の20施設、計24名の受
入れと比べて増加している状況であります。

医療的ケア児及びその家族への切れ目ない支

援の観点から、県では、保育所への看護師配置

等に対する国の補助制度の活用を促しながら、

受入促進に努めているところでございます。

一方、受入れの課題としましては、実施主体

の市町から、「必要な人材の確保が難しい」と

の声が寄せられておりまして、受入れの不安感

などが背景にあるものというふうに考えており

ます。

そのため、福祉保健部と連携しまして、保育

所等に勤務する看護師や保育士等に対し、医療

的ケア児の受入れに必要な知識等習得のための

研修の実施などに努めているところでございま

す。

今後とも、保育所等における必要な受入れが

図られるよう、市町とも連携を行いながら、受

入促進に取り組んでまいります。

次に、長崎県母子寡婦福祉連合会の現状と体

制維持に向けての県の見解についてのお尋ねで

ございます。

長崎県母子寡婦福祉連合会は、離別などでひ

とり親になられた方の早期自立に向けた相談支

援等を行っており、共助の精神に基づく意義深

い活動であると考えております。

しかし、全国同様の課題といたしまして、活

動を担う人材が不足しておりますほか、連合会

から独立して活動する団体も出てきております

ことから、同連合会の現在の会員数は、10年前
の3割程度となる約900人に減少しているとこ
ろでございます。

一方で、同連合会の中には、会員数の維持や

増加を実現している地域もありますことから、

こうした団体の活動内容を好事例として他団体

と共有することや、若手リーダーの育成等が重

要であり、県においては、研修会開催等への支

援を通じて後押しを行っているところでござい
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ます。

こうした中、本年11月には、佐世保市で全国
母子寡婦福祉研修大会が開催されることとなっ

ておりまして、活動内容を広く知っていただく

絶好の機会と捉えて、県としても広報等に力を

入れるなど、情報発信に努めてまいりたいと考

えております。

最後に、ひとり親家庭の支援につきまして、

本県においても、養育費を確保するための何ら

かの取組が必要であると考えるが、県の見解は

とのお尋ねでございます。

夫婦の離婚によって、親権者でなくなった親

であっても、養育費の支払義務を負うものとさ

れておりまして、県では、ひとり親家庭等自立

促進センターにおいて、養育費の取決めや履行

の確保等に関する無料の弁護士相談を定期的に

行っているところであります。

一方で、県内の児童扶養手当受給者を対象に、

昨年度実施したアンケートによりますと、養育

費を受け取っている母子世帯は、全体の約3割
にとどまっている状況でございます。

養育費に関する取決めを促し、また取決めを

確実に履行させることが重要でありまして、そ

のためには、公正証書など、強制力のある書面

による取決めも有効な手段と捉えまして、その

周知促進に努めていく必要があるというふうに

考えております。

県としましては、こうした手続きに対して何

らかの支援ができないか、他県の取組なども参

考にしながら検討してまいりたいと考えており

ます。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 私から、6点ご
答弁させていただきます。

まず、現在、医療的ケア児等支援事業を実施

している市町は何市町か、また、今後どのよう

に事業展開していくのかとのお尋ねでございま

すが、現在、レスパイト支援事業を実施してい

る市町は、医療機関におけるレスパイトが5市
町、訪問型レスパイトが4市町となっておりま
す。

市町が事業を実施するためには、医療的ケア

児等の短期入所を受け入れる医療機関や、訪問

介護を行う事業所の社会資源を確保することが

必要でございます。

そのため、県といたしましては、各医療機関

へ受け入れ協力の働きかけや訪問看護ステーシ

ョンへの周知、協力依頼を行うとともに、訪問

型レスパイトに関する事業所調査を行うなど、

課題の把握に努めているところでございます。

今後、医療的ケア児等に対応可能な医療機関

や訪問看護ステーションの増加を図るため、人

材の養成や受入体制の整備に努めるとともに、

県医療的ケア児支援センター等の関係機関と連

携し、事業の周知や市町への働きかけを行って

まいります。

次に、ケアラー支援条例のことでございます。

条例施行後には、県はどのように取り組み、

次年度にどうつなげていくのかとのお尋ねでご

ざいますが、本年度の取組といたしましては、

まず、広く県民の皆様にケアラーについて知っ

ていただくことが重要でありますことから、ポ

スター、リーフレットの作成やシンポジウムの

開催による広報・啓発を行うこととしておりま

す。

また、5月には「ケアラー支援に関する有識
者会議」、こちらを開催しておりまして、支援

に携わっておられる方々から貴重なご意見をい

ただきましたところです。

併せまして、ケアラー及びヤングケアラーの
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現状把握のための実態調査を実施しておりまし

て、現在、その調査結果の取りまとめ作業を行

っております。

こうした有識者の意見や実態調査の結果を十

分に反映し、他県の先進的な取組も参考にしな

がら、本年度末までに施策推進の指針となる「ケ

アラー支援推進計画」を策定することとしてお

り、来年度は、この計画に基づいて、市町や関

係機関等との連携をさらに強化し、効果的な施

策を推進してまいります。

次に、ながさき健康づくりアプリ「歩こー

で！」の登録状況はどうか、企業へのアプリ活

用の働きかけはどう行っているかとのお尋ねで

ございますが、ながさき健康づくりアプリ「歩

こーで！」の登録者数は、令和5年2月のリリー
スから7か月が経過した時点で3万7,000人を超
えたところでございます。

アプリを活用した健康づくりに関する民間企

業への周知啓発につきましては、長崎県労働基

準協会や商工会議所等の皆様にご協力をいただ

きながら、チラシ配布をはじめ、説明会や定例

会などの場を活用し、発信をしております。

また、今年度は、働き盛り世代への取組を強

化するため、今月、新たに「企業・団体対抗歩

数競争」を開催しているところであり、11月1
日には、参加していただいている33団体のうち、
1位の企業を「健康長寿日本一長崎県民会議総
会」において表彰する予定としております。

次に、健康経営宣言事業の登録状況について

のお尋ねでございますが、健康経営宣言事業所

は、今年8月31日現在で1,108社であり、このう
ち、特定健診受診率や特定保健指導の利用率な

ど5つの基準を満たした健康経営推進企業は、
今年9月の認定で計368社となっております。
事業所が従業員の健康増進に積極的に取り組

むことは、企業の生産性やブランド価値の向上

にもつながることが期待されておりますことか

ら、今後も、こうしたメリットの発信や優良事

例の紹介に努めるとともに、商工会議所、商工

会等にも協力をいただきながら、認定企業の増

加を目指して取り組んでまいります。

次に、こども医療福祉センター職員の虐待に

関する知識やセンターの研修が不十分ではなか

ったのかとのお尋ねでございますが、センター

では、「虐待防止対策委員会」、こちらを設置

しておりまして、虐待防止のための研修を行っ

てまいりましたが、入院、入所者への看護や支

援を実施するうえで、どういった行為が虐待に

該当するのかについて、周知徹底をさせるには

不十分であったと認識しております。

今回、確認いたしました虐待疑いの事案の一

部につきましては、不適切な行為であったと考

える職員はいたものの、虐待についての正しい

知識と、虐待発見時の対応、手順の認識が不十

分であったことから、虐待防止対策委員会への

報告がなされておりませんでした。

これらを踏まえまして、具体的な虐待の事例、

虐待事案が発生した場合の手順や対応について、

改めてセンター全職員への周知徹底を図ったと

ころであり、今後とも、職員の意識改革に取り

組んでまいります。

次に、今後の調査をどのように進めていくか、

また、再発防止策について、どのように検討し

ていくのかとのお尋ねでございますが、現在、

センター職員及び利用者、保護者への聞き取り

やアンケート調査による事実確認を慎重に進め

ており、今後、できる限り早急に調査結果を取

りまとめる予定です。

また、弁護士や医療・福祉の専門家等、外部

の有識者による検証委員会を立ち上げ、虐待疑
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い事案が発生していたにもかかわらず、法令に

基づく通報や、是正の措置といった適切な対応

がなされていなかった背景等についても検討を

いただいているところです。

今後、「虐待防止対策委員会」に、教育、医

療、福祉の各分野の第三者委員を加え、ご意見

を伺いながら、研修手法等について見直しを行

うとともに、検証委員会からいただく提言も踏

まえ、効果的な再発防止策、こちらを講じてま

いります。

こども医療福祉センターが、県の医療や療育

の拠点施設として、安心してご利用いただける

よう、一日も早い信頼回復に努めてまいります。

〇副議長（山本由夫君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 私から、1点お答え
いたします。

今回の赤潮被害に対する県の認識と当面の対

策、産地強化に向けての今後の方針はいかにと

のお尋ねでございます。

今回の赤潮につきましては、水温、塩分、風

向きや潮流など、複数の要因が相まって、これ

までに経験したことがないような高密度の赤潮

が継続し、養殖業に大きな被害をもたらしたこ

とは非常に残念に思っております。

県では、被害に遭われた養殖業者の早期事業

再開を目指し、地元市や関係団体と連携して、

へい死した養殖魚に代わる代替魚導入や、金融

支援の枠組みを整えたところです。

また、これまで以上に、早期防除を可能にす

るため、大学等と連携した赤潮の移動予測や遠

隔自動顕微鏡システムなど、最先端技術を活用

し、赤潮監視体制の強化に取り組んでおります。

今後は、これまでのトラフグ養殖で培った高

い技術力と、経営者や従業員の若さなど、地域

の強みを活かしながら、新魚種導入による魚種

の多様化や赤潮多発期を避けた短期養殖など、

新たな取組を進め、産地の復活・強化に力を注

いでまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） 私からは、重要

土地等調査法について、お答えさせていただき

ます。

地域住民や不動産事業者等への制度周知等が、

現状どのように行われているのかとのお尋ねで

すが、庁内における情報共有については、地域

振興部において、土木部や水産部など、関係部

局による区域内の開発行為や事業計画などの情

報を把握しながら対応しているところでありま

す。

また、地域住民や不動産関係事業者等への周

知・広報が重要となってくることから、これま

でに区域指定が行われた対馬市、壱岐市、五島

市においては、市の広報誌やチラシ等を活用し

ながら、地域住民に対して、区域の指定状況や、

特別注視区域において200平方メートル以上の
土地・建物を売買する際には事前届け出が必要

な旨の広報が行われております。

また、不動産関係事業者に対しては、業界関

係団体の会員向けのホームページを通じ、事前

届出等の制度周知や、区域の指定状況にかかる

情報提供が行われているところであります。

県としては、今後も引き続き、関係市町や業

界関係団体とも積極的に情報を共有しながら、

制度の周知・広報に努めてまいります。

〇副議長（山本由夫君） ごう議員―31番。
〇３１番（ごうまなみ君） 知事、そして教育委

員会教育長、そして関係部局長、ご答弁ありが

とうございました。

それでは、再質問をさせていただきたいと思

っております。
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まず、1つ目の再質問ですが、医療的ケア児
の保育所への通園についてです。

保育所における医療的ケア児の受入れの課題

として、医療的ケアができる人材の確保という

ことが挙げられておりました。

これまで、県は、医療的ケア児の支援を行う

看護師の研修、それから保育士への喀痰吸引研

修に取り組んでこられておりますが、この受講

の状況について、お聞かせください。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）お答え申し上げ

ます。

まず、医療的ケア児が、自宅で必要な医療、

福祉サービスを受け、安心して暮らすことがで

きるよう実施している訪問看護研修につきまし

ては、令和4年度は6回開催させていただいてお
りまして、延べ221名の方に参加いただいてお
ります。

また、介護職員等が特定の者に対してたんの

吸引を行うなどの基本研修を実施しておりまし

て、令和4年度は延べ19名の方にご参加いただ
いており、このうち保育士の方々が4名ご参加
いただいているという状況でございます。

また、ケアが必要な子どもの支援ができるよ

う、今後も市町等を通じて研修の周知に努めて

まいります。

〇副議長（山本由夫君） ごう議員―31番。
〇３１番（ごうまなみ君）看護師の研修が令和

4年度で6回、221名が受講、そして痰の吸引の
研修が19名、うち保育士が4名というご答弁で
ございました。

県は、医療的ケア児の支援のためにこういっ

た研修をずっと取り組んできてくださっており

ます。事業化して、しっかりと予算をつけて研

修を行ってくださっているんですが、私が思う

に、これが関係する人にこの情報が届いていな

いと思っています。そしてまた、何回研修を行

って、何人受講したかが目的ではないんですね。

その先です。この看護師が、実際に医療的ケア

児に関わることができるようになって、はじめ

て成果が出たと言えると思います。ですから、

そのしっかりとした仕組みづくりです。それぞ

れに研修を行っても、それが実を結ばなければ

意味をなさない。だから、実を結ぶような仕組

みづくりに、今後は取り組んでいただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

また、私の友人の訪問看護に携わる人が、自

分は子どもに関わりたいんだけれども、どうす

れば関われるんだろうという相談を受けたこと

があります。ということは、その人にはこの情

報が届いていないんですね。

一方で、足りないんですよ、足りないのに、

やりたい人のところに届いていない、これがあ

るということをしっかりと検証していただけれ

ばと思います。

次に、ケアラー支援条例について、再質問で

す。

次年度からケアラー支援計画に基づいて取り

組んでいくということでございますけれども、

有識者の意見などを踏まえて、どのような取組

が必要と考えているのか、お聞かせください。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）本県といたしま

しては、ケアラー支援条例に施策の柱として掲

げられました、広報・啓発、支援を担う人材の

育成、多様な主体による連携、支援体制の整備、

民間団体等による支援推進のサポートにつきま

して、具体的な取組を進めることが重要である

と考えております。
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また、有識者会議、こちらにおきまして、企

業における介護離職防止、こちらに向けた取組

への支援、ケアラー支援に取り組む民間団体と

の連携、支援を担う専門職の対応力向上、市町

における子どもから高齢者まで世代を超えた相

談機能の強化などが必要である、こういったご

意見もいただいておりまして、さらに実態調査

の結果も踏まえながら、効果的な施策を検討し

てまいります。

〇副議長（山本由夫君） ごう議員―31番。
〇３１番（ごうまなみ君）やはり人材の確保と

か、連携というものが鍵になってくるのではな

いかと思っております。

そしてまた、今後、企業における介護離職の

問題というのは、非常に大きくなってくると思

います。今、ビジネスケアラーというふうに呼

ばれておりまして、多くの方々がこのことで悩

んでおられる状況がありますので、この企業に

おける介護離職を防止するためにも、しっかり

と情報を共有し、そしてまた、実態の調査をし

ていただきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。

次に、健康長寿についてです。

健康長寿延伸のためには、運動だけでなく、

バランスのとれた食事を摂ることというのも大

変重要であります。

ほかの自治体では、塩分摂取を減らすための

具体的な取組を行って効果があったという事例

もございますので、長崎県において、このよう

な同様の取組があるのかどうかについて、お尋

ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）本県といたしま

しても、健康を増進させるためには、減塩と野

菜摂取の促進が重要であるというふうに考えて

おりまして、昨年度、毎月8日を「減塩・野菜
の日」といたしまして制定をさせていただいて

おります。

そして、飲食店や県内スーパー、こちらと連

携をいたしまして、店頭でのＰＲブースの設置

でありますとか、チラシの掲示、こういったよ

うなものを行っておりまして、広く周知を図っ

ているところでございます。

また、令和3年度からは、各市町の食生活改
善推進協議会と連携をして実施させていただい

ております「プラス野菜一皿・マイナス食塩1
グラムチャレンジ事業」におきまして、食生活

改善推進員によりまして、食生活に関するアド

バイスを行ったうえで、県民の皆様方が個々に

設定いたしました野菜摂取でありますとか、減

塩に関する目標、こちらの達成に向けて取り組

んでいただいているというところでございます。

令和3年度は3,068人、令和4年度は3,494人の
方々が参加をされまして、食生活を改善する機

会としていただいているところでございます。

〇副議長（山本由夫君） ごう議員―31番。
〇３１番（ごうまなみ君） 毎月8日が「減塩・
野菜の日」ということで周知をされているとい

うことでございました。より具体的なことをや

っていく必要があると思います。

他県では、企業と連携をしまして減塩の商品、

その県独自の商品の開発とかをやって一緒に進

めていくようなこともございました。本当に具

体的に進めていただいて、ワースト2位でござ
いましたよね、それを改善していただければと

思います。よろしくお願いします。

次に、育休取得でございますが、先ほど知事

から、年度内に具体的な取組を行うという前向

きなお話をいただきました。ありがたいと思い

ます。
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やはりいろんな他県の事例を見ても、こうい

った県独自の奨励金を出していたりとか、また、

2024年度から、厚生労働省が育休の代替職員を
入れた場合の助成額を10倍にしていくといっ
た事業が来年からはじまることになっておりま

す。こういったことをしっかりと取り込んでい

きながら、やっていただきたい。

フランスでは、育休を取得するのが当然だと

いうような認識でございまして、そして育休を

取った時に、その夫が「私は、何をすればいい

んですか」と質問した際に、「あなたは、授乳

をする以外は何でもできますよ」というふうに

言うそうです。そうですよね。おっぱいは出な

いかもしれないけれども、それ以外のことは妻

と同じことができるわけです。これを育休の間

に習得をしていただくということが非常に重要

だと考えますので、ぜひとも、このあたりはし

っかりとやっていただきたいと思っております。

次に、「重要土地等調査法」について、ご答

弁をいただきました。

昨日も浅田議員の質問に対しましての答弁が

ございまして、市町と連携を取っていくという

ような答弁でございました。

私は、昨年の9月に総務委員会で質問をさせ
ていただいたんですが、この時には、ちょっと

前のめりすぎなんですが、意見書を提出するぐ

らいの気持ちで長崎の土地を守ってほしいとい

うことをお伝えしております。

「重要土地等調査法」が成立したことは、一

歩前進なんですけれども、これだけではやはり

国土を守ることができないのではないか。海外

では、外国人の土地の所有に対して規制を設け

たり、認めていない国もあります。

私が、昨年、なぜ質問したのかといいますと、

ハウステンボスが外資に買収されてしまいまし

た。このハウステンボスのすぐそばには、米軍

基地の住宅があります。そして、その周辺には

県民が生活をしています。この県民の皆様方の

暮らしを守るという観点に立った時に、無関心

ではだめなんじゃないかというふうに思ってお

ります。

また、森林や農地の外資による買収がどんど

ん増えていて、2010年からの10年間で4倍に増
えたという調査結果もあります。こういったこ

とをしっかりと、本県も、森林や農地の買収に

向けても、これは全然法の規制はないんですけ

れども、しっかりとアンテナを高くしておく必

要があるのではないかと思っております。

5年後に、またこの「重要土地等調査法」の
改正が検討されると思いますが、その際には、

やはり本県ならではの実情というものをしっか

りと把握したうえで、もし、課題があれば、そ

れをしっかりと国に意見をしていける、そのよ

うな体制をつくっていってほしいということ、

これを要望とさせていただきます。

最後に、医療的ケア児の通学支援についてで

ございます。

今日は、実際にケアをしている保護者の皆さ

ん、たくさん傍聴に来ておられます。その保護

者から、私はたくさんの意見をいただいており

ますが、今回、教育委員会教育長が視察をして

くださったこと、非常にありがたいと思ってい

ますし、また、福祉タクシーの活用を検討して

くださっている、これもありがたいです。

しかしながら、やはり課題でありました、乗

ってくれる看護師がいないんですね。これが、

例えばレスパイト事業を使っても1時間7,500
円という単価では乗れないんです。やはりこの

あたりをしっかりと再検討していく必要があり

ます。
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他県では、この事業に関してのみ看護師を雇

っている、訪問看護師からの見積もりをいただ

いて決めていくというやり方をやっています。

ですから、このあたり、予算が結構関係すると

思いますので、検討していただきたい。

そして、やっぱりお母さんたちは、何度も事

故を起こしそうになりながら、毎日毎日、子ど

もたちを送って行ってくれています。

仕事を辞めなきゃいけなくなったお母さんも

いらっしゃって、やはりそうなると経済的に逼

迫していく、そうすると、今度は兄弟児の進学

とかを諦めなければならない。そのような悲し

いループに入ってしまうんですね。これを何と

しても止めてあげなければいけないというふう

に思っております。

それから、長崎市の北部に、今、実は医療的

ケア児が増えておりまして、北部から長崎特別

支援学校まで通学するのに1時間半から2時間、
朝の時間はかかります。その間、お母さんが運

転をして連れて行くわけなんですが、遠くても

長崎特別支援学校をなぜ選んでいたのかという

のは、やはり隣に長崎病院があるからです。こ

の病院があったことによって、何かあった時に

命が助かるという思いで、そこに医療的ケアの

ある子どもたちを連れて行くんですね。

そしてまた、学校の教育がすばらしい、これ

もしっかりと理解をしております。でも、今、

少子化になって、医療的ケア児が増えていると

いう現状を何度もお伝えしました。もうここに

きたら、学校のあり方そのものを考えていくタ

イミングじゃないかと思っています。

今まで、特別な支援の必要な子どもたちを分

けて考えていた。本来ならば、普通ならば、健

常児であれば、地元の学校に通えるのが当たり

前なんですね。それが、たまたま障害があった

から通えなくなってしまっている。支援学校へ

行く、これはその子にとってメリットがあるか

ら行くんですが、でも、やっぱりそこにはいろ

んな負担がかかっているという現状、であるな

らば、私は、来年4月に時津の鶴南の分校が、
「時和支援学校」に変わります。こういったタ

イミングで、時和支援学校に肢体不自由の子と

知的の子と両方が一緒に行けるような、そんな

体制ができないかというふうに思っております

ので、このあたり何とかなりませんか。

知事の見解を最後にお聞かせいただければと

思います。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 誰もが安全・安心に暮ら

せる社会といったことは、インクルーシブの達

成にもやはり重要な配慮が必要だというふうに

考えておりますので、県として何ができるのか、

しっかりと検討していきたいというふうに思い

ます。

〇副議長（山本由夫君） ごう議員―31番。
〇３１番（ごうまなみ君）ありがとうございま

す。ぜひ前向きにご検討いただきたい。

五島や壱岐や対馬では、そういったインクル

ーシブに近い教育体制ができております。これ

をしっかりと本土にも取り込んでいただきたい。

誰一人取り残さない、そんな長崎県を一緒に

つくっていければと思います。よろしくお願い

します。

ありがとうございました。（拍手）

〇副議長（山本由夫君） これより、しばらく休

憩いたします。

会議は、11時15分から再開いたします。
― 午前１１時 １分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―
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〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、おはようございます。

松浦市選出、自由民主党、石本政弘でござい

ます。

質問に入る前に、今回の県北の集中豪雨によ

りまして被災された皆様には、心からお見舞い

を申し上げます。

また、今回の第2次岸田改造内閣において、
本県から、加藤竜祥衆議院議員並びに古賀友一

郎参議院議員、お二人が同時に大臣政務官にご

就任されましたことを心からお慶びを申し上げ

ますとともに、今後、本県はもとより、日本の

ために、しっかりとご活躍いただきますことを

祈念を申し上げます。

それでは、質問に入りますが、知事はじめ部

局長の皆様方には、簡潔かつ実のある答弁をお

願いしたいと思います。

1、鷹島神崎遺跡について。
（1）国の専門調査機関設置に係る文科大臣

要望を終えた知事の所感について。

知事は、松浦市鷹島にある鷹島神崎遺跡を7
月14日に視察され、私も同行したところでござ
います。

この松浦市鷹島における水中遺跡調査は、昭

和55年から実施され、元寇に関する4,000点を
超える出土遺物や、2隻の元寇船が確認されて
おります。

また、平成20年3月には、水中遺跡としては、
国内で初めて「鷹島神崎遺跡」として国の史跡

に認定されました。

昨年の秋には、740年前の一石型木製いかり
が引き揚げられたところであり、松浦市では、

鷹島に、水中考古学の研究拠点となる国の専門

的な調査研究機関の設置について、非常に機運

醸成が高まっているところであります。

また、去る7月18日に、松浦市鷹島に水中遺
跡保護に関する専門調査研究機関を設置するこ

とについて、永岡文部科学大臣に対し、大石知

事、徳永県議会議長、友田松浦市長、谷口松浦

市議会議長連名による要望が行われました。

本要望には、国会議員として衛藤征士郎衆議

院議員、末松信介前文部科学大臣、本県の古賀

友一郎参議院議員、山本啓介参議院議員をはじ

め、県からは、知事はじめ教育委員会、東京事

務所、県議会からは、正副議長、文教厚生委員

会正副委員長、松浦市からは、市長をはじめ市

議会の鷹島神崎遺跡保存特別委員会の委員、市

民団体からは、松浦市歴史観光推進協議会の役

員、総勢40名を超える方々で要望を行ったとこ
ろであります。

このように、前文部科学大臣を含む国会議員

をはじめ、県及び松浦市の関係者が一堂にそろ

って大臣要望が実現したことについては、大石

知事にも大変感謝をしているところでございま

す。

そこで、今回、大石知事に鷹島神崎遺跡を現

地視察いただき、加えて永岡文部科学大臣に、

現地鷹島に水中遺跡に関する専門調査研究機関

を設置することについて要望された所感につい

て、知事にお尋ねをいたします。

以降の質問については、対面演壇席にて行い

ます。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 石本議員のご質

問にお答えいたします。

7月に初めて現地を訪問し、遺跡のある穏や
かな伊万里湾を臨むと、約4,000隻の元寇船が押
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し寄せてきたことや、引き揚げられた木製いか

りに思いをはせて、歴史のロマンを感じること

ができました。

また、松浦市立埋蔵文化財センターでは、水

中遺跡として、日本で唯一、国史跡に指定され

ていることや、新たな保存処理の技術開発が進

められていることなどの説明を受けて、鷹島神

崎遺跡は、日本の水中遺跡の調査研究をリード

する大変重要な存在であると改めて認識をいた

しました。

今回の要望実現に向けては、永岡文部科学大

臣から、まずは水中遺跡の保護・保全について

は、国、県、市で役割分担して取り組んでほし

いと、そういったご助言をいただきましたので、

今後とも、国と連携をしながら、地元市と一緒

になって、保護・保全に取り組んでいく必要性

を感じたところでございます。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君） 知事、ありがとうござ

いました。今後とも、しっかり地元とも連携し

て取り組んでいただきたいと思っております。

（2）水中遺跡に係る機運醸成のための県の
取組み状況について。

要望当日には、末松前文部科学大臣や本県選

出の国会議員の皆様にもご参加いただく中で、

知事から永岡文部科学大臣に対し、鷹島に水中

遺跡保護に関する専門調査研究機関を設置する

ことについて要望をいただきましたけれども、

ご対応をいただいた永岡文部科学大臣からは、

水中遺跡については全国的な機運醸成が必要で

あるため、全国各地での機運醸成に向けた取組

が必要との発言があったところでございます。

特に、令和6年は元寇750年、令和7年は国民

文化祭も本県で予定されており、そのような機

会を捉えた機運醸成も必要であると考えており

ますが、現在の県の取組状況について、お尋ね

します。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）本年度から、

松浦市、対馬市、壱岐市の3市や国と連携しま
して、元寇をテーマとしました、我がまちの元

寇再発見事業を実施しておりまして、10月から
は、長崎市をはじめ県内3か所におきまして、
元寇や水中遺跡をテーマにしましたシンポジウ

ムを順次開催することとしております。

また、現地鷹島におきましては、令和3年度
から、全国の考古学を専攻します大学生や自治

体職員等を対象としました水中考古学体験講座

を開催しておりまして、多くの方に鷹島神崎遺

跡についての理解を深めていただいているとこ

ろでございます。

今後は、この元寇に関するコンテンツをさら

に磨き上げまして、その成果を観光部局等に提

供しまして、県内外で幅広く利活用していただ

くことによりまして鷹島神崎遺跡の認知度を高

め、水中遺跡に関する機運醸成につなげてまい

りたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）この水中遺跡について

は、歴史に興味がある方は認識があるかもわか

りませんけれども、一般的にはまだまだ認識が

十分でないという感じを持っております。今後

ともしっかり、まずは県下全体、この鷹島神崎

遺跡の認知度を深めていただきたいと、そうい

った取組をお願いしたいと思います。

（3）鷹島神崎遺跡を活用した県北地域の観
光振興と部局横断的な体制づくりについて。

水中遺跡に係る機運醸成の取組については先
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ほどご答弁いただきましたけれども、鷹島神崎

遺跡の歴史的・観光的価値を県内外の多くの方

にもっと知っていただくことが大事であり、同

遺跡を活用した県北地域の観光振興につながる

取組が必要不可欠であると考えます。

こうした取組を進めるためにも、まずは県庁

内における部局横断的な体制づくりや地元自治

体等との連携が不可欠であると考えます。

そこで、鷹島神崎遺跡を活用した県北地域の

観光振興と部局横断的な体制づくりについての

県の考えをお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君）歴史的なで

きごとの舞台となった鷹島神崎遺跡でございま

す。その文化的な価値につきましては、観光面

におきましても大変重要な地域資源であると認

識をいたしております。関係部局とも定期的な

情報共有を行っているところでございます。

現在、国の研究機関の設置に向けた機運醸成

の動きと併せまして、松浦市が実施されていま

す元寇を活かした観光コンテンツの開発、ある

いはガイドの育成、こうした取組に支援をいた

しているところでございます。

引き続き、県北地域への観光客の誘客と観光

消費額の増加に向けまして、松浦市や関係機関

等としっかり連携をしながら、鷹島神崎遺跡を

活用した魅力ある観光まちづくりを進めてまい

りたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）この鷹島遺跡について

は、現在、2隻の船が見つかっておりますけれ
ども、ひょっとすると、来年にはまた新たな発

見があるかもというような話も聞き及んでおり

ますので、こういった機会を捉えて、しっかり

と県も地元自治体と連携をして、また観光協会

とも連携をして、この際、県北の観光振興、地

域の活性化にしっかりと取り組んでいただきた

いとお願いしておきます。

最後に、8月末に知事とともに長崎ベトナム
訪問団の一員としてベトナムを訪問した際に、

在ベトナム日本大使の山田大使から、かつてベ

トナムもモンゴルの襲来を受け、2度も首都を
陥落されたが、3度目の襲来では、そのモンゴ
ル軍を撃退したと。その時に沈められた軍船に

は3度目の日本襲来に使う予定のものが多くあ
ったらしく、これをもってモンゴルは日本遠征

をも断念したというお話を伺いました。そして、

ベトナムの人々も、このことを誇りに思ってい

るということであり、元寇つながりで海外とも

連携した取組ができるのではないかと、大いに

期待したところでございます。この鷹島神崎遺

跡の歴史的価値や水中遺跡としての評価を高め

るためにも、県としてしっかり取り組んでいた

だきたいと考えております。

そこで改めて、鷹島に国の専門調査研究機関

の設置に向けた取組や、この神崎遺跡を核とし

た県北地域の観光振興、地域活性化の取組につ

いて、知事の意気込みをお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）議員のお話でもご紹介い

ただいたとおり、確かにベトナムで政府要人と

会ったり、様々な方々とお話する中で、歴史的

英雄であったチャン・フンダオさんのお話など、

本当にベトナムと長崎が元寇を通してつながっ

ているんだなと、新たなつながりも認識したと

ころでございます。

先ほど、議員もお話したとおり、永岡文部科

学大臣から、認知度を高めていく必要があると、

また、水中遺跡については、全国的な機運醸成

が必要であるといったコメントもございました。
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ご助言もいただきましたので、そういったこと

も踏まえて、今後とも、鷹島神崎遺跡の魅力で

あったり、重要性を県内外の方々にしっかり理

解していただけるように取り組むとともに、政

府施策要望など様々な機会を捉えて、引き続き

国に対して要望していきたいと思っています。

それに加えまして県北の地域振興、観光振興

にもしっかりとつなげていけるように、地元市、

また関係機関等と連携をしながら横断的に取り

組んでいきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）ありがとうございます。

力強いお言葉で、大変よかったと思っておりま

す。

2、土木行政について。
（1）西九州自動車道の建設促進について。
県北地域にとって、西九州自動車道は、物流

はもとより人的交流、救急医療、さらには原子

力災害時の避難道として、様々な面で大きな効

果が期待される重要な道路でございます。

現在事業中の松浦佐々道路は、本年度100億
円近い事業費が確保されるなど順調に進捗が図

られていると思っておりますけれども、松浦市

はじめ県北地域の皆さんは、佐賀県内及び福岡

県内の未整備区間についても、早期の完成を望

んでいるところでございます。

県においては、これまでも国への要望活動や

建設促進大会を開催するなど、建設促進の取組

が、これまでの予算の確保につながっているも

のと思っております。

そこで、県内の松浦佐々道路及び福岡・佐賀

県内の区間を含めた西九州自動車道全体の進捗

状況、並びに早期完成に向けて、県として今後

どのように取り組んでいくのか、お尋ねをいた

します。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）西九州自動車道の松

浦佐々道路につきましては、7月末時点での用
地取得が9割を超え、今年度は江迎3号トンネル
に着手されるなど、着実に整備が進められてお

ります。

特に、用地取得が完了している松浦から平戸

インターチェンジ間におきましては、今月2日
に松浦2号トンネルが貫通するなど、目に見え
て進捗が図られております。

佐賀県内の伊万里松浦道路、そして伊万里道

路におきましては、今年度は合わせて約20億円
の予算を確保して用地取得や橋梁工事などが進

められており、福岡県内の今宿道路におきまし

ても、高架橋などの本格的な工事に着手されて

おります。

整備促進のためには、議員がおっしゃってい

ただきましたように予算確保への取組が最も重

要でありまして、今後も機会あるごとに国に対

して要望を行ってまいりたいと考えております。

また、今回で5年連続となりますけれども、
本県が主体となって取り組んでいる3県の沿線
の自治体による東京大会を11月に開催したい
と考えております。

引き続き、西九州自動車道の早期完成に向け、

全力で取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）西九州自動車道の早期

完成については、県北地域のみならず、長崎県

下全般についても大きな効果があるものと考え

ておりますので、しっかり取り組んでいただき

たいと思いますし、今回、幸いにも加藤竜祥衆

議院議員が国土交通省の大臣政務官となりまし

たので、併せてしっかりと、そういった要望も

含めて取り組んでいただきたいと思っておりま
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す。

（2）椋呂路トンネルの早期着工について。
去る8月に板山トンネルが開通したところで

ございます。次は、椋呂路トンネルの番だと考

えております。

大石知事におかれましても、これまで板山ト

ンネルの開通式や西九州自動車道松浦2号トン
ネルの貫通式に出席された際に、地元住民がい

かに椋呂路トンネルの早期完成を望んでいるか

ということをひしひしと感じていただいたもの

と思っております。

これまで幾度となく、「椋呂路・板山トンネ

ル建設促進期成会」による知事並びに議長要望

を行ってきたところでございますが、これまで

県の方からは、Ｂ／Ｃの観点からして椋呂路ト

ンネルの建設は困難であるとの見解が示されて

いるところでございます。

しかしながら、この県道佐世保日野松浦線は

ＵＰＺ圏内でもあり、原子力災害時における松

浦市民の避難道路に指定されております。また、

救急医療を担う命の道路としても、早期の整備

が必要な道路と考えております。したがいまし

て、Ｂ／Ｃの観点だけで判断されるべきもので

はなく、板山トンネルと椋呂路トンネルが一体

となって初めて建設効果が最大に発揮されるも

のと考えております。

いわば、この道路は、体で言えば血管と同じ

で、血管ができるまでは血は通りませんけれど

も、一度血管ができてしまうと、そこには必ず

血が通っていくというようなことが言えると思

っておりますので、今後とも、県北地域の活性

化はもとより、佐世保、世知原、松浦間の交流

促進のためにも、この椋呂路トンネルは必要不

可欠であると考えているところであり、地元と

しても早期完成を待ち望んでいるところでござ

います。

そこで、この椋呂路トンネルの早期事業化に

ついて、知事の見解を伺います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）椋呂路トンネルにつきま

しては、これまでも椋呂路・板山トンネルの建

設促進期成会や関係市によりまして、長年にわ

たり要望活動が続けられていることを承知して

おります。

先月19日に開催いたしました板山トンネル
開通式の際にも、地元の皆様の椋呂路トンネル

の実現に対する思いを認識したところでござい

ます。

椋呂路トンネルの建設につきましては、議員

のご質問でもご紹介いただいたとおり、交通量

や費用など、実現においての課題もあると考え

ておりますので、まずは今回、板山トンネルが

開通しましたので、開通後の状況を見せていた

だいて、関係市とともに道路のあり方について

検討していきたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君） 椋呂路峠の路線は、玄

海原発災害時における松浦市の避難道路に指定

されており、通常の道路改良事業での実施が困

難であるとすれば、椋呂路トンネル整備を原子

力防災に係る事業として実施することにより、

国の財源の活用が図れないかどうか、県の考え

をお尋ねします。

〇議長（徳永達也君） 危機管理部長。

〇危機管理部長（今冨洋祐君）国の原子力防災

に係る避難路の改善事業につきましては、緊急

時避難円滑化事業がありますが、その対象とし

ましては、1道府県当たり5億円を上限として、
車両のすれ違いを可能とするための道路一部拡

幅や、のり面対策などが認められており、トン
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ネル整備は事業の対象外とされております。

県としましては、国に対し、避難に係る道路

や港湾等の整備のため、原子力防災独自の新た

な支援制度の創設や、当該事業の拡充の要望を

行っているところであり、引き続き、機会を捉

えて国へ要望してまいります。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）今の答弁にもありまし

たように、原子力防災独自の新たな支援制度の

創設や緊急時避難円滑化事業の拡充を図ること

については、国に対して要望されていますので、

引き続き、しっかりとした要望をしていただき

ますようにお願いをいたします。

3、農林水産業の振興について。
（1）肉用子牛価格下落対策について。
肉用牛繁殖経営においては、これまでも飼料

などの生産資材価格高騰により、利益の確保が

困難な状況が続いておりますが、本年7月以降、
子牛価格が急激に下落しており、今後において

は、さらに厳しい経営状況となることが予想さ

れ、肉用牛繁殖農家の中には、これを機会に経

営をやめようという声も聞かれます。

8月の平戸地方家畜市場の競り状況は、私も
参加をしたわけですけれども、平均取引価格が

47万円を下回っており、中には、競り早々、す
ぐに一桁台で落札されると、そういった子牛も

散見されており、私も、目の前で生産者の顔を

見るのが大変辛い思いをしたところでございま

す。

国としても、子牛価格の下落対策として、和

牛繁殖農家への補填対策を拡充して支援を実施

しておりますが、全国や九州ブロックの平均価

格と比較しても、本県の子牛平均価格の下落幅

は大きく、本県農業振興の柱の一つである肉用

牛の生産基盤を守るためにも、国の支援策の拡

充に加え、本県独自の緊急かつ抜本的な支援策

が必要と考えます。

そこで、肉用子牛価格下落に対する今後の県

の取組について、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）肉用牛の子牛価格が全国

的に下落傾向にあることから、国は、九州・沖

縄ブロックの平均価格が60万円を下回った場
合に、差額の4分の3を交付する制度を創設して
おります。県では、この制度の周知徹底を現在

図っているところでございます。

しかしながら、議員のご指摘のとおり、本県

の子牛価格につきましては、九州平均を下回っ

て推移をしております。国の価格補填を受けて

も下落分を補いきれない、大変厳しい状況にあ

ることから、県といたしましては、生産者が安

心して経営を継続できるように、早急に必要な

対策を検討してまいりたいと考えています。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）本当にこの子牛価格の

下落というのは、繁殖農家にとって喫緊の課題

であり、また一方、肥育農家にとっても同じ状

況であり、やはり肥育農家、繁殖農家がそれぞ

れ成り立って初めて、子牛の生産というのが成

り立ちますので、そこらも併せて、しっかりと

した取組を、農林部長をはじめ、お願いしたい

と思います。

（2）長崎和牛の消費拡大・輸出対策につい
て。

①消費拡大対策について。

肉用牛繁殖経営においては、子牛価格の下落

で、経営が大変厳しい状況にあります。

子牛価格が上昇しない原因の一つとして、物

価高騰に伴う和牛サーロイン等の高級部位の国

内消費の停滞による枝肉価格の伸び悩みがある
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と考えられます。

和牛を適正な価格で流通させるためには、ま

ずは国内における積極的な消費拡大が必要であ

ると考えますが、県では、長崎和牛の消費拡大

について、どのように取り組んでいるのか、伺

います。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 県では、これまで生

産者、農業団体、流通業者、県等で構成する「長

崎和牛銘柄推進協議会」において、県内外の主

要駅等への広告看板の掲出や販売促進資材の製

作・配布のほか、長崎和牛指定店における消費

拡大キャンペーンなどに取り組んでまいりまし

た。

今年度は新たに、県内高校生を対象とした長

崎和牛調理動画選手権や、インバウンド向けの

消費拡大を目的とした旅行企画会社への試食会

の開催なども計画しております。

こうした取組を通じまして、長崎和牛の一層

の消費拡大に取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）今回は質問項目には入

れておりませんけれども、既にご承知のとおり、

子牛価格の下落については、このほかに資材高

騰等による経営の悪化が、大変厳しい状況を招

いた一つの原因であるというふうに考えており

ます。

今後、ぜひとも国内の消費ＰＲ対策と、海外

における販路拡大に積極的に取り組んでいただ

きたい。

特に、和牛の消費拡大対策については、本県

のみでは限界があり、県としても農業団体と連

携して、国に対し、全国的な和牛消費拡大に取

り組んでいただきますよう、よろしくお願いし

たいと思うし、国に対しても、そういった働き

かけをぜひともお願いをしたいと思います。

次に、水産業の関係でございます。

（3）中国の日本産水産物輸入停止の影響と
今後の対応について。

去る8月24日の東京電力福島第一原発処理水
の海洋放出を受け、中国は、日本水産物の輸入

を全面停止する措置を実施しております。

昨日の新聞報道でも、今年8月の中国が日本
から輸入した水産物の総額は、前年同月対比

67.6％の減少というふうになっております。7
月の28.5％の減から、減少幅が倍増していると
ころでございます。

中国は、本県の水産物輸出先として最も大き

な市場であると認識しておりますが、現段階で

本県水産関係先にどのような影響が出ているの

か、また、今後、県としてどのような対応をし

ていくのか、さらに、中国以外の国への輸出を

どう推進していくのか、県の考えについて、お

尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 中国は、本県水産物

の国別輸出額の約35％を占める第1位の市場で
あり、今回の輸入停止措置の影響は大きいと考

えております。

これまで中国輸出に取り組んできた漁業者や

流通関係者は、国内または中国以外の国に出荷

先を振り替える必要があり、今後、輸入停止が

長期間に及ぶと、影響はさらに深刻化すると懸

念しております。

県といたしましては、国際情勢に伴うリスク

をできるだけ軽減できるよう、現在、水産物輸

出額全体の65％を占めるアメリカ、韓国、東南
アジアなどの販路について、国の支援策を積極

的に活用しながら、新規市場開拓や拡大に取り

組んでまいります。
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〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）今回の中国による輸入

停止は、逆にピンチをチャンスに変えて、この

機会をもとに中国以外の販路拡大に積極的に取

り組む、いいチャンスではないかというふうに

思いますので、そういう意味からしても、今後

しっかりと、海外に向けた販路拡大についても

取り組んでいただきたいと思います。

（4）養殖業に係る餌代高騰対策について。
養殖魚の生産コストの7割を占める餌料価格

は、世界的な魚粉需要の拡大や急激な円安の影

響等に伴って高騰をしております。

餌料価格高騰対策については、水産庁が、養

殖業者と国の拠出により、基準価格を超えた時

に補填金を交付する漁業経営セーフティネット

構築事業を創設しておりますが、餌料価格の先

行きが不透明な今、県内養殖業者の皆様が、こ

の制度のメリットを理解し、しっかりとこの制

度に加入していただくことが最も重要であると

考えております。

そこで、餌料価格の動向並びに県内養殖業者

の加入促進を含めた今後の餌料価格高騰に対す

る県の取組について、お尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 令和5年度第1四半
期の配合餌料価格は、1トン当たり約24万円と
過去最高値となりましたが、セーフティネット

の積立金から約5万円の補填金が支払われ、養
殖業者の負担軽減が図られたものと考えており

ます。

県では、令和5年度のセーフティネットへの
加入・継続に必要な積立金への支援を行った結

果、契約件数では前年度比114％、平均積立額
では236％と大幅に増加しており、十分な積立
てにつながったものと分析しております。

県といたしましては、コスト上昇を見据えた

十分な予算の確保を国へ要望するとともに、さ

らなる加入促進を図ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君） 今回、橘湾等における

赤潮の大変な被害がありましたけれども、幸い

にも県北の松浦地域の伊万里湾では、主な被害

が発生せずに助かったわけでございますが、こ

の赤潮対策についても、併せてしっかりと今後

とも取り組んでいただきたいということを重ね

てお願いしておきます。

4、観光振興対策について。
（1）県北地域へのインバウンド誘客につい

て。

本年5月の水際対策撤廃により訪日外国人は
増加傾向となっており、令和5年7月の外国人延
べ宿泊者数は約1,063万人泊であり、速報値では
ありますが、コロナ禍後、初めて1,000万人を超
え、大幅に増加している状況でございます。今

後も、韓国、台湾、香港などの東アジアを中心

に、インバウンドはさらに拡大していくものと

考えます。

そのような状況の中で、県北地域においては、

豊かな自然を活用したトレッキングコースであ

る九州オルレのほか、歴史的な文化遺産などの

観光コンテンツを多く有しており、これらの情

報を県内、国内のみならず海外へも発信するこ

とで、外国人観光客の皆様にも、ぜひとも県北

地域に訪れていただきたいと考えているところ

でございます。

そこで、県においては、県北地域へのインバ

ウンド誘客を促進するために、どのような取組

を実施しているのか、実施しようとしているの

か、お尋ねします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部政策監。



令和５年長崎県議会・９月定例会（９月２０日）

- 105 -

〇文化観光国際部政策監（伊達良弘君）県北地

域は、平戸城などの歴史的な文化遺産や松浦の

土谷棚田などの美しい自然景観といった、イン

バウンド誘客に対しても非常に魅力的な観光資

源を有しております。

また、本年3月には、九州オルレ「松浦・福
島コース」がオープンし、韓国をはじめ国内外

の観光客に訴求する魅力的な観光コンテンツが

新たに造成されております。

県では、これまでも海外における認知度向上

とインバウンドの誘客拡大を図るため、市町等

とも連携し、Ｗｅｂ、ＳＮＳを活用した情報発

信や国際旅行博への出展、旅行会社等へのセー

ルスなどの現地プロモーションを積極的に実施

してきたところでございます。

このほか、海外での県産品フェアの実施に合

わせて、本県の豊富な海産物を食材としたアジ

フライをはじめとする食の魅力についても発信

してまいりました。

引き続き、九州観光機構や県内市町等と連携

を図りながら、インバウンドの誘客促進に努め

てまいります。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）先ほどから話しており

ます鷹島の神崎遺跡も含めた県北一帯の観光と

いうことを念頭に置いて、しっかりと取り組ん

でいただきたいというふうに思います。

（2）新幹線開業を活かした県北地域への誘
客について。

昨年9月の武雄温泉－長崎間の西九州新幹線
開業から、今週末には早くも一年を迎えるとこ

ろでございます。西九州新幹線の利用者数は、

開業から10か月を経過して200万人を突破し、
多くの方に利用いただいていると伺っておりま

す。

しかし、一方で、沿線都市以外、特に、県北

地域では、新幹線の効果があらわれているとの

声を聞きません。新幹線がもたらす効果を、沿

線都市だけでなく、県内各地にもっと拡大すべ

きであると考えます。

新幹線効果を高め、県北地域を含む県内各地

へ、その効果を波及するために、今後、県は、

どのような取組を行おうとしているのか、伺い

ます。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） 県では、新幹線

の利用と県内周遊を組み入れた旅行商品の造成

支援や、ＪＲと松浦鉄道の一日乗車券をセット

にした企画乗車券の販売促進を行うなど、県北

地域を含め県内各地への周遊を促進していると

ころであります。

また、新幹線開業に合わせて運行が開始され

た観光列車「ふたつ星4047」は、乗車率が約9
割と非常に高く、県北地域や有明海、大村湾沿

岸一帯に賑わいをもたらしております。

さらに来訪者を拡大するため、ＪＲや松浦鉄

道の沿線にある地域ならではのグルメや観光ス

ポット等の情報について、ＳＮＳやホームペー

ジなど各種媒体を活用した発信に取り組んでお

ります。

今後とも、各地域や関係事業者等と連携しな

がら、県北地域を含め県内各地への周遊促進に

努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）先ほども申しましたけ

れども、なかなか県下全体に新幹線の開業効果

を広める、及ぼすまでには至っていないという

状況にありますので、今後とも、県下隅々まで

この開業効果がゆき渡るように、しっかりとし

た取組をお願いしたいというふうに思います。
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5、女性から選ばれる長崎県づくりと結婚支
援について。

（1）女性に選ばれる長崎県づくりについて。
①女性の転入転出の状況について。

県の重要課題である人口減少対策のうち、社

会減対策については、転出超過が顕著である女

性の転出抑制が大事であるというふうに考えま

す。

そこで、女性の転出・転入の現状と、その要

因について、お伺いをします。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）本県の社会減の現

状については、女性の転出超過が男性を上回っ

ている状況が続いており、令和4年は、男性が
約2,300人、女性が約3,000人と、女性が男性よ
り約700人多くなっております。
県が市町と共同で実施した移動理由アンケー

トによりますと、県外に就職もしくは転職した

女性の約4割が、「県内に希望する業種、職種
がない」、または「知識や技能を活かしたい」

という理由で転出されています。

このため、女性が魅力を感じる職場づくりや

女性の活躍推進の強化に取り組むとともに、そ

うした情報の発信、周知に努めているところで

あります。

今後とも、移動理由アンケートの要因分析等

を通し、女性の転出超過対策の推進に力を注い

でまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君） この質問は、2つに分
けて、次に婚活支援についてもお尋ねするわけ

ですけれども、なんで女性から選ばれる長崎県

づくりとしたか、男性は違うのかという話があ

ろうかと思いますけれども、まずは結婚支援を

するためには、やはりその元となる女性の方に、

できるだけこの長崎県にとどまっていただいて、

婚活をしていただく場面が必要ではないかとい

うことから、こういった質問になっていること

を、まずもってお伝えしておきたいと思います。

②女性の雇用の場の創出について。

女性の転出超過数が男性を大きく上回ってい

るというお話が今ありましたけれども、県内の

高校や大学卒業後に長崎県にとどまり、あるい

は一旦県外に転出した後、長崎県へのＵターン

を選択してもらうためには、女性が働きたいと

思う雇用の場の創出、確保が大変重要であると

いうふうに考えております。

そこで、企業誘致において、女性が働きたく

なるような魅力ある雇用の受け皿づくりについ

て、県としてどのような取組を行っているのか、

お尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君）女性にとって魅

力ある雇用の場の創出に向け、企業誘致におい

ては、ライフスタイルに応じた多様な働き方が

選択できるオフィス系企業を主なターゲットの

一つとし、積極的に取り組んでおります。

平成25年度から令和4年度までの10年間に立
地した企業における現在の女性の雇用数は約

3,800人となり、雇用者全体に占める女性の割合
は約72％となっております。
また、立地企業の中には、新卒や中途のほか、

契約社員やパート社員と幅広い職種での採用に

加え、短時間勤務などライフスタイルに応じた

働き方を設定する場合や、育児と仕事の両立を

図るために事業所内に保育園を設置するなど、

女性が働きやすい職場環境を整える事例も出て

きております。

今後とも、こうした女性にとって魅力ある雇

用の場の創出につながる企業誘致に注力してま
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いりたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）今もお話がありました

とおり、やっぱり女性が県内にとどまって、し

っかりと結婚をし、子育てをしていく、そうい

った環境づくりというものが大変大事だという

ふうに考えます。

女性の身になって、今回、女性の副知事も誕

生しておりますので、そこら辺はしっかりと取

り組んでいただきたいというふうに思います。

結びとしまして、女性の雇用の場の創出につ

いては、企業誘致ももちろん大事でありますけ

れども、併せて既存の地場企業における受け皿

づくりに対しても、しっかりと取り組んでいた

だきたいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

③女性の活躍推進について。

女性に選ばれる長崎県になるためには、雇用

の場の確保に加えて、企業等で働く女性が活躍

していくことや、それを若い女性に知っていた

だくことが重要であると考えます。

そのために、県ではどのような取組をしてい

るのか、お伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君） 本県では、

女性の活躍の場を広げ、地域経済の活性化を図

ることを目的として、「ながさき女性活躍推進

会議」を設け、企業等における女性の活躍推進

に官民一体となって取り組んでおります。

具体的な取組として、経営者向けセミナーの

開催や女性活躍推進企業の表彰、女性の人材育

成支援などを行っております。

また、女子学生に本県の魅力的な企業を紹介

する取組として、企業見学の実施や女性社員と

の交流、さらには県内企業で活躍する女性を情

報誌等で発信をしております。

今後も、官民一体となって女性の活躍推進に

取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君） 今回、大石知事の公約

の一つでもありました本県初の女性副知事が誕

生したことは大変喜ばしいことであり、働く女

性にとっても大きな支えになるものと考えてお

ります。

そこで、馬場副知事からも、女性の立場から、

これまでの思いについて、一言伺いたいと思い

ます。

〇議長（徳永達也君） 馬場副知事。

〇副知事（馬場裕子君）女性が活躍していくこ

とが、活力ある経済社会をつくるうえで重要と

いうことは言うまでもないことです。

昨日、浅田議員から健康問題というフェムテ

ックという一面で、先ほど、ごう議員からは男

性の育児休暇取得促進というようなところもご

ざいました。それから、石本議員からは雇用の

場の創出、県から様々な部局の者からご答弁さ

せていただきました。

こうしたように多岐にわたる観点から、部局

間連携して取り組んでいかなければいけないと

いうふうに思っておりますし、地場企業を含め

官民連携して取り組んでいかなければいけない

というふうに、思いを新たにしたところでござ

います。引き続き頑張っていきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君）それぞれの職場におい

ても、女性の管理職への登用というのも課題に

なっておりますけれども、県において今回初め

て女性の副知事が誕生したことで、ぱっとこの

議場を見ても、理事者側に女性が一人おられる

と、その場の雰囲気も明るくなりますし、やっ
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ぱりやわらかい雰囲気が出て、議会もスムーズ

に運べるんじゃないかというふうに思っている

ところでございます。

馬場副知事におかれましても、女性の目線か

ら見た県政の運営について、しっかり意見をし

ていただきたいというふうに思っております。

（2）結婚支援について。
①婚活サポートセンターの現状と成果につい

て。

大石知事は、結婚・妊娠・子育てといった子

ども施策を政策の基軸に掲げておられますが、

子どもの数は年々減少傾向にあることから、子

育て支援と併せて、まずは最初のハードルとな

る結婚支援が優先されるべきであるというふう

に思っておりますし、このことは非常に重要で

はないかというふうに考えているところでござ

います。

県では婚活サポートセンターを運営しておら

れますが、具体的にどのような取組を行い、そ

の成果がどのようになっているのか、お伺いを

いたします。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）長崎県婚活サ

ポートセンターにおきましては、主な結婚支援

として、1対1の出会いをサポートする「お見合
いシステム」や、ボランティアによります「縁

結び隊」のほか、民間団体によるイベント開催

を支援する「ながさきめぐりあい」などの事業

を展開しております。

コロナ禍におきましては、縁結び隊の活動や

ながさきめぐりあい事業のイベントが一部実施

できないなどの影響があった中、お見合いシス

テムの自宅閲覧機能追加等による利便性の向上

や、会員のスキルアップのためのセミナー、ア

ドバイザーによる相談会の開催などに力を入れ

て取り組んできたところでございます。

こうした取組によりまして、令和4年度にお
きましては、お見合いシステムによるカップル

数が過去最多の479組となったほか、成婚数も、
目標には届いておりませんが、98組と増加傾向
であるなど、一定の成果が出ているものと考え

ているところでございます。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
〇２３番（石本政弘君） 今、報告があったこと

について、私も前もって目を通しております。

この婚活サポートセンター利用者の婚姻数が増

加傾向にあることは、非常にいいことだと思っ

ております。しかしながら、令和4年度の実績
では98組と、目標の65％にとどまっているとこ
ろでございます。

また、お見合いシステムの市町村別会員数を

見ますと、長崎市、佐世保市、諫早市、大村市

の4市で全体の7割を超えているところでござ
います。今後、県下全体の均衡的な発展を目指

すためには、特に、離島・半島地域における婚

活支援活動は喫緊の課題であると認識をしてお

ります。

また、郡部におきましては、後継者問題も併

せて大きな問題になっているところであり、今

後とも、この婚活に係る事業についてはしっか

りと取り組んでいく必要があるというふうに考

えております。

②婚活支援について、県の役割と今後の取組

みについて。

これまでコロナ禍においては婚活イベントが

思うようにできなかった、今後は活発な交流が

期待されるところでございます。

婚活イベントというと、参加を躊躇される方

も中にはおられると思いますが、交際の機会を

求める男女が気軽に参加できるイベントをたく
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さん企画することにより、これまでなかなか一

歩を踏み出せなかった人への後押しになるので

はないかと期待しているところでございます。

この婚活支援については、本県の人口減少対

策、とりわけ人口の自然増や出生率の向上を図

るうえで、欠くことのできない重要な施策の一

つであると考えております。

今後は、各市町や地元団体などと連携し婚活

支援の取組を積極的に進めていくことが、県の

重要な役割だと考えております。

県の考えを伺いますが、その前に若干、資料

の補足をしておきますけれど、私も今回、県か

ら提出された資料を見て愕然としたわけですが、

ちなみに本県の婚姻数は、ピークの時の4分の1
まで減少しており、令和2年度には5,000組を割
り込んだ数字であります。

また、本県の50歳時の未婚率の推移で、1980
年ごろまでは、ほとんどの男女が結婚をしてお

りましたけれども、現在では男性の4人に1人、
女性の5人に1人が、一度も結婚していないとい
う状況があらわれております。

さらに、未婚者の18歳から34歳までの交際相
手がいないという調査については、未婚男性の

約7割、女性の約6割が、そもそも交際相手がお
らず、その割合は年々増加しているという状況

であり、交際相手がいないので、未婚のままで

いる男女が増加しているという状況が見てとれ

ます。

こういった、本当に結婚はしたいけれども、

なかなかその一歩が踏み出せない、結婚する相

手を探すチャンスがないというのが、都市部以

外の離島・半島地域、特に、郡部で多いのでは

なかろうかと思います。こういったことを解消

していくのが、県の今後の大きな役割を占めて

いると、そうしたことで、この県の人口減少を

少しでも食い止める、そして、できれば人口増

加に向けて取り組んでいくと、そういったこと

が望まれるところであり、そういったことも含

めて、県の今後の対応について、お伺いしたい

と思います。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）交際の機会を

求める男女が気軽に参加できるイベントの拡大

等について取り組むべきではないかというふう

なお尋ねだと考えております。

長崎県婚活サポートセンターにつきましては、

出会いの機会を幅広く提供するために、これま

でもスポーツ観戦やバーベキューといった体験

を通じた交流会など、気軽に参加できるイベン

トの開催に努めてきたところでございます。

現在、県や市町等が開催するこうした出会い

のイベントに参加することで、お見合いシステ

ムの登録料が半額となるキャンペーンを行って

おりまして、結婚を希望する方にとっても、イ

ベントへの興味を高めて参加の後押しとなるの

ではないかと期待しているところでございます。

また、市町や関係団体との連携というご質問

もございました。こうした市町や民間団体と構

成する協議会で、結婚支援に関する事例の共有

を行っているほか、各地域で結婚の応援機運を

高める役割を担っておりますコーディネーター

によりまして、市町等による積極的なイベント

開催も促しているところでございます。

今後とも、より一層参加しやすいイベントの

拡大に力を注ぎますほか、県と市町の役割分担

も踏まえながら、市町等の主体的な取組も促進

しながら、県下全域における出会いの機会の創

出、拡大に努めてまいりたいというふうに考え

ております。

〇議長（徳永達也君） 石本議員―23番。
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〇２３番（石本政弘君）そういった一つひとつ

の小さな取組が、将来は大きな人口減少の抑制、

できれば人口増加につながるように、そういっ

た取組をしっかりしてもらいたいと思います。

一つは、各地域ではいろんな祭りがあります。

この祭りというものは、昔から男女の出会いの

場をつくる、本当に大きなイベントではないか

と思いますし、私も、こうした祭りを地元でも

しっかりと応援していけるような体制をとって

いただきたいというふうに考えているところで

ございます。

いずれにしても、結婚していただきたいとい

うのは、結婚する、しないは、それぞれ個人の

自由がありまして、それを強制することではあ

りませんけれども、本当はしたいけれども、な

かなかできない、こういった人を行政が親身に

なって救うのが重要な役割だというふうに思っ

ていますので、そこら辺をですね、何か何でも

結婚じゃなくて、したくてもできない、そのた

めに後継者がいないというのもたくさん声を聞

きますので、しっかりとそういったところを腹

に据えて取り組んでいただきたいというふうに

思います。

本県の明るく夢のある未来を切り拓くために

も、今後とも、しっかりとこういった取組に力

を入れていただきたいと思います。

最後になりますけれども、今月14日から15日
にかけて県北部で線状降水帯が発生し、松浦市

でも観測史上最大となる1時間に84ミリという
観測をいたしました。降り始めからの雨量は、

平戸で509ミリ、松浦で445ミリに達し、平年の
9月ひと月の2倍の降水量があったところでご
ざいます。また、一時、県北地域では避難指示

も出されたところでございます。

今回の集中豪雨により、一部に土砂災害、農

産物の被害が及んでおりますので、しっかりと

復旧についてもお願いして、終わりたいと思い

ます。（拍手）

〇議長（徳永達也君）午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から再開いたします。
― 午後 零時１６分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

中村一三議員―24番。
〇２４番（中村一三君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党、南島原市選出、中村一三であります。

今日は、遠いところ80キロをかけて地元から
おいでになられました。しっかり頑張りますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、通告に従いまして質問に入ります。

知事をはじめ、関係各位のご答弁をお願いいた

します。

1、長崎県総合計画の一部見直しについて。
（1）計画見直しの基本方針等について。
県では、県政運営の基本的な方向性を示すも

のとして、「人・産業・地域を結び、新たな時

代を生き抜く力強い長崎県づくり」を基本理念

とし、「地域で活躍する人材を育て、未来を切

り拓く」、「力強い産業を育て、魅力あるしご

とを生み出す」、「夢や希望のあるまち、持続

可能な地域を創る」の3つの柱と、それに基づ
く10の基本戦略を掲げた「長崎県総合計画 チ

ェンジ＆チャレンジ2025」を策定され、県政の
各分野における施策の推進に取り組まれている

ところであります。

この総合計画は、令和3年度から令和7年度ま
での5年間を計画期間としておりますが、本年
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度が計画期間の中間年に当たることから、コロ

ナ感染症の影響のほか、国の動向など、社会経

済情勢の変化や数値目標の進捗状況等を踏まえ、

知事は、本9月定例会の開会日に所信表明にお
いて、計画の一部見直しを行うことを説明され、

見直しの素案を提示したところであります。

そこで、まず、総合計画の見直しに当たって

の基本的な考え方について、知事に総括的にお

尋ねをいたします。

（2）計画見直しの具体的な内容・理由等に
ついて。

本県の総合計画のように、5年間といった長
めの期間となっている計画については、策定し

た時点と終了した時点で社会情勢の変化もある

ものと思っております。

特に、今回の総合計画の期間においては、新

型コロナ感染症の感染拡大という世界中の誰も

予想し得なかった事態がありましたので、様々

な転換があったものと考えます。

このようなことからも、私は一旦策定した計

画であっても、時代や環境の変化等に応じて柔

軟に変更、見直しを加えながら、県政の諸課題

に対して、迅速かつしっかりと施策を推進して

いくことが、総合計画に掲げてある「力強い長

崎県づくり」を県民の皆様と一緒に進めていく

うえで、最も大切であると考えております。

そこで、今回の総合計画見直しの具体的な内

容について、取組項目の変更や追加、新設など

の主要な例と、その理由、背景をあわせてお尋

ねいたします。

2．本県財政について。
（1）今後の財政運営について。
①基金残高について。

去る8月に公表された令和4年度一般会計決
算見込みによると、令和4年度末に財源調整の

ための基金残高は約353億円と、令和3年度から
増加し、基金を取り崩さない財政運営を達成し

ており、これまでの財政健全化の取組の成果が

生じてきているものと評価するところでありま

す。

しかしながら、本県財政を取り巻く環境は、

少子・高齢化に伴う社会保障関係費の増加や長

引くエネルギー、食料品価格等の物価高騰など、

大変厳しい状況が続くものと考えており、先般、

公表された「中期財政見通し」においても、令

和7年度以降は、再び基金等の取り崩しが生じ
る見込みとなっております。

今後も、災害をはじめ、県民の生命や財産に

関わる緊急的な課題に迅速かつ確実に対応して

いくためには、基金残高を維持し、確保しなが

ら、安定した財政運営を図る必要があると認識

しておりますが、県の見解をお尋ねいたします。

②県債残高について。

令和4年度末に一般会計の県債残高は、1兆
2,359億円であり、このうち後年度に地方交付税
で全額が措置される臨時財政対策債を除いた残

高は、8,340億円となっております。
防災・減災、国土強靭化事業債等の活用によ

り、臨時財政対策債を除いた県債残高は増加し

ていると認識をしており、本県財政への影響が

懸念されるところであります。

今後の県債残高の見通しと対策について、お

尋ねをいたします。

3．アフターコロナ対策について。
（1）新型コロナ対応の「ゼロゼロ融資」に

ついて。

①県内の倒産状況及び借換需要に対応した県

制度融資の実績について。

本県の景気は緩やかに回復しているとのこと

であるが、新型コロナ感染症に対応するための
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実質無利子・無担保融資、いわゆる「ゼロゼロ

融資」の返済も本格化している中、支払いに窮

する事業者が増加する懸念も言われております。

加えて、原油をはじめとするエネルギーや原

材料価格の高騰等の問題が、県民の生活や社会

経済活動に依然として影響を与えており、事業

者を取り巻く環境は、厳しい状況が続いている

と心配しているところです。

県では、令和2年3月からコロナ禍で影響を受
けた県内事業者の資金繰りを支援するため、県

の制度資金である「緊急資金繰り支援資金」が

発動されて以降、随時、必要な対策を実施され

てきておりますが、本年1月から新たに借換え
需要に対応した制度融資の運用を開始し、「ゼ

ロゼロ融資」の借換えにも対応されているとお

聞きをしております。

そこで、倒産件数が全国的に増加傾向にある

中において、県内の倒産は低い水準にあると聞

いておりますが、実際、県内事業者の倒産件数

はどのような状況か。また、借換需要に対応し

た制度融資の利用実績について、お尋ねをいた

します。

②借入金返済に苦慮する事業者への対応につ

いて。

県内の倒産が低い水準に抑えられている中で

も、事業者の中には長期化したコロナ禍の影響

による回復の遅れや、原材料や光熱費の高騰に

よるコスト増などで業績が振るわず、借入金返

済に苦慮する事業者が増えてくると感じていま

すが、県では、これまでどのように取り組んで

こられ、また、今後どのように対応していこう

とされているのか、お尋ねをいたします。

（2）生活困窮者への支援について。
コロナ禍の影響を受け、休業や失業等により

収入が減少した世帯に対し、令和2年3月から令

和4年9月までの約2年半、生活福祉資金の特例
貸付が実施されたところであります。

貸付実績は、最大20万円の緊急小口資金、最
大180万円までの総合支援資金を合わせて延べ
2万8,414件、約107億円と伺っており、本県に
おいても多くの方が、これらの貸付けにより窮

地を乗り越えられ、一定の成果があったものと

理解をしております。

一方で、今年1月からは償還が開始されまし
たが、今なお、再就職や収入の回復が難しく、

物価高騰が生活に追い打ちをかけるなどにより、

返済が見通せない方もおられるのではないかと

推測をしております。

このような中、今回の特例貸付においては、

一部償還免除などの救済措置もなされているよ

うですが、現在の償還状況をお尋ねいたします。

4、農業行政について。
（1）南島原市における農業振興について。
①南島原市におけるスマート農業の推進につ

いて。

南島原市の主要品目であるいちごなどの施設

園芸農家から、急激な生産資材や燃油価格等の

高騰が続いており、農業所得の確保が以前より

厳しい状況であると聞いております。

そのような中、生活現場における生産性の向

上や省力化、軽労化を進め、農家所得の向上を

図るためには、先端技術を活用したスマート農

業の導入が重要であると考えております。

このため、県において、引き続き南島原市と

積極的に連携し、スマート農業の取組を進め、

産地振興を図っていただきたいと考えています。

そこで、生産性の所得向上に向けた南島原市

におけるスマート農業の推進について、県では

どのように考えているのか、お伺いいたします。

②「みどりの食料システム戦略」の推進につ
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いて。

南島原市では、ばれいしょ、レタス、いちご、

とまとなど、高品質で生産性の高い農業が盛ん

である一方で、環境に配慮した有機農業の取組

が古くからなされており、その支援のため、市

と地元生産者による「南島原オーガニック協議

会」がつくられたところであります。

国においても、令和3年5月に、「みどりの食
料システム戦略」を策定し、生産性を維持しな

がら、環境に配慮した農業を推進する方向性が

示され、その戦略をしっかりと進めるための法

が整備されたと伺っております。

この国のみどりの戦略を取り込むことで、南

島原市の農業を活性化できないかと考えており

ますが、長崎県では、南島原市において、この

みどり戦略をどのように進めていこうとしてい

るのか、お尋ねいたします。

5．水産行政について。
（1）水産業の振興について。
①栽培漁業について。

有明海では、一本釣り、刺し網、かご、小型

底引き網など、様々な船舶漁業が行われており、

また、遠浅の地形を利用して、カキなどの貝類

やワカメなどの藻類の養殖が行われています。

しかしながら、近年、漁業生産は減少を続けて

おり、漁家経営は厳しい状況であります。

このため、漁家経営の安定に向けて、漁獲を

支える水産資源の回復が必要であり、栽培漁業

をさらに推進していく必要があると考えており

ます。

有明海では、ガザミ、クルマエビ、ヒラメ、

トラフグなどの栽培漁業に取り組まれており、

近年、地元漁業者からは、ガザミが増えてきて

いるとお聞きをしております。

そこで、ガザミの栽培漁業について、県の取

組とその成果について、お尋ねをいたします。

②藻類養殖について。

南島原市では、ワカメ、ヒジキなど藻類養殖

が盛んですが、海藻は食物繊維を豊富に含む低

カロリーの健康食材として人気が高く、今後も

生産拡大が期待できる地域の重要産品であると

認識をしております。

こうした中、今年6月には南有馬町における
ヒジキの養殖試験で、いい成績が得られたとの

報道があったところです。

一方で、同じ有明海沿岸であるにもかかわら

ず、ワカメについては、地域や生産者によって

生育不良が発生し、例年より生産が落ち込んで

いるとの話を聞いております。

今後も、養殖業者が安心して生産活動を継続

し、拡大していくためには、時折発生する生育

不良の原因を解明し、対策を講じなければなり

ません。

そこで、ワカメ養殖で発生する生育不良の原

因は何なのか、また、その対策について、お尋

ねをいたします。

6．土木行政について。
（1）深江から口之津間の道路整備について。
島原半島の振興には、道路の整備をはじめと

した土木行政の推進が必要不可欠であります。

整備が進められている島原道路では、森山拡

幅の一部区間が今年度中に開通予定となり、大

きな期待を寄せているところであります。

一方で、南島原市の振興のためには、島原道

路につながる深江町から口之津間の道路整備が

重要な課題となっております。

さきの南島原市議会において、「島原半島南

部地域高規格道路建設促進特別委員会」が新た

に設置され、また、先月28日には、市や地元関
係団体による「島原半島南部地域高規格道路建
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設促進期成会」が開かれるなど、地元の機運も

高まっております。

現在、国や地元関係市と検討を進めていると

のことでありますが、現在の取組状況について、

お尋ねをいたします。

（2）主要道路小浜北有馬線（大亀～矢代工
区）の進捗状況について。

県道小浜北有馬線は、沿線地域の生活道路と

してだけでなく、雲仙市小浜町と南島原市北有

馬町を結ぶ幹線道路として重要な役割を担って

おります。

整備が進められている大亀～矢代工区におい

ては、昨年度、トンネル工事や橋梁工事が発注

され、現在、全面的に工事が進められていると

ころであり、この道路の完成を地元の皆さんは

心待ちにしております。

そこで、大亀～矢代工区の現在の進捗状況に

ついて、お尋ねします。

7．河川等の内水氾濫対策について。
（1）河川等の内水氾濫対策について。
内水氾濫とは、大雨により、河川、湖、ダム

などの水位が上昇し、雨水が河川等へ流入でき

ず、周辺地域に水が広がる現象を指します。

また、下水道等の排水施設の能力を超えた雨

が降った時、雨水が排出できなくなり、浸水す

ることもあります。下水道や水路等から雨水が

あふれ出し、浸水被害が発生をします。内水氾

濫は、豪雨や台風などの大雨が原因であり、適

切な対策が必要となっております。

令和に入り、全国各地で豪雨や台風などの影

響で内水氾濫による洪水被害が発生しており、

今年も線状降水帯が発生し、福岡、京都、大阪、

秋田、福島で内水氾濫による被害が発生し、ま

た、長崎も、つい先日、佐々、佐世保、長崎で

内水による氾濫が生じたところであります。

これまでの常識を覆すような異常気象の影響

によるものと推察され、7月末には、「地球温
暖化時代は終了し、地球沸騰化時代が到来した」

と警告があったところであります。

内水氾濫の重要な要素として、堤防やダムの

整備と管理、河川の改修と治水事業、適切な排

水施設の確保、リスク評価と避難計画、警報と

情報発信が挙げられ、これらの対策を総合的に

実施することで、内水氾濫による被害を最小限

に食い止めることが可能だと存じます。

県においては、昭和32年の「諫早大水害」、
昭和57年の「長崎大水害」による甚大な水害が
発生しており、近年では令和元年の江迎川、令

和2年には大村の大上戸川、佐奈河内川で河川
氾濫が発生するなど、年々、予測不能な大雨が

迫っていることを感ずるところであります。

県において、このような予測不能な事態に備

えて、どのような想定をもって内水に備えてい

るのか、ご所見を伺います。

また、総合的に実施が必要な避難計画の策定、

災害対応訓練、堤防や護岸の整備、河川の維持

管理、洪水ハザードマップの作成、災害情報の

発信にどのように取り組んでいるのか、併せて

お伺いいたします。

8．教育・文化行政について。
（1）島原半島内における県立学校の今後の

あり方について。

近年、島原半島内の県立高校8校の入学者の
状況については、人口減少・少子化による生徒

数の減少や、半島外の私立高校などへの進学な

どにより、平成30年度からは全ての学校で募集
定員を満たしていない状況であります。

商業、工業、農業、進学校等で特色のある高

校については、それ相応の入学者を確保してお

ります。
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一方、入学者が募集定員の半数以下の高校も

見受けられますが、それらの高校の今後の存続

について、地元住民からは不安の声が届いてお

り、関心の高い課題でもあります。

そこで、それらの高校の今後のあり方につい

て、どのように考えているのか、お伺いをいた

します。

（2）世界遺産センターへの支援について。
市においては、平成30年に原城世界遺産セン

ターの整備を計画して以来、文化庁、県を交え

た協議が始まり、発掘調査、事業地周辺の調査、

文化財に関わる各種計画への事業計画の記載な

どの調査を実施してまいりました。

そのように事業の推進に格別のご尽力を賜っ

た結果、内閣府のデジタル田園都市国家構想交

付金の地方創生拠点整備タイプが長崎県下で初

めて採択をされたところであります。

この事業は、令和5年から7年の3か年の計画
であり、地方創生の推進に資する事業として注

目を集めております。

現在、令和8年度の世界遺産センターの開館
に向け、設計業務等を進めておりますが、地域

の起爆剤と期待をしており、人口減少等で地域

の活力が低下している中で、コロナ禍の影響で

落ち込んだ来訪者の回復や観光消費を拡大させ

るためにも、早期の完成を望んでおります。

一方で、遺産センターが原城跡に近接した場

所に建設されることから、遺産影響評価が必要

と聞いております。

市においては、本年10月中旬に「南島原市世
界遺産影響評価委員会」が開催をされる予定で、

報告書の取りまとめが完了する見込みであると

お聞きをしております。

報告書は、世界遺産の価値に影響を及ばさな

いよう、5年以上の歳月をかけて業務内容を検

討した結果、影響は「ない」、あるいは「軽微」

という結論に落ち着くのではないかとお聞きを

しているところであります。

この事業を令和7年度までに完了させ、確実
に供用開始できるように進めていく必要がある

と考えておりますが、今後のスケジュールを含

めて懸念される点などないか、県の見解をお伺

いいたします。

9．警察行政について。
まずもって、中山 仁本部長、ご着任おめで

とうございます。

県民の安全と秩序を維持し、犯罪の防止に努

めていただき、長崎の治安や安心・安全を守っ

ていただき、犯罪のない長崎のため、職務に推

進していただきたいと思います。

（1）ニセ電話詐欺の現状と今後の取組みに
ついて。

近年、全国において広域的な関連が疑われる

強盗事件等に関する報道が取り沙汰されており、

検挙された犯人の多くは、闇バイトを募集する

サイトをきっかけに、強盗やニセ電話詐欺に加

担しているなど、インターネット空間を利用し

た凶悪な事件が増加しているように感じており

ます。

全国のニセ電話の被害額は、2022年は370億
8,000万円と8年ぶりに増加、今年も5月末現在、
前年同期現在、153億6,000万円と前年の23％増
となっております。

長崎県においては、昨年は約2億円、被害件
数は113件、本年8月現在認知件数は93件と、前
年同期と比べ20件増加しているものの、被害総
額1億4,600万円で、前年同期と比べ2,100万円
減少しております。

県内では、貴金属店等を狙った強盗詐欺事件

の凶悪事件は発生していないものの、ニセ電話
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詐欺で検挙された者の中には、ネット上におい

て、「闇バイト」等と記載された情報に応募し

た者がいたと聞き及んでおります。

毎日のように、ニセ電話詐欺被害の新聞記事

を目にするなど、改めて、県民一人ひとりが防

犯意識を高め、真に安全で安心な長崎県の実現

に向けて取り組む必要があると考えております。

県警察では、「身近に迫るニセ電話詐欺」、

「だまされないで 長崎！」と工夫を凝らした

広報啓発活動や、県内各地における各種防犯活

動等を展開され、被害を最小限に抑えられ、大

変心強く思っております。

そこで、2点お尋ねします。
ニセ電話詐欺の県内における犯行手口等の特

徴、ニセ電話詐欺の現状を受けて、今後どのよ

うに取り組むのかをお尋ねいたします。

以上で、壇上からの質問を終了し、以降は、

対面演壇席から再質問をさせていただきます。

ありがとうございました。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 中村議員のご質

問にお答えいたします。

総合計画の見直しに当たっての基本的な考え

方はとのお尋ねをいただきました。

今般の総合計画の一部見直しについては、現

在、策定を進めている「新しい長崎県づくり」

のビジョンの実現に向け、より重点的に注力し

たい分野の施策の追加を図るとともに、計画策

定後に生じた新型コロナウイルス感染症の影響

のほか、社会経済情勢の変化などに適切に対応

することとしております。

具体的には、現行の総合計画に記載がない取

組項目と、その成果を測定する数値目標の追加、

または変更を行うこととしております。

また、本年度は、5年間の計画期間の中間年

に当たることから、数値目標の進捗状況を踏ま

え、既に目標を達成したものは上方修正を行う

など、総合計画を推進していくために必要な見

直しを行っており、今後、県議会のご意見等を

伺いながら、検討を進めてまいりたいと考えて

おります。

残余の質問につきましては、関係部局長から

答弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） 私から、総合計画

見直しの主な内容と、その理由、背景のお尋ね

について、お答えいたします。

総合計画見直しの具体的な内容としまして、

「新しい長崎県づくり」のビジョンの実現に向

けた施策の追加においては、健康分野における

遠隔医療の推進のほか、イノベーション分野に

おいて、ドローンの利活用の促進や次世代モビ

リティにおける実証実験等の推進の項目を反映

しております。

また、社会経済情勢の変化などに伴い、中学

校部活動の地域移行などについて、事業群の新

設や取組項目の追加等を行うとともに、最終目

標を達成した各項目の成果指標の上方修正等を

行ってまいりたいと考えております。

一方で、コロナ禍の影響により、目標の達成

時期を後ろ倒しする必要が生じたことから、国

際定期航空路線の利用者数等について、令和7
年度の目標を下方修正することとしております。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）今後の財政運営につ

いて、2点お答えを申し上げます。
まず、基金残高を維持・確保しながら安定し

た財政運営を図る必要があると認識しているが、

県の見解をとのお尋ねでございますが、本県は、

自主財源に乏しく、脆弱な財政構造にある中、
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令和4年度は、新型コロナや物価高騰への対策
などに力を注ぎつつ、県税収入の確保や地方交

付税の増額等により、財源調整のための基金を

取り崩さない財政運営を達成し、残高も地方交

付税精算分を除き、353億円を確保することが
できました。

しかしながら、本県の財政を取り巻く環境は、

実質的な公債費の増加等により、令和7年度以
降は基金の取り崩しが見込まれ、さらに厳しさ

を増していくものと考えております。

そうした中で、災害等の突発的な事象や様々

な行政課題に対応していくためには、一定規模

の基金が必要と認識しており、引き続き、歳入・

歳出両面からの収支改善や、将来の公債費抑制

に向けた対策のほか、施策の一層の重点化等に

も取り組み、安定的な財政運営に努めてまいり

たいと考えております。

次に、今後の県債残高の見通しと対策につい

てのお尋ねがございましたが、今般、策定した

「中期財政見通し」において、令和10年度の臨
時財政対策債を除く県債残高は8,888億円とな
り、令和4年度末の8,340億円と比較して548億
円の増加を見込んでおります。

そのため、引き続き、公債費と県債残高を適

正に管理していくことが重要と考えており、具

体的には、公債費の実質負担に係る長期シミュ

レーション等も踏まえながら、地方交付税措置

率の高い有利な県債の活用や、各年度の公債費

負担の平準化などに力を注いでまいりたいと考

えております。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君）私の方から、「ゼ

ロゼロ融資」に関連しまして、2点お答えさせ
ていただきます。

まず、県内の倒産状況及び借換需要に対応し

た県制度融資の実績についてのお尋ねでござい

ます。

県内における負債総額1,000万円以上の倒産
状況につきましては、本年1月から8月までで25
件となっており、同じ期間で比較いたしますと、

昨年の33件、また、コロナ禍前の令和元年の27
件と比べても低い水準となっております。

また、借換需要に対応した県制度融資につき

ましては、本年1月から新たに「緊急資金繰り
支援資金（伴走支援・借換）」の運用を開始し

たところであり、本年1月から8月末時点で814
件、184億円が活用されている状況であります。
次に、借入金返済に苦慮する事業者への対応

についてのお尋ねでございます。

県では、これまでも金融機関に対して、事業

者からの返済条件の緩和や借換えの相談等に迅

速かつ丁寧な対応を図られるよう、定期的に開

催しております「中小企業経営安定対策連絡会

議」の場などにおいて、適宜、要請を重ねてき

たところであります。

今後も、機会を捉えて、ご理解とご協力をお

願いしてまいりますとともに、引き続き、商工

団体等との意見交換を通じて、事業者の状況把

握に努め、関係機関と連携しながら、適切な資

金繰り支援に取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）生活福祉資金特

例貸付の現在の償還状況についてのお尋ねです

が、生活福祉資金特例貸付の償還については、

資金の種類や貸付けの申請の時期により開始時

期が異なっており、今年1月からの償還対象は、
緊急小口資金と総合支援資金を合わせ、2万783
件、約69億7,000万円となっております。
そのうち本年7月末現在で218件、約5,000万
円の償還が完了しており、8,814件、約30億
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2,000万円については、住民税非課税世帯のほか、
生活保護の受給等一定の要件に該当し、償還免

除が決定しております。

残る約39億円については、償還が未了のもの
でありますが、病気療養中や、失業、離職中で

ある場合など、償還が困難であると認められる

借受人等891件に対しては、原則一年間の償還
を猶予しており、今後も貸付けの実施主体であ

る県社会福祉協議会において、借受人の個々の

状況に応じた適切な対応を実施してまいります。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、農業振

興について、2点お答えをさせていただきます。
まず、南島原市おけるスマート農業の推進に

ついてのお尋ねですが、スマート農業技術の導

入は、生産性の向上や省力化につながることか

ら、県では、南島原市においても、実演会や研

修会の開催、いちごでのＩＣＴ機器の実証など

に取り組んでまいりました。

その結果、長崎型統合環境制御装置が、いち

ごの収量向上に大きく貢献することが明らかに

なり、令和4年度には、その成果を見た若手の
施設園芸農家20戸が、同じ装置を導入するなど、
スマート農業が広がり始めております。

今後も、引き続き、南島原市と連携し、機器

の導入支援やデジタル人材の育成等を進め、快

適で、もうかる農業の実現に向け、スマート農

業を推進してまいります。

次に、南島原市における「みどりの食料シス

テム戦略」の推進についてのお尋ねですが、令

和3年に策定された国の「みどりの食料システ
ム戦略」は、食料・農林水産業の生産力向上と

持続性の両立をイノベーションで実現させるた

めの戦略であり、具体的な目標として、2050年
までに化学農薬の使用量を50％、化学肥料の使

用量を30％低減させることなどが掲げられて
おります。

南島原市においては、本年3月に、本県初と
なるみどり戦略に基づいた「オーガニックビレ

ッジ宣言」を行い、「南島原オーガニック協議

会」を設立するなど推進体制を整備し、6月に
は有機野菜を使用したカレーが、市内の全小中

学校の給食に提供されたところです。

県といたしましては、引き続き、南島原市と

連携しながら、有機や特別栽培を実践する農業

者の「ながさきグリーンファーマー」認定や、

新たに学校給食向けに有機米を栽培する農業者

への技術支援などに取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 私から、2点お答え
いたします。

まず、ガザミの栽培漁業について、県の取組

とその成果についてとのお尋ねでございます。

有明海におけるガザミの放流は、沿岸4県が
協調した取組を進めております。

これまで実施したＤＮＡ標識を用いた放流効

果の検証により、放流場所を湾奥部とすること

で高い効果が得られることが判明し、昨年は4
県合わせて870万尾の稚ガニを湾奥部中心に放
流をしたところでございます。

また、卵を持った親や小型個体の再放流試験

を行うなど、効果的な放流技術の開発にも取り

組んでおります。

このような取組により、南島原市内主要2漁
協のガザミの漁獲量は、平成30年の8トンから
昨年は15トンと増加傾向にあり、漁業者の方々
も、その効果を実感されております。

県としましては、引き続き、ガザミをはじめ、

それぞれの魚種に応じた栽培漁業を積極的に推

進し、有明海の水産資源の回復を図ってまいり
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ます。

次に、ワカメ養殖で発生する生育不良の原因

は何か、その対策にはどういったものがあるか

とのお尋ねでございます。

これまで行ってきた現地調査の結果、10月か
ら1月の高水温による影響やクロダイによる食
害が、ワカメ生育不良の原因だと考えておりま

す。

生育不良の対策として、種糸を適宜追加でき

るよう、種の安定培養技術を漁業者に指導する

とともに、高水温に強いワカメの選抜育種に取

り組んできたところであり、今年度からは、防

除ネットの設置期間や規模の検討など、食害を

軽減する技術開発にも着手しております。

今後とも、漁業者と連携し、ワカメ養殖の安

定生産に向けた対策を講じてまいります。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 私から、3点お答え
させていただきたいと思います。

まず、土木行政についての中で南島原市深江

町から口之津町間の道路整備に関する検討状況

について、お尋ねをいただいたところでござい

ます。

この区間を含めました島原半島地域の幹線道

路網につきまして、今年1月から、国、そして
地元関係市との検討会を行っております。

現在、沿線地域や道路の状況等につきまして

整理するとともに、まちづくりや産業・観光な

ど道路整備を必要とする地域の活動について、

情報収集を行っているところでございます。

このうち、深江町から口之津町間を含む半島

の南部地域につきましては、令和3年度から調
査を行っておりまして、物流や混雑状況など地

域や道路の課題につきまして、先行して整備を

進めてきております。

引き続き、地域の意見をしっかりと聞きなが

ら検討を進めてまいりたいと思います。

次に、土木行政の中で小浜北有馬線（大亀～

矢代工区）の進捗状況について、お尋ねをいた

だきました。

この大亀～矢代工区につきましては、トンネ

ル896メートルと橋梁1橋で構成されており、今
年度は令和4年度の補正予算と合わせて約20億
円を確保し、整備を進めているところでござい

ます。

このうちトンネル工事につきましては、今年

5月に掘削を開始し、8月末時点では140メート
ルまで掘り進んでおります。

また、橋梁につきましては、これまでに橋脚

の施工を終えており、今月から橋桁のコンクリ

ート打設に着手したところでございます。

令和7年度末ごろの開通を目標に、残る工事
の進捗に努めてまいりたいと思います。

次に、河川等の内水氾濫対策のための総合的

な取組について、お尋ねをいただきました。

現在、県管理の32河川におきまして、河道拡
幅を目的とした堤防や護岸の整備を進めており、

また、河川の維持管理の面からは、河道内のし

ゅんせつ、伐採等によりまして、流下断面の確

保に努めております。

これらのハード対策によりまして、出水時の

河川の水位上昇を抑え、内水氾濫対策にも寄与

できるものと考えております。

今度は、ソフト対策の面からですけれども、

県におきまして、今年度末までに全ての管理河

川の「洪水浸水想定区域図」を作成し、その後、

これをもとに各市町におきまして、洪水ハザー

ドマップ整備を予定しております。

また、県では、水防活動や避難活動の支援の

ため、河川水位等の防災情報を提供するシステ
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ムを運用してきておりまして、昨年は、スマホ

でも閲覧しやすい環境を整えております。

引き続き、関係部局及び市町との連携を図り

まして、総合的な防災・減災対策に取り組んで

まいりたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）私の方から、

内水氾濫対策について、お答えさせていただき

ます。

県はどのような想定をもって内水に備えてい

るのかとのお尋ねですけれども、下水道におけ

る対策につきましては、排水施設を管理してい

る市町が主体で行っており、過去の浸水被害な

どを踏まえて、排水ポンプ場、雨水貯留槽等の

整備が進められております。

また、令和3年7月には「水防法」が改正され、
想定し得る最大規模の降雨を踏まえた雨水出水

浸水想定区域の指定が、地下街に加え、浸水被

害が想定される住宅街等へ拡大されました。

現在、対象となる11市町のうち指定が完了し
た市町はありませんが、5市町については、指
定時期を定めたうえで取組が進められておりま

す。

県では、今後とも、市町への必要な助言や国

の予算確保に努めるとともに、内水ハザードマ

ップ作成における先進事例の紹介など、支援を

してまいります。

〇議長（徳永達也君） 危機管理部長。

〇危機管理部長（今冨洋祐君） 私からは1点、
河川等の内水氾濫対策について、避難計画の策

定、災害対応訓練にどのように取り組んでいる

のかとのお尋ねでございます。

大雨による災害については、河川の氾濫や土

砂災害など様々ですが、危険な場所から速やか

に避難することが重要であることから、県、市

町が連携しながら、各防災計画に基づき、避難

指示等の実施要領やハザードマップの作成、防

災行政無線等を活用した情報発信、防災訓練の

実施など、住民の意識啓発や関係機関の連携強

化、対応力向上に努めてきたところです。

また、「水防法」には、市町村は、雨水出水

浸水想定区域を指定した際には、内水氾濫に備

えた避難計画や避難訓練について、防災計画に

定めることと規定されております。

県内の市町においては、令和3年の法改正に
伴い、区域指定を進めていくという段階であり、

その後の防災計画の見直しに向け、先進自治体

の取組など、情報収集を行いながら市町を支援

してまいります。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）島原半島内

の高校の今後のあり方について、どのように考

えているかとのお尋ねでございます。

少子化の進行によりまして、島原半島など離

島・半島地域の県立高校では小規模化が進んで

おり、市町の首長からも、学校を維持できなけ

れば地域の活力低下につながるのではないかと

危惧する意見をいただいているところでござい

ます。

また、国におきましても同様の問題意識から、

高校を地方創生の核として位置づけ、地域人材

との交流や、地域と密着した小規模校ならでは

の取組を進める方策が検討されているところで

あります。

これらを踏まえ、今年度から市町と連携して、

高校の魅力化と地域の活性化を一体的に進めて

いくこととしておりまして、人や産業など地域

の資源を活用した学びを推進するための新たな

取組をスタートさせたところでございます。

これから10年後、あるいは15年後におけます
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島原半島内の高校のあり方を考える時は、学校

の適正規模を考慮しつつ、時代や地域のニーズ

に合った未来の高校の姿を、地域の方々と一緒

に描いていきたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君）原城跡世界

遺産センターの令和7年度完成に向けて、懸念
される点はないのかとのお尋ねでございます。

この世界遺産センター整備事業に関する遺産

影響評価につきましては、文化庁との協議の結

果、「世界遺産条約履行のための作業指針」に

基づきまして、報告書をユネスコへ提出する必

要がございます。

この提出した報告書に対しまして、回答があ

るまでの間は、工事等による事業地の改変を避

ける必要がございます。これによりまして事業

スケジュールの再検討が必要になるものと考え

ております。

県といたしましては、市による事業スケジュ

ールの再検討に当たりまして、遺産影響評価報

告書の取りまとめに関する支援、ユネスコへの

報告書提出のための関係委員会の迅速な開催な

ど、一刻も早い報告書の提出につなげられるよ

う、最大限の協力を行ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君） 私から、2点お答
えいたします。

まず、県内におけるニセ電話詐欺の犯行手口

等の特徴についてのお尋ねでございます。

ご指摘いただきましたとおり、本年8月末現
在のニセ電話詐欺の認知件数は93件でありま
すが、このうち未払いの料金があるなど、架空

の事実を口実として金銭等をだまし取る架空料

金請求詐欺が65件で最も多く、全体の約70％を
占めております。

中でも、パソコンでインターネットを閲覧中

にニセのセキュリティ警告等を表示し、金銭等

をだまし取ろうとする、いわゆるサポート詐欺

の認知件数が31件で、架空料金請求詐欺全体の
約48％を占めております。
また、犯人への金銭等の交付形態は、コンビ

ニエンスストアでの電子マネーカードの購入を

促されたうえ、購入したカードの番号を伝えさ

せてだまし取る電子マネー型が49件となって
おり、全体の約53％を占めております。
次に、ニセ電話詐欺の現状に対する今後の取

組についてのお尋ねでございます。

県警察では、これまでニセ電話詐欺被害防止

対策として、警察官による高齢者宅訪問、新聞

やテレビなどのメディアやＳＮＳ、防災行政無

線など、あらゆる手段を用いて注意喚起及び広

報を行ってまいりました。

今後も、県民の皆様が被害に遭わないために、

ニセ電話詐欺等被害防止広報大使の前川 清さ

んを起用した「サポート詐欺被害防止」をテー

マとするＣＭ広報や、ニセ電話詐欺被害防止コ

ールセンターからの電話による注意喚起など、

県民の皆様一人ひとりに防犯意識を高めていた

だくための取組を推進していくことといたして

おります。

特に、本県は、電子マネー型の被害が多いこ

とから、電子マネーカードを販売するコンビニ

エンスストアを対象とした研修会を開催するな

ど、関係者の方々と連携した被害防止対策を進

めております。

県警察といたしましては、引き続き、こうし

た関係者の方々や関係機関と連携をして、被害

防止のための取組を推進してまいります。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員―24番。
〇２４番（中村一三君）ご答弁ありがとうござ
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いました。再質問を何点か、残った時間、した

いと思います。

総合計画の一部見直しについて質問をいたし

ますけれども、本定例会には、総合計画の一部

見直しの素案とともに、「新しい長崎県づくり」

のビジョンの素案についても、お示しをされて

いるところであります。

このビジョンの素案については、県民の皆様

と一緒に「新しい長崎県づくり」を推進してい

くため、重点的に取り組む分野として、「子ど

も」、「交流」、「イノベーション」、「食」

及び「健康」の5つを掲げられ、分野ごとに概
ね10年後のありたい姿と、その実現に向けた施
策の方向性が示されているところであります。

そこで、お伺いをいたしますが、県では、県

政の基本的な計画である総合計画に沿って一部

見直しを図りながら、取組を進められている中

で、このビジョンが総合計画とどのような関係

になるのか、お伺いをいたします。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）総合計画につきま

しては、県政の概ね全分野を網羅する県政運営

の基本的な計画となっております。

一方、今般のビジョンは、重点的に取り組む

5つの分野に特化して、ありたい姿と施策の大
きな方向性をわかりやすくお示しし、様々な立

場の関係者が思いを一つにして有機的に連携し

ながら、取組を進めるための旗印としたいと考

えております。

なお、ビジョンの実現に向けては、総合計画

に取組の記載があるものは、その方向性に沿っ

て、さらに力強く推進することとし、総合計画

に反映すべきものは、今回の一部見直しに盛り

込んでまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員―24番。

〇２４番（中村一三君） 財源、財政について、

要望いたしたいと思います。

先ほど、財源調整のための基金や県債残高に

ついて、お尋ねをし、答弁をいただきました。

私は、この基金や県債残高は、本県の財政状

況を示す大きなバロメーターの一つであり、そ

の状況をしっかりと注視していくことが、安定

的な財政運営を行っていくうえで極めて重要な

ことだと考えております。

県におかれては、引き続き、こうした状況に

留意しながら、収支改善や施策の重点化などに

着実に取り組み、持続可能な財政運営の実現に

力を注いでいくことを要望し、次の質問に移り

たいと存じます。

次に、生活福祉資金に関して、再度お尋ねを

いたします。

先ほど、償還免除や償還猶予の現状について、

お答えをいただきましたが、そういった要件に

該当しないもの、再建のめどが立たない借受人

もいるのではないかと思います。

そのような方々に対して、きめ細やかな配慮

をしていく必要があると思いますが、どのよう

に対応されるのか、お伺いをいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）お答え申し上げ

ます。

借受人の中には、収入の減少等により日常生

活に困難を抱えている方もいることから、県社

会福祉協議会において、償還開始後も免除や猶

予等の案内を行うほか、借受人に対しアプロー

チをしていく中で、継続的支援が必要とされる

場合には、自立相談支援機関における就労や家

計改善などの支援につなげております。

今後も、引き続き、県社会福祉協議会や相談

窓口となる市町社会福祉協議会と連携しながら、
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借受人の生活再建に向け、積極的にフォローア

ップ支援を実施してまいります。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員―24番。
〇２４番（中村一三君） 農業行政について、2
点お尋ねをいたします。

農地の基盤整備についてでありますが、担い

手への農地集積による規模拡大や大型機械の導

入等による生産向上を図るため、農地の基盤整

備を進められております。

そこで、現在、南島原市で進められている農

地の基盤整備事業実施地区の進捗状況と、今後

の新規地区の予定について、お尋ねをいたしま

す。

また、農地の基盤整備を計画的に進めていく

には、何よりも農業農村整備事業予算が確保さ

れることが最重要だと思っております。

そこで、令和6年度に向けた国の概算要求の
状況と、本県の予算確保に向けた取組状況につ

いて、お伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）南島原市における農

地の基盤整備の昨年度末時点の進捗でございま

すが、空池原地区95％、見岳地区83％、馬場地
区18％、津波見地区2％となっており、今後の
新規地区として2地区の予定で早期の事業着手
に努めてまいります。

また、国の令和6年度概算要求額は、対前年
度比120％の5,338億円となっており、県といた
しましては、今後も政府施策要望等あらゆる機

会を通じまして、予算確保を国に強く要望して

まいります。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員―24番。
〇２４番（中村一三君）しっかりと予算確保に

向けて、頑張っていただきたいと思います。

次に、いちごの輸出促進について、1点お尋

ねをいたします。

市においては、いちごを中心に施設の環境整

備技術導入が進められており、導入された農家

は、収量が増加するなど効果が出始めておりま

す。そしてまた、本年度の11月18日に行われる
長崎県農林業対象の農林水産大臣及び県知事賞

は、南島原市のいちご農家が受賞されています。

こうした農業の効果を農業所得の向上につな

げていくためには、販売先の確保・拡大が必要

かと思いますが、今後、人口減に伴う国内需要

の減少を考慮すると、海外における販売先の確

保を図っていくことが重要になってくると考え

ます。

そこで、南島原市におけるいちごの輸出の取

組状況と、県として今後どのように輸出拡大に

向けて取り組もうとしているのか、お尋ねをい

たします。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）南島原市のいちご産

地では、平成29年に香港、シンガポール向けの
輸出が開始され、令和2年にはタイ向けの輸出
に必要な梱包施設の認証を取得されました。

さらに、今年度からは新たにマレーシアへの

販路開拓を図るなど、積極的に輸出先国、輸出

量の拡大に取り組まれております。

県といたしましては、南島原市のいちご産地

の優良事例も参考に、本県農産物のさらなる輸

出拡大を図るため、現地商社や販売店等に対す

るトップセールスや、長崎フェアの開催などに

取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員―24番。
〇２４番（中村一三君）よろしくお願いをいた

しておきます。

いちごの産出額は、南島原市においては31億
円と、全国でも5位を、そして、県内において
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も2位というすばらしい成績を残しております。
ほかの品目においても、南島原市だけでなく、

本県の農産物のさらなる輸出拡大を目指してい

ただきたいと思っております。

次に、藻場の需要性については､再質問を割愛

をさせていただきます。

次に、海底耕うんについて、質問させていた

だきます。

平成26年度から30年度にかけて5年間、また、
令和2年度から現在まで、漁場の環境改善を目
的とした海底耕うんの事業が実施されておりま

す。

この事業は、令和6年で終期を迎えると聞い
ておりますが、漁業者は、この事業終了により、

再び漁場環境が悪化することを懸念しておりま

す。

有明海沿岸での漁業を支える事業として、こ

れまでの取組の効果が軽減しないようにするた

めにも、事業の継続が必要と考えておりますが、

県は、今後、その事業実施について、どのよう

に考えているのか、お伺いをいたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君）有明海沿岸で実施し

ている海底耕うん事業につきましては、海底の

攪拌により酸素が供給され、底質のＣＯⅮの低

減や底生生物の増加など漁場環境の改善が図ら

れており、種苗放流の効果と相まってガザミの

漁獲量の増加などにつながっているものと考え

ております。

県としましては、依然として低い水準にある

有明海の漁獲量の回復・増大を図るためには、

漁場環境の改善に継続的に取り組む必要がある

と認識しており、今後、現行事業の効果の検証

を行いつつ、事業の継続に向け、国に要望して

まいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員―24番。
〇２４番（中村一三君） 土木行政について、再

質問いたしますが、夏吉地区の災害復旧と山口

南有馬線の整備については、割愛をさせていた

だきます。

次に、完成した堂崎港の埋立地について、お

伺いをいたします。

堂崎港埋立地については、全体の約22ヘクタ
ールのうち7ヘクタールは、令和2年度に埋立て
が完了し、現在、南島原市やＪＡ島原雲仙に払

い下げられ、活用されており、残り15ヘクター
ルは、今年度の埋立て完了が予定されていると

ころであります。

残る埋立地においても、企業誘致として活用

することで新たな産業や雇用が生まれ、南島原

市の活性化につながる重要な用地と考えており

ます。

そこで、埋立地の完了後の手続等について、

お尋ねをいたします。

また、埋立地内の道路整備の予定について、

お伺いをいたします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）堂崎港埋立地につき

ましては、今年度、県において竣工手続を行い

ます。その後、市議会の議決を得まして、来年

秋頃に登記が完了し、企業用地としての活用が

可能となります。

埋立地内の道路についてですが、幹線となる

道路につきましては県で、周回道路等の支線は、

南島原市で整備する予定でございます。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員―24番。
〇２４番（中村一三君）河川等の内水氾濫対策

について、お尋ねをしたいと思いますが、先ほ

ど答弁をいただきましたが、その中で排水施設

を管理している11市町の全てが、まだ雨水出水
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浸水想定地域の指定を完了していないとの答弁

がありましたが、つまり指定が進まないと、避

難計画の策定や避難訓練ができないということ

になると思いますが、「水防法」が令和3年7月
に改正され、2年経過しておりますが、その間、
全国各地で大きな内水氾濫被害が発生しており、

危険と隣り合わせの生活が続いている地域が数

多く存在しているというふうに感じております。

先ほど答弁で、5つの市町については、指定
に向けた検討が進められているとのお話でした

が、残りの市町についても、一刻も早く指定が

なされ、県民の安全が確保されるように、県も

市町に寄り添って進めていただきたいと要望を

いたしておりますが、この5つの市町において
は、長崎、あるいは佐世保等は、このような計

画を今進められているんですか、その点、1点
だけお願いします。

〇議長（徳永達也君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）指定時期を

定めて取り組む5市町でございますけれども、
そこの中に長崎市、佐世保市は入っておりませ

ん。

状況としまして、両市からは、指定に向けた

準備段階として、斜面地が多い地形上の特性か

ら雨水出水浸水想定区域は、既に作成済みの洪

水ハザードマップにおける浸水想定区域と大部

分が重複すると想定されて、その取扱いの検討

などに時間を要しているというふうに聞いてお

ります。

県としましても、早期に雨水出水浸水想定区

域の指定がなされるよう、市町に対して必要な

助言等を行ってまいりたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員―24番。
〇２４番（中村一三君） しっかりと長崎、佐世

保等の都市部においては、その計画を早く進め

ていただきたいと思います。

次に、県立高校における今後の取組について、

要望しておきます。

高校の魅力化と地域の活性化を一体的に進め

ていく答弁がありましたが、それも一定は理解

はできますけれども、南島原の場合は、特に、

人口の減少が著しく、中学生の生徒も非常に少

なくなっております。

私は、特色のある学校としては、現在でもト

ップクラスの国見高校、後で、委員会で、これ

については言います。時間がございません。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。

─ 午後 ２時３１分 休憩 ─

― 午後 ２時４５分 再開 ―

〇副議長（山本由夫君）会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）（拍手）〔登壇〕皆様、

こんにちは。

佐世保市・北松浦郡選出、改革21、社会民主
党、堤典子でございます。

本日は、多くの皆さんに傍聴いただいていま

す。ありがとうございます。

それでは、通告に従い、一問一答方式で一般

質問を行っていきます。理事者の皆様、ご答弁

よろしくお願いいたします。

1、パートナーシップ制度の導入について。
同性パートナーシップ制度、パートナーシッ

プ宣誓制度など、幾つか呼び方はありますが、

いわゆるパートナーシップ制度は、自治体が同

性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め、
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証明書を発行する制度です。

ＬＧＢＴＱのカップルに対して、今年の5月
末現在、全国で328自治体が導入し、人口カバ
ー率は70.9％に上ったと報じられています。
本県では、この10月から長崎市に続いて大村

市でも導入されるということで、制度がさらに

進むことになります。九州では県単位で、佐賀

県、福岡県で既に導入をされています。

このパートナーシップ制度について、私が取

り上げるのは今回がはじめてですが、これまで

何度となく一般質問で取り上げられてきました。

これまでの答弁で、市町との意見交換、先進自

治体の情報などの検証、課題や問題点等につい

て整理していきたいとありましたが、導入に向

けての残された課題はどういったことなのか、

お尋ねします。

以下の質問は、対面演壇席より行います。

〇副議長（山本由夫君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）パートナー

シップ制度につきましては、制度を導入した場

合の制度の適用範囲、利用者に提供する行政サ

ービスの内容や市町との連携、民間事業者のサ

ービス提供への影響など、様々な課題を検討す

る必要があります。

具体的には、制度の適用範囲では、対象者の

範囲をどこまでとするか、また利用者に提供さ

れるサービスがどこまで可能かなどが整理すべ

き課題であります。

また、市町との連携につきましては、現状に

おいて市町の意見として、提供するサービスに

ばらつきが生じない方がよいとの考えが多い一

方で、県が制度を導入した場合の市町の取扱い

について具体的な検討が進んでいないといった

課題がございます。

このため、今月には、改めて市町担当課長会

議を実施し、情報共有や意見交換を行ったとこ

ろですが、引き続き、市町や関係団体等に意見

をお聞きしながら検討を進めてまいります。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）佐世保市の人権施策審

議会は、昨年も一昨年もパートナーシップ制度

に関して、委員で意見交換をしています。いわ

く、本県では長崎市がはじめたが、その後に続

くところがない、佐世保市もその後に続いて同

じような取組ができたらと思う、性的少数者か

ら訴えがないから困っていないのではなく、世

界じゅうどこでも性的少数者が一定数いること

は自明のことである、佐世保市が人権を大事に

する市として名乗りを上げて、誰にとっても住

みやすい市だと取組を早急に進めていってほし

いという意見、また、昨年は、市議会議員や行

政の部長職とかで意見交換を行っているようで

すし、県で制度導入を行うことができれば、県

内の住民全てがその制度を利用できるというこ

とになるのではないかといった意見が出されて

いました。

昨年、性的少数者の若者支援に取り組んでい

る団体が行った調査では、この一年で自殺を考

えた20代の性的少数者ＬＧＢＴＱなどは48％、
自殺未遂を図ったのは14％だったという結果
が報告されています。一般的な自殺意識調査と

比べたところ、この一年で自殺を考えた割合、

自殺未遂をした割合は、いずれも性的少数者の

方が3、4倍高かったということです。
ＬＧＢＴＱといわれる性的少数者に関して社

会の認知度が一定程度上がってきた現在でも、

当事者がなお、自殺や孤独・孤立の高いリスク

を抱えている状況に変わりがありません。

この数年、コロナ禍の中で孤独・孤立や不安

が深刻化し、日本全体で自殺者が増加したこと
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が政府の自殺対策、孤独・孤立支援につながっ

てきました。その中には、性的少数者への支援

も取り上げられていますが、都道府県や市町村

段階での取組はまだまだ浸透してきていない状

況です。支援の手をきめ細かく広げていく必要

があります。パートナーシップ制度は、法的な

根拠はありませんが、性的少数者がその社会に

認められていることを示し、安心感につながり、

性的少数者への様々な施策を推進する原動力と

なります。当事者の皆さんから、制度ができる

ことを待ち望んでいる、県でぜひ取り組んでほ

しいという要望をいただいています。

大石知事は、パートナーシップ制度について、

導入の検討過程や導入後において性の多様性の

理解を深めるために寄与するものと考えている

と、意義のあるものだと認識していらっしゃる

ということですが、本県はなかなか市町へ広が

っていない状況です。県は丁寧に慎重に検討さ

れているところかとは思いますが、課題の整理

で足踏みをしていると、なかなか一歩を踏み出

せません。一定の結論をいつまでに出すのか、

お示しいただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。性的少数者が生きやすい社会づくりを

推進するために、パートナーシップ制度の導入

に向けての知事の決意のほどをお伺いします。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私は、県民が多様な性を

理解して、互いに認め合い、誰もが自分らしく

暮らせるまちづくりを目指したいと考えてござ

います。

パートナーシップ制度は、先ほど議員からご

指摘いただきましたけれども、導入の検討過程

であったり、また導入後において性の多様性の

理解を深めること、これに寄与するものと考え

ておりますけれども、一方で、整理不足のまま

で制度導入をいたしますと混乱を生じるおそれ

がございまして、いまだ検討すべき課題が残っ

ていると考えています。

今後、首長が参加をいたします県、市町連携

会議の議題に取り上げるなど、さらに市町や関

係機関等との意見交換を行いまして、丁寧に課

題整理を進めながら、制度導入の方向性の検討

を深めていきたいと考えております。

次に、導入時期について、ご質問をいただい

たかと思います。

今申し上げたとおり、整理不足のままで制度

導入といったものをしますと混乱を生じかねな

いといった状況にあると認識をしておりますの

で、現在、丁寧に課題整理を行っている段階で

ありますので、導入の時期を申し上げることは

できませんけれども、先ほど申し上げましたと

おり、今後も市町や関係機関等と意見交換を行

いながら、制度導入の方向性を検討していきた

いと考えています。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）導入の時期については

明言されませんでしたけれども、パートナーシ

ップ制度をつくるということは、性的少数者の

ことを無視していません、性的少数者も大切な

県民、市民だというメッセージを出すことです。

その意義をきちんと考えていただきたいと思い

ます。人権を尊重する長崎県、誰一人置いてい

かない県政を進めるために、パートナーシップ

制度を早急に実施されるよう強く要望して、次

の質問に移ります。

2、教育現場の課題について。
（1）教職経験の少ない若い教員の離職。
昨年もこの問題について、初任者の退職の実

態や、職場でのサポートとして新任教員として

赴任した学校で一年足らずで退職しているケー
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スがあると、一般質問で取り上げましたが、今

回、採用3年以内の20代の離職者の状況につい
て、お尋ねします。

以前は、教職の採用倍率が非常に高い中、正

規採用になるまで何度も何度もトライして、や

っと正規採用をつかみ取るか、受験年齢の制限

にかかってあきらめるか、そういう状況が長く

続いてきました。長崎県で学校の先生になりた

いという夢がかなわず他県を受験して去ってい

かれたり、年齢制限であきらめて、ほかの職に

就いたり、非正規で働き続けたり、そういう例

が幾つもありました。

その後、高齢職員の大量退職、それに伴い採

用数が増加して志願倍率が下がり、年齢制限も

撤廃されて、随分状況が変わってきました。も

ともと臨時的任用教員として勤務していた人の

正規採用が進み、講師名簿の登録者数が減少し

て、教員の欠員が出ても、なかなか補充ができ

ないこと、また教育現場の長時間労働、部活動

などの顧問による業務負担、給料などの待遇の

問題、保護者や地域住民などとの対応による負

担、様々な理由から、教職志望の学生が減少し

ているといわれています。

それとともに、今の若者気質として、教職に

対して夢や憧れを持って就きたいと思う人は以

前より少なくなって、何が何でもという強い気

持ちはない、仕事がうまくいかなければ自分に

は向いていないかもと考え、転職サイトの求人

情報に目を通し、もっと条件のいい仕事があれ

ば転職を考える、正採用になったから、ずっと

働き続けなければいけないとは思わず離職に抵

抗がない、そういった若者が増えてきていると

聞きます。

ある民間の研究所が、大学で教職課程を履修

し教員免許取得を予定していて、なおかつ教職

以外の進路を選択した学生にインタビューした

報告書があります。なぜ、彼ら、彼女らは教職

から、ほかの職へと志望を変更したのか。それ

によりますと、特に、教育実習に行ったときに、

よくも悪くも学校現場の現実を前にして、子ど

もと関わる楽しさ、やりがいを感じる一方、自

分はこのように一日の全てを仕事に捧げて追い

詰められるような働き方はとてもできないと離

れていっているというのです。一度は教職を志

した若者が夢をあきらめていくのは、何とも残

念な、教育現場にとって見過ごせない問題です。

改めて、採用3年以内の20代の離職者の状況
について、お尋ねします。

直近の3年間での離職者の数を校種別にお知
らせください。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君） 令和2年度
から令和4年度の3年間で、採用後3年以内に離
職しました20代の教員の数は、小学校49名、中
学校6名、高等学校6名、特別支援学校6名の計
67名でございます。これは採用者の全体の職員
に対する離職率としては3.3％となっておりま
す。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）小学校が採用数が多い

ですから、小学校の数が多いのは当然だと思い

ますし、中高、教科ごとに定数を満たす採用数

ということなので少なくなるのはわかるんです

が、3.3％と今言われましたけれども、民間の離
職者に比べると、はるかにこれは低い数字だと

思います。

しかし、せっかく教員になっておきながら、

やっぱり学校現場を去っていく人がいるという

のは、これはどうなんだろうかと思うわけです。

昨今の若者の仕事に対する考え方の変化を見
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据えつつ、若手教員を育てる視点を持ち続けて

いかないと、さらに深刻な事態を招きます。今、

高齢、ベテランの職員の大量退職の後、若い人

がどっと職場に入ってきて、教職の様々な経験

などが若い世代に引き継がれていない、そうい

う問題も起きているかと思うんですね。そうい

う中、ずっと働き続けてもらうためのサポート

が欠かせないと思いますが、どう取り組まれる

のか、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）若手教員が

やりがいを感じて仕事を続けていくためには、

何よりも自らの指導力を高めながら自信をつけ

ていくことが大切でありますため、そのサポー

トとしまして、5年目までの教員に対する研修
を充実させていることに加えまして、各勤務校

においては、日常の業務を通しまして、先輩教

師から学ぶＯＪＴを重視しているところでござ

います。

また、この7月に開催しました民間有識者で
構成します教職の魅力化作戦会議におきまして、

実効性のある教員のサポートを行うためには、

若い教員の声を聴くべきだという意見がござい

ましたので、先般アンケートを実施しましたと

ころ、その中で、「早く帰ることだけが働き方

改革になってしまっている」、あるいは「勤務

時間外の電話や学校外のトラブルの対応などに

時間を取られてしまう」などの回答も寄せられ

ておりますので、今後、可能なことから、その

改善を図って、若い教員にとってもやりがいを

感じられるような環境づくりに努めてまいりた

いと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）若い人たちの声という

のは非常に大事だと思いますし、やはりその声

に応えられるような教育現場をつくっていかな

ければいけないと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

今年採用されたある20代の若者の働き方に
ついて、ご紹介します。

4月から7月までの一月の時間外労働は、毎月
80時間以上、7月は103時間に上っています。こ
れには、持ち帰り仕事の時間は入っていません。

授業の空き時間は、不登校生徒や体調が悪い生

徒への対応で、教材研究や新採として指導案づ

くりをする時間は取れない、部活動は18時終了
だが、終わりの方しか行くことができない、こ

んな毎日だと言います。別の初任者は、病休を

取っていて、近々辞めるのではないか、そうい

うことも聞いています。

これは特別な、特殊な例ではなく、直ちに負

担軽減する必要があると思っています。しかし、

これについてはここでは取り上げず、別のとこ

ろで対応を求めることとします。若者気質の変

化がある一方で、このような厳しい現実がまた

存在しているということは受け止めていただき

たいと思います。

今、少子・高齢化、人口減少が進む中で、教

育現場にかかわらず、労働市場は空前の売り手

市場です。大学で教職課程を履修した学生が教

職に就かず、ほかの職種に流れていく、あるい

は長崎以外の都道府県を選択するというのは、

本県の教育にとって大きな損失です。もっと働

きやすい職場にするとともに、本県を受験し、

長崎の未来を担う子どもたちを育てるために働

いてくれる人を確保することが急務です。長崎

県を選んでいただくための本気で強力な手だて

が必要だと考えますが、どのように取り組まれ

るのか、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。
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〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）ご指摘がご

ざいましたように、採用倍率が低下しておりま

す厳しい現状を打破するには、学校現場で働き

ます教員の働きがいを高めて元気にする取組を

推進し、教職に対するマイナスイメージを払拭

していく必要があると考えております。

このため、学期中にはなかなか休暇を取るこ

とのできない教員が、夏休み期間を利用しまし

て、しっかりと休養して英気を養うこと、そし

て専門性や人間性を高める学びを主体的に行い、

その成果を子どもたちの教育活動に還元してい

くことを目的に、「夏休み充電宣言」、これを

全国に先駆けて今年度から取り組んでいるとこ

ろでございます。

また、テレビや新聞、ＳＮＳなどの広報媒体

を活用しまして、長崎県の魅力ある教員あるい

は教職のやりがい等を発信することで、本県の

教員を志願する方の増加を図っていきたいと考

えております。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）「夏休み充電宣言」に

ついては、この後で質問したいと思うんですが、

先日は、教員免許は持っているけれども、教職

経験のないペーパーティーチャーを対象とした

教員のなり手不足解消のためのセミナーを開催

されたと伺っています。そういった取組も含め

て、様々な方法で教員になる人をしっかり確保

していっていただきたいと思います。

（2）夏休み充電宣言（承認研修の充実）。
今、教育委員会教育長答弁にありましたよう

に、教員のなり手不足解消策として、「夏休み

充電宣言」を導入し、夏休み中の年休取得促進

と研修見直しに取り組むことを6月定例会にお
いて明らかにされました。

夏休み中に勤務校を離れて研修する承認研修

については、私は2021年、令和3年の11月定例
会の一般質問で取り上げました。教育公務員特

例法第22項2号、教員は授業に支障のない限り、
本属長の承認を受けて勤務場所を離れて研修を

行うことができる、これがあまり活用されてい

ないこと、この自主研修の充実が、教員の力量

を高め、教員としての幅を広げ、子どもに対す

る見方、接し方、授業やそのほかの教育活動の

改善につながり、子どもたちの学ぶ喜びや学力

の向上につながると確信するとして県の見解を

求める内容でした。この時の質問がほぼ活かさ

れた今回の提案について、私は高く評価するも

のです。

この「夏休み充電宣言」、一年目の状況は、

まだ夏休みが終わったばかり、これから検証し

ていくことになるかと思いますけれども、今の

時点で「夏休み充電宣言」の成果や次年度に向

けての課題はどんなところにあると捉えている

のか、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）「夏休み充

電宣言」の趣旨の一つは、これまで全国的にも

活用されてこなかった承認研修を夏休みの際に

充実させることにあります。

はじめての取組となりました今年度は、例え

ば、県内外の美術館や科学館、博物館での研修

あるいは長崎市の被爆遺構を一日かけて見学す

る研修等が行われておりまして、教員の皆さん

からは、「学校以外での研修は刺激的だった」、

「学習指導に活かせるものを生で見ることがで

きた」等の感想があったことから、一定の成果

があったものと考えております。

一方、課題といたしましては、従来の承認研

修のイメージから、ご指摘ありましたように、

なかなか今までやっておりませんでしたので、
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研修を願い出る教員にとりましても、研修を承

認します校長にとりましても、心理的なハード

ルが依然として高いということも伺っておりま

すので、承認研修に対する理解を一層深め、積

極的な活用を促していくことが必要であると考

えております。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）私が知り得た範囲内で

の現場の反応や意見をご紹介します。

重なるところはありますが、まず、承認研修

を取得したかどうかですけれども、一つの職場

で1、2名、またはゼロというところが多かった
ようです。承認研修を取ったことがない教員が

かなりの割合を占めているのではないかと思い

ます。

そういう意味では、この承認研修が次年度以

降、広くゆき渡るようにする必要があるかと思

います。

それから、この研修に関する現場での説明が

夏休みの直前と遅く、既に予定が入っていたり、

十分に説明がなかったという声があります。自

分を含め、大半の教員は意味をわかっていなか

ったのではないか、ほとんどが承認研修を取ら

なかったという学校、面倒だからと取らない人

がいた、部活動がネックになって、なかなか取

りづらかったという声も聞きました。

一方、今教育委員会教育長が言われたように、

取得した人からは、承認する内容が多岐にわた

っていて職員が申請しやすい雰囲気があった、

主体的で自由な研修を選べるようになったこと

はよかった、研修に対する意欲が増したなどの

声が聞け、好評だったことがわかります。

しかし、同じ内容の研修が認められる学校と

そうでない学校があるというちぐはぐな対応も

見られました。

私は、承認研修の充実ということは、一見遠

回りのようで、教職の魅力発信、長崎県の学校

教育の充実・発展につながるものであると思っ

ています。

繰り返しになりますが、強調したいことは、

様々な研修に取り組むことで本当に教員自身の

視野が広がり、子どもや教育に対する見方が深

まり、指導力の向上、心身のリフレッシュ、生

き生きと働き続ける、活力を生み出すことにつ

ながると思っています。それがひいては子ども

たちの豊かな学び、学力の向上につながると確

信しています。

今、教育委員会教育長が言われたように、申

請する側も承認する側も、承認研修の意義とか、

なぜ、これを推進するかということが十分に理

解されていない。承認研修は、所属長の承認が

あればできるんですが、そして、申請をして計

画書を出して報告を出すことで、どんな研修を

したかということが判断することができます。

ところが、あれはだめ、これはだめと入り口の

ところで縛りをかけている部分が多く見られま

した。制約を設けることに向かうのではなく、

幅広く柔軟に承認研修を拡大していくことが肝

要だと思います。次年度は、さらに充実した研

修ができるよう取組を強めていただくことを希

望します。

今回の「夏休み充電宣言」の中で、現場の教

職員から大きく期待されているのが、年休の付

与期間の変更です。つまり、年次休暇を1月1日
から12月31日までの暦年でカウントするので
はなく、夏休み明けの9月1日を起点として、翌
年の8月31日までの1年間とする変更です。今の
制度では、もしもの場合に備えて年休を残して

おくと、12月末までに消化し切れず残ってしま
うことが多いということです。8月末が期限に
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なれば、残った年休を夏休みに使いきることが

できます。学校現場から期待されている、この

付与期間変更に向けて、どのようなスケジュー

ルで進めていかれるのか、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）教職員の年

休の付与期間につきましては、今お話にありま

したように、現行の1月から12月までの取扱い
を、来年度以降は9月から翌年の8月までに変更
することとしております。

これによりまして、学校の夏休み期間中、教

職員が計画的に休暇の取りまとめができるよう

見直しを進めておりまして、これは九州では2
番目、全国では7番目の導入となっております。
来年の夏休みには、これまで以上に教職員の

休暇取得が促進され、心身の休養が実現します

よう、今後、関係規定の改正や制度の周知など、

円滑な実施に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）本当に制度の変更の周

知であったり、スムーズな移行ができて、現場

の皆さんからも活用されるように取組をしっか

りお願いしたいと思います。

3、椋呂路トンネル建設について。
この質問は、午前中に松浦市選出の石本議員

からありました。私も同じような質問になるか

と思いますが、石本議員は松浦市側から、私は

佐世保市側から質問をさせていただきます。

先月8月19日に、一般県道佐世保日野松浦線、
板山トンネルの開通式が行われました。大石知

事にも現地佐世保市世知原町にお越しいただき、

県選出国会議員、県議、市議、各自治体の首長

や地元の皆さん、工事関係者など、多くの皆さ

んとともに開通を祝いました。

また、8月30日には、椋呂路板山トンネル建
設促進期成会より、知事に対して要望活動が行

われたところです。

期成会は、2つのトンネルの名前を掲げて取
り組んでいますが、もう一つの椋呂路峠の方

は、佐世保市世知原町と松浦市を結ぶ道路です。

山間の急傾斜地にカーブが多く、道路が狭く、

大型車の通行や離合の妨げになるということで、

道路脇に駐車禁止の看板があちこちに立てられ

ています。冬季の積雪や路面凍結、雨の多い時

期の土砂崩れなどもたびたび発生してきました。

この道路の整備状況について、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）県道佐世保日野松浦

線の椋呂路峠についてですが、大型車の走行に

支障を来している区間の解消を目的といたしま

して、稗木場地区で2か所、木浦原地区で1か所
の合計3か所において整備を進めておるところ
でございます。

いずれの工区につきましても用地の取得は完

了しております。そして、現在、切り土工事な

どを鋭意進めているところでございます。引き

続き、残る工事の進捗に努めてまいりたいと思

っております。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君） 地元では、椋呂路トン

ネル、今、現道の工事の状況について、整備状

況について答弁いただきましたけれども、ここ

に椋呂路トンネルとして早期事業化着手に向け

て望む声が高まっているところです。

松浦市、それから佐世保市世知原町の一部は、

玄海原子力発電所の30キロ圏内にあります。原
発事故の際は、重要な避難道路の役割を果たす

道路となります。救急患者の搬送のためにも整

備が急がれるところです。また近年、自然災害
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が激甚化、頻発化する中にあって、災害時等の

避難路は幾つか確保しておく必要があると思い

ます。この椋呂路トンネルの事業化に向けた見

通しについて、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）椋呂路トンネルの建

設につきましては、現状の交通量が少なく、多

額の費用が想定されることから、費用対効果の

面におきまして課題があると考えております。

このため、板山トンネル開通後の交通状況な

どを調査したうえで、関係市とともに道路のあ

り方について検討を行いたいと考えております。

地域でこれから取り組まれる地域活性化の取

組、それによりまして道路の使い方が変わって

くると思いますので、そうしたところも踏まえ

て地域と意見交換をして考えていきたいと思っ

ております。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君） 通行量が今少なくて、

そして費用対効果の面が問題になるということ

を言われましたけれども、道路が改善されれば、

当然ながら通行量は増えます。これまでもあち

こちの道路で、トンネルが開通したことで通行

しやすくなったり、移動距離が短縮されたりし

て経済面、生活面の利便性が高まったところは

幾つもあります。

この早期の椋呂路トンネルの事業着手に向け

て取り組んでいただきたいと思っているわけで

すが、地元との協議をしっかり進めていただき

たい。そして、早期着手に向けた動きができる

ことを期待しながら、強く要望しながら、次の

質問に移りたいと思います。

4、盲ろう者等の選挙権の保障について。
国政選挙や地方自治体の選挙に関しては、選

挙のない時期であっても、私たちは現職の議員

や候補者に関して、ポスターやのぼり旗などを

目にしたり、演説会の案内を耳にしたりするこ

とはあります。

しかし、視覚や聴覚に障がいがある人は、通

常の生活においても様々な情報に触れる機会が

圧倒的に多くありません。視覚や聴覚に障がい

がある人、盲ろう者もいます。そういった人に

政見放送や選挙公報といった候補者や政党に関

する情報、また選挙日程や投票所などに関する

情報を届けるために、どのような取組をされて

いるのか、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君）選挙管理委員会委員長。

〇選挙管理委員会委員（堀江憲二君）視覚や聴

覚に障がいがある方への取組として、県選挙管

理委員会では、視覚障がい者の方に対し、国政

選挙や知事選挙において、候補者から提出され

た選挙公報全文を掲載した点字版、音声版、拡

大文字版の選挙公報を作成し、要望に応じて配

布しております。

また、政党名や候補者名を点字で記載した候

補者名簿を作成し、各投票所に備え付けており

ます。

視覚障がい者の方に対しましては、国政選挙

や知事選挙における政見放送において、政党や

候補者が選挙の種類に応じて、それぞれが手話

通訳や字幕を付けることができるようになって

おります。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）国政選挙では、点字版、

それから音声版、また拡大文字版など、そうい

うことで情報提供されているということですけ

れども、そもそも提供されているということす

ら知らない人も多くいます。テレビやラジオで

政見放送はあると言われても、番組表を見るこ

とすら困難な人がいます。
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よく私たちは、詳しくはＷｅｂでとか、こち

らのＱＲコードからご覧くださいとか、そうい

うことは毎日のように聞いたり、目にしたりす

るわけですが、そういったことが、障がいがあ

ることによって、なかなかすぐにはそういった

情報に届くことができない、そういう方もいら

っしゃいます。

したがって、選挙公報や行政無線などで視覚

障がい者向けの点字、音声などの公報があるこ

とをお知らせするようにしていただきたいと思

っています。

さらに、選挙公報の点字版、音声版、拡大文

字版は、国政選挙や県知事選挙では用意されて

いても、県議会、市町議会の議員選挙などでは

ごく一部にしか用意されていないと聞いていま

す。

選挙情報がないので、誰に投票するか決めら

れず、結局行かなかったという人がいました。

立候補者が多い自治体は大変だとは思うんです

けれども、こんな誰に投票していいか情報がな

いから決められないというような残念な結果に

ならないよう、有権者の元に情報を届ける仕組

みを今後しっかりつくっていただくことを要望

したいと思いますが、これについてはいかがで

しょうか。

〇副議長（山本由夫君）選挙管理委員会委員長。

〇選挙管理委員会委員（堀江憲二君）情報をし

っかり集めて、そういう届ける仕組みを今後も

つくっていきたいと思います。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）やはりそういった選挙

の情報がなかなか届かない皆さん、声を挙げる

のもなかなか難しいというか、そういう皆さん

のところにもしっかり届けられる仕組みという

のをそれぞれの選挙管理委員会で取り組まれる

ことをよろしくお願いいたします。

それから、公職選挙法によって、選挙公報は

候補者から提供されたものをそのまま掲載しな

ければならないとされています。公正、公平な

選挙となるためには大切なことですが、しかし、

これでは、視覚や聴覚、その両方に障がいがあ

る人たちにとっては不便です。また、選挙公報

に用いてある用語がわかりにくく、ろう者が理

解するのが難しいとも聞いています。これは知

的障がい者の中にもそういうことが当てはまる

ことがあるかと思います。

そこで、聴覚障がい者情報センターなどで、

ろうあ者に対して、立候補者の選挙公報の内容

を伝える説明会などがあれば、そういうものを

開催していただけるならば理解を助けることに

なるかと思っているんですけれども、聴覚セン

ターなどに委託してもらうなどの対応を取って

いただくことは可能でしょうか。

〇副議長（山本由夫君）選挙管理委員会委員長。

〇選挙管理委員会委員（堀江憲二君）そういう

選挙制度について、視覚障がい者等に対する情

報提供、それから仕組み、それをつくったり、

説明会をしたりということについても、今後ま

たじっくりと検討していきたいと考えます。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）今後検討していきたい

というご答弁ですので、改善されていくことを

期待したいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

総務省によると、公職選挙法では、投票所の

投票管理者がやむを得ない事情があると認めた

場合は、家族や手話通訳、介助員などが投票に

付き添うことを認めています。選挙公報の持ち

込みも禁じられてはいません。

ただ、第三者による不正な誘導を防ぎ、投票
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所で居合わせたほかの人への影響も考慮する必

要があることなどから、やむを得ない事情に明

確な基準はありません。自治体や投票所によっ

て、まちまちなのが現状だと聞いています。

私が聞いた範囲では、家族や介助者が付き添

えることを投票所で言われたことがないという

方ばかりです。しかし、当事者から申し出ない

ことには、そして、投票管理者が認めた場合に

限るということですから、恐らく周知されてい

ない、また、このことを投票所の関係者もほと

んどわかっているわけではないということなの

かと思っています。

視覚障がい者は耳が聞こえるので、誘導した

り、点字や代理投票の際の係の人の指示に従う

ことができます。しかし、盲ろう者は聞こえな

いので係員の指示を理解することは困難です。

普段一緒にいる家族、あるいは移動介助者が投

票が終わるまで一緒にいられるようにしていた

だきたいと思います。このことを全県下で実施、

周知されるよう改めてお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。

〇副議長（山本由夫君）選挙管理委員会委員長。

〇選挙管理委員会委員（堀江憲二君）公職選挙

法第58条第3項においては、「選挙人を介護す
る者、その他の選挙人と共に投票所に入ること

について、やむを得ない事情がある者が選挙人

と一緒に投票で入場することができるもの」と

いうふうに規定されております。

この介護者等の入場については、各投票所の

投票管理者において個別に決定されるものであ

りますが、本制度について、関係団体を通じた

お知らせやホームページへの掲載などにより周

知を図るとともに、市町選挙管理委員会に対し

て、選挙の際の説明会での注意喚起や事例集を

改めて周知するなど、今後とも介護が必要な選

挙人への適切な対応を図ってまいります。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）今までなかなかそのこ

とが周知されずに、投票所で非常に困っている

方がたくさんいたと思うんですね。今後の選挙

については、そういったところで付き添いがで

きるということを皆さんに知らせる、そして説

明会のときにも十分そのことをゆき渡らせる、

そういったことを通して、一人ひとりの選挙権

の保障について取り組んでいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

次に、全国の5つの県の知事選挙において、
投票したい候補者に丸をつける記号式投票制度

を導入しているところがあります。障がい者や

高齢者、病気などのために候補者の名前を書く

ことが困難な人にとっては投票がしやすくなる

制度だと思いますけれども、全国で5県しか行
われていないということは、よい面も不都合な

面もあるということかと思います。記号式投票

制度にはどういったメリット、デメリットがあ

るのか、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君）選挙管理委員会委員長。

〇選挙管理委員会委員（堀江憲二君）記号式投

票制度は、県や市町村が執行する地方選挙にお

いて、個別に条例を制定することで実施できる

ものです。ご指摘のとおり、全国の知事選挙で

は5つの県で導入されております。
メリット、デメリットについてですが、この

制度のメリットとしては、「障がい者や高齢者

が投票しやすいこと」、「開票の際に疑問票の

判定にかかる時間を減らすことができること」、

こういうことが挙げられます。

他方で、デメリットとしては、「候補者が多

数となる議員選挙での導入が難しいこと」、「首

長選挙のみ導入しても、ほかの選挙が全て自書
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式であるため、有権者が混乱すること」、「投

票者のうち、期日前投票を利用される方が4割
近くになっている現状がありますが、記号式の

投票用紙は、選挙当日にしか使用することがで

きないこと」などが考えられます。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君） 5つの県で知事選挙で
導入をされているということなんですけれども、

例えば東京都のように、都知事選挙に立候補者

がたくさん出るようなところはとてもできませ

んし、やはり本当にごく少数の立候補者の場合

しか適用されないと思いますし、それから立候

補を締め切った後でないと投票用紙の印刷がで

きないとか、様々な制約があるということ、そ

ういったところも広がっていっていないことか

なと思っていてます。

今、若い世代の選挙に対する関心の低さ、低

投票率が問題になっています。一方で、投票率

が高いとされている高齢者が80歳を超えると、
足腰の衰えや体の不調で投票率が低下する傾向

にあると言われています。今後、新たな、もっ

と便利な投票方法が採用されることがあるのか

もしれませんけれども、今のこの選挙制度の中

で、選挙というのは国民が政治に参加する最大

の機会であり、民主主義を支える重要な制度で

す。市民生活や社会をよりよくするため多くの

人が政治や選挙に関心を持つことができるよう、

誰一人置いていかない選挙情報の提供、選挙事

務の執行に心がけていただくようお願いをして、

次の質問に入ります。

5、獣医師の確保について。
昨年は、県内ではじめて佐世保市において高

病原性鳥インフルエンザが確認されました。ま

た、2010年、平成22年に宮崎県で発生した口蹄
疫は、30万頭近い牛や豚などの殺処分が行われ、

畜産業だけではなく地域経済や県民生活に多大

な影響を与えました。

今年は、佐賀県における豚熱の発生で、本県

でも防疫体制の強化が求められています。豚熱

は、豚熱の予防ワクチンの推奨地域に九州の7
県が追加指定されて、北海道を除く46の都府県
が推奨地域となりましたし、県内では昨日から

豚のワクチン接種がはじまったことが報道され

ていました。

家畜の悪性伝染病の発生は、肉、卵、牛乳な

どの生産量の減少につながり、畜産農家の経営

に打撃を与え、加工業者等にも損害を与えるこ

とにつながります。食料の安定供給を阻害し、

食の安全を脅かし、価格の高騰につながってい

きます。

そこで、家畜の伝染病をどう防ぎ、発生した

場合にどのように対応しているのか、お尋ねし

ます。

〇副議長（山本由夫君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）家畜の伝染病が発生

しないように、まず平時の対応でございますけ

れども、全ての畜産農家に対し、県の家畜保健

衛生所の獣医師が車両の消毒や野生動物の侵入

防止など、飼養衛生管理基準の遵守状況の確認、

指導を行い、そのような指導を徹底することで

県内での家畜伝染病の発生予防に努めていると

ころでございます。

それから、昨年12月、本県ではじめてとなる
高病原性鳥インフルエンザが発生した際には、

県職員獣医師は、専門的な知見を活かし、発生

農場における殺処分等の防疫作業のリーダーと

して指揮を執ったほか、発生原因の究明や周辺

農場への立入調査などを行っております。

また、先月佐賀県の養豚場で、豚熱の発生が

確認された際には、国からの派遣要請に応じて、
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本県の県職員獣医師1名が現地での殺処分作業
に従事したほか、県内においては、先ほど議員

がおっしゃられたとおり、緊急的な接種対象の

約18万頭へのワクチン接種に現在全力で取り
組んでいるところでございます。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君）佐賀県にも応援に入ら

れたということですが、宮崎県の口蹄疫のとき

にも全国から応援の皆さんが集まったというこ

とをお聞きしています。被害が広がらないよう

に、防疫体制を強化するためにということで取

り組まれるご苦労というのは本当に大変なこと

だと思います。

そうした中、以前から県の獣医師が不足して

いるということをお聞きしています。全国の獣

医師全体の数は充足していても、獣医師免許を

取得した人が、犬や猫などの小動物を相手にす

る動物病院に流れ、家畜保健衛生所や食品の安

全などに関わる公務員獣医師が不足していると

のことですが、獣医師の欠員の状況、獣医師不

足にどのように対応しているのかお尋ねします。

〇副議長（山本由夫君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）県の獣医師について

でございますが、主に家畜保健衛生所や食肉衛

生検査所、保健所に配置しており、家畜の保健

衛生、防疫や、と畜検査、食品、環境等に関す

る監視業務などに従事しているところでござい

ます。

数としまして、本年4月1日時点の獣医師職員
数は109名でございますが、一方で、16名が欠
員となっているところでございます。このこと

につきましては、会計年度任用職員や臨時的任

用職員などを代替職員として配置し対応してい

るところでございますけれども、一部の所属に

おいては未配置となっている状況でございます。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君） 109人獣医師がいると
ころ、欠員が16人、そして会計年度任用職員な
どでカバーをされているということですが、お

聞きしましたところ、県の職員の獣医師のＯＢ

の方がそこに回っていらっしゃるということで、

本当に専門職ですから、誰でもはできない、そ

ういう中でのご苦労というのは本当に大変なこ

とだなと思います。

今回の豚熱発生ですけれども、そうした様々

な、これからも家畜の伝染病がいつ起きるかも

わからないとか、そういったことを考えますと、

本当にこの欠員を補うために確保しておく必要

があるかと思うんですけれども、獣医師の不足

に対しては、獣医師免許を持つ人の受験者を増

やす取組が欠かせないものと思いますけれども、

多くの人に本県を受験してもらうためにどう取

り組まれているのか、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 県では、全国17の
獣医系大学の学生に対し、大学訪問やオンライ

ンでの個別相談会、インターンシップ研修の開

催などにより、県職員獣医師の業務内容ややり

がい、長崎県の魅力などを直接伝えることで、

本県への関心を高め、就職先として選んでいた

だけるよう取り組んでおります。

また、令和2年度からは、採用試験の受験会
場を全国5か所に拡大することで、獣医学生が
受験しやすい環境を整えているところです。

さらに、県内の中学生や高校生に対し、県職

員獣医師の仕事の紹介や、獣医系大学への推薦

制度、獣医修学資金制度に関する情報提供など、

未来の獣医師を確保する取組も行っているとこ

ろでございます。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
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〇１９番（堤 典子君） 全国17大学をターゲ
ットにして獣医師受験をしてもらうための様々

な取組、全国5か所での受験とか、それからイ
ンターンということが今ご答弁でありましたけ

れども、聞いた話では、五島の方にインターン

に来た学生が、離島の豊かな自然環境の中で、

すごく感じ入って受けようと思われたとか何と

かというお話も聞きました。全てのそういう学

生が、県がやっていることに対して、こちらの

意図するところに全て届くとは限りませんけれ

ども、様々な方法でぜひ長崎県を選んで受けて

いただく、そういうことを今後とも取り組んで

いただけたらと思います。

五島のインターンのお話は、本当にいい話を

聞いたなというか、そうじゃない、そういうこ

とに、あまり経験しても響かない人もいるかと

は思うんですけれども、自然が好きとか、人に

よってはそういうところで長崎県を選んでくれ

る人もいるのかなと思いました。

この受験者を増やすだけではなく、やはり公

務員獣医師の処遇を改善することが欠かせませ

ん。専門職として手厚く処遇する、処遇改善の

取組について、お尋ねします。

〇副議長（山本由夫君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）議員ご指摘のとおり、

処遇改善というのは非常に重要なところでござ

います。この獣医師の処遇改善については、人

材確保の観点から、平成23年4月に初任給調整
手当を新設し、これまでの間、手当の増額や支

給期間の延長などを行ってきたところでござい

ます。

さらに、令和5年度からでございますが、昨
年度の人事委員会の報告を踏まえ、採用1年目
の支給月給月額を3万円から5万5,000円へと大
幅に引き上げたところであり、その結果、採用

1年目の月額及び支給期間における総額ともに、
全国5位とトップクラスの水準となってござい
ます。

引き続き、獣医学生等に対し、本県獣医師の

仕事の魅力や意義とあわせて、こうした処遇改

善の情報も積極的にＰＲしながら獣医師の確保

に努めてまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 堤議員―19番。
〇１９番（堤 典子君） 初任給・調整手当の改

善ということでご答弁をいただきました。今年

から人事委員会の勧告を受けての措置というこ

とで、手当が月3万円から5万5,000円に引き上
げられた、聞くところによりますと、それまで

全国26位だったのが5位に引き上がったと聞い
ています。さらにその上に6万円の鹿児島県が
あると聞いたんですが、鹿児島の方は全ての獣

医師、家畜保健所とかそういうところにいる人

には6万円だけれども、そうじゃない部署の方
はそこまでは高くない、けれども、長崎県は皆

5万5,000円であるというふうにお聞きしてい
ます。そういうことから考えると、随分の処遇

改善になっているかなと思います。

そういったこともしっかりアピールをしてい

ただいて、今後も獣医師の確保に取り組んでい

ただきたい。県民生活の安心、安全のためご努

力いただきたいと思います。

終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇副議長（山本由夫君）本日の会議はこれにて

終了いたします。

明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時４６分 散会 ―
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産業労働部政策監 宮 地 智 弘 君
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監査 事務局 長 上 田 彰 二 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任)

田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君
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警察本部総務課長 一 瀬 永 充 君
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― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長(徳永達也君) おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。

鵜瀬議員―13番。
〇１３番（鵜瀬和博君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、おはようございます。

私は、自由民主党、壱岐市選出の鵜瀬和博で

ございます。

県議会2期目、当選後はじめての一般質問の
機会をいただき、我が自民党会派の先輩、同僚

議員の皆様に感謝申し上げます。

一般質問最終日のトップを務めるため少々緊

張をしておりますが、傍聴者の皆様はじめ、イ

ンターネット中継をご覧になっている皆様の温

かい応援をよろしくお願いいたします。皆さん

の応援を受けて、さらに頑張らせていただきま

すので、最後までよろしくお願いします。

質問の前に、度重なる各種自然災害により、

お亡くなりになられた方々に心からのご冥福を

お祈りするとともに、被害を受けられた皆様に

心からお見舞いを申し上げます。

また、橘湾沿岸で発生した赤潮を受けられた

方々に対し、心からのお見舞いを申し上げます。

今後も、国、県、市等関係機関と連携し、産

地回復に向け、しっかりと取り組んでまいりま

す。

それでは、質問通告に従いまして、知事はじ

め、教育委員会教育長、執行部局の皆様に、大

きく4点について、1、離島振興について、2、
農林水産業について、3、物流「2024年問題」
について、4、県民の安全・安心について、一
括質問をしてまいりますので、エネルギー・物

価高騰の中、厳しい時代だからこそ、知事はじ

め、教育委員会教育長、執行部局の皆様の前向

きで夢の持てるご答弁を期待しております。ど

うぞよろしくお願いいたします。

1、離島振興について。
（1）交通について。
航路・航空路運賃低廉化事業の対象者拡大に

ついて、お尋ねいたします。

平成29年に施行されました「有人国境離島
法」においては、国境離島地域の住民に対する

航路・航空路の運賃の低廉化が図られており、
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住民の負担を軽減し、生活を守るという観点か

ら、大変ありがたい制度であると認識をしてお

ります。

現在、各離島に実施されている運賃低廉化事

業については、航路・航空路事業者と地元市町

等が連携し、実施しておりますが、現在、教育

旅行やスポーツ・文化合宿等の参加者について

は、運賃低廉化事業の対象となっておりません。

離島には、美しい自然景観、独自の歴史文化、

新鮮でおいしい食など、様々な魅力があります。

例えば、大学のゼミ合宿やスポーツ合宿等を含

め、若い世代が様々な形で離島を訪れる機会を

増やすことは、将来に向けて、離島振興につな

がる意義ある取組だと考えます。

また、特に、学生など若年層の呼び込みを考

えた場合は、離島への旅行費用の負担軽減を図

ることは大切だと考えております。

このような面からも、ぜひ対象者拡大となる

よう取り組んでいただきたいのですが、今後の

県としての取組をお尋ねいたします。

（2）交流人口拡大について。
インバウンド誘客について、お尋ねいたしま

す。

長崎県における国内観光については、全国旅

行支援「ながさきで“心呼吸”の旅キャンペーン」
などにより、観光需要が回復しつつあります。

さらなる観光の活性化や交流人口の拡大を図

るうえでは、本年5月の水際対策の撤廃以降、
また8月10日には中国からの団体旅行も解禁さ
れており、各地で本格的に受入れが再開してい

るインバウンドの需要回復も重要と考えており

ます。

本県の離島は、豊かな自然や海の幸、山の幸

の豊富な食材など、インバウンドが好む魅力が

高い観光地であると思います。

特に、地元壱岐市は、九州の玄関口である福

岡県、特に、福岡空港からのアクセスも良く、

地理的優位性もあることから、今後は、国内観

光に加え、インバウンドの取り込みも期待でき

ると考えております。

さらなるインバウンド誘客のためには、市町

と連携し、魅力ある体験メニューの開発や知的

好奇心を満たすような観光コンテンツの造成、

外国人の方に本県の離島を認知してもらうため

の情報発信は重要と考えております。

離島へのインバウンド誘客について、知事は

どのように考えているのか、お尋ねをいたしま

す。

（3）教育について。
高校生の離島留学制度について、お尋ねいた

します。

高校生の離島留学制度は、特色ある教育課程

の中で、自分の可能性を発見し、希望する進路

を実現するとともに、しまの豊かな自然や文化

の体験、島民との交流を通して、将来にわたり

交流人口、関係人口の拡大にも寄与する事業で

あり、本年4月施行の「改正離島振興法」にお
いても配慮規定されております。

この離島留学制度を活用し、壱岐市に在住し

ていた壱岐高校の男子生徒が3月に行方不明の
後、亡くなったことは非常に痛ましく、残念で

なりません。心からのご冥福をお祈りいたしま

す。

本事案を受け、離島留学の現行制度を総括的

に検証し、離島留学生が安心した生活が送れる

とともに、制度が持続可能なものになるよう必

要な措置を講じるという目的で、これからの離

島留学検討委員会を県の教育委員会が設置され、

これまで3回にわたり協議されてきました。
去る9月3日に開催した3回目の最後の検討委
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員会で、「壱岐事案についての検証結果及び離

島留学制度の改善に向けての報告書案」につい

て協議がなされておりますが、これまでの協議

の結果を踏まえ、県の教育委員会として、今後

どのように制度の改善に向けて取り組んでいく

のか、お尋ねをいたします。

次に、キャリア教育の実践及び成果について、

お尋ねいたします。

近年、高校では、生徒が自ら考え、地域振興

を目指した特色ある活動を行うなど、すばらし

い取組が行われております。

それらの取組や成果を幅広く発信し、商品化

や実用化に取り組んでいくことで、県としても、

将来のしまや長崎県を支える人材の育成を図っ

てはと考えますが、県として、どのように取り

組むのか、お尋ねをいたします。

次に、県内小中学校の離島への修学旅行等推

進について、お尋ねいたします。

無人島を含めると971のしまを有する長崎県
で育ちながら、しまのことを知らないまま成長

する子どもたちも多くいるのではと懸念をして

おります。

私の地元壱岐は、紀元前に形成された環濠集

落である「魏志倭人伝」に記された一支国の王

都、国特別施設の「原の辻遺跡」、700年以上
も受け継がれている国指定重要無形文化財「壱

岐神楽」、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の

様々な取組をしております。

このように、長崎県のしまには、大陸との関

わりなど、古代から続く歴史や伝統、さらにし

まじまの織りなす美しさや時間を忘れるほどの

景観の中に、再生可能エネルギー、ドローンな

ど最先端技術に加え、シーカヤックなどのマリ

ンアクティビティーなど、そのしまならではの

体験活動、様々な良さがあります。

ぜひ県内の多くの子どもたちがしまを訪れ、

豊かな自然や歴史、文化に触れ、学びを深めて

ほしいと思っており、そのためにも、しまへの

修学旅行等は大変有意義な教育活動であると考

えております。

そこで、県内小中学校の離島への修学旅行等

の実施状況と今後の取組について、お尋ねをい

たします。

（4）小規模離島における配慮について。
本島への車検に伴う車両航送料金について、

お尋ねをいたします。

今年の7月に、県、市の職員同行の下、壱岐
市の小規模離島である三島地区へ出向き、三島

まちづくり協議会の役員皆様と意見交換会を実

施し、貴重なご意見をいただきました。

小規模離島においては、小規模離島内でも人

の移動や荷物等の運搬など、車は欠かせません。

しかし、車検を受ける場合、小規模離島内では

車検をしてくれる業者がいないため、離島本土

へ対象車両を送らなければなりません。つまり、

車検代金とは別に、往復の航送代金を払わなけ

ればならず、離島本土との車検による負担差が

大きいとのことでした。

「改正離島振興法」の中に、小規模離島への

配慮が明記されましたが、支援策はないのか、

お尋ねをいたします。

（5）エネルギー・物価高騰について。
ガソリン価格の地域格差について、お尋ねを

いたします。

資源エネルギー庁の9月11日時点の調査では、
長崎県内のガソリン価格は192.5円と、全国平均
184.8円より7円ほど高い状況にあります。
国は、令和4年1月から、原油価格高騰を受け、
燃料油価格激変緩和事業により、ガソリン小売

価格の抑制対策を実施しておりますが、8月28



令和５年長崎県議会・９月定例会（９月２１日）

- 144 -

日の全国平均価格が過去最高値を更新したこと

もあり、9月末で終了予定のこの補助金を年末
まで延長されたところです。

県民生活に直結するガソリン価格の高騰抑制

については、国により対策が講じられておりま

すが、従来から、本土と離島では地域格差があ

り、離島の価格が高い状況にあります。公共交

通手段の少ない離島地区においては、通勤・通

学をはじめとした移動は、自家用車に頼らなけ

ればいけない部分が多く、一層切実な問題であ

ります。

この格差対策として、国は、離島のガソリン

流通コスト対策事業を実施しておりますが、こ

の事業の現状はどのようなものか、お尋ねをい

たします。

また、離島のガソリン流通コスト対策事業を

実施しても、なお本土と離島では価格格差があ

り、この価格差を埋める対策が必要と思います

が、県の考え方をお尋ねいたします。

2、農林水産業の振興について。
（1）水産業について。
藻場回復に向けた食害生物の駆除促進につい

て、お尋ねをいたします。

藻場は、「海の森」と呼ばれ、魚類の産卵場

や幼稚魚の保護、育成の場であるなど、重要な

役割があり、その回復を図ることは、水産業振

興のうえでも、積極的に取り組むべきと考えま

す。

藻場の回復には、食害生物の駆除も重要な要

素であり、壱岐においては、民間企業が駆除し

たガンガゼを有用な資源として捉え、食用や船

底塗料の原料として有効活用し、6次産業化し、
新たな収益事業として成果を上げた事例もある

と聞いております。

ＳＤＧｓを推進する観点からも、このような

事例を参考に、食害生物を廃棄するだけではな

く、有用な資源として積極的に活用する取組を

県内に広く展開することが重要と考えますが、

県はどのように取り組んでいくのか、お尋ねを

いたします。

次に、漁村活性化に向けた海業の推進につい

て、お尋ねをいたします。

近年、漁村では、地域の人口減少や高齢化に

加え、地球温暖化等の影響を受け、漁獲量の減

少や魚価の低迷等により、漁業所得の減少等の

ため、地域の活力が低下をしております。

そのため、国においては、水産基本計画の柱

の一つとして、海や漁村に関する魅力や地域の

資源を活用して所得機会の増大を図る、いわゆ

る海業を振興することとしており、県において

も、今年度から海業の推進に取り組んでいると

お聞きをしております。

地元壱岐においても、勝本町漁協では、辰ノ

島観光遊覧船やカフェなど、他地区に先駆けて

海業に取り組んでおり、雇用も含め、地域の活

性化に欠かすことのできない取組として根づい

ております。

漁村地域の活性化に向け、こうした観光業と

連携した海業の取組は大変有効であり、県内各

地へ普及させることが重要と考えますが、県に

おける取組状況をお尋ねいたします。

次に、移住を伴う新規漁業就業者の確保対策

について、お尋ねをいたします。

近年、漁業就業者の減少が続いており、担い

手確保のため、地元出身者だけでなく、ＩＪタ

ーン者を新規就業者として積極的に受け入れた

いと考えている地域が多いと聞きます。

漁業の魅力をもっと幅広く情報発信し、移住

を伴うＩＪターン者の確保対策を強化していく

べきと考えますが、県の取組をお伺いします。
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次に、ＡＬＰＳ処理水放出による影響につい

て、お尋ねをいたします。

この件につきましては、さきの一般質問もあ

りましたが、改めて質問をさせていただきます。

東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海

洋放出を理由に、日本の最大の輸出先である中

国が日本の水産物輸入全面停止を含む強硬な対

抗策を発動しました。

これまで、日本から中国への水産物輸出は右

肩上がりに増えてきておりました。長崎県にお

ける水産物輸出総額は目標以上に推移しており、

令和4年度、約71億円となっております。中国
における取引額と全面停止に伴う風評被害も含

め、県内への影響の状況と、国における支援策

はどのような取組なのか、お尋ねをいたします。

（2）農業について。
新規就農者に対する支援について、お尋ねを

いたします。

壱岐市では、最近5か年で、新たに59名の方
が就農し、他産業から農業へ転職した方や県外

からの移住者など、多様な人材が地域の担い手

として活躍をされております。

しかし、近年、後継者が不在の農家が増加し、

世代継承が進まず、産地の先細りが危惧される

状況となっております。

ＪＡ壱岐市では、産地の担い手を確保するた

めに、就農希望者がいちごやアスパラガスなど

の栽培技術を習得するトレーニングハウスを整

備し、今年度は、就農時の初期投資の軽減を図

るハウスリース事業に取り組むように伺ってお

ります。

今後、担い手を確保するためには、壱岐島外

から新規参入者を確保する必要がありますが、

農業への新規参入に当たっては、栽培技術の習

得、施設や機械の初期投資、住居の確保などが

課題と考えております。県として、どのような

支援に取り組んでいるのか、お尋ねをいたしま

す。

次に、スマート農業の推進について、お尋ね

いたします。

農業を取り巻く状況は、農業従事者の高齢化

とともに、資材価格等の高騰によるコストの上

昇、さらに地域の担い手が不足する中、産地を

維持、拡大していくためには、新たな取組が必

要であると考えております。そのような中、ス

マート農業が、それらの課題を解決するため、

農業経営の最適化や効率化が可能となる新たな

技術として期待をされております。

農業の現場では、現在、ドローンやＡＩ、

ＩｏＴ等の先端技術やデータの活用が生産性の

向上や省力化による規模拡大につながるため、

県内のスマート農業が広がってきていると伺っ

ております。

そこで、県では、県内農業が抱える課題解決

に向けて、スマート農業の活用について積極的

な取組を進めておられますが、県として、スマ

ート農業の導入で、具体的にどのような効果が

出てきていると考えているのか、お尋ねをいた

します。

次に、農産物の海外輸出に向けた取組につい

て、お尋ねをいたします。

我が国では、今後、少子・高齢化の進展に伴

う人口減少等により、食の市場規模が減少して

いくことが予測されておりますが、海外では、

新興国の経済成長、人口増加等に伴い、食の市

場規模は拡大傾向にあります。

国は、農業生産基盤を維持するためには、輸

出拡大を図ることは必要不可欠と考えており、

2030年までに農林水産物、食品の輸出額を5兆
円とする目標を設定し、海外市場も視野に入れ
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た農業、食品産業への転換を図ることとしてお

ります。本県としても、積極的に農産物の輸出

拡大に取り組む必要があると考えます。そのよ

うな中、6月の農水経済委員会において、令和4
年度の農産物の輸出額が目標を上回ったとのう

れしい報告がありました。

本県は、みかんやびわ、いちご、アスパラガ

ス、長崎和牛といった他県にも決して引けを取

らない魅力ある農産物を有しておりますが、そ

れら農産物の輸出の取組状況と円安による海外

の購買力向上の追い風により、さらなる輸出拡

大に向けて、今後、県としてどのような取組を

進めていくのか、お尋ねをいたします。

3、物流「2024年問題」について。
近年、全国的に多くの産業分野において人手

不足が大きな課題となっております。中でも、

物流の基幹的役割を果たしているトラック輸送

を担う運転手の人手不足は、トラック運送業の

事業者だけでなく、国民生活や経済活動に直結

する重要な課題であり、その対策は、他の産業

分野よりも急務ではないかと考えております。

このような中、来年度から、トラック運転手

など自動車の運転業務に従事する方の労働時間

等についての規制が厳しくなり、その結果、物

流の関係で、これまで以上に様々な影響が生じ

ることを懸念する、いわゆる物流「2024年問題」
が間近に迫っております。

この問題に対する影響は、当然、県内でも同

様にあり、壱岐をはじめ、各離島地域では、農

林水産物等、本土へのトラック輸送にフェリー

による海上輸送が必要であり、乗船待ちの時間

が生じるため、来年4月以降は、離島特有の影
響も少なからず、あらわれてくるものと考えら

れます。

この物流「2024年問題」については、国によ

る十分な対応が期待されているところですが、

来年度からは、どのような影響が生じる可能性

があるのか、またその対策として、どのような

取組がなされているのか、お尋ねをいたします。

4、県民の安全安心について。
東アジアの危機に対する対応について、お尋

ねをいたします。

北朝鮮による度重なるミサイル発射や中国に

よる台湾、尖閣諸島への領海侵入により、東ア

ジアにおける緊張が高まっております。

ミサイルが発射された場合の住民への情報伝

達方法はどのようになっているのか、また特に、

海域で操業している漁業者への伝達は手段が限

られてくると思いますが、どのような方法で伝

達するのか、お尋ねいたします。

次に、防災・減災に向けた国土強靭化の推進

について、お尋ねいたします。

近年、自然災害が激甚化、頻発化し、全国各

地で甚大な被害をもたらしています。

本県においては、急峻な山地や崖地が多く、

全国2番目に多い3万5,000か所以上の土砂災害
警戒区域を有しており、近年の土砂災害発生件

数は増加傾向であると聞いております。

また、8月には、本県にも台風6号が接近し、
県民生活に大きな混乱をもたらしました。幸い

にも、今回の台風では県内に大規模な災害を招

くことはありませんでしたが、いつ、どこで大

きな自然災害が発生してもおかしくない状況に

あります。

大災害が発生しても、被害の最小化、経済社

会の維持、迅速な復旧、復興ができるよう、事

前に対策することは重要であり、特に、河川改

修事業や砂防事業、道路防災事業などは、県民

の生命や財産を守り、安全・安心な生活を確保

するために、重点的に取り組む必要があると考
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えております。

そこで、国においては、平成31年からは「3
か年緊急対策」、令和3年からは「5か年加速化
対策」として予算を確保し、防災・減災、国土

強靭化の取組を加速化させておりますが、県、

とりわけ土木部においては、この国土強靭化の

予算により、どのような成果があったのか、お

尋ねいたします。

また、県議会においても、令和4年7月に「国
土強靭化のさらなる推進に向けた意見書」を国

に対して提出したところですが、5か年加速化
対策期間中の各年度予算を十分に確保するとと

もに、5か年対策後においても、引き続き国土
強靭化に必要な予算、財源を別枠で確保するこ

とは大変重要であると考えます。令和7年度ま
でとなっている5か年加速化対策後の予算確保
の見通しについて、お尋ねをいたします。

以上で、壇上からの質問を終了し、対面演壇

席から再質問をさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 鵜瀬議員のご質

問にお答えいたします。

インバウンド誘客について、本県離島は、観

光地としての魅力があり、福岡空港にも近く、

インバウンドの取り込みも期待できると思うが、

離島への誘客拡大に向けた知事の考えはとのお

尋ねをいただきました。

本県は、壱岐、対馬、五島列島など、多くの

離島があり、本県の活性化において、離島の振

興は必要不可欠と考えております。

離島は、美しい自然や離島独特の文化、歴史、

豊富な海の幸、農作物を中心とする食材などを

有する魅力あふれる観光地で、交流人口拡大を

図るうえでは、国内旅行者の取り込みに加えて、

外国人観光客の誘客も必要と認識しております。

離島へのインバウンド誘客のためには、多言

語対応等の受入れ環境の整備や旅行者のニーズ

に対応した観光コンテンツづくりを進めるほか、

デジタル化の進展に伴い、Ｗｅｂ、ＳＮＳ等を

活用した情報発信による認知の獲得が有効と考

えております。

県では、自然やアクティビティ、異文化体験

を組み合わせた旅行形態であるアドベンチャー

ツーリズムを推進しているほか、国境離島交付

金を活用して、欧米豪をはじめ、海外向けの情

報発信を専門とするメディア等とタイアップし、

Ｗｅｂ、ＳＮＳ等を活用し、離島の多様な魅力

について、発信をしてきたところでございます。

引き続き、インバウンドに訴求力のある離島

ならではの魅力あるコンテンツの造成支援や離

島の魅力を積極的に発信することでインバウン

ド誘客につなげ、交流人口拡大による離島の活

性化を図ってまいりたいと考えております。

残余のご質問につきましては、関係部局長か

ら答弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部政策監。

〇地域振興部政策監（渡辺大祐君） 私から、2
点離島振興について、お答えをさせていただき

ます。

教育旅行やスポーツ・文化合宿などの参加者

について運賃低廉化事業の対象に追加できない

かとのお尋ねでございます。

航路・航空路運賃低廉化事業の対象と認めら

れております、いわゆる準住民につきましては、

体験移住や体験就業など、国境離島地域への移

住、定住の促進等に大きな効果が期待できるも

のに限定をされております。

準住民の拡大につきましては、交流拡大や地

域経済の活性化が期待されることから、県とし
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ましても、国への要望を重ね、令和4年度から
は、住民の介護等のために反復・継続的に来島

する親族が追加されるなど、対象が拡大された

ところであります。

県としましては、引き続き、移住・定住促進

や交流拡大に資するような対象範囲の拡大を求

めるとともに、教育旅行や合宿等で来島される

方を含めて、滞在型観光促進事業での割引が受

けられるようにするための観光体験メニューの

拡充などについて、市町と一体となって国へ要

望してまいりたいと考えております。

次に、小規模離島や二次離島から車検のため

車両を航送する際の支援策はないのかとのお尋

ねでございます。

島内で車検が受けられない小規模離島などで

は、車検の際に、車両を島外へ航送する必要が

あり、負担になっているものと承知をしており

ます。

現在、離島地域で登録されている車両につき

ましては、その負担軽減策として、車検を受け

られる期間の延長や災害特例の柔軟な適用に加

え、自賠責保険料の減額措置がなされていると

ころです。

車検のための航送料に係る補助制度の創設等

につきましては、これまでも関係都道県で組織

する離島振興対策協議会等を通じまして国へ要

望を行っております。

県としましては、本年4月に施行されました
「改正離島振興法」におきまして、小規模離島

に対する配慮規定が設けられたことも踏まえ、

関係市町の意見も伺いながら、制度の創設等に

ついて、引き続き、国へ働きかけてまいりたい

と考えております。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）私の方から、

教育行政3点答弁させていただきます。
まず、離島留学制度につきまして、今後どの

ような制度の改善に取り組んでいくのかという

お尋ねでございます。

3回にわたり実施いたしました、「これから
の離島留学検討委員会」の中で、臨床心理士や

弁護士等の外部委員の皆様から、それぞれの立

場で制度の課題について、ご協議いただき、そ

の改善策の方針を報告書として取りまとめてい

ただいたところでございます。

報告書を受けまして、県教育委員会といたし

ましては、生徒や里親のＳＯＳに迅速に対応す

るための組織体制の構築や危機管理マニュアル

の整備に取り組みますとともに、専門家を交え

た入学前の事前相談の充実や、あるいは地域全

体で生徒を見守る環境の整備など、関係市との

連携を強化しながら改善を図ってまいりたいと

考えております。

今回のような悲しい出来事を二度と起こさな

いためにも、今後とも、離島留学生が安心して

充実した生活を送ることができますことはもと

より、卒業後も、関わりのあった方々と温もり

のある交流が続いていきますように、より魅力

的で持続可能な制度となるよう努めてまいりた

いと考えております。

次に、将来のしまや長崎県を支える人材育成

についてのお尋ねでございます。

本県の高校におきましては、生徒が地域の抱

える課題解決に主体的に関わる探求的な活動に

取り組んでおりまして、その中には、地域の魅

力や強みを新たなビジネスに結びつける教育を

行っている専門高校や離島の学校もございます。

例えば、壱岐商業高校におきましては、現在、

起業家精神の育成を目的に、民間企業と共同で、

地元の食材や特産品を使いましたオリジナル商
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品の開発や販売などに取り組んでおりますが、

年度内を目途に、より実践的に会社経営を学べ

るように、生徒自身が直接運営に携わる「高校

生株式会社」を設立する準備を進めているとこ

ろでございます。

県教育委員会におきましても、起業家精神を

育む「アントレプレナーシップゼミ」などの事

業を推進いたしますことで、既存の学校教育の

枠組みにとらわれず、しまや長崎県の未来を創

造できる人材の育成に取り組んでまいりたいと

考えております。

最後に、県内小中学校の離島への修学旅行等

への実施状況と今後の取組についてのお尋ねで

ございます。

長崎県で育つ子どもたちには、県内の離島の

ことをぜひ知ってもらいたいという思いから、

これまで市町教育委員会や小中学校へのリーフ

レットの配布等を行い、修学旅行等の行き先の

選択肢として離島をＰＲしてまいりました。

実施状況といたしましては、令和3年度に10
校、778名、令和4年度には9校、938名の子ども
たちが離島を訪れておりまして、事後のアンケ

ートでは、「広大な自然に感動した」、「今ま

で知らなかった長崎の良さを感じた」などの回

答からも、子どもたちがしまの魅力に触れ、充

実した教育活動になったのではないかと考えて

おります。

今後は、リーフレット等の周知に加えまして、

児童生徒向けに作成しました学習資料「ふるさ

と長崎県」におきまして、地引き網漁や神楽の

体験、遺跡や城跡巡りなど、離島ならではの体

験活動を紹介することによりまして、教育活動

の場としてのしまの魅力発信に一層努めてまい

ります。

〇議長（徳永達也君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君） 私から、ガ

ソリン価格に関しまして、2点お答えさせてい
ただきます。

国における離島のガソリン流通コスト対策事

業の現状はとのお尋ねでございます。

この事業は、流通経路等により割高になる離

島の流通コストに対し、離島ごとに設定された

単価により小売店に補助金が支給されるもので

あります。

県内においては、小売店がある29の離島が対
象で、しまごとの補助単価は、1リットル当た
り4円から26円となっております。そのうち、
壱岐島、対馬島、福江島などについては、現在

10円が補助されており、令和4年度の本県全体
の支給実績は、約4億円となっております。
次に、流通コスト対策事業を実施してもなお

価格差があり、これを埋める対策が必要だと思

うが、県の考えはとのお尋ねでございます。

離島地域のガソリン価格は、流通コストに加

え、1店舗当たりの販売量が少なく、人件費等
のコストが割高になる現状があります。

また、公共交通機関の路線等が十分でなく、

主な移動手段が車となることから、ガソリン価

格が社会経済活動に与える影響は大きいものと

認識しております。

そのため、県といたしましては、これまでも

離島地域におけるガソリンの揮発油税減免等の

措置を講じるよう国に対し要望を行っており、

本土と離島地域の価格差是正に向けて、引き続

き国に要望してまいります。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君） 私から、4点お答え
いたします。

まず、食害生物を資源として活用することに

ついて、どのように取り組んでいくのかとのお
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尋ねでございます。

藻場の回復を図るうえで、食害生物の駆除は

有効な手法であり、国事業を活用しながら漁業

者が取り組む駆除など、地域の藻場保全活動へ

の支援を行っております。

ガンガゼ等食害生物の駆除を実施したことに

より、壱岐市の三島地区周辺や五島市の崎山地

区など、各地において藻場の回復が確認されて

おります。

議員ご指摘の食害生物を駆除するだけでなく、

資源として積極的に活用する事例としては、壱

岐でのガンガゼのほか、対馬でのイスズミに関

する取組が、地元関係者と行政との連携により

成果を上げていると承知をいたしております。

まずは、これらの取組の重要性や効果を他地

区にも紹介し、食害生物の資源としての活用を

促してまいります。

次に、海業の普及に向けた県の取組状況はと

のお尋ねでございます。

県内では、現在、漁師食堂や漁業体験、民泊

といった海業が33以上の地区で取り組まれて
おり、さらに充実、拡大させたいという声や今

後新たに取り組んでみたいとの声も多く聞かれ

ております。

このため、県では今年度から、海業チャレン

ジ応援事業により、各地域の取組拡大や新たな

取組への後押しを進めており、例えば、平戸市

舘浦地区においては、地域の特徴である定置網

を活かした漁師体験や魚料理体験などの観光コ

ンテンツづくりを目指し、地元漁協、市、観光

連盟等の関係者とともに協議を重ねているとこ

ろです。

引き続き、地域資源を活かした魅力あるコン

テンツづくりなど、海業の振興を通じて漁村の

にぎわい創出に力を注いでまいります。

次に、新規漁業就業者の確保対策を強化する

べきではないかとのお尋ねでございます。

県では、これまでＳＮＳ等による情報発信や

就業フェアの開催等による就業希望者の呼び込

み、漁業技術習得に必要な研修への支援等と併

せ、ながさき漁業伝習所を相談窓口として、新

規就業者の確保、育成に取り組んでいるところ

です。

特に、今年度からは、ＩＪターン者をより円

滑に受け入れるために、県北と対馬の2地域に
おいて、ベテラン漁業者による漁業技術の指導

と併せ、漁協を中心とした生活面をサポートす

る体制づくりに向けて準備を進めております。

また、ＩＪターン者の定着を確実なものとす

るため、経営が不安定となる着業直後の2年間、
燃油や資材等の漁業経費の支援を今年度から実

施しております。

今後も、地元市町や関係団体と連携し、ＩＪ

ターン者の呼び込みや新規就業者の確保、定着

に引き続き取り組んでまいります。

最後に、中国における輸入停止の県内への影

響や国内消費拡大に向けた取組はとのお尋ねで

ございます。

本県の令和4年度の水産物輸出額約71億円の
うち、約35％が中国向けで、国別では最多とな
っております。

しかしながら、今般の中国の輸入全面停止に

より、養殖マグロでは、国内など、中国以外に

出荷をする必要が生じており、また出荷シーズ

ンが秋以降である養殖ブリについては、同様に

新たな出荷先を確保しなければならないため、

影響の拡大を懸念しております。

今般、国では、国内の消費拡大、風評影響へ

の対応、輸出先の転換などを柱とする支援策を

公表いたしました。
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県としましては、これらを積極的に活用し、

販促キャンペーンや学校給食への本県水産物の

提供など、長崎県漁連等と連携しながら、各種

対策に取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 私の方から、3点お
答えをさせていただきます。

まず、ＵＩターン者の就農支援について、県

はどのように取り組んでいるのかとのお尋ねで

すが、県では、県内外から広く新規就農者を確

保するため、新規学卒者に加え、ＵＩターン者

の就農対策に取り組んでおります。

具体的には、就農を希望する人を対象とした

技術習得支援研修の実施やＪＡが主体となった

生産と経営技術習得をサポートする研修機関の

立ち上げを推進しているところです。

さらに、就農時に必要な初期投資の負担軽減

を図るため、国の補助事業や県の単独事業等を

活用して機械や施設の導入支援を行っており、

毎年、県外からのＵＩターン者が40名程度、県
内で就農している状況です。

また、今年度から、移住によるＵＩターン者

のさらなる増加を図るため、移住就農希望者向

けの総合サイトを開設して、就農や暮らしに関

する情報発信やＵＩターン者向けにＪＡ等が行

う園芸リースハウスの整備の支援に取り組んで

いるところです。

今後とも、市町や農業団体と役割分担を図り

ながら、県内外からの新規就農者の確保に努め

てまいります。

次に、スマート農業の導入により、県内でど

のような効果が出ているのかとのお尋ねですが、

スマート農業技術の導入は、生産性の向上や省

力化につながることから、県では、各振興局に

相談窓口を設置し、環境制御技術の実証や勉強

会、ドローンの実演など、各種取組を進めてま

いりました。

その結果、環境制御機器の活用により、いち

ごの新規就農者が就農当初から全国平均の2倍
の収量を上げた事例やドローンの活用により、

水稲の防除作業時間が従来の10分の1となった
事例、発情発見装置の活用により、繁殖牛の分

娩間隔が全国平均より50日短縮した事例など、
スマート農業の導入のメリットを実感できるよ

うな効果が出てきております。

今後も引き続き、市町や関係団体と連携し、

機器の導入支援やデジタル人材の育成等を進め、

快適でもうかる農業の実現に向け、スマート農

業を推進してまいります。

次に、本県農産物の輸出の取組状況と、今後

さらなる輸出拡大に向け、どのような取組を進

めていくのかとのお尋ねですが、本県農産物の

輸出については、農業者や農業団体、流通関係

者及び県等で構成する「長崎県農産物輸出協議

会」において、会員への初期商談やテスト輸出

支援、県内産地への海外バイヤー招聘、海外で

の長崎フェアの開催、長崎和牛の指定店拡大な

どに取り組んでおり、その結果、令和4年度の
農産物輸出額は約7億8,000万円と、令和7年度
の目標額7億円を上回ったところです。
しかしながら、その輸出額の5割は香港に偏

重しており、国際情勢等のリスクを回避するた

めには、より多くの輸出先国を確保する必要が

あると考えております。

そのため、今後も需要拡大が見込め、輸出障

壁が低いシンガポールやマレーシアを重点国と

位置づけ、輸出ルートの定着、拡大に向けて、

現地商社や販売店等に対するトップセールスや

長崎フェアの開催などに取り組むこととしてお

ります。
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また、五島地域においては、さつまいもを輸

出する取組がはじまっており、こういった自ら

輸出に取り組む産地の育成も併せて推進するこ

とで、本県農産物のさらなる輸出拡大に取り組

んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） 私からは、物流

「2024年問題」について、お答えさせていただ
きます。

物流「2024年問題」の影響と対策についての
お尋ねでございますが、物流分野においては、

人手不足等の課題への対応が強く求められてい

る中、来年4月からは、トラック運転手の働き
方改革として、時間外労働の上限規制などが強

化されることから、物流の停滞が懸念されてお

ります。

この「2024年問題」に関する国の検討会では、
対策を講じない場合、国内の輸送力が来年度に

は14％不足し、2030年度には34％不足するとの
推計がなされております。

このため、国では、物流分野における商慣行

の見直しや物流の効率化、荷主、消費者の行動

変容を施策の柱とする「政策パッケージ」を本

年6月に取りまとめ、荷主等への国の監視を強
化する「トラックGメン」の創設など、解決に
向けた取組がはじまっております。

県では、引き続き、トラック運転手を確保す

る取組などを支援していくとともに、長崎県ト

ラック協会との意見交換などを通じて、まずは

県内の輸送力の現状や課題の把握に努めてまい

ります。

〇議長（徳永達也君） 危機管理部長。

〇危機管理部長（今冨洋祐君）私からは、1点、
東アジアの危機に対する対応について、お答え

させていただきます。

ミサイルが発射された場合の住民への情報伝

達方法はどのようになっているのかとのお尋ね

でございます。

弾道ミサイルなど、対処に時間的余裕のない

事態に関する情報については、全国瞬時警報シ

ステム（Ｊアラート）により、事態の内容や避

難の呼びかけが、携帯電話等に配信される緊急

速報メールや市町の防災行政無線を通じて、国

から住民まで瞬時に伝達されます。

また、防災行政無線や携帯電話の圏域外で操

業中の漁業者に対しては、緊急的な情報を伝達

するため、官邸や水産庁からメールにより漁業

無線局に自動送信される情報を自動的に音声変

換して、漁業無線情報として発信しております。

こうした情報伝達の仕組みを安定的に運用す

るためには、日頃からの点検や動作確認が重要

であることから、国、県、市町などにおいて、

定期的に情報伝達試験を実施しております。

今後も、国や市町との緊密な連携を図り、有

事の際に迅速、確実に県民へ情報が伝達される

よう努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）国土強靭化の予算に

よる成果、そして5か年加速化対策後の予算確
保の見通しについて、お尋ねをいただきました。

土木部では、「3か年緊急対策」により217億
円、そして「5か年加速化対策」により、令和4
年度補正までの3か年で821億円の予算を確保
し、国土強靭化の取組を進めてまいりました。

この取組によりまして、トンネル工事につい

て申し上げれば、壱岐市の仮称坪触トンネルを

含む県内5か所の同時着手が可能となり、また
砂防関連事業について申し上げますと、従前と

比べ、工事箇所数が1.5倍となるなど、県民の安
全・安心な暮らしの確保に向け、大幅な進捗が
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図られております。

しかしながら、強靱な県土づくりにつきまし

ては、いまだ道半ばであると考えており、この

ような中、国におきましては、本年6月に「国
土強靭化基本法」を改正し、今後、「国土強靭

化実施中期計画」を定めるなど、国土強靭化を

引き続き計画的かつ着実に推進する方針が示さ

れたところであります。

県としましても、国土強靭化の計画的、着実

な推進に向けて、国に対して地域の実情をしっ

かり訴え、5か年加速化対策後も必要な予算の
確保に努めてまいりたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 鵜瀬議員－13番。
〇１３番（鵜瀬和博君） 知事はじめ、教育委員

会教育長、そして執行部の皆様、ご答弁ありが

とうございました。

いただいた答弁に対しまして、幾つか意見を

述べさせていただきます。

まず1点目は、航路・航空路運賃低廉化事業
の対象拡大及びしまへの修学旅行等推進につい

ては、離島は、観光地として、また、様々な体

験活動や学習コンテンツが豊富な土壌でありな

がら、しまへの旅行については、渡航費等が本

土に比べ課題となっております。

ぜひ、滞在型観光促進事業等の活用により、

観光客だけではなく、教育旅行、スポーツ・文

化合宿等利用者へも拡充していただくよう、見

方を変え、知恵を出し、時限立法であります「有

人国境離島法」の延長を見据え、国へ引き続き

強く要望していただくようお願い申し上げます。

2点目は、離島留学制度についてです。
今後、留学生が、「このしまに来てよかった」、

「卒業してからも訪れたい」と思ってもらえる

ような制度にするためには、今回の離島留学生

が亡くなるという悲しいできごとを、これから

先も決して忘れないことが何よりも大事なこと

だと思っております。

また、里親、学校だけではなく、地元の市の

教育委員会はもちろんのこと、市の福祉部局や

地域振興部局をはじめとして、様々な関係機関

がしっかりとスクラムを組み、教育委員会教育

長からも先ほど答弁がありましたように、地域

全体で離島留学生を見守るような環境を整備す

ることも非常に大事なことだと思います。

これまで、週刊誌などの一部の報道やＳＮＳ

などで特定の個人を一方的に誹謗中傷する記事

が多く見受けられましたが、今回の報告書の内

容については、様々な関係者からの聞き取りを

もとに、公平公正、中立な立場で事実に基づき

作成されたものと思っております。

今後も、離島留学生はもちろんのこと、離島

留学生を支える関係者に対するフォローアップ

につきましても、これまで以上にさらなる注力

をしていただきますようお願い申し上げます。

3点目は、藻場回復についてです。
水産部長が答弁されたように、地元壱岐の一

部では、食害駆除等により、藻場回復がかなり

見られております。

今年度のながさき水産業大賞の長崎県漁業協

同組合連合会長賞を受賞された、関係機関で組

織する壱岐市磯焼け対策協議会が、回復した藻

場をブルーカーボン・クレジット化申請する新

たな取組を行うよう準備をしております。

県として、藻場回復支援はもちろんのこと、

ブルーカーボンに関連した取組にご支援、ご協

力をよろしくお願いいたします。

4点目の農業振興の特に畜産振興につきまし
ては、昨日の一般質問において、子牛価格下落

に伴う対策として、県としても、さらなる追加

支援に対し検討しているとの知事の答弁があり
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ました。

農業生産の過半数を占める若者の就農者も多

い畜産業の維持、継続に向けて、早急に支援い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。

それでは、残った時間、幾つかの項目につい

て、再質問をさせていただきます。

1、インバウンドの誘客について、クルーズ
船誘致について、お尋ねをいたします。

さきの一般質問において、運休している長崎

航空の国際線については、10月末からの定期便
一部再開に向けての受入れ体制は、調整可能な

見通しであり、現在、具体的な再開日程につい

て、航空会社側で調整を進めていると答弁があ

りました。さらなるインバウンド誘客への大き

な追い風となるものと考えます。

離島の観光活性化や交流人口の拡大を考える

に当たっては、離島の港を活用したクルーズ船

による誘客も重要と考えます。

本年5月に、国内クルーズ船「にっぽん丸」
が壱岐へ入港した際は、郷ノ浦港の岸壁におい

て、クルーズ船を出迎えるイベントや壱岐焼酎

などの地元産品等が販売されており、クルーズ

船の乗客の多くは、上陸後、地元産品の購入や

島内観光地の周遊を楽しんでいただきました。

このように、離島におけるクルーズ船の入港

は、港のにぎわいを創出するとともに、さらに

は離島経済を活性化させる効果があると考えて

おります。

県においては、これまでも離島へのクルーズ

船誘致に取り組んできたと思いますが、今後、

離島へのさらなる入港拡大に向けた県の取組を

お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（伊達良弘君） 令和5
年度の離島港へのクルーズ船入港数は、8月末

現在、壱岐をはじめ、合計10回となっており、
コロナ前の2019年同時期と比較すると、2倍の
入港数となっております。

離島へのクルーズ船の誘致につきましては、

コロナ禍においても、運航再開を見据えまして、

市町や地元の民間事業者等と連携し、国内外の

チャーター旅行会社や小型船を有する海外の船

会社などに対する誘致活動等を実施してまいり

ました。

本年8月には、壱岐にフランスの船会社を招
聘いたしまして、離島ならではの観光や食の魅

力を紹介するなど、今後のクルーズ船の誘致と

併せまして、島内の周遊促進や県産品の消費拡

大に向けたセールスも実施したところでござい

ます。

引き続き、入港数のさらなる拡大に向け、地

元の自治体等とも連携し、国内外の船会社など

への積極的な誘致活動に加え、周遊促進や寄港

時の県産品の消費拡大などに取り組み、クルー

ズ船の入港に伴う効果を最大化し、離島の活性

化を図ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 鵜瀬議員－13番。
〇１３番（鵜瀬和博君）ぜひ今後もインバウン

ドから選ばれる長崎県として、市町、観光関係

機関としっかりと連携して、誘致に向けて取り

組んでいただくよう、よろしくお願いをいたし

ます。

次に、水産業についてのＡＬＰＳ処理水放出

による影響について、お尋ねをいたします。

国内消費の拡大に向けた取組については、水

産部長より答弁がありましたが、取組内容の検

討が進んでいれば、教えていただけないでしょ

うか、よろしくお願いします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（川口和宏君）販促キャンペーンと
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いたしましては、お歳暮シーズンに向けたＥＣ

サイトでの送料無料化への支援や学校給食への

養殖ブリの提供、県内外の量販店での水産物販

売イベントの開催など、適切な対応策について

県漁連等と協議を進めており、引き続き、連携

して取り組んでまいります。

さらに、ふるさと納税の返礼品としての水産

物の活用や首都圏の量販店における「さかなの

日」イベントの開催などについても検討してま

いりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 鵜瀬議員－13番。
〇１３番（鵜瀬和博君）ぜひ今後も水産県長崎

として、しっかりと取組を進めていただくこと

をお願い申し上げます。

次に、県民の安全・安心について、東アジア

の危機に対する対応について、再質問をさせて

いただきます。

Jアラートなど、情報伝達手段が整えられて
いることは理解をいたしました。

弾道ミサイルなど、国民保護事態への対応に

ついては、情報伝達に限らず、日頃の訓練が重

要と思います。昨年度、国民保護訓練を離島を

も含めて順次実施していきたいとの答弁をいた

だきましたが、今年度の訓練予定について、お

尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 危機管理部長。

〇危機管理部長（今冨洋祐君）国民保護訓練に

ついては、来月、五島市において、弾道ミサイ

ルを想定した避難訓練を住民にも参加していた

だく形で実施する予定としております。

また、来年2月には、諫早市において、域外
への住民避難を想定した図上訓練を実施する予

定であります。

こうした訓練を県内各地において、国、市町

と共同で着実に重ねていくことで、地域住民の

意識や国民保護に係る事態対処能力の向上を図

ってまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 鵜瀬議員－13番。
〇１３番（鵜瀬和博君） 行政の最大の責務は、

県民の生命と身体、そして財産を守ることだと

考えております。防災意識の啓蒙や防災対策の

理解を進めるためにも、今後も、しっかりと県、

市など関係機関と連携し、県の防災訓練を実施

されるよう、よろしくお願い申し上げます。

最後に、先ほど知事の方からも、長崎県の活

性化は、離島の振興は必要不可欠であるという

ご答弁をいただきました。本県は、まさに全国

一の離島県でありますし、離島が長崎県の魅力

の一つでもあると考えております。つまり、知

事が言われたとおり、離島の振興なくして県の

発展はないものと考えております。

このたび、「新しい長崎県づくり」のビジョ

ン（素案）の現状と課題の中でも、本県は、離

島・半島を多く有し、人口減少や少子・高齢化

が全国よりも早く進んでおり、労働力不足や地

域経済の縮小、公共交通・地域コミュニティの

維持・確保問題など様々な影響が全国に先駆け

て顕在化することが懸念されている「課題先進

県」と言えます。しかし、見方を変えれば、遠

からず同じような課題に直面するであろうほか

の地域に先駆けて、課題解決に向けた最先端技

術の社会実装などを進めていくチャンスがある

と言えます。これこそ、まさに長崎県チェンジ

＆チャレンジだと思います。

3年にわたるコロナ禍や円安、物価高騰の影
響によりまして、離島においては、本土よりも、

さらに厳しく、苦しい状況が続いております。

しかし、離島の住民は、そのような中でも、日

本の領土・領海をしっかり守り、食の安定供給

等をはじめ、無人のしまにならないよう、しっ
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かりと地に足をつけて生活をされております。

今後も、「改正離島振興法」や「有人国境離

島法」に基づく国の支援制度を最大限に活用し

ながら、県各部局はもとより、関係省庁や市町、

さらには民間団体等と連携、一丸となって、本

県離島のさらなる振興に向けて取り組んでいか

れますよう強くお願いをします。そのことが、

先ほども言いましたとおり、長崎県の発展につ

ながると私は強く思っております。

どうぞ離島出身である知事のリーダーシップ

をもって、離島振興も含め、県全体の振興にお

力添えをいただきますことをお願いし、私の一

般質問を終わります。

どうもありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、11時15分から再開いたします。
― 午前１１時 １分 休憩 ―

─ 午前１１時１５分 再開 ─

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

おはようございます。

西彼杵郡の声を県政に届け、長崎のために頑

張る自由民主党の冨岡孝介でございます。

まずは、こうして、この初質問の場に、健康

に立たせていただくこと、質問の機会を皆様か

らお与えいただいたことを心から感謝申し上げ

ます。

この本会議場にいらっしゃる皆様、傍聴席に

いらっしゃる皆様、ライブ配信でご覧になって

いる皆様、録画でご覧になっている皆様、この

一般質問の準備に向けて様々お力添えをいただ

いた皆様、そして、県民の皆様に心から本当に

感謝をしております。

その感謝の気持ちを恩返しという形で、私の

政治家としての気持ちは、頑張る人たちが報わ

れる社会、本当に困っている人たち、苦しんで

いる人たちが頑張れるように支援が届く社会、

そういうものをつくっていくことを目指してお

ります。そして、長崎の発展のため、失敗を恐

れず、大胆な発想で政策に、数値やデータ、エ

ビデンスに基づいて取り組んでいくことをここ

に誓います。

日本国憲法と、今年5月には改正もされまし
た地方自治法、その理念、趣旨にのっとり、西

彼杵の地域代表としての性質と、そして、長崎

県全体の代表としての2つの性質を有するハイ
ブリッドな存在として全力で取り組んでいく所

存でございます。

そうした観点から、今回は質問項目を大きく

9つ用意させていただいております。全て長与
町、時津町のためになりつつも、長崎県全体の

ためにもなるという、そういうものでございま

す。

それでは、早速質問に入らせていただきます。

1、西彼杵道路及び長崎南北幹線道路につい
て。

（1）西彼杵道路及び長崎南北幹線道路の整
備状況について。

これまでのたくさんの先輩方が何度も取り上

げられてきた、この道路でございますけれども、

やはりその重要性の観点から、私も、そして地

元時津町のために取り上げさせていただきます。

さて、西彼杵道路と長崎南北幹線道路は、長

崎市と佐世保市を約1時間で結び、交流促進や
沿線地域の活性化、周辺道路の混雑緩和などが

期待されております。
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現在、その事業が進められていますが、まだ

未着手の区間もあり、早期の全線開通に向けて

取り組んでほしいと考えています。それが私の

地元のご要望でもございます。

そこで、両道路の整備について、改めて、そ

の目的と今後どのように進めようとされている

のか、国土交通省のご出身でもある馬場裕子副

知事にお尋ねいたします。

以下の質問につきましては、対面演壇席より

実施いたします。

〇議長（徳永達也君） 馬場副知事。

〇副知事（馬場裕子君） 本県では、産業の振興

や交流人口の拡大による地域の活性化、さらに

は強靱な県土づくりに向けて、高規格道路の整

備を重点的に進めております。

このうち、ご指摘のありました西彼杵道路に

つきましては、今年2月の時津工区の開通によ
り、周辺道路の混雑緩和が図られたところでご

ざいます。現在は、西海市において、大串白似

田バイパスの整備を進めております。

また、長崎南北幹線道路につきましては、長

崎市内の混雑緩和に大きく寄与するものであり、

昨年度、茂里町・滑石工区に着手したところで

す。

この2つの道路は、本県の将来の発展のため
に欠くことのできない重要な道路であると考え

ており、全線開通することでネットワークとし

ての機能を発揮するものであります。このため、

国土強靱化関係予算を最大限に活用するなど、

しっかりと予算確保に努め、引き続き、早期の

全線開通に向けて取り組んでまいりたいと思い

ます。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君） 馬場副知事、ありがとう

ございました。この道路の大切さ、馬場副知事

もよくご存じということで、これからもしっか

りと取り組んでいただけたらと思います。

（2）アクセス道路の進捗状況と今後の見通
しについて。

さて、副知事のご答弁の中にもありましたア

クセス道路について、道路の混雑が大分緩和さ

れたということでしたけれども、一方で、井手

園交差点付近の交通量が増加して混雑する事態

も生じております。本日の傍聴席にも井手園交

差点のすぐそばにお住まいの新井町議もお越し

かと思うんですけれども、当交差点や国道206
号の混雑緩和のためには、今年度新規事業化さ

れた長崎南北幹線道路のアクセス道路について

早期完成が必要であり、地元の皆さんも待ち望

んでいます。

そこで、アクセス道路の現在の進捗状況と今

後の見通しについて、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）長崎南北幹線道路の

アクセス道路につきまして、井手園交差点の混

雑緩和、そして、滑石、時津インターチェンジ

へのアクセス性向上などを目的としまして、こ

のアクセス道路、今年度事業化させていただい

ております。これまでに、詳細なルート選定を

終えておりまして、現在、構造物の設計やトン

ネル建設に向けた地下水調査などを行っている

ところでございます。これが今の進捗状況でご

ざいます。

次に、今後の事業の見通しについてもお尋ね

をいただいたところでございます。

今後につきましては、現在進めております構

造物の設計に引き続きまして、測量立入りに関

する地元説明会を開催したうえで用地測量を行

うこととしており、来年度中には用地取得に着

手したいと考えております。引き続き、アクセ



令和５年長崎県議会・９月定例会（９月２１日）

- 158 -

ス道路の早期完成に向け、事業を推進してまい

りたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君） 緊張のため、せっかくパ

ネルを用意したのに使用しておりませんでした

ので、（笑声）今から、先ほどのことを頭に入

れつつも、皆さん、なかなか佐世保市の方とか、

わからない部分もあるかと思いますので、ちょ

っとパネルを使用させていただきます。よろし

いでしょうか。（パネル掲示）

皆様、ご覧いただけますでしょうか。県民の

皆様も、下の紫色の部分、これが国道206号で
ございます。皆様から見て右側が、すいません、

これ北が右側になっていて、南が左側になって

おります。申し訳ございません。

そして、このアクセス道路というのは、この

上の黒い部分見えますか。令和5年2月18日開通、
西彼杵道路、大石知事もいろいろな式に行かれ

ていましたけれども、この西彼杵道路は開通し

て、今後は長崎市の方にビューっと左の方に延

ばしていこうとしているんですが、この赤い部

分、長崎南北幹線道路ありますね。赤い部分の

その真ん中のあたりの滑石から時津の野田郷の

あたりまで続くのがアクセス道路と言われると

ころでございます。本来の長崎南北幹線道路と

は別にできるんですけれども、ちゃんと車が乗

り入れしやすいような形で、かなり重要な道路

でございます。この進捗状況につきましては、

先ほどのとおりでございますので、今後、皆様、

このアクセス道路について、しっかりと進めて

いけたらと思いますので、ご協力のほどよろし

くお願い申し上げます。

2、国道207号の整備状況について。
（1）現在の進捗状況について。
今度は先にパネルをお見せします。（パネル

掲示）

皆様、この左上の地図がわかりやすいかもし

れません。皆様の地元もあるかと思いますけれ

ども、私の地元、時津町、長与町、このうちの

長与町のところに大きく丸がついております。

この右側の地図がその拡大した部分でございま

す。

先日も山口県議の方が、国道207号のこの該
当地区について取り上げられておりましたけれ

ども、山口議員は、地元諫早市の方からでした。

この右側の青色と赤色の部分を、私は、長与の

方の代表として、この左側の部分からのお話を

さしあげているところでございます。左の図に

もありますように、この大村湾を取り囲む部分

の下の南の部分の207号、よく知っていただけ
たらと思います。これは後ほどの3番目の質問
にも関わってくるところですので、これを頭に

入れておいてください。一旦取り下げます。

大村湾に面する国道207号の長与港から諫早
市多良見町佐瀬にかけては、公園、カフェ、温

泉などが点在しています。長与シーサイドスト

リートの名称にて大村湾県立公園に指定されて

いる風光明媚な景観を活かして、長与町が交流

人口の拡大を図っております。

この路線に関しましては、長与町岡郷の一本

松から塩床方面へと順次整備が進められてきて

おり、今年度は塩床・堂崎間の約800メートル
区間が新規事業化されました。生活道路、産業

道路、観光道路、そして、緊急道路としての観

点から、地域としても、この工区の早期完成を

望んでいます。207号のここのところ、今年の
選挙の時もそうだったんですけれども、ずーっ

ときれいな桜の咲いているところがあります。

その桜の木への影響も含めて、現在の進捗状況

をお伺いします。
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〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 国道207号の堂崎拡
幅におきましては、今年5月に地元説明会を開
催したところであります。現在、来年度からの

用地取得に向けて、用地測量を進めさせていた

だいております。

沿線にある桜の木についてですが、34本のう
ち15本が道路整備による影響を受けます。地元
と協議をさせていただいた結果、樹齢50年以上
の老木であり、桜の世代交代もある程度必要で

あるとのことから、新たな植樹を含めた道路計

画について、ご理解をいただいたところでござ

います。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君） 桜の木については34本
中15本ですか、切られてしまうということで残
念な部分もありますけれども、地元の皆様のご

理解もいただいているということで、進めてい

っていただけたらと思います。

（2）事業未着手区間の今後の見通しについ
て。

先ほどの赤色部分、事業未着手区間3.3キロメ
ートルの堂崎から佐瀬の部分の今後の見通しに

ついて、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）事業未着手区間につ

いてですが、今後、事業中箇所の進捗を見なが

ら検討を進めていきたいと考えております。

県といたしましては、まずは事業中である堂

崎拡幅、佐瀬拡幅、この予算確保に努めまして

事業の推進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君）再度ちょっとパネルの方

をお見せしたいと思います。（パネル掲示）

今度は下の方にぐーっと着目してください。

左側見えますでしょうか、バスが通っておりま

す。山口議員のお話の中にもありましたけれど、

ここ国道なんですね。国道207号という割には、
ちょっとバスが通ったら、こっちから来る車は

もう通れないという大分狭い道で、ちょっと暗

いような状況になっております。この未着手の

部分についても、町の皆様、そして、後ほど述

べますサイクリングロードにもなっております

ので、この部分の早期の事業着手をお願いでき

たらと思います。

3、大村湾を活かした観光振興について。
大村湾は、長崎県の中央部に位置し、緩やか

な波が海岸に打ち寄せる様子から琴の湖の別名

もあり、沿岸地域は、自然、景観、文化、産業

など、地域資源が豊富な地域となっています。

（1）大村湾サイクルツーリズムについて。
近年、自転車を活用した観光に資する施策と

して、サイクルツーリズムが全国で盛んに取り

組まれています。県内では、私の地元時津町、

長与町において、関係市と連携し、大村湾南部

の沿線で、このサイクルツーリズムに取り組ん

でいると聞いています。

そこで、その概要と現在の取組について、お

聞きしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 長崎県内では、観光

施策の一つといたしまして、サイクルツーリズ

ムを推進するため、4つのサイクリングルート
を設定しております。

そのうち、大村湾南部地域のルートにつきま

しては、大村湾沿線の国道34号、国道207号、
県道、そして、市町道等で構成されておりまし

て、大村湾のすばらしい景色を眺めながらサイ

クリングを楽しむルートとなっております。



令和５年長崎県議会・９月定例会（９月２１日）

- 160 -

これまでに、サイクリストの安全で快適な走

行環境を確保するため、ルート上に矢羽根など

の路面標示ですとか、案内標識などの整備を実

施してきたところでございます。

今年度からは、ルートの魅力をさらに高める

ことを目的といたしまして、眺望の良さやサイ

クリストの安全性等を考慮した展望スポットの

整備を実施する予定でございます。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君）こちらにつきましてもパ

ネルを用意しておりますので、ちょっと準備さ

せていただきます。（パネル掲示）

皆さん、見えますでしょうか。私の地元、時

津町、長与町に関わる部分は、この右の赤色の

部分ですね。大村湾南部地域サイクリングルー

ト46キロ、大村市の方までですね。そして、長
崎空港のところまで行くと。この議場の皆様に

は東彼杵郡川棚町出身の議員、佐世保市、西海

市出身の議員いらっしゃると思いますけれど、

各地域でこうした自転車に乗ることができると、

サイクルツーリズムができるということになっ

ております。イメージ湧きましたでしょうか。

（2）大村湾を活かした広域的観光振興（サ
イクルージング等）について。

県の中心部に位置する大村湾は、時津町や長

与町をはじめ、県内9市町が隣接しており、市
町などと連携した広域的な周遊対策、周遊とい

うのは、あちらこちらを旅行して回ることです

ね、に取り組むべきと考えておりますが、現在

の取組状況について、お尋ねしたいと思います。

特に、私の地元におきましては、サイクルー

ジングという新たな取組がスタートしつつある

ようですが、そこを重点的にお願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君） 大村湾は、

内海特有の穏やかな海でございまして、湾の周

辺には多様な観光スポットも有している大変魅

力的な観光資源だと考えております。

議員ご質問のサイクルージングでございます

けれども、現在、民間の事業者を中心に、大村

湾周辺道路でのサイクリングと湾内でのクルー

ジングを組み合わせた「サイクルージング」と

して、観光コンテンツの造成に取り組まれてお

ります。

県といたしましても、国の補助制度を活用し

ながら支援をしているところでございます。

この事業には、大村湾周辺の9市町や地元の
観光関係団体などが参画をされておりまして、

沿岸地域におけるサイクルルートの造成や湾内

を結ぶ航路の選定、あるいは長崎県産の魚介類

やフルーツを活用した食のメニューの開発など

に取り組まれているところでございます。

こうした取組によりまして、大村湾周辺地域

の広域周遊を促進して観光客の満足度を高め、

長く滞在していただくことで、地域の観光消費

額の拡大につなげてまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君）ちょっと質問通告してな

いこととか、時間の都合もありますので、あま

り細かいことは聞けないかもしれませんけれど、

イメージはいかがでしょうか。大村空港の方に

着いて、そこからビューっと船で時津港、ある

いは長与港の方には今は入ってないかもしれま

せんけれど、来て、そこから自転車に乗って、

ぐるーっと1周したりとか、あるいはその周辺
でご飯を食べたりとかするようなイメージでし

ょうか。

特に、私の地元の長与町、時津町におきまし

ては、なかなか観光の目玉みたいなのがないも
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ので、こういうところをしっかりしていくと、

さらには、皆様の地元でも、先ほどの自転車の

ルートとかありましたけれども、そういうとこ

ろと連携してぐるーっと回るような、この大村

湾を活用した、知事も、大村湾活用ということ

は以前もおっしゃっていたかもしれませんけれ

ども、その大きな取組として、先ほどの207号
をしっかりと整備する。桜のところについては、

今かなり狭いんですよね。桜の名所でありつつ

も狭いから、そこを広げていっぱい駐車場もと

められるようにして、そこに一旦自転車を置い

て、周りで食べて、また、ぐるーっと皆さんし

ながら、あとは国内の自転車の乗る人たちとか、

できれば海外からも、知事もビジョンの中で書

いていましたけれども、海外からもたくさん来

ていただいて、長与町、時津町として、長崎市

と大村湾周辺として、いっぱいお金を使っても

らえるような、そういうビジョンを皆さんと共

有しつつ、先ほどの道路整備と頑張っていけた

らと思います。

4、部活動の地域移行について。
（1）県内の進捗状況について。
学校部活動は、生徒がスポーツや文化芸術活

動に親しみ、体力や技能の向上に取り組むだけ

でなく、多くの先輩や後輩と仲よくなったり、

達成感を味わったり、責任感を身につけたりと、

生徒にとって多くの経験ができ、人間的に成長

できる場として大きな意義があると考えます。

私自身、中学、高校の6年間、後ろにいらっ
しゃいます近藤議員の下で柔道部に入り、6年
間たくさんのことを学ばせていただきました。

ありがとうございます。（笑声）

しかしながら、現在、部活動においては、少

子化による部員不足によって団体でチームが組

めなくなるなど、これまでのような活動が難し

くなってきており、学校や地域によっては存続

の危機にあるとも聞いております。

このようなことからも、部活動の地域移行は、

地域移行というのは、学校の先生ではなく、外

部の人たちにお任せするということですね。特

に、土日みたいなんですけれども、現在は。子

どもたちがスポーツや文化活動を続けることが

できる環境をつくる取組として重要であると考

えております。

そこで、まずは県内の部活の地域移行の進捗

状況がどのようになっているのか、お尋ねいた

します。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）部活動の地

域移行でございますけれども、現在それぞれの

市町が設置しております協議会等におきまして、

競技団体や保護者会等を主体とした運営のあり

方など、地域の実情に応じた具体的な移行計画

の検討が進められておるところでございます。

そのうち、長与町におきましては、もう今年度

から休日の全ての運動部活動を総合型スポーツ

クラブに移行いたします。

また、新たに国の指定を受けました2市3町で
は、近隣校同士での合同の活動、あるいは既存

のスポーツ少年団、吹奏楽団等と連携した実証

事業に取り組むこととしております。

引き続き、このような地域移行に向けました

土台づくり準備が円滑に進みますよう、市町で

開催されます協議会等に積極的に参加いたしま

して、実証事業の成果や先進的な取組などの情

報を共有するなど、市町と連携、協力して取り

組んでまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君）各市町で具体的な取組の

検討が進められるということですが、引き続き、
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子どもたちのために確実に取り組んでいただき

たいと思います。

（2）財源確保等について。
さて、こうした部活の地域移行は、地域クラ

ブ活動などへの加入によって参加費用などが必

要になるなど、保護者の新たな経済的負担が生

じることが予想されております。そのため、子

どもたちがスポーツや文化、芸術活動に安心し

て取り組めるよう、保護者の経済的な負担軽減

を図る必要があると考えます。

現に先日は、長与町長、長与町議長、役場の

皆様とご一緒に、中学校部活動の地域移行に伴

う財源の確保について、大石知事、そして、徳

永議長のもとへ要望書に基づき、陳情に伺わせ

ていただきました。

以上、部活動の地域移行に伴う財源の確保、

保護者の経済的な負担軽減に関する県のお考え

について、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）地域移行後

の部活動を担う地域クラブにつきましては、学

校管理下で行います学校部活動と異なりまして、

参加者の会費等で運営されるため、運営団体等

におきましては、保護者の理解を得つつ、会費

の適切な設定をしていただく必要があると考え

ております。

そのためには、ご指摘ありましたようにでき

るだけ保護者の負担を多くしないように、市町

に対しましては、学校施設の活用や、あるいは

公共施設の使用料の減免など負担軽減の取組を

促しますとともに、国に対しましては、生活困

窮世帯への支援や運営団体等が持続可能な運営

を行えるまでの必要な財政的支援について、引

き続き要望してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。

〇８番（冨岡孝介君） ちょっと、このあたりに

ついては、もう少しお話したい部分もあるので

すけれども、時間の都合もありますので、最後

時間が余りましたら、お話をさせていただけた

らと思います。

5、補聴器購入補助について。
先に忘れないうちに、こちらについては長崎

市内で病院を経営されております神田幸彦先生

にいろいろアドバイスをいただいて、ご質問を

させていただいております。

神田先生は、これまでも前田県議やごう県議

といった皆様と連携しながら、県のために様々

な医療的な、特に、耳に関する施策、こういう

ところを県政に反映させてこられたような、全

国でもとても著名な先生でございます。

（1）県の見解について。
今年6月定例会の一般質問において、本多議

員が、この補聴器の購入補助について取り上げ

られました。その際、当時の寺原福祉保健部長

からは、以下のようなご答弁がございました。

「補聴器については、日常生活を支援するた

め、身体障害者手帳交付対象である高度及び重

度難聴の方には、補装具費支給制度において購

入支援が行われております。一方、対象外とな

る方のうち、中等度難聴の高齢者に対しては、

独自に補助を行っている市町村も確かに一部ご

ざいます」と述べられたうえで、「ただ難聴は、

認知症をはじめ、様々な病気のリスク要因の一

つとは言われてはいるけれども、補聴器の使用

が認知機能低下を防ぐ効果があるかどうかにつ

いては、国において検証が進められているとこ

ろであり、県としては、国の補装具費支援対象

外の難聴の高齢者に対する補助に関しては、補

聴器の認知症予防にかかる効果検証を含め、国

や他県の動向を注視していく必要があると考え
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ている」との答弁がございました。

要するに、県としては、エビデンスがないか

ら、今はそこまですることはできませんという

答弁だったかと思うのですが、そのうえでいか

がでしょうか、国の効果検証を注視するとのこ

とでありましたけれども、イギリスに住む44万
人のデータを分析し、難聴で補聴器を使わなか

った人は、難聴がない人に比べて認知症になる

リスクが1.42倍と高く、一方で、難聴の人で補
聴器をちゃんと使った人のリスクは、難聴がな

い人とほぼ同等の1.04倍だったという国際研究
チームの研究結果など、補聴器の使用による認

知症の予防のエビデンス、根拠、証拠、裏づけ

は既に示されているところでございます。

これにつきましては、このメールを神田先生

に送らせていただいたところ、今朝、神田先生

から連絡がきまして、孝介君、あれでは医療的

にはなかなかエビデンスとして薄いから、もっ

とこの論文を使ってくれみたいなお話もあった

んですけれども、ちょっとそちらについては割

愛させていただきます。

そのあたりは福祉保健部長と今後しっかりと

やり取りをさせていただけたらと思います。福

祉保健部長も先日お会いした際に、「ご提供い

ただいたあの論文、原文で読みましたよ」とい

うお話もありまして、大変心強く思っておりま

す。

私といたしましては、既に示されているエビ

デンスを踏まえ、特に、今回は高齢者に限定し

ますけれども、高齢者に対する補聴器購入補助

について、長崎県独自の制度の創設を検討すべ

きと考えていますが、県の見解をお伺いいたし

ます。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）お答え申し上げ

ます。

難聴は、認知症のリスク要因の一つであると

されておりますが、補聴器の使用による認知症

予防の効果につきましては、現在、世界中で様々

な研究が行われているところであり、現時点で

エビデンスが確立された状況ではないと認識し

ております。

補聴器使用の効果が明確に実証されれば、国

において、補聴器導入支援の必要性について検

討が行われるものと考えておりまして、県とい

たしましては、引き続き国の動向を注視してま

いりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君）部長の先ほどのご発言で

すと、世界中でいろいろ研究があって、冨岡君、

あなたは一応ああいうデータを出してきたけれ

ども、まあ、まだ議論があるところだよと、国

がしっかりとそれを認めない限りは、なかなか

県としても難しいというようなご答弁だったで

しょうか。（笑声）大丈夫です。

そうしますと、こちらでも一応神田先生も、

その道のかなりトップ何とかみたいな感じです

ので、私もしっかりと勉強させていただきなが

ら、今後もこの部分について、いろいろと資料

ご提供さしあげながら、部長も、まあ確かにそ

うかもしれないなというところまで、これから

本多議員とも組みながら頑張っていきたいと思

っております。

（2）知事の見解について。
補聴器利用が認知症予防に有効であるという

研究結果も、私としてはお示ししたところです

が、それを踏まえて、医師である知事にも改め

てご見解をお伺いしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）私の医師としての見解な
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のかわかりませんけれども、認識としては、神

田先生が、これで少し足らないかもしれないと

おっしゃったと伺っていますが、それと同じで

ございます。

本当に一般的にお話をしますと、やはりエビ

デンスというものは、様々なサポート、支持的

なもの、支持しないもの、たくさん出てきて、

それでコンセンサスを得るかどうかといったも

のになっていくのが普通でございます。

お示しいただいた論文は恐らく「ＬＡＮＣＥ

Ｔ(ランセット)」のものだと思いますけれども、
私も昨夜ちょっと見させていただきました。後

ろ向きの関連性を調査したものですけれども、

「ＬＡＮＣＥＴ(ランセット)」は非常に優秀な、
位の高い論文ではございますけれども、一つの

ものでやっぱりそのコンセンサスを得るという

のは非常に難しいものです。現状を見ますと、

「ＬＡＮＣＥＴ(ランセット)」は2023年で、Ｗ
ＨＯが出したのは2019年ですけれども、2019
年のＷＨＯが出しているガイドラインの中では、

やはり補聴器が認知症のリスクを低下させると

いうエビデンスとしては不十分であるという見

解が示されています。

その後も、日本の国においても、補聴器の装

着の有無といったものが認知症の発症率の差に

関与するかといった研究もされておりますけれ

ども、いまだ結論には至っていないという認識

でございますので、2019年以降もＷＨＯは、そ
の認識における状況については変化がないと認

識していますので、まだエビデンスとして十分

といったものには至っていないかなというのが、

私の認識でございます。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君）そういうお答えでしたの

で、ちょっと本会議の議事録にも残したいので、

一応神田先生からのものをお話させていただき

ます。

アメリカの研究(アルツハイマー病センター
多施設研究班)では、補聴器使用者のＭＣＩ（軽
度認知障害）発症リスクは、補聴器使用をして

いない者に比べ50％以上低かった。軽度認知障
害から認知症への発症も2倍遅くなった、  
「Ｂucholc、2022」、ちょっと後で読み方を虎
島議員、教えてください、という確かなデータ

もありますということを追加されてはどうです

かということで、これから、この具体的なとこ

ろは、私自身はやはりこの細かいところわかり

ませんので、その辺いろんな専門家の先生にお

伺いして、知事や部長とこれからお話できたら

と思っております。

以上で、補聴器の購入について、一旦終わら

せていただきます。

6、長崎県の看護師不足について。
（1）県内の状況について。
数年前には、看護大学の増設で全国的に看護

師不足は解消するばかりか、余るかもしれない

とアナウンスされていました。しかし、介護職

とともに大変きつい職種であると世間から受け

取られ、介護施設の増加、慢性的な都市部の看

護師不足により、地方の看護師不足に歯止めが

かかっておりません。そればかりか、新型コロ

ナ感染症などによる過労、風評被害で看護師不

足にさらに拍車がかかっている状況にあります。

たしか先日のごう議員のお話でしたか、あの

中でも医療的ケア児の方の、一緒にタクシーに

乗ったりする看護師が足りないというお話もあ

りました。

長崎県においても、看護師不足による病棟閉

鎖で、既に救急医療体制に影響が出ており、こ

のままでは医療崩壊すら危ぶまれています。何
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らかの即効的な対策が必要なことは明らかでご

ざいます。

さらに、医師会立看護学校に目を向けますと、

これまで行われてきた医師会アンケートの結果

からも、地域の医師会立看護学校の卒業生が地

域医療を支えてきたことは明らかでございます。

しかし、近年、幾つかの医師会立看護学校で

は、経営面や定員の確保に大変苦慮しており、

廃校されたところもございます。今後、残され

た医師会立看護学校の運営が立ちゆかなくなっ

た場合、県内就業率はさらに大きく低下し、新

卒者の確保は困難を極めることが予想されてい

ます。ひいては、救急医療に限定しない地域医

療の崩壊が現実味を帯びてまいります。

このような現状をご理解いただき、また、「新

しい長崎県づくり」ビジョンの健康の重点分野

においては、我が県としては、いつでも、どこ

でも、誰でも医療サービスが受けられる環境づ

くりを全国に先駆けて進めることが掲げられて

いることからも、県には早急に看護師不足対策

を行っていただきたく存じます。

以上より、看護師不足に関する（1）県内の
状況に対する県のご認識をお尋ねいたします。

また、仮に私の現状認識が誤っているのなら

ば、その点に関するご指摘もお願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 本県の令和2年
12月末時点における医療機関などで就業する
人口10万人当たりの看護職員数は、全国では
1,315人であるのに対し、本県では1,987人と、
全国では6番目に多い状況ということになって
おります。

しかしながら、本県のナースセンターが本年

実施いたしました調査の結果によりますと、県

下に146施設ある病院のうち、調査に協力いた

だいた134病院の6割近くが「必要な看護職員数
を確保できていない」と回答しているところで

ございます。そして、看護師の不足を理由とい

たしまして、病棟を閉鎖する病院、こちらも認

められているという状況でございます。

したがいまして、本県における医療提供体制

を確保するためには、看護師の偏在対策、こち

らに早急に取り組む必要があると認識をしてお

ります。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君）ちょっと全てを書きとる

ことはできなかったのですけれども、足りてい

ないということと、あと最後に偏在対策という

お話がありました。偏在はどことどことの偏在

ですか。長崎県内なのか、それとも長崎県とほ

かのところとかと比べてみたいな表現だったの

か、そこだけご確認させてください。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）偏在といいます

と、こちら、今お話させていただきましたとお

り、全国と比べますと、長崎県の中の看護師の

数は全国の中でも多いというふうになっており

ますけれども、病院で勤務する看護師、そちら

が不足しているのではないかというところのア

ンケート結果が見えているというところでござ

いますので、病院とその他の病院ではない医療

機関との偏在というところなのかというところ

が、これまでの結果からはうかがい知れるとい

うところでございます。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君） ちょっとそのあたり、私

も今後もまたいろいろと調べさせていただけた

らと思います。

（2）看護師不足対策について。
それでは、県全体としては、ほかと比べたら
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多いけれども、偏在によって少なくなっている、

足りてない病院もたくさんあるし、地域なんか

によってもということでございますね。

それでは、その確保対策について、本県の就

業されている看護職員は、全国的に多いながら

も医療現場では不足があるというご認識はされ

ているということでございましたけれども、確

保対策について、具体的には①修学資金貸与制

度の対象者の拡大、②医師会立看護学校への支

援等、③県外看護師のＵターン支援、これは学

生さんも含みます、④県立大学の定員増、地域

枠増や県内の就業促進などについて、前向きに

ご検討をお願いしたいと考えておりますので、

これらに関する県のお考えをお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 本県では、看護

師不足による地域医療崩壊を防ぐために、看護

師を目指す学生への支援や離職防止を目的とし

た看護師への支援、こちらなど様々な施策を実

施しているところでございます。

ご指摘のございました、県内医療機関等で看

護職員として従事しようとする看護学生に修学

資金を貸与する看護職員修学資金貸与事業、こ

ちらにつきましては、厳しい財政状況にある中

で、これまで貸与枠の拡大を図ってまいりまし

た。この事業の重要性につきましては認識をし

ているところでありまして、継続に向けまして、

今後とも努めてまいります。

また、医師会立の看護師等養成所の強化充実

を図るための「看護師等養成所運営等事業補助

金」、こちらにつきましても県内就業率を考慮

した補助率のかさ上げなどを実施してきたとこ

ろであり、今後とも支援に努めてまいります。

そして、県外看護師のＵターン支援、こちら

につきましては、県外からの移住相談会におい

て、県内への就業勧誘などに取り組んでおりま

して、今後はターゲットを広げまして、他県で

在学中の本県出身の看護学生の方々などへの就

業相談支援といったものについても実施をして

いきたいと考えているところでございます。

今後とも、いつでも、どこでも、誰でも医療

サービスが受けられる環境づくりを目指しまし

て、看護職員の確保に力を尽くしてまいります。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）県立大学の部分につ

いて、ご質問ございましたので、お答えさせて

いただきます。

県立大学の看護学科では、看護師資格取得の

ため、県内生対象の学校推薦型選抜試験におい

ても、一定の水準を求めているというところで

ございます。ここ数年でございますが、この水

準を満たす合格者は募集定員を下回っていると

いうところでございまして、現状では定数を増

やす状況にはないと考えておるところでござい

ます。

また、定数増のためには、教員の確保、それ

から施設の拡充、これらに伴う財政負担の増と

いう課題もございます。加えて、県内の他大学

や看護専門学校等における定員の確保への影響

も配慮する必要がありますので、看護学科の定

数増については、現状として慎重な検討を要す

るものではないのかなと考えているところでご

ざいます。

一方で、学生の県内の就業を促進するための

取組でございますが、こちらにつきましては、

県内の病院による学内での合同説明会や、県内

病院で既に活躍されているＯＢ、ＯＧとの座談

会の開催、県内病院への学内推薦受験、求人情

報の提供などを行っているところでございます。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
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〇８番（冨岡孝介君） 4つの対策について具体
的に細かく教えていただきました。ありがとう

ございました。

こちらに関しましては、医療界の方から強い

ご要望もいただいておりますし、最初に述べま

した、「新しい長崎県づくり」ビジョンの健康

の重点分野においても、先ほどのお話もありま

したので、今後しっかりと前向きにご検討いた

だけたらと思います。

7、子ども医療費の現物給付について。
（1）高校生世代の医療費助成における実施

状況について。

本県における高校生世代の医療費については、

今年度から新たに助成制度が創設され、県内全

ての市町で、乳幼児から18歳まで全ての子ども
が医療費助成を受けられる体制が整ったところ

です。大石知事、ありがとうございます。

そこでお尋ねします。

4月から制度がスタートしましたが、県内市
町の申請受付状況はどのようになっていますで

しょうか。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）お答え申し上

げます。

高校生を対象とする県の医療費助成制度は、

4月分の医療費から助成対象とすることとして
運用を始めておりまして、市町においては準備

が整ったところから、順次助成対象の方からの

申請受付を開始しているところでございます。

県の制度開始前から、既に高校生を対象に助

成を行っていた市町を含めて、現時点で15市町
において申請受付を開始している状況でござい

ます。残る6市町においても、11月までに受付
開始の予定でありまして、今後とも、円滑に事

業が開始できるよう必要な支援を行ってまいり

ます。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君）申請受付状況については、

そのような状況ということですね。

（2）現物給付に対する県の考えについて。
とはいえ、この医療費助成、償還払い方式、

つまり医療機関に一部負担金を支払い、後日、

領収書等を添付のうえ、市に申請を行い、自己

負担額を控除した額を返還する方式での実施か

と思います。

繰り返しになりますけれども、「新しい長崎

県づくり」ビジョンの子どもの重点分野におい

ても示されましたように、長崎県の未来のため

に、長崎県の未来を築いていくために、子ども

たちへの投資を未来への投資と捉えたうえで、

本県と日本の将来を担う子どもたちが安全・安

心に健やかに成長することを積極的に支援して

いかなければなりません。

そのような中、やはり子ども医療費の現物給

付化について、関係団体や市町からご要望が上

がっています。この点については、2月の予算
委員会においてもご質問があって、知事も前向

きにというお話でしたけれども、改めてですね。

さて、子育て家庭の利便性、助成を受けるに

は、支給申請書や領収書原本などの提出が必要

である点や経済負担の軽減、現物給付ならば病

院にかかる時にお財布の中身を気にする必要が

なくなるなどを考慮すると、やはり現物給付が

望ましいとも考えられます。改めて、県のお考

えをお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）高校生を対象

といたします医療費助成につきましては、厳し

い財政状況の中、市町と協議を重ねたうえで今

年度から開始したものでありまして、現時点に
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おきましては、現物給付の導入は困難な状況で

ありますけれども、今回の制度が最終形ではな

いと考えております。

また、本来医療費助成制度は、国の責任にお

いて整備すべきものと考えておりまして、本県

の取組なども示しながら、国に対して、引き続

き強く要望してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君）最終形ではないというこ

とで、完成形に向けて一緒に頑張ってまいりま

しょう。そして、国への要望については、私も

頑張っていきたいと思います。

8、幼児教育・保育の充実について。
（1）人材確保対策について。
「新しい長崎県づくり」ビジョンの子どもの

重点分野においても示されましたように、先ほ

どのお話と同じですね、子どもたちへの投資を

未来への投資と捉えたうえで、本県と日本の将

来を担う子どもたちが安心・安全に健やかに成

長することを積極的に支援していかなければな

りません。将来を担う子どもたちの育成のため

に、幼児教育、保育施設の担い手となる保育人

材の確保は、とても重要なことだと認識してお

ります。

一昨日の一般質問においては、前田議員より

保育士の人材確保全般に関するご質問がありま

した。私からは、保育士を目指す学生さんへの

支援につながる保育士修学資金貸付事業につい

て、お尋ねいたします。

これは、修学のための費用の貸付けで、5年
間県内の施設に勤務すると、返済が免除される

制度だと聞いております。現在の活用状況と必

要な貸付枠の維持確保に向けた県のお考えをお

聞かせください。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）お答え申し上

げます。

令和5年度の修学資金貸付者は82名でござい
まして、前年度と比べ18名の増となり、事業を
始めた平成28年度からの累計貸付者は706名と
なっております。

当該貸付事業の財源には、国費10分の9とい
う大変有利な補助制度を活用しておりまして、

これまで国に要望を行ってきた中、今年度は国

から十分な貸付原資の交付を受けることができ

たことから、貸付条件を満たす方には全て貸付

けを決定することができたところでございます。

本事業は、保育士を目指す方の経済的支援や

県内就職につながるものであり、本県の保育人

材の確保に大変重要な取組であると認識してお

ります。

県としましては、厳しい財政状況の中、国の

有利な財源を最大限活用する観点から、引き続

き国に対して必要な予算の確保を要望してまい

りたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君） 私も議員として、引き続

き、十分な予算額の確保を国へ要望していきた

いと思っております。

（2）幼児教育センターについて。
さて、先ほどは人材確保について、お伺いし

ましたが、将来を担う子どもたちの育成のため、

幼児教育・保育施設の質の向上はとても大切な

ことだと認識しています。また、子どもたちの

育ちを支える保育士の資質向上も重要なことだ

と考えています。

本県において、今年度より幼児教育センター

を設置し、幼児教育の質の向上を図る取組が強

化されたと伺っております。県民や保育に携わ

る皆様への周知の観点から、本日取り上げさせ
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ていただきましたけれども、幼児教育センター

の目的や機能、事業内容や現在の取組の状況に

ついて、お聞かせください。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）県の幼児教育

センターは、幼児教育・保育の質の向上を目的

として、アドバイザーによる訪問支援や研修の

実施、小学校教育との円滑な接続、また、調査

研究等の取組を総合的に実施する拠点として、

本年4月に設置いたしました。
このうち、アドバイザーによる訪問支援につ

きましては、保育所等への個別訪問や市町等が

主催する研修会への講師派遣に7月から取り組
んでおりまして、8月末で14件の実績となって
おります。

訪問した園からは、「自らの保育を振り返る

よい機会になった」、また「明日からの保育が

楽しみになった」などの感想をいただいている

ところでございまして、保育者の専門性や意欲

の向上につながっているものと感じております。

また、幼児教育と小学校教育の円滑な接続に

つきましては、県と市町の担当課で構成する「県

幼保小連携推進協議会」を立ち上げ、その推進

に努めてきたところでございます。

今後とも、市町や関係団体と連携し、本県の

次代を担う子どもたちの育ちを支える幼児教

育・保育の質の向上を図ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君） ぜひ、今後も保育に携わ

る皆様や各園への支援、幼保小の連携の推進、

調査研究、情報発信について頑張っていきまし

ょう。

こちら周知についてはしっかりとなされてい

るんですか。そこだけお答えください。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）幼児教育セン

ターの周知につきましては、幼稚園、保育所等

の関係者が多数出席する会合等の場でご紹介さ

せていただいたほか、県下全ての市町を訪問し、

管内の施設に対する事業説明と活用促進を依頼

してきたところです。

今後も、センターの活動状況や活動した施設

の声などについて、定期的に情報発信するなど

しながら、より多くの施設に活用していただけ

るよう周知広報に努めてまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君） 9、ベトナムとの交流と
未来について。

（1）ベトナム訪問団について。
先月27日から今月1日まで、大石知事や徳永

議長、他の先輩議員、同僚議員、職員の皆様と

ともにベトナムを訪問いたしました。

今年は、我が国とベトナムが外交関係を樹立

してから50周年という節目の年でございます。
長崎県議会にとっても、クァンナム省人民評議

会と友好交流関係を締結してから、5周年の記
念すべき年でございます。

本県とベトナムとの関係は、約400年前の荒
木宗太郎とアニオー姫の物語の時代に始まりま

すが、今年は日越両国間で50周年の記念事業と
して、この2人の物語をモチーフとしたオペラ
が制作され、9月にベトナムで、11月には日本
での公演が予定されています。知事も見学され

ました。

ハノイでお会いした在ベトナム日本大使から

は、この物語は、長崎とベトナムにとどまらず、

日越両国の友好交流の象徴であり、今年は長崎

の認知度がさらに高まるだろうと、そういうお

言葉もいただきましたね。
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長崎では、来月7日から「長崎くんち」が始
まります。コロナの影響もあって、今年は実に

10年ぶりに、この2人の物語を描いた本石灰町
の御朱印船が奉納される予定でございます。

私は、長崎の名前が日越両国で高まるこの時

期に、知事や議長がベトナムを訪問したことは

非常に意義ある取組であったと考えています。

そこでまず、改めまして今回のベトナム訪問

の目的と実際に訪問を終えた今、今回の訪問時

の活動内容をどのように評価されているのか、

県のお考えをお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（伊達良弘君）今回の

ベトナム訪問では、ベトナム政府やクァンナム

省、ダナン市や人材の送り出し機関等を訪問し、

友好関係や人的ネットワークの強化のほか、人

材の受入れ拡大、観光、文化等のさらなる推進

に向けた現状、課題の把握を主な目的として実

施いたしました。

政府関係者との面会では、外務大臣をはじめ、

クァンナム省やダナン市の人民委員会委員長な

どとお会いし、人材分野での協力関係の強化の

ほか、観光や文化、スポーツといった分野での

交流拡大が重要との認識を共有させていただい

たところでございます。

また、人材の送り出し機関や本県からベトナ

ムに進出した企業への訪問では、人材の送り出

しや育成、技能実習終了後の活用等における現

状や課題について、意見交換を行ったところで

ございます。

今回の訪問においては、友好関係や人的ネッ

トワークの強化のほか、人材の受入れ拡大に向

けた現状や課題の把握、観光・文化等の分野に

おける今後の交流拡大に向けた意見交換など、

一定の成果が得られたものと考えてございます。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君） （2）今後のベトナムと
の交流について。

そうしたお話をいただきました一方で、人材

を受け入れる事業者の皆様の中には、ベトナム

の経済成長や円安の影響もあり、ベトナムの人

件費は上昇していることから、より安い人件費

を求めて、他の国、地域からの人材の受入れを

進めているというお話もお聞きしました。

さて、県内に目を向けると、現在1万人を超
える外国人住民の皆様が長崎で生活をされてい

て、このうち約3,000人の方がベトナムの皆様で
す。長崎には、ベトナム人コミュニティの団体

として、(ＮＰＯ法人)在長崎ベトナム友好協会
という組織もございます。そして、私が事務長

を務める(ＮＰＯ法人)在長崎ベトナム友好協会
も、こうした(ＮＰＯ法人)在長崎ベトナム友好
協会が、例えば、今年の年明け頃には技能実習

生が、ベトナムに帰国できない、ベトナムで旧

正月を迎えられないベトナムの方々のために、

友人である長崎の人とともに旧正月を一緒に祝

うイベントが企画されたりしていますけれども、

そういった動きを微力ながら応援しているとこ

ろでございます。

私自身、今回のベトナム訪問を、こうした50
周年を契機とした日越両国の動き、そして、長

崎での新たな交流の始まりを県政の課題解決に

活かせないかとの強い思いで振り返っていると

ころでございます。

そこで、知事にお尋ねします。

今回の訪問では、ベトナム側から、これまで

以上に多くの人材を本県に送り出したいとの強

い声があったほか、観光や文化などの分野での

連携を期待する声もありました。将来的なベト

ナムの今後さらなる成長も踏まえて、ベトナム
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との交流における将来展望をどのようにお考え

なのか、ご答弁いただきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）今回のベトナム訪問にお

きまして、政府や自治体の関係者の皆様、送り

出し機関等と意見交換をする中で、議員ご指摘

のとおり、ベトナムから本県への人材の送り出

しの拡大、また、それも含めた交流の拡大とい

ったところに大きな可能性を感じたところでご

ざいます。

現在、本県では、様々な分野におきまして人

材不足といった大きな喫緊の課題を抱えてござ

います。ですが、今後、ベトナムとの信頼関係

をさらに強固なものとしまして、優秀な人材の

受入れ拡大を進めることで、こうした課題の解

決にもつながっていくものと考えております。

そのためには、技能実習生等が安心して、こ

の長崎県で暮らせる環境の整備を図ること、長

崎の魅力を共有して発信できる帰国実習生等に

よるネットワークを構築すること、また、本県

で習得した技能を母国に帰ってから活かせるよ

うな仕組みづくりなど、これらの取組について、

ベトナム側と連携、協力をして取り組むことが

重要であると考えてございます。

また、これは展望、期待になりますけれども、

ベトナムは、現在、平均年齢が非常に若く、ま

た近年、急速な経済成長を遂げている状況でご

ざいます。中・長期的な視点で見ますと、イン

バウンドであったり、県産品輸出といった分野

においても重点市場となる可能性があると考え

ております。

これらのことから、将来的な観光や経済面で

の実利の獲得も視野に入れながら、今回の訪問

で得られた人的ネットワークであったり、友好

関係を活用しながら交流を推進しまして、さら

なる関係強化等を図ってまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（徳永達也君） 冨岡議員─8番。
〇８番（冨岡孝介君） 初質問で、私も勉強不足

で深い議論がなかなかできなかった部分がござ

いますけれども、これからもしっかりと皆様と

ともにたくさん勉強させていただいて、これか

らもこうした議論と、私の場合は西彼杵の声を

しっかりと県政に届けながら、長崎県全体の発

展のために精いっぱい頑張っていきたいと思い

ます。

終わらせていただきます。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 午前中の会議は、これに

てとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から再開します。
― 午後零時１６分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇副議長（山本由夫君）会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、こんにちは。

公明党の宮本法広です。

通告に従いまして、一問一答形式で質問をさ

せていただきます。

1、人口減少対策について。
（1）移住定住Ｕターン対策について。
人口減少は、本県の最重要課題であり、若者、

特に、新規卒業生の県外流出は顕著であります。

新卒生の「一度県外に出たい」との考えを尊重

しつつ、県外学生に対するＵターン対策の強化

は重要であります。

本県では、県外大学と就職支援に関する連携

協定を締結するなどの取組をされており、一定
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評価はしています。

まずは、本県出身の県外大学生のＵターン就

職の実績と取組について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（宮地智弘君）県外大学生

のＵターン就職については、本県からの進学者

が多い福岡県と首都圏の86大学に調査をして
おり、令和5年4月に就職した1,003人のうち、
県内へのＵターン就職者は232人となっており
ます。

県では、Ｕターン就職のさらなる拡大に向け、

昨年度から福岡県を中心に県外大学4校と新た
に連携協定を締結し、学内での企業説明会や県

内企業の見学ツアーなど具体的な取組を実施し

ております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 新たに県外大学4校と
連携協定をしたということで、Ｕターン就職に

向けた新たな具体的な取組を確認させていただ

きました。

一方で、県外進学者の就職者数、直近で1,003
人のうちＵターン就職者が232人、2割程度とい
うことで、ここは力を入れていくべきところで

あるというふうに考えております。

引き続き、県外大学との連携などＵターン就

職対策のさらなる強化に向けて取り組んでいく

べきと考えますが、知事の見解をお尋ねいたし

ます。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）本県出身の大学生の県内

就職率は、県内大学の約6割に対しまして、県
外大学は2割程度となっておりますことから、
Ｕターン対策を強化していくことは重要と考え

ています。

このような中、連携した大学から県内企業に

ＵＩターンの就職者も出るなど、具体的な成果

も出始めているところでございます。

今後とも、県内企業の情報に加えまして、長

崎の住みやすさの魅力などを学生に伝えること

で、県内企業にＵＩターン就職をしていただけ

るように、取組を進めていきたいと考えており

ます。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 引き続き、県外大学と

の連携強化に取り組んでいただきたいと考えて

おります。

私も、高校卒業後、福岡の大学に行きまして、

その時に佐世保のＣＭがテレビで流れまして、

佐世保の魅力を改めて感じて戻ってきた一人で

ありますので、連携強化については引き続き取

り組んでいただきたいということと、併せて、

福岡に対する取組、具体的な取組を充実させる

ためにも、長崎ＵＩターン就職支援センターの

機能強化も重要になってきますので、この点も

ご検討いただくように要望をさせていただきま

す。

（2）移住定住対策について。
社会減対策について、お尋ねいたしますが、

まずは、直近3年間の移住に関する相談件数及
び移住者数の推移について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）県及び市町への

移住相談件数は、令和2年度が8,560件、令和3
年度が9,260件、令和4年度が1万1,440件となっ
ており、年々増加しております。

また、本県への移住者数については、令和2
年度が1,452人、令和3年度が1,740人、令和4年
度が1,876人で過去最高となっており、移住者数
についても年々増加している状況でございます。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
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〇１６番（宮本法広君）相談件数が徐々に伸び

てきている現状を確認させていただきました。

直近では1万1,440件、それに伴って移住者数も
増えていると、過去最高であるということから

して、相談窓口の対応とか情報公開がいかに重

要かということがわかるかと思います。

それで、移住希望者における移住先の条件と

いたしましては、雇用の場と住まいの確保対策

が重要であります。本県におけるこの2つの取
組について、お尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）移住希望者の雇

用の場の確保については、県と市町が共同運営

している「ながさき移住サポートセンター」に

おいて無料職業紹介を行っているほか、東京な

ど都市部において、「転職相談会」を開催して

おります。

また、県移住支援サイト「ながさき移住ナビ」

と県内求人や企業情報の検索サイト「ジョブな

び長崎」のシステムの連携を図り、半導体や情

報産業などの成長分野をはじめ、魅力的な求人

情報を迅速に届けているところでございます。

住まいの確保につきましては、賃貸物件を希

望される方に対して、県内の不動産事業者の紹

介等を行うほか、市町が運営している空き家バ

ンクの情報を「ながさき移住ナビ」で発信して

おります。

引き続き、市町や関係団体等と連携し、移住

希望者に寄り添った支援を行ってまいります。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 雇用の場、住まいの確

保対策について、それぞれご答弁いただきまし

た。具体的にいろんなサイト、サポートセンタ

ーを使いながら、きめ細やかな対応をしていた

だいております。引き続き、市町と連携を取り

ながら、移住希望者の目線に沿った対応をお願

いしたいと考えております。

人口減少対策といたしまして、移住の取組は

推進すべきであります。今年度の新たな施策に

ついて、お尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）本県の人口減少が進行す

る中で、社会減対策として移住の促進は非常に

重要な取組だと認識をしております。

昨年度開催をいたしました「こんな長崎どが

んです会」において、私自身が移住者の皆様か

ら直接お聞きしたご意見を反映しまして、移住

Ｗｅｂサイトにおいて、先輩移住者の経験を踏

まえたＱ＆Ａ掲載などの情報発信を充実すると

ともに、移住希望者に対する移住前後の相談対

応などのサポート体制を強化することとしてい

ます。

また、国の事業を活用しまして、東京23区に
在住、または勤務されている子育て世帯の移住

を促進するために、移住支援金の子育て加算に

つきまして、昨年度は18歳未満の方一人につき
最大30万円だったんですけれども、今年度から
は最大100万円に拡大をしております。
今後も、市町と連携をしながら、さらなる移

住促進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 引き続き、この新たな

取組を検証していただきながら、来年度、新し

い取組を展開していただくようにご要望させて

いただきます。

（3）地域おこし協力隊について。
学生に対するＵターン対策と社会減対策で人

口減少対策を見てきましたが、地域おこし協力

隊について、人口減少対策を考えていきたいと
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思います。

地域おこし協力隊につきまして、まずは、本

県におけるこれまでの採用人数と活動隊員数、

そして主な成果について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） 平成22年度の
地域おこし協力隊の採用以降、これまでに県及

び18市町において307名の方を採用しており、
本年9月1日時点では65名が現役隊員として県
内各地で活動しております。

主な成果といたしましては、例えば、地元食

材を活かした特産品の開発や農林水産加工品等

のブランド化、販路拡大が図られるなど、地域

の活性化につながっております。

また、隊員としての期間中、ジビエ製品等の

開発、販売に従事していた方が、任期終了後に

当該地域において同種事業で起業するなど、地

域活性化に貢献している事例も多く出てきてい

るところでございます。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 現在、65名の隊員の
方々が活動していただいているという状況であ

ります。様々な成果も出ているようですので、

引き続き、任務終了後も地域に残って活動して

いただくため、地域おこし協力隊の皆様方に対

する支援及び活動内容などの広報対策、そして

応募者の増加対策が重要であろうと考えており

ますが、その取組について、お尋ねをいたしま

す。

〇副議長（山本由夫君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）地域おこし協力

隊への支援につきましては、県内隊員のＯＢ・

ＯＧで構成する「長崎県地域おこし協力隊ネッ

トワーク」と連携して、受入れから育成、定着

まで一貫した取組を行っております。

具体的には、研修会の開催や現役隊員と

ＯＢ・ＯＧとの相互のネットワークの構築、任

期終了後の起業や就業についての相談対応など

を行っているところでございます。

また、応募者を増やすための対策としまして

は、市町に対して、元隊員の視点で募集要項の

作成段階からアドバイスを行うほか、隊員の活

動状況や任期満了後の様子などについてホーム

ページで発信するなど、広報にも力を入れて取

り組んでおります。

引き続き、市町等と連携しながら、隊員によ

る地域活性化がさらに進むように取り組んでま

いります。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）具体的に地域おこし協

力隊の皆様に対する支援、そして広報活動を強

化して、さらに長崎の魅力を他県にも伝えてい

ただきたいということを要望させていただきま

す。

2、福祉保健行政について。
（1）健康長寿日本一の長崎県づくりについ

て。

この項目につきましては、私が初当選以来、

健康寿命延伸への取組として、ずっと質問を続

けてきております。

まずは、現状と課題について、お尋ねをいた

します。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）県民の皆様の誰

もが、健康でより長く元気に暮らしていただく

ことは極めて重要であります。健康長寿日本一

の長崎県づくりに向けては、これまで様々な施

策に取り組んできたこともあり、健康寿命は着

実に延伸しつつあるという状況でございます。
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一方で、一人当たりの医療費が全国で3番目
に高く、生活習慣に起因する疾病の罹患者が多

いという状況は改善されておらず、さらなる健

康寿命の延伸には、県民お一人おひとりに、こ

の状況を知っていただき、健康に対する意識を

高めていただくことが課題であると考えている

ところでございます。

令和4年度からは、「長崎健康革命」をキャ
ッチフレーズといたしまして、運動、食事、禁

煙、健診を取組の4つの柱といたしまして、県
民の健康課題をわかりやすく周知するために、

スペシャルサポーターとして大久保氏を起用い

たしまして、広報を強化しながら、県民自ら生

活習慣の改善に取り組みやすい環境の充実に取

り組んでおります。

また、今年の2月には、健康に関心が薄い方
が多い若い世代の方々や、働き盛りの世代の

方々をターゲットといたしまして、気軽に楽し

く健康づくりに取り組めるよう、長崎健康づく

りアプリであります「歩こーで！」を導入して

おりまして、アプリの活用促進を図っていると

ころでございます。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）具体的にご説明いただ

きまして、ありがとうございました。

いろいろ課題も浮き彫りになってきましたが、

これらの取組によって、県民への健康長寿に向

けた意識醸成が十分に構築できているのかどう

か、この点について見解をお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 本県では、県民

の皆様方の主体的な健康づくりを応援するため

のアプリ「歩こーで！」を活用いたしまして、

1日の運動をプラス10分間行うことなど、県民
の皆様が具体的な生活習慣の改善にチャレンジ

していただけるような広報に努めているところ

であります。

その結果といたしまして、アプリのダウンロ

ード者数は3万7,000人を超えて順調に伸びて
いるところでございます。ユーザーは、健康に

関心が薄い年齢層であります40代や50代の
方々が多いというところもございまして、県民

の皆様方の健康づくりの意識は醸成に向かいつ

つあるのではないかというふうに認識している

ところでございます。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）県民の意識醸成に向け

た広報の必要について、まず1点目、お尋ねを
いたします。

令和7年、「ながさきピース文化祭2025」が
開催されますが、この文化祭を絶好の機会と捉

えて、健康県長崎として県民の意識醸成を図る

べく、広報活動の強化を提案いたしますが、見

解をお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）多くの方々が集

まる様々なイベントを活用いたしまして、健康

づくりの大切さを広く周知、啓発することは、

大変有益であるというふうに考えております。

現在も、民間企業や庁内の関係各課と連携を

いたしまして、イベントや会議等におきまして

パネルの展示やブースの設置、チラシ配布など

を行っておりますところ、今後とも、県内で開

催されます各種のイベントなど多くの県民の皆

様にお伝えできる機会を捉えて、広く発信して

まいりたいと存じます。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）あらゆる機会を捉えて

広報の周知をしていただきたいということを要

望させていただきます。
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広報の強化について、もう1点ですが、県民
の健康課題の解決についても広報の強化は重要

であると考えます。

特に、長崎県の健康課題としては野菜摂取不

足が顕著であります。

そこで、長崎健康革命スペシャルサポーター

の大久保嘉人さんによる広報は影響力があると

考えております。野菜摂取を推進するために、

大久保嘉人さんを採用した広報活動が必要かと

考えますが、見解をお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）県民の方々の一

日当たりの野菜摂取量は、令和3年度に実施し
ました調査で234.4グラムとなっておりまして、
本県の健康増進計画に掲げた目標でございます

350グラムには100グラム以上不足していると
いう状況でございますことから、県民の健康増

進のため、野菜摂取促進に向けた対策は大変重

要であるというふうに考えております。

そのため今年度は、県内のスーパーと連携を

いたしまして、84の参加店舗内で配布する野菜
レシピで作った料理をＳＮＳで投稿いただくと

プレゼントが当たる企画、「長崎健康革命」夏

野菜レシピインスタグラム投稿キャンペーンを

開催しているところでございます。

11月には、このキャンペーンと連動したイベ
ントに大久保嘉人氏にご出演いただきまして、

野菜ソムリエによるレシピ実演などを行う予定

としておりまして、県民の方々の野菜摂取促進

につながる効果的な広報となるよう取り組んで

まいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）詳細なご答弁ありがと

うございました。ぜひ、こういった影響力が強

い方を起用して、健康課題の解決に尽力してい

ただきたいと考えております。

広報を中心に様々質疑させていただきました

が、今後、健康長寿日本一の長崎県づくり対策、

どのように取り組んでいくのか、お尋ねをいた

します。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 全ての県民の皆様が、住

み慣れた地域で、いつまでも健康で、心豊かに

活躍できる社会の実現を目指しまして、今年度、

令和6年度から令和17年度までの12年間にわた
る本県の健康増進計画となります第3次「健康
ながさき21」を策定することとしています。
本計画におきまして、生活習慣の改善による

生活習慣病の発症予防や重症化予防に加えまし

て、健康に無関心な人を含め全ての人が、自然

に健康づくりに取り組めるような社会環境の質

の向上を目指してまいりたいと考えております。

また、社会が多様化する中で、各人の健康課

題も多様化していることから、誰一人取り残さ

ない健康づくりにも新たに取り組んでいきたい

と考えております。

今後、計画に基づく様々な予防、健康づくり

の施策を推進いたしまして、県民の皆様お一人

おひとりが主体的に健康づくりに取り組んでい

ただくことで、本県の「健康寿命日本一」につ

ながるように努めていきたいと思います。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 知事、ありがとうござ

いました。県民一体となった取組をご要望させ

ていただきます。

（2）認知症対策について。
今月9月は「アルツハイマー月間」であり、

まさに本日9月21日は、「世界アルツハイマー
デー」であります。

先般、国におきまして「認知症基本法」が成
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立いたしました。

新法成立を踏まえて、本県においても、認知

症の正しい理解を深め、社会全体の意識変革に

つながることを目的として、早期に「長崎県認

知症推進基本計画」を策定することを提案いた

しますが、見解をお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 本県では、令和

元年に閣議決定されました「認知症施策推進大

綱」に基づきまして、県の老人福祉計画及び介

護保険事業支援計画に認知症施策の推進を核と

する取組として位置づけております、共生と予

防に資する施策を推進しているところでござい

ます。

本年6月に公布されました「認知症基本法」
におきまして、国は、認知症施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための基本計画を策定する

こと、都道府県は、国が定める計画を基本とし

て認知症施策推進計画を策定するよう努めなけ

ればならないことが定められております。

県といたしましては、認知症の方々の尊厳の

保持と共生社会の実現という「認知症基本法」

の目的の達成に向け、国の基本計画の内容を踏

まえたうえで、できる限り早期に計画の策定に

取り組んでまいりたいと存じます。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）早期に推進基本計画の

策定を要望させていただきます。

次に、認知症に関しましては、早期発見、早

期治療が重要であります。

そこで、現状と今後の対策について、お尋ね

いたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 現在、県内全て

の市町におきまして「認知症初期集中支援チー

ム」が設置されておりまして、医療、介護、福

祉の複数の専門職が、認知症の疑いがある人や

認知症の人及びその家族を訪問し、早期に必要

な医療介護サービスにつなげる支援体制が整備

されております。

本県といたしましては、支援に関わる専門職

の方々の連携及び対応力の向上を図るための研

修を開催するなど、市町と協力しながら、認知

症の早期発見、早期治療に向けた体制の強化を

図ってまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 市町における「認知症

初期集中支援チーム」、ぜひとも取組を強化し

ていただいて、多職種の連携が非常に重要にな

ってまいりますので、県としてもしっかりとイ

ニシアチブをとっていただきたいということを

要望させていただきます。

もう一方で、若年性の認知症の取組、これも

早期発見におきましては非常に重要であります。

次期長崎県医療計画におきましても体制強化を

盛り込み支援すべきと考えますが、見解をお尋

ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）本県におきまし

て、平成30年度に独自に調査をしました結果で
は、若年性認知症と診断された方が、県内で218
名確認されているところでございます。

65歳未満で発症した若年性認知症の方々は、
働き盛りの世代であるケースも多く、就労がで

きなくなることで、家庭的、社会的にも大きな

影響があると認識しております。

若年性認知症は、発症初期に物忘れが目立た

ない場合や、うつや体調不良と間違われやすい

症状があることから、「認知症初期集中支援チ

ーム」によって、早期に専門の医療機関におけ
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る適切な診断と治療につなげることが重要でご

ざいまして、その旨は医療計画にも記載されて

いるところでございます。

さらに本県では、本人や家族の方々から相談

を受けまして、医療、福祉等関係者間の連携、

調整などを行う「若年性認知症コーディネータ

ー」を設置しているところでもございます。

若年性認知症の方々とその家族が、地域で安

心して暮らせる体制整備に向け、次期医療計画

におきましても引き続き若年性認知症の支援に

ついて盛り込み、施策の検討を行ってまいりた

いと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 若年性認知症、認知症

に関わらず、正確な情報提供は認知症対策の基

本であります。

そこで、県民に対する意識醸成に向けた講演

会、研修会の定期的な実施を提案いたしますが、

見解をお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 本県では、これ

まで認知症についての関心と理解を深めるため

の様々な施策を行ってまいりました。

具体的には、9月の「アルツハイマー月間」
には、認知症の人と家族の会長崎県支部と協力

をしながら、パネル展や街頭啓発、「若年性認

知症フォーラム」を実施してまいりました。

また、10月には、認知症疾患医療センターで
ある長崎大学病院と共催で、県民公開講座を予

定しているところでございます。

さらに、各市町におきましても、オレンジラ

イトアップや広報誌等による普及啓発を行って

おります。

「認知症基本法」では、9月を「認知症月間」、
9月21日を「認知症の日」と定めておりまして、

本県といたしましては、今後とも関係機関や市

町と連携をしながら、講演会や研修会などを継

続的に実施し、認知症の理解促進に努めてまい

ります。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） どうか、当事者目線に

立った講演会、研修会の実施に努めていただき

たいと考えております。

次に、認知症サポーターについて、お尋ねい

たします。

地域で認知症の人及び家族に対して手助けを

するという非常に重要な役割を果たしていらっ

しゃいますが、登録者数と体制の強化に向けた

今後の取組について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）「認知症サポー

ター」の養成講座を受講し、サポーターとして

登録されている方は、令和5年3月末時点で県内
に約16万人いらっしゃいます。
本県におきましては、認知症サポーターの養

成を行うとともに、ステップアップ講座を受講

した認知症サポーター等がチームを作り、認知

症の人や家族の生活を支援する仕組みである

「チームオレンジ」のさらなる整備が必要であ

ると考えているところでございます。

県といたしましては、市町が行う勉強会への

アドバイザー派遣や、関係機関等との連携体制

構築などを行うコーディネーターに対する研修

を実施しているところであり、引き続き、支援

体制の強化に取り組んでまいります。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 現時点で16万人、か
なり多くの方々がいらっしゃいますので、「チ

ームオレンジ」の整備を県としても推進してい

ただき、地域で見守る体制づくりの強化に向け
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て取り組んでいただきたいと考えております。

認知症対策につきまして、5項目にわたり
様々質問をさせていただき、詳細なご答弁をい

ただきました。

最後に、本県における認知症対策について、

知事の決意をお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 本県は、全国よりも早く

高齢化が進んでおります。その中で、国の研究

に基づく推計では、認知症の高齢者におきまし

ては、令和12年に約9万人に達すると、県内の
高齢者の5分の1と、5人に1人が認知症になられ
るということが見込まれております。

今後、地域において認知症が身近な存在にな

ることを踏まえますと、県民の方々が認知症へ

の理解を深めて、互いが受け入れ、支え合うこ

とができる社会を実現することが非常に重要で

あると認識をしております。

県としては、これからも県民の皆様の理解と

協力をいただきながら、当事者やその家族の

方々の意見を伺いつつ、市町や関係機関と連携

をしまして、認知症施策の取組を進めていきた

いと考えています。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 知事、ありがとうござ

いました。具体的な数字も出てきまして、国が

「認知症基本法」を制定いたしましたので、県

としても早急に対策を講じていただきたいとい

うことを要望し、次の質問に移ります。

3、教育行政について。
（1）夜間中学について。
前回に引き続き質問いたしますが、令和5年2

月定例会の一般質問では、夜間中学の設置に向

けた進捗状況について質問いたしまして、「こ

れまで以上に連携を図りながら、多様な年齢層

における学びの場の実現に努めていく」とのご

答弁をいただいたところです。

その後、6月定例会の委員会では、「様々な
学びの保障という観点から、不登校特例校を含

めた夜間中学の設置について、5月に教育委員
会教育長から各市町の教育長に向けて改めて市

町での設置のお願いをしており、市町から反応

があれば、しっかりと支援をしていきたい」と

ご答弁をいただきました。

まずは、以上の質疑を踏まえて、その後の県

の対応、各市町の反応について、お尋ねいたし

ます。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）夜間中学の

設置につきましては、本年5月に、学びの多様
化学校、いわゆる不登校特例校との併設を含め

た設置の検討を、各市町に対しまして改めて依

頼いたしました。

8月に入りまして、佐世保市から、設置に向
けた研究を進めたいとの意向が示されたところ

でございます。

現在、佐世保市議会の9月定例会におきまし
て、設置に向けた研究に係る予算案が審議され

ておりますので、予算成立後は、佐世保市の取

組に対して積極的に協力や助言を行ってまいり

たいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）いよいよ大きな動きが

出てきたかと考えております。佐世保市から正

式に回答いただいたということであり、夜間中

学、不登校特例校との併設という形で、今後、

研究が進んでいくということでありますが、県

として、今後、佐世保市とどのように関わって

いきたいと考えているのか、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。
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〇教育委員会教育長（中﨑謙司君） 今後、佐世

保市におきまして、夜間中学と学びの多様化学

校の設置に向けたプロジェクトチームを立ち上

げるということでございますので、そこに県教

育委員会も参加することとしております。その

中で、教育課程の編成や教員の配置、あるいは

入学希望者のニーズ調査等につきまして、佐世

保市と協議しながら、必要な支援を行ってまい

りたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）佐世保市においてはプ

ロジェクトチームが立ち上がるということ、そ

れに県も加わるというご答弁をいただきました。

やっとといいますか、いよいよ大きなプロジ

ェクトが動き出しまして、佐世保市においては

併設、どのような形での併設になるのか、今か

らの検討ではありましょうけれども、全国にも

夜間中学と不登校特例校との併設事例は幾つか

ありますので、そういった事例も研究して、佐

世保市と協議をしながら進めていただきたいと

いうふうに思います。

併せてニーズ調査もご答弁いただきました。

令和2年度に県が行ったニーズ調査におきまし
ては、佐世保市においては非常に高い調査結果

が出ておりましたので、詳細なニーズ調査によ

って、今後いろんなご意見も出てくるかと思い

ますので、県教育委員会としても、しっかり協

力を、支援をしていただきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

夜間中学につきましては、引き続き、今後も

議会で取り上げさせていただきます。

（2）不登校児童生徒対策について。
本県におきましても、不登校児童生徒数が

年々増加している状況であります。未然防止対

策を講じる必要があると考えております。

大阪堺市におきましては、睡眠不足が子ども

の不登校を招く一因であるということに着目を

して、睡眠教育の導入に踏み切り、科学的な知

見に基づいた不登校対策として、一定の改善結

果が確認されているところであります。

この睡眠教育、教育実践を、本県においても

不登校対策の切り札として取り入れることを提

案いたしますが、見解をお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）適切な睡眠

時間を取りますことは、生活リズムの乱れを改

善して、規則正しい生活を送るうえで重要であ

るものと認識しておりまして、機会を捉えて、

子どもたちに睡眠の大切さを伝えているところ

でございます。

ご提案にありました、大阪府堺市が不登校対

策として睡眠教育に取り組み、改善が見られた

ことは承知しておりますので、今後、堺市を含

めまして、先行自治体の取組内容や取組の効果

などにつきまして、まずはしっかりと情報収集

に努めてまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 睡眠不足は、いろんな

体の不調であったり、本来の力が発揮できない、

いろんな人間関係の悪化であったりとか、いろ

んな症状を生みますので、大阪の事例を研究し

ていただいて、本県といたしましても、未然防

止対策として睡眠教育を一刻も早く実践してい

ただきたいと思います。

私は子どもが3人おりまして、睡眠不足は本
当に朝、バトルであります。本日もバトルでし

た。やはり睡眠を確保するというのはいかに大

切かということ、生活のリズムを見直すという

観点からも睡眠教育は重要であると考えており

ますので、どうかご対応のほどをよろしくお願
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い申し上げます。

もう1点、教育座談会を先日、開催をいたし
ました。その折、農業従事者の方から、土など

大自然と触れ合うことで、人間本来の感性が磨

かれ豊かになる、自発的なコミュニケーション

が生じる、不登校対策にも有効ではないかと、

農業従事者にとっても生徒と一緒に大自然に触

れ合うことは有意義であり、相乗効果が期待さ

れるという貴重なご意見をいただいたところで

あります。

不登校児童生徒を対象とした農業体験の実施

についての見解をお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）今お話にあ

りましたとおり、農業体験につきましては、い

のちを育むことの喜びを感じたり、行動意欲が

向上したり、あるいは他者との作業を通してコ

ミュニケーション力が身につくなど、不登校の

児童生徒が自己肯定感や有用感を育むうえでも

効果があるものと考えているところでございま

す。

今年度、県では、不登校児童生徒に様々な体

験活動の場を提供する新たな事業を開始したと

ころでございますが、この中で既に複数の市町

が、農家の方と連携しながら、いちご狩りや芋

掘り体験等を計画しておりまして、今後、こう

いった先行事例も参考にしながら、さらに多く

の子どもたちを対象として農業体験が実施され

ていくよう、市町に働きかけてまいりたいと思

っております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 教育行政について、2
点お尋ねをいたしました。

夜間中学、これを不登校特例校との併設で、

もちろん不登校対策としても有効であり、学び

の場を確保するという観点からも大切であり、

一方で、睡眠教育についても非常に重要な観点

であろうかと考えておりますので、教育県長崎

として、不登校児童生徒をこれ以上増やさない

という観点から、いろんな取組を研究していた

だいて、それを実践していく努力をしていただ

きたいということを併せて要望させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

4、産業振興行政について。
（1）水素エネルギー社会の実現に向けた「エ
ネルギー県・長崎」の構築について。

現在、国は、2050年までにカーボンニュート
ラルを目指すと宣言しており、今、注目されて

いるのが、クリーンな次世代エネルギー、水素

エネルギーであります。

本県では、県内企業と高等教育機関が連携し

て、日夜、研究に取り組まれており、水素の製

造や加工技術に関する研究成果も出ているとこ

ろであります。

また、本県の主産業分野でも、水素の利活用

により新たな雇用や経済効果が生じると考えて

おります。

一方で、全国に37か所と設置が進んでいる水
素ステーションは、九州におきましては、本県

と宮崎県のみが設置していません。燃料自動車

などが利用できる環境ではないという状況であ

ります。

行政と高等教育機関、産業界が協力し、水素

についての研究成果を、企業や県民へ情報発信

していただきたいと考えております。

そこで、企業や県民を対象に、産学官連携に

よる水素エネルギーに関する講演会、研修会の

開催、そして、将来的な水素利活用の一つとし

て水素ステーションの設置を検討していくべき

と考えますが、県の見解と取組方針について、
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お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君）議員ご指摘のと

おり、2050年カーボンニュートラルに向け、国
は、水素社会実現の加速化や競争力強化を図る

ことを目的に、本年度、「水素基本戦略」を改

定していますが、現時点では研究・実証の段階

であり、需要と供給が一体となった国内市場の

創出に向け取組を行っております。

このような中、県では、県産業振興財団にコ

ーディネーターを配置し、佐世保工業高等専門

学校や県内企業との連携により「水素事業化研

究会」を立ち上げ、技術開発と実証事業に産学

官で取り組んできたところでございます。

今後、産業振興財団と連携して開催しており

ます「再エネフォーラム」において、水素を活

用した取組も紹介し、県内企業の新規参入を図

ってまいりたいと考えております。

また、水素ステーションにつきましては、設

置や維持管理にかかるコストが大きいことから、

現在の需給状況では投資回収が困難と見込まれ

るなど、コスト面で課題があると認識しており

ます。

そのため、まずは先行地域の水素ステーショ

ンの運営状況や国の動向等も踏まえながら、本

県における水素の利活用のあり方について検討

してまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 現在、県では、先ほど

ご答弁にあったとおり佐世保高専で、水素につ

いては全国トップレベルの研究をされています。

水素事業化研究会は非常に素晴らしい研究会で、

企業もタイアップしながら県内の水素事業化に

向けて尽力をしていらっしゃいますので、県と

しても、しかるべき支援をしていただきたいと

いうこと。

併せて、「再エネフォーラム」において水素

分野の取組を紹介していただくというご答弁も

いただきました。これは非常に重要であります。

これをすることによって、県内の企業がもっと

もっと水素に関心を持っていただく機会にもな

ろうかと思いますので、どうか時間をしっかり

とっていただいて、「再エネフォーラム」の開

催をお願いしたいと考えております。

水素ステーションは、3億円から5億円かかる
と聞き及んでおりますが、今、佐世保高専にお

いては、これを安価でできないかという研究も

されています。九州で長崎県と宮崎県のみが設

置されていませんので、どうか一刻も早い設置

に向けた検討、準備段階を県としても、産業界

と連携をして、していただきたいということを

要望させていただきます。

（2）企業誘致について。
長崎は、西洋医学・薬学の伝来の地であり、

長崎大学医学部・薬学部をはじめ、長崎国際大

学薬学部と、学問の伝統は現在に受け継がれて

います。特に、長崎大学医学部は、感染症に関

する最先端の研究で大きな注目を浴びています。

本県のこのような環境の中、私は以前より、

高付加価値な製品を製造する製薬企業の誘致を

進めていくことが、県民所得の向上にも非常に

有効ではないかとの強い思いを持っています。

まずは、誘致活動について、令和4年以降、
特に、製薬企業を含む医療関連企業への訪問実

績と誘致実績について、お尋ねをいたします。

〇副議長（山本由夫君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君） 県では、付加価

値が高く、先進的で県内企業への波及効果の大

きい企業等を対象とし、特に、国内投資が活発

化しております半導体や医療関連分野の企業誘
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致に重点的に取り組んでおります。

令和4年4月から令和5年8月までの医療関連
分野の企業訪問件数は延べ251件で、このうち
製薬企業への訪問件数は延べ104件というふう
になっております。

また、医療関連分野の誘致実績としては、令

和3年度に医療用滅菌装置で国内トップのシェ
アを誇り、ＢＳＬ－４施設にも納入実績のある

サクラ精機が設計開発拠点を長崎市に立地した

ほか、令和4年度には、分析計測機器や画像診
断機器などの製造を手がけ、世界的に活躍する

島津製作所が、同じく長崎市に研究開発拠点を

立地し、長崎大学と連携して、感染症に関する

検査や試験に関する研究開発を行うなど、これ

までに5社の誘致が実現しているところでござ
います。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 令和4年4月から令和5
年8月まで、訪問をかなりしていただいている
状況を確認させていただきました。251件、そ
のうち製薬企業は104件ということで、誘致活
動に積極的に取り組まれているということ、一

定理解をいたしました。ありがとうございます。

それでは、製薬企業を含む医療関連分野での

企業誘致を行ううえでの課題と、今後の取組方

針について、お尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（松尾誠司君）製薬を含む医療

関連分野は、製造過程で多くの水を使用するこ

とが一般的であり、国内投資が活発化している

中、受け皿となる工業用水を備えた工業団地が

不足していることなどが課題となっております。

そのため、県では、半導体・医療関連企業誘

致可能性調査事業において、市町が実施する水

源調査への補助を昨年度と今年度に行っており、

現在、雲仙市、島原市、諫早市での調査が進め

られております。

一方で、比較的水の使用が少ないと見込まれ

る医療用装置の製造などは、金属加工の高い技

術を持つ県内企業とのサプライチェーンの構

築・強化につながることから、このような製品

を製造する企業への誘致活動も引き続き並行し

て行ってまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 水の問題、やっぱりこ

れは大きいですね。しかしながら、県では昨年

度から水源調査を進められているということ、

雲仙市、島原市、諫早市、このあたりでどこか

に製薬企業が誘致できればと考えているところ

であります。

先ほど、県民所得の向上にも資するというふ

うに申し述べましたが、製薬企業の誘致による

県民所得向上の効果について、厚生労働省の令

和3年「薬事工業統計年報」による年間医薬品
生産額の資料をもとに検証した私の案、思い、

考えを述べさせていただきます。

お隣の佐賀県には、久光製薬の本社がありま

す。佐賀県の年間医薬品生産額は約960億円で
全国26位、佐賀県の人口が約81万人なので、年
間約12万円の一人当たりの生産額となり、この
うち県民所得に関係する付加価値部分が約5割
とするならば、毎年約6万円の一人当たりの県
民所得向上効果があると考えます。

また、徳島県には株式会社大塚製薬工業の本

社があります。徳島県の年間医薬品生産額は約

4,000億円で全国8位、徳島県の人口が約73万人
なので、年間約54万円の一人当たりの生産額と
なり、同様の試算では、毎年約27万円の一人当
たりの県民所得向上効果があると考えます。

これを本県で見てみますと、本県には大きな
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製薬企業はなく、本県の年間医薬品生産額は約

4億6,000万円で全国47位、何と最下位なんです。
よって、県民所得向上効果は皆無であります。

本県は、病院等の医療資源が比較的充実し、

年間相当数の医薬品が消費されていますが、年

間約4億円の医薬品しか生産されておらず、医
薬品輸入県であるという状況であります。

先ほど申しましたが、長崎は、西洋医学・薬

学の伝来の地であることからすると、本県こそ

薬の地産地消を目指す必要があると考えており

ます。

以上の検証から、県民所得向上対策の一つと

しても、安定的な生産額の維持拡大に資する製

薬企業の誘致が必要であり、戦略的かつ積極的

に進めていく必要があると考えております。

併せて、製薬企業を誘致することによりまし

て、県内の優秀な薬学生の雇用の受け皿として

も絶大な効果が見込まれます。

先ほど訪問件数も確認させていただきました

が、どうか諦めることなく、製薬産業、製薬企

業、医療関連分野の企業誘致に努めていただき

たいということを要望させていただきます。

5、農業行政について。
（1）有機農業の振興について。
先般、公明党の秋野公造参議院議員と川崎県

議と、雲仙市の種取り農家を訪問いたしました。

貴重な伝統的野菜の種を保存され、その種から

有機野菜を栽培、販売し、さらに、その伝統的

野菜を後世につなげるべく、唯一無二の種を収

集されている現状を確認させていただきました。

この自家採種からなる伝統的有機野菜は、全

国のミシュランガイドに掲載されている有名店

からのネット注文が殺到しているということで

あります。

健康長寿日本一の長崎県づくりを目指す本県

としては、良質な野菜の摂取と連動した取組は

重要であります。さらに、若い世代から、食育

や有機野菜を積極的に学校給食に取り入れるべ

きと考えます。

そこで、有機農業の振興におきまして、オー

ガニックビレッジの普及推進が必要であると考

えますが、見解をお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 有機農業は、収量や

品質が不安定なうえ、生産コストに見合った販

路の確保が難しいなどの課題がありますが、環

境と調和した持続可能な農業の実現に欠かせな

い取組であることから、県では、有機農業者の

ネットワークを構築し、収量確保に向けた栽培

技術研修会やオーガニックマルシェの開催など

を支援しているところです。

こうした中、国が、「みどりの食料システム

戦略」の一環として推進している、地域ぐるみ

で有機農産物の生産から消費まで一貫して取り

組む「オーガニックビレッジ」について、本県

1例目として、南島原市が本年3月に宣言を行い、
市内の全小中学校を対象に学校給食での有機野

菜カレーの提供や土づくり講習会などを実施し

ております。

さらに、雲仙市においても、伝統野菜の種取

り栽培や生産者と消費者の交流・販売拠点の整

備などに取り組まれており、本県2例目の宣言
を目指し、現在、関係者による協議が進められ

ているところです。

県としては、引き続き、有機農業の推進に向

けて、その有効な手法である「オーガニックビ

レッジ」に取り組む市町を支援してまいりたい

と考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 昨日も、この件につき
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ましては質疑が出ておりました。地域ぐるみで

有機農業を支援、使用していくというオーガニ

ックビレッジの取組を、県としても支援をして

いただきたいと思います。

この雲仙の種取り農家を見た時に、非常に私

も驚きまして、全国のミシュランガイドの超一

流店から注文が殺到しているという状況であり

ましたので、こういったところに対する支援も

考えていただければと思います。オーガニック

ビレッジについても支援の強化をしていただき

たいということを併せて要望させていただきま

す。

6、スポーツ行政について。
（1）スケートボード（スケボー）の振興に

ついて。

スケートボード、以後はスケボーと略します

が、スケボーの振興について、お尋ねをいたし

ます。

スケボーの振興につきましては、前回、その

前も取り上げさせていただいたところでありま

す。スケボーを活用した若者対策についてであ

ります。

まず、小江スケボーパークの整備につきまし

ては、パークのあり方について、様々ご対応し

ていただいているということ、私自身も確認を

しております。改めて担当課の職員の皆様方に

感謝いたします。

進捗状況につきましては、今後も議会で取り

上げるなどして確認をさせていただきますので、

よろしくお願いをいたします。

令和5年2月定例会におきまして、スケボーに
対する知事の所見をお聞きしたところ、知事か

らは、「スケートボードは、個人や少人数でも

楽しめるスポーツであるし、若者文化の発信に

より地域の活性化にもつながるものとして期待

をしている」と、非常に前向きなご答弁をいた

だいたところであります。

そこで、改めて、スケボーの振興に関するこ

れまでの取組と、併せて本県でのスケボー大会

の開催実現に向けて、見解をお尋ねいたします。

〇副議長（山本由夫君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君）機運醸成と

すそ野の拡大を目的といたしまして、子ども向

けのスケートボード体験会を、長崎市と佐世保

市におきまして、これまで3回開催をいたして
おります。

今後も、国際交流の要素など、少し工夫を加

えながら市町や関係者と協力をいたしまして、

体験会を開催していく予定といたしております。

また、本年3月には、行政や関係団体、企業
等を対象に勉強会を開催いたしました。先進地

から招いた講師から、大会の開催などスケート

パークの活用について紹介をいただいたところ

でございます。その後、勉強会に参加した市町

の中には、大会開催に向けて検討を始められた

ところもございます。

県といたしましては、県内関係者との橋渡し

や先進事例の紹介など、これまでの取組で得た

ノウハウを活かしながら、市町の後押しをしっ

かり行ってまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）ご答弁いただきました

スケートボード体験会、これにつきましては非

常にすばらしいものであったと思います。私も、

3月25日に佐世保で開催されたところに行きま
した。非常に小さい子どもさんが来ていらっし

ゃって、一つの技をできると周りが喜んでたた

えるという非常に素晴らしい光景を見せていた

だいたところであります。

併せて、その場には、種目別公式戦、小学生
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アスリート部門全国第2位、これは前回も紹介
いたしましたが、田島友翔君が来ていまして、

ものすごい大技を披露して観客を沸かせたとい

うことも目の当たりにしたところであります。

今年度もまた開催していただくということで、

非常にありがたいと考えております。

大会の誘致でございますが、今ちょっと考え

ているところがあるということですので、県と

しても、対応を積極的にしていただきたいと考

えております。

初代スケボー部長、中﨑教育委員会教育長か

らＤＮＡを受け継いだ、前川2代目スケボー部
長、すばらしい実績を残しつつあられますが、

改めて、スケボーの振興に関する決意をお聞か

せください。

〇副議長（山本由夫君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（前川謙介君）先ほど答弁

申し上げましたとおり、これまで普及啓発や機

運醸成を中心に努めてきたところでございます。

こうした取組の積み重ねによりまして、大会の

開催についても少し機運が出てきたのかと思っ

ております。

今後も歩みを止めないように、しっかり取り

組んでまいりたいと考えております。

〇副議長（山本由夫君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）すばらしいご決意をい

ただいて、私も引き続き、スケボーに関する支

援に向けて全力を尽くしてまいる決意でありま

す。

スケボーには夢があります。愛があります。

そして、生きる希望が詰まっています。スケボ

ーを通して不登校を改善した中学生とか、スケ

ボーを通して仲間が増えた事例もたくさん聞い

ております。

もちろんマナーも大切でありますので、マナ

ーについても研修会とか体験会でしっかりと徹

底をしていただいて、若者対策としては長崎に

は大きなポテンシャルがあると考えております

ので、引き続き取組を推進していただき、2代
目スケボー部長の時に大きな実績を残していた

だきたいということを要望させていただきます。

本日は、6項目にわたって質問をさせていた
だきました。前回からの引き続いた質問、そし

て県民の皆様方からいただいた質問、様々あり

ますけれども、今後も引き続き、県民の皆様方

の声を県政に反映すべく、私も全力で頑張って

まいる所存でありますので、どうぞよろしくお

願いを申し上げます。

以上で、質問を終わります。

ご清聴ありがとうございました。（拍手）

〇副議長（山本由夫君） これより、しばらく休

憩いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。
― 午後 ２時３１分 休憩 ―

─ 午後 ２時４５分 再開 ─

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）（拍手）〔登壇〕 皆

さん、こんにちは。

改革21、大村市選出、まきやま大和です。
長崎県民の一公僕として、皆様の暮らしが少

しでもよくなっていきますよう、地道に研さん

を積み、県政に取り組んでまいりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

それでは、早速、大石知事に質問いたします。

1、新型コロナウイルス感染症について。
（1）新型コロナウイルス感染症対策につい

て。
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①県民の健康・いのちを守る知事の責務につ

いて。

長崎県民の健康といのちを守ることは、知事

の最も重要な責務の一つと私は考えますが、知

事のお考えをお聞かせください。

なお、以下の質問につきましては、対面演壇

席より実施いたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 まきやま議員の

ご質問にお答えいたします。

私は、これまで県民の皆様のことを第一に考

え、県政の運営に取り組んでまいりました。県

民の皆様の健康やいのちを守ることは、何より

も重要であると考えております。

新型コロナウイルス感染症への対応において

も、高齢者や基礎疾患を有する重症化リスクの

高い方への感染防止対策や、救急車の適正利用、

重症患者の病床確保など、県民の健康やいのち

に直接影響が及ぶ可能性が高い施策には、特に

力を注いできたところであります。

今後も引き続き、県民の皆様の健康やいのち

を守るため、力を尽くしてまいりたいと考えて

おります。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）このように県民を中

心に置いた知事のお考え、非常にうれしく思い

ます。

②これまでのコロナ対応を踏まえた、新たな

感染症対策について。

さて、今年5月8日より、新型コロナウイルス
感染症は、インフルエンザと同等の5類への移
行となり、ようやく県内にも活気が戻ってきた

ように感じられます。これまでの経験を通して

浮かび上がってきたコロナ感染症対策に関する

課題や、新たな感染症に対する方策をお聞かせ

ください。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）ご質問にお答え

申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、本

県では、一部医療機関への入院患者の集中や、

外来医療機関の不足など、医療提供体制におけ

る課題が顕在化いたしました。

昨年、新型コロナウイルス感染症への対応を

踏まえまして、生命及び健康に重大な影響を与

えるおそれがある感染症の発生及び蔓延に備え

るため、「感染症法」が改正されたところでご

ざいます。

改正されました「感染症法」では、県が平時

から新興感染症の対応を行う医療機関と協議を

行い、感染症対応に係る協定を締結することと

されております。また、県が「感染症予防計画」

を改定し、体制の充実を図ることとされており

ます。

本県におきましては、現在、医療関係者など

で構成する連絡協議会を立ち上げまして、感染

症予防計画の改定に向け、検討を進めていると

ころでございます。

協定を締結する予定の医療機関との協議など

を通じまして平時の連携体制を構築し、新たな

感染症が発生した場合においても円滑に対応す

ることができるよう、着実に準備を進めてまい

ります。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）これまでの長崎県の

ワクチンの摂種率を見ましても、1回目81.6％、
2回目80.6％、3回目71.7％、4回目51.8％、5回
目31.8％、6回目20％となっており、これら全
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てで全国平均を上回っております。

国の方針を受けたワクチン接種に関する我が

県の取組についても非常にうまくいったのでは

ないかと思います。これまでの経験をもとに、

次なる感染症に対しましてもしっかりと準備を

お願いいたします。

③コロナ後遺症について。

コロナ後遺症について、県はどのような対応

をとられていますか、お聞きしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）ご質問にお答え

申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状には

様々なものがございまして、最寄りの医療機関

で診察のうえ、必要に応じ、症状に応じた専門

医が診察することが重要ということでございま

す。

本県では、罹患後によく見られる症状別に対

応可能な128の医療機関をリスト化いたしてお
りまして、県のホームページで公表させていた

だいているとともに、受診先に迷われた場合の

相談窓口といたしまして、県の受診・相談セン

ターを設置させていただいているところでござ

います。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君） 現状としまして、コ

ロナ後遺症から発症される慢性疲労症候群、線

維筋痛症などの病気に関して理解を示してくだ

さる医療機関が全国的に少ないそうです。

県内にも、そのような困っている方を公的支

援につなげるＮＰＯ法人もあるようですので、

それらと連携を密にして、一刻も早い救済に動

いてくださいますよう、強く要望いたしまして、

次の質問へ移ります。

（2）新型コロナワクチンの被害について。

①副反応疑い報告制度について。

先ほどの新型コロナ感染症による後遺症に加

えまして、コロナワクチンによる被害の声も私

の元に多く届いております。

ワクチン被害による救済制度につきましては、

1、副反応疑い報告制度、2、予防接種健康被害
救済制度の2つがありますが、厚生労働省の7月
28日の発表によりますと、副反応の報告者が3
万6,457人、そのうち約2万7,000人が重篤者、
そして、ワクチン接種後の死亡者は、なんと

2,076人に上っております。
我が県ではどうなっていますか。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 「予防摂種法」

には、副反応疑い報告制度というものがござい

まして、新型コロナワクチンの接種を受けたこ

とによるものと疑われる症状につきましては、

医療機関等から厚生労働省に報告がなされるこ

とになっております。

本県では、接種開始から本年8月末までに副
反応疑いとして533件の報告がなされておりま
して、そのうち21件が死亡事案となっておりま
す。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）②予防接種健康被害

救済制度について。

2つ目のワクチン接種後の健康被害救済制度
につきましては、8月31日時点で8,667件の申請
が上がっており、そのうち4,098件が認定されて
おります。その中に非認定が587件、そして死
亡例が210件です。こちらについては我が県の
数字はどうなっていますか。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 「予防接種法」

に基づく予防接種健康被害救済制度は、ワクチ
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ン接種後に健康被害を受けた本人や、その家族

等が市町村に対して申請をし、市町村から都道

府県を通じて厚生労働省に進達された案件につ

いて、厚生労働省の審査会で審査がなされた結

果、予防接種と健康被害との因果関係が認定さ

れた方に救済のための給付が行われるものでご

ざいます。

本県における新型コロナワクチン接種の副反

応による健康被害救済の申請につきましては、

令和3年度から令和5年8月末までに94件が厚生
労働省に進達され、このうち認定済みが42件、
非認定が6件、取り下げが1件となっております。
なお、このうち厚生労働省に進達された12件

は死亡事案であり、2件が既に認定されている
ところでございます。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）現時点で認定されて

いる4,098件という数字ですが、これはなんと過
去45年間の全ての種類のワクチンの総認定数
である3,522件を優に超えています。死亡認定数
でも同じく上回っている状況です。この2年足
らずで、コロナワクチンだけでです。いかにワ

クチンの被害が多いかがわかるかと思います。

なおかつ、まだ4,000件以上が審査待ちの状態
で、今後、被害者認定の数が増加していくこと

は、容易に想像できますし、さらに、申請はま

だまだ増えています。

日本救急医学会、日本循環器学会、日本人工

臓器学会、日本小児神経学会ほか、国内外の各

学会からもワクチンの被害の報告がたくさん上

がってきており、このような状況は初めてとい

うことです。

③各国の動きについて。

そうした状況の中、4回目、5回目、6回目接
種と、こんなにワクチンを打ち続けている国は

日本だけとお聞きしましたが、各国の状況を教

えてください。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 世界保健機関

（ＷＨＯ）が今年3月に公表いたしました新た
な指針では、高齢者等の重症化リスクがある者

等について、定期的なワクチン接種が推奨され

ており、健康な者には推奨しないとされている

ところでございます。

これに合わせて、我が国では高齢者等の重症

化リスクの高い者への追加接種のみが奨励され

ておりまして、イギリスやフランス、ドイツな

どにおいても同様の状況というところでござい

ます。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君） 配付資料の1枚目を
ご覧ください。

右側のグラフが人口100万人当たりのワクチ
ンの追加接種回数てす。つまり日本は世界一ワ

クチンを打って、世界一真面目にマスクをして

いたにもかかわらず、いまだに感染や被害を止

められていないという、何とも不可思議な現状

であります。

他方、2回目、3回目接種しかしていない海外
では、既にコロナはおさまっており、過去のこ

とになっているという国がほとんどであります。

このことは、ワクチンが解決策ではなかった

ことが明白になったのではないでしょうか。も

ともと変異の早いウイルスに対してワクチンで

対応するのは困難なのです。

配付資料1の下から5行目、赤い字で書いてあ
る一番上の行を見てください。

厚生労働省は、なぜか、これに関してデータ

を出さなくなりましたが、こちらに最も重要な

事実の判明が記載されています。それはワクチ
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ン接種者の方がコロナに感染しやすくなり、死

亡リスクも高まるという結果です。

④ｍＲＮＡワクチンのメカニズムについて。

県にお聞きします。

そもそもこのたび、はじめて緊急的に特例承

認されたｍＲＮＡワクチンのメカニズムを簡単

に説明してください。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） まず、ｍＲＮＡ

でございますが、ｍＲＮＡは、体内では不安定

でございまして、比較的早期に分解されるもの

でございます。

そして、ｍＲＮＡワクチンでございますけれ

ども、こちらは新型コロナウイルスが人の細胞

へ進入するために必要なスパイクタンパク質の

設計図となる遺伝情報を有するワクチンでござ

いまして、こちらを注射することにより、ウイ

ルスのタンパク質の一部がつくられ、それに対

する抗体がつくられるというメカニズムになっ

ているところでございます。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）自分の細胞でスパイ

クをつくるというメカニズムになっております。

このメカニズムに関しまして、これまでわかっ

てきたことを述べます。

一つ、ワクチン成分は、全身を駆けめぐり、

すぐには分解されないで体内に保留すること。

一つ、スパイクが血栓をつくり、脳や心臓、

体の至るところで問題を生じること。

一つ、スパイクをつくっている自分の細胞を

自分の免疫が攻撃してしまうこと。

一つ、スパイクタンパクがエストロゲン受容

体にくっつくということがわかっており、ワク

チン接種後、乳がん、子宮がん、卵巣がん、悪

性リンパ腫、白血病が増えていること。

一つ、ＩｇＧ４という抗体がつくられ、接種

のたびに免疫力が落ちてしまうこと。

一つ、1,000種類を超えるワクチンの副反応が
見られたことをファイザー社は公表しており、

ワクチン接種後から日本の超過死亡数が過去最

大になっていること。

これらのことが既にわかっており、現在、

ｍＲＮＡのワクチンのメカニズム自体が既に破

綻している状況にあるようです。

このような中、ワクチン接種に関しまして、

9月20日、まさに昨日からですけれども、6か月
齢の赤ちゃん以上の全ての方を対象にＸＢＢ対

応型のワクチン接種が始まっているということ

ですが、配付資料の2枚目をご覧ください。
こちらの左のグラフになります。左のグラフ

は、今回、厚生労働省が採用しているものです。

グラフの右、緑、青、紫の棒グラフがＸＢＢ株

の抗体になります。でも、このグラフをよく見

てみますと、縦軸がおかしいんです。ようく見

てみますと、縦軸が10、100、1,000、10,000
と同じ間隔でとってあります。これは本当は10、
20、30、それから10,000と同じ間隔でとらない
といけません。つまり左の厚生労働省が採用し

たグラフは、本当は小さな値のものを比較的に

大きく見せるために対数を使っているだけなの

です。一般的なグラフに直して見てみたものが

右のグラフになります。

今回のワクチンは、ご覧になってわかります

ように、ＸＢＢの抗体は、これっぽっちも上が

っていません。しかも、これはマウスでの治験

をしただけなんです。私は、これを見て不安し

か感じられません。

そこで、お医者さんでもある知事に質問いた

します。

⑤長崎県のワクチネーションプログラムにつ
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いて。

9月20日、昨日から始まっているこのワクチ
ン、長崎県におきましては、今は増加している

コロナの後遺症やワクチン後遺症で困っている

人たちを救済することに力を注ぐことにして、

どうしても接種したいという希望者を除いては、

慎重に見守るように、見合わせるように、各市

町に通達してはいかがでしょうか。

現在、コロナは、5類であり緊急事態ではあ
りません。長崎県民のワクチン接種は、このワ

クチンの効果を十分に検証してみてからでも遅

くはありません。

先ほど、知事の答弁にあったように、長崎県

民の健康といのちが最も大切です。国の方針と

異なることに何ら遠慮することはありません。

国と県は対等です。国がミスリードをしている

おそれがある時、県民の健康、いのちを守るこ

とができるのは、大石知事、あなたです。これ

は政治的決断であるとともに、医師である知事

の科学的、医学的判断でもあります。知事、い

かがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、コロナワクチンに

つきましては、国が、そのリスクを踏まえまし

て厚生科学審議会の関係分科会等において、継

続的に安全性や効果について科学的な評価を実

施しております。

そこで、ベネフィットがリスクを上回ると考

えられることからワクチン接種が実施されてい

るものと、まず認識をしております。

県といたしましては、国の方針を踏まえまし

て、「予防接種法」に基づいて、市町村が実施

するワクチン接種が円滑に行われるように協力

をしてまいる所存でございます。

もう一つ、議員からご指摘いただきましたこ

とについてもお答えをさせていただきます。

ワクチン接種に伴う明らかな、重大な懸念が

判明した場合には、国に意見を伝えるなどして

県として対応をしっかり行いたいと思っており

ますけれども、国の厚生科学審議会等において

科学的な評価がなされております。現段階では、

そのような意見を伝えるといった状況にはない

と考えている状況です。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）⑥ワクチン被害の周

知について。

我々は、これまでワクチン接種を積極的に推

進してきた側です。そうであればワクチンに関

する情報提供や被害の救済についても、しっか

り行わなければなりません。

これまで述べたような情報がないまま、手元

に接種券が届くと、真面目な日本人は何も知ら

ないまま接種をしてしまいます。

泉大津市の南出市長のように、自治体のトッ

プが率先して県のホームページやＳＮＳ、各市

町への積極的な情報提供がなされている自治体

もあります。

ワクチン被害の周知について、しっかり取り

組んでいただきたいのですが、いかがでしょう

か。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）新型コロナワク

チンの接種につきましては、生じ得る副反応に

関する情報も含め、ワクチンの安全性、有効性

に関する正しい情報をもとに、ご本人や、その

保護者の方がワクチンを接種すべきかどうかを

適切にご判断いただくことが重要であると考え

ているところでございます。

そのため、こうした情報につきましては、県

のホームページにも掲載をさせていただいてい
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るところであり、引き続き、県民の皆様方への

適切な情報提供に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君） （3）ワクチンハラ
スメントについて。

①ワクチンハラスメントに関する県の把握状

況。

ワクチンハラスメントとは、ワクチン接種の

有無を強要したり、行動制限を求めること、同

調圧力をかけること、差別をすることでありま

す。

私は、今回、このワクチンハラスメントをな

くすことを選挙の公約に掲げ、出馬いたしまし

た。選挙期間中は、選挙活動こそほとんどしま

せんでしたが、私の元には、「ワクチンは打た

ない」という選択をすることで、様々な誹謗中

傷を受けたり、解雇を迫られたり、施設への入

所を拒まれたり、多くのワクチンハラスメント

の存在を知ることになりました。

そこで、県に質問いたします。

ワクチンハラスメントに関する県の把握状況

を教えてください。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）ワクチンに関し

ましては、あくまでもご本人の意思に基づき接

種を受けていただくものでございます。したが

いまして、ワクチンの接種の強要はあってはな

らないというふうに考えているところでござい

ます。

本県の「新型コロナウイルス感染症関連人権

相談窓口」に寄せられました相談のうち、県内

の職場において新型コロナワクチンの接種を強

要されたとして相談がございました事例は、こ

れまで6件ございますところであり、相談者の
希望に応じて職場内のハラスメントについて所

管をしております長崎労働局へ対応をお願いし

ているところでございます。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）②ワクチン接種を強

要することについて。

警察本部長へ、お聞きいたします。

コロナワクチンについて、接種を強要する職

場もあると聞いておりますが、職員に対して強

制的にワクチンを接種させるような行為は、ど

のような罪に問われる可能性がありますか。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（中山 仁君）お尋ねにつきまし

ては、行為の態様ですとか、あるいは具体的な

状況など、個々の案件ごとに事実関係に即して

判断されるべきものと考えております。

いずれにいたしましても、警察におきまして

は、個々の案件ごとに適正に対処してまいりた

いと考えております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君） つまり、こういった

現場での音声の記録や動画などの証拠がとても

重要になってくるということです。翻って企業

の経営者、管理者等は、ワクハラ防止に対して

しっかりと取り組む必要があります。

③ワクチンハラスメント防止に関する取り組

みについて。

私は、コロナ禍において、長崎大学病院で働

いておりましたが、中尾病院長の適切なワクハ

ラ防止のメッセージのおかげで、コロナに感染

した患者と接する部署であり、一度もワクチン

接種をしなかったにもかかわらず、解雇を迫ら

れることなく仕事を続けることができました。

これらを踏まえて、県は、改めてしっかりと

ワクチンハラスメント防止に関する取組や周知

をしていかなければなりません。
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今後の取組について、お聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）ワクチンを望ま

ない方に接種を強要する行為は、場合によって

はハラスメントに該当すると判断される可能性

もあると認識しているところでございます。

県といたしましては、接種を強要したり、接

種を受けていない人に差別的な扱いをすること

がないよう、周知に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）新型コロナワクチン

の接種は強制ではありません。ご本人が希望す

る場合に限り、接種を行うことになります。ワ

クチンハラスメント防止に向けてしっかりと取

り組んでいただくことをお願いいたします。

2、石木ダムについて。
（1）佐々川の流量観測について。
①佐々川の観測結果の蓄積による、利活用の

検討はいつ可能になるのか。

昨年の12月定例会で堀江議員の質問に対し
て大石知事は、「一般的には佐々川の流量観測

の結果、安定的に取水できることを確認できれ

ば、関係者の意見を聞いたうえで利活用の検討

は可能になる」との答弁がありました。

これは石木ダム事業において、事業そのもの

の見直しにもつながる重要な内容であります。

そこで、質問します。

佐々川の流量観測結果は、いつ、検討可能に

なりますか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 県では、佐々川にお

きまして、「河川法」に基づく河川整備基本方

針策定に向けまして、平成31年1月から流量観
測を行っております。

「河川整備基本方針」の策定に当たりまして

は、おおむね10年に1回程度の渇水時の流量を
把握する必要がございます。したがいまして、

10年の観測が必要だというふうに考えており
ます。

その後、データが蓄積された中で、仮に安定

的な取水ができることが確認できれば、様々な

関係者のご意見を伺ったうえで利活用の検討が

可能になると考えております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）②その蓄積期間の法

的根拠について。

データの蓄積化に関して法的根拠はございま

すか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）「河川法」に基づく

河川整備基本方針におきましては、河川の流水

の正常な機能を維持するために必要な流量を設

定するとともに、流量を確保するための方策を

定めるものとされております。

この方策の策定については、国の技術基準等

で、「原則として、10か年第1位相当の渇水時
においても、流水の正常な機能を維持するため

に必要な流量が確保できるよう策定するもの」

とされていることから、おおむね10年に1回程
度の渇水時の流量を把握する必要があると考え

ております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）データを見せていた

だきましたが、毎日の詳細なデータが蓄積され

ております。統計的に推定値を求めるなどして

期間を短くすることはできませんか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） これは、観測してみ

ないと、実際のものとしては、なかなかわから

ないものでありまして、まさに先ほど申し上げ
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ました国の基準で、四角書きと解説がございま

す。四角書きの中がいわゆる条文、基準になる

わけです。外書きが、その解説がされておるわ

けですけれども、その基準、条文に当たる中に

書かれておりますのは、先ほども言及させてい

ただきましたが、流水の正常な機能を維持する

ために必要な流量を設定して、その流量を確保

するための方策をつくる、これが決めごとです。

それに対して解説がされています。なぜなら

ば、その決めごとを守るために、どういう検討

をしたら、そうなるのかが一般にはわからない

からです。ですので、基準を解釈して、これを

やったら、それをやったとみなせるという、い

わゆる解釈に当たる基準に相当します。

その中で、10年の中で一番渇水の状態がひど
い時の流量、その状態であっても適切な流量が

確保できるような方策を考える。

先ほど申し上げましたように、実際にこれは

取ってみないとわからないものがありますので、

そのスタンスで観測を続けておるところでござ

います。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君） わかりました。

（2）石木ダム推進に係る補助金について。
①交付を受ける団体の報酬の根拠について。

これまで県は、石木ダム推進に関わる団体へ、

長年、補助金を出してきております。現在では、

「石木ダム対策協議会」と「石木ダム地域住民

の会」が、それに当たります。これらの団体へ

支払われる報酬の根拠について教えてください。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） この補助金ですが、

「石木ダム地域住民の会」、そして「石木ダム

対策協議会」の2団体が、ダム周辺地域の整備
など、地域振興策について情報収集や意見交換

を実施するための経費として予算を上限に交付

をしております。

補助金の対象のうち、交通費、報酬などにつ

きましては、県と2団体が結んだ協定の中で、
「県の職員の旅費に関する規程」などを参考に

して限度額を定めております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）②監査及び報告のチ

ェックについて。

これらの監査及び報告のチェック等は、どの

ようになっていますか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）補助金のチェックに

つきましては、交付を受ける2団体は、監事を
設けておりまして、年度ごとに監査が行われて

おります。

また、県におきましても、毎年、提出された

実績報告書について、補助の目的に沿った支出

であるか、協定書に定める経費に該当する支出

であるか、これを確認しまして補助金の額を確

定しております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）これにつきましては、

私も確認いたしましたが、団体の役員が3名し
かいなかったり、日当の支払いが不適当であっ

たり、総会を実施してなかったり、視察の報告

がなかったりと、細々したものに関しましては

委員会で詰めていただきたいのですが、一言で

言いますと、少しずさんなチェック体制が見受

けられました。

このような締まらないことをやっていたので

は、いつまでたっても川原の土地を愛し、住み

続けておられる方々の気持ちを動かすことはで

きないのではないでしょうか。

③補助金の費用対効果について。
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県は、これらの団体について総額幾らの血税

を注いできたのか、お聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） これは昭和56年か
ら42年間の取組をしてきたものですが、累計で
約1億1,700万円の費用を投じてきたものでご
ざいます。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君） 今、国民、県民の大

きな関心は、税金を無駄に使われることです。

それだけみんなの暮らしが苦しい。何しろ、今

は収入の半分を税金で取られる時代です。これ

らの団体への補助金の正当性や費用対効果、並

びにいつまで補助金の交付を続けるのか、お聞

かせください。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 県としましては、現

在、2団体を含む関係者の意見を伺いながら、
ダム周辺地域に係る地域振興策の案を策定して

いるところでございます。

この補助金は、変わりゆく社会情勢の中で、

ダム建設に併せて展開すべき地域振興策につき

まして、先進地の視察などを通じ、情報収集や

意見交換を行うための経費を対象としたもので

ございます。

ダムを活かした地域の振興を図ることが、ま

ず重要であると考えております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君） 毎年、毎年の補助金

の支払いに関して1億1,000万円以上のお金が
必要だとは、私は思いません。

（3）石木ダムの事業費について。
①石木ダムの事業費について。

先日、県のダム事業所へ伺い、熱心な所長の

ご案内の下、石木ダムの現場をしっかり視察さ

せていただきました。

現在、285億円の総事業費のうち、約200億円、
既に70％が使われています。残りの85億円で本
当に完成可能なのか、実際に現場を見て、疑問

を感じざるを得ませんでした。

知事、本当に予算内で完成が可能なのでしょ

うか。もし、さらに追加予算が必要になる場合、

それこそ県民の理解を得ることは相当困難にな

ると考えますが、知事の確約をいただきたいと

思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）これまでも申し上げてき

ましたとおり、石木ダムにつきましては、事業

の進め方など工夫をしながら、総事業費285億
円で、令和7年度完成に向けて努力をしていく
ことに変わりはございません。

しかしながら、人件費や資材価格の高騰、建

設業における働き方改革の取組、反対されてい

る方々による妨害活動など、事業の推進に影響

を及ぼす可能性も認識しております。

県におきましては、そうした状況も踏まえな

がら、今後の事業の進め方を検討して、技術面、

財政面の観点から、国ともよく相談していきた

いと考えております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君） 今回、私は、予算内

で完成のめどがつくのかどうかを調べるために、

残りの事業に関する内訳を担当部署に求めまし

たが、「ありません」という回答でした。

知事は、何をもって予算内で完成できるとお

っしゃったのでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） まずもって、もとも

との計画の総事業費285億円、令和7年度完成に
向けて、まずは努力させていただきたいと思っ
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ております。

ただ、知事が申し上げましたように、いろん

な変動要素があります。これにつきましては、

しっかり精査を国土交通省とも相談させていた

だいて、今後のあり方について検討していきた

いと思っております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）もし事業計画書等あ

るのであれば、今後いただくことは可能でしょ

うか。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）資料を精査したうえ

で提供させていただきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）ありがとうございま

す。

3、和子牛価格の下落対応について。
①子牛価格下落に対する支援状況について。

現在の支援状況を教えてください。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）肉用牛の子牛価格は、

全国的に下落傾向にあることから、国は、九州・

沖縄ブロックの平均価格が60万円を下回った
場合に、差額の4分の3を交付する制度を本年1
月から臨時的な支援対策として開始しておりま

す。

県といたしましては、本制度の周知により、

肉用牛繁殖農家の不安解消に努めております。

また、配合飼料価格の高騰について、国にお

いては、本年4月から配合飼料価格が高止まり
した場合でも補塡が実施されやすいよう、支援

制度を見直しており、県においては、昨年度に

引き続き、同制度の加入に必要な生産者積立金

の一部を支援しております。

県では、これら支援策の周知を図るとともに、

本年8月に各振興局に専用の相談窓口を設置し、
肉用牛繁殖農家の経営継続に向けた支援に取り

組んでいるところです。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）国の肉用子牛価格補

塡制度につきましては、本年12月までの実施と
なっております。価格の低迷が続いた場合は、

支援を継続するよう、国への迅速な働きかけを

お願いしたいと思います。

また、資金繰りが大変な生産者の方が漏れな

く支援を受けられるよう、支援策の周知と丁寧

な対応をよろしくお願いいたします。

②県が設置した相談窓口の対応について。

先ほどの答弁で、各振興局に相談窓口を設置

しているとのことでしたが、生産者からはどう

いった相談があり、その相談に対して県ではど

のように対応しているのか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）肉用子牛の価格の下

落を受けまして、本年8月、各振興局に設置し
た相談窓口には、これまで肉用牛繁殖経営にお

ける資金繰りに関する相談が多く寄せられてお

ります。

具体的には、新たな資金の借入れや既往債務

の償還延長などに関する相談がほとんどであり、

相談窓口では、金融機関との調整や借入れに係

る計画書の作成について助言等の対応を行って

いるところでございます。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君） この問題は、もとも

と国が和牛生産の倍増計画を掲げ、その150％
を和牛の増殖、残り50％を乳牛の受精卵移植で
増やす計画で、様々な支援を同時に進めてきた

ことによって、現在、和牛の数が増えてきてし

まっていることも子牛価格の下落の原因と言わ
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れています。

つまり国内の農家は、コロナやウクライナ問

題などの外的要因や国策のあおりを受け、決し

て農家の努力不足だけではないということです。

宮崎市では、県独自の上乗せ補助が全国で初

めて行われており、我が県でも九州ブロックと

の価格差も考慮に入れて、今後、しっかり支援

していただけるようお願いいたします。

4、水田農業について。
①長崎県の水稲生産の現状と課題について。

私は、地元大村市で中山間地域を中心に農地

をお借りしてお米づくりをしております。自分

で言うのもなんですが、大変おいしいです。ぜ

ひとも大石知事には新米を食べていただきたい

と考えておりますが、何分、寄附行為は公職選

挙法で禁止されておりますので、ぜひ私費で購

入を奥様に検討していただくことを期待いたし

まして、質問に入ります。

本県の水稲生産の現状と課題を教えてくださ

い。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君）本県の水稲生産の現

状といたしましては、10アール当たりの収量は
485キログラムと全国より51キログラム低く、1
戸当たりの作付面積は71アールと全国平均の
約4割にとどまっており、肥料費、労働費など
の生産コストが高い状況にあります。

また、生産者の高齢化等の影響もございまし

て、作付面積は、ここ5年間で約1割減少してお
ります。

さらに、本県のお米の生産量は、年間4万
9,000トンで、県内の消費量の約7割しか賄えて
いない状況にございまして、県内の米卸業者か

らは、県産米の増産を求められております。

これらに加えて、近年の地球温暖化の影響で

夏場の高温障害による品質低下も課題となって

おります。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）②本県の水稲生産の

振興方策について。

さらに付け加えますと、お米づくりはもうか

らないという致命的な欠点があります。高齢化

の影響もあり、過去5年間でお米の作付面積が1
割減少との答弁がありましたが、現在、中山間

地域では利益が出ないこともあり、深刻な後継

者不足にあります。

それでも、先祖代々の土地を守るため、地域

の仲間に迷惑をかけないため、少数精鋭の先輩

たちが必死になって何とか今につないでいただ

いている状況です。

お米づくりでは、数キロに及ぶ山からの水路

を4～5人で草はらいをして、スコップで土砂を
掃除して、水路の修繕をしながら見回ります。

日本の主食の危機が、あと数年で実際に起こり

得ることを農林部の方はしっかりと頭にとどめ

ておいてください。沈黙は容認になります。こ

のまま何もしなければ衰退を認めたことと同じ

です。

この問題こそが、日本の農業の重要な課題だ

と思いますが、お米は県の推奨作物ではありま

せんので、ここに予算をつけていただくことは、

なかなか難しいとは思います。

また、地域によって事情は様々ですので、今

後、地域の方を含めた将来に向けての話し合い

の場を積極的につくってまいりますので、県の

ご助力をお願いいたします。

さて、このもうからないお米の生産について、

県はどのように振興していきたいとお考えです

か。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。
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〇農林部長（綾香直芳君）経営規模の小さい本

県の水稲生産においては、省力化につながるド

ローン防除を推進することで、規模の拡大と労

働費の削減につなげてまいります。

また併せて、田植え時に肥料を同時に投入す

ることで、施肥量を20％節減できる側条施肥田
植機の導入を今進めておりまして、肥料費の低

減を図ってまいりたいと考えております。

また、従来品種よりも品質や収量が高く、米

の食味ランキングにおいて、最高評価の特Ａを

獲得した高温耐性品種の「にこまる」や「なつ

ほのか」の作付を拡大し、水稲の多収化、高品

質化についても進めてまいります。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）私も、「なつほのか」、

「にこまる」を作っていますが、とてもよい品

種だと思います。また、古い品種である「ひの

ひかり」も高温障害が多少見られますが、食味

はすばらしく、大切にしていきたいと考えてお

ります。

③カドミウム低吸収性イネの導入について。

さて、最近では新たな品種として秋田県でカ

ドミウム低吸収性イネの導入が進められていま

す。私としましては、このカドミウム低吸収性

イネにつきましては、幾つかの問題点があり、

導入すべきではないと考えておりますが、長崎

県でこうした品種を導入する予定はありますか。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（綾香直芳君） 本県においては、現

在、農用地土壌汚染対策地域はないことから、

カドミウム低吸収性イネの導入の必要性はない

と考えております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）このような新たな品

種を導入する際に十分気をつけていただきたい

のは、放射線やイオンビームを照射して遺伝子

に突然変異を起こしたり、遺伝子組換えやゲノ

ム編集で作られたものは、まだまだそのデメリ

ットの部分が伝わってないことや、人体にとっ

ての危険性が危惧される点もあります。

人工的に遺伝子に組み込み、あるいは壊し、

それを活用する際には、その安全性を十分に確

認し、倫理的な見地も考慮に入れて慎重になっ

ていただきたいと思います。

一度、自然界に放ってしまえば取り戻しがき

きません。人間は、ちょっとした道具を手に入

れると、すぐに何でも理解した気になりがちで

すが、悠久の時をかけて築かれた自然の仕組み

については、まだまだ何も理解できてないんだ

という謙虚さや節度が必要だと私は思います。

5、高校生の離島留学制度について。
①離島留学制度の改善に向けた取り組みにつ

いて。

9月3日に、「これからの離島留学検討委員会」
の第3回目が開かれ、その報告書を読ませてい
ただきました。

その中で、亡くなった留学生に対しての里親

による暴力行為や大声での叱責、その他不適切

な対応が認められたとありました。

県教育委員会として、里親の留学生への関わ

り方に問題があった時を含め、離島留学生の安

全・安心な生活を保障する環境を今後どのよう

に構築していくのか、お聞きいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君） 現在、「こ

れからの離島留学検討委員会」でのご意見をも

とにしまして、制度の改善策を検討していると

ころでございます。

まずは問題の発生を未然に防ぐことが重要で

ありますので、生徒の対応や里親の困りごとの
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解消等に向けました新たな里親研修の実施、あ

るいは生徒や里親の相談を受けまして、サポー

ト等を行います離島留学支援員の増員など、日

常的な支援や見守りの充実に努めてまいりたい

と考えております。

併せまして、危機管理マニュアルを整備しま

して、離島留学生がＳＯＳを発信した場合に迅

速に対応するための組織の一環としまして、学

校や市の関係者、スクールカウンセラーなどで

構成されるチームを編成することとしておりま

して、離島留学生が安心して生活できる環境づ

くりに努めてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君） 報告書案の第1部の
まとめの中で、「離島留学制度の里親と児童福

祉法における里親については大きな違いがあり、

これらが混同されないように、離島留学制度の

里親が担う役割について明確化する必要があ

る」とまとめられていましたが、体罰や暴力に

関しては、どのような程度であっても、決して

容認してはならないことは、肝に銘じなければ

なりません。

今回のような痛ましい事件を二度と繰り返さ

ないためにも、この点についてはしっかりと制

度に反映させていただきたいと思います。

次に、現在、離島留学制度において、留学生

を引き受けていただく里親のなり手不足や高齢

化の話を多く耳にしました。

今回の委員会を経て、留学生と里親の最初の

マッチングについて充実が図られたとしまして

も、双方の相性がどうしても合わないというこ

とも時にはあるでしょう。その時に留学生が里

親を変更できるような仕組みをつくるためには、

新規開拓による里親の拡充が必要になってきま

す。ましてや、高齢化の問題が拍車をかけてい

るのであれば、この問題こそ急務であると考え

ますが、県の考えをお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（中﨑謙司君）里親の新規

開拓、あるいは拡充につきましては、従来どお

り、各学校や市町と連携して個別にお願いする

ことに加えまして、今後の方策としましては、

これは第三者委員会からもご意見がありました

ものですけれども、いわゆる生徒を受け入れる

際の課題となります家屋改修の初期費用を支援

することであったり、里親宅ではなくて、親子

で生活できるよう、市の移住施策と組み合わせ

た親子留学の導入を進めていくことも必要であ

ると考えております。

この改修費用や親子留学の支援につきまして

は、既に令和6年度の政府施策要望に盛り込ん
でいるところでございますけれども、今後も引

き続き里親不足の解消に向けた取組を進めてま

いりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） まきやま議員─4番。
〇４番（まきやま大和君）今回の悲しい事件を

乗り越えて、本当の意味で留学生を中心に据え

た支援体制が構築されることを切にお願いいた

しまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 以上で、県政一般に対す

る質問を終了いたします。

次に、先に上程いたしました第69号議案乃至
第74号議案につきましては、お手元の議案付託
表のとおり、それぞれの委員会に付託いたしま

す。

お諮りいたします。

第75号議案「長崎県収用委員会の委員及び予
備委員の任命について議会の同意を求めること

について」は、委員会付託を省略することにご
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異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、第75号議案は、委員会付託を省略い
たします。

次に、第3号請願「消費税インボイス制度の
中止を求める請願書」が提出されておりますの

で、これを上程いたします。

ただいま上程いたしました請願につきまして

は、お手元の請願付託表のとおり、総務委員会

に付託いたします。

次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますようお願いいたします。

以上で、本日の会議を終了いたします。

明日より10月5日までは、委員会開催等のた
め本会議は休会、10月6日は、定刻より本会議
を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午後 ３時４０分 散会 ―
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令和５年９月定例会                     令和５年１０月６日

議 事 日 程

                         第 ２５ 日 目

              

          ◇               ◇

１  開    議

２ 認定第１号乃至認定第３号一括上程

３ 知事議案説明

４ 認定第１号乃至認定第３号委員会付託

５ 第７５号議案 質疑・討論、採決

６ 委員長審査結果報告、質疑・討論、採決

７ 意見書等上程、質疑・討論、採決

８ 議員派遣第９４号乃至議員派遣第９６号一括上程、採決

９ 議会閉会中委員会付託事件の採決

１０ 閉    会                                       
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令和５年１０月６日（金曜日）

出 席 議 員（４４名）

１番 大 倉   聡 君

２番 本 多 泰 邦 君

３番 白 川 鮎 美 君

４番 ま き や ま 大 和 君

５番 虎 島 泰 洋 君

６番 畑 島 晃 貴 君

７番 湊   亮 太 君

８番 冨 岡 孝 介 君

９番 大久保 堅 太 君

１０番 中 村 俊 介 君

１２番 初 手 安 幸 君

１３番 鵜 瀬 和 博 君

１４番 清 川 久 義 君

１５番 坂 口 慎 一 君

１６番 宮 本 法 広 君

１７番 中 村 泰 輔 君

１８番 饗 庭 敦 子 君

１９番 堤   典 子 君

２０番 坂 本   浩 君

２１番 千 住 良 治 君

２２番 山 下 博 史 君

２３番 石 本 政 弘 君

２４番 中 村 一 三 君

２５番 大 場 博 文 君

２６番 近 藤 智 昭 君

２７番 宅 島 寿 一 君

２８番 山 本 由 夫 君

２９番 吉 村   洋 君

３０番 松 本 洋 介 君

３１番 ご う まなみ 君

３２番 堀 江 ひとみ 君

３３番 中 山   功 君

３５番 川 崎 祥 司 君

３６番 深 堀 ひろし 君

３７番 山 口 初 實 君

３８番 山 田 朋 子 君

３９番 中 島 浩 介 君

４０番 前 田 哲 也 君

４１番 浅 田 ますみ 君

４２番 外 間 雅 広 君

４３番 徳 永 達 也 君

４４番 瀬 川 光 之 君

４５番 溝 口 芙美雄 君

４６番 田 中 愛 国 君

欠 席 議 員（２名）

１１番 山 村 健 志 君

３４番 小 林 克 敏 君

説明のため出席した者

知 事 大 石 賢 吾 君

副 知 事 浦   真 樹 君

副 知 事 馬 場 裕 子 君

秘書・広報戦略部長 大瀬良  潤 君

企 画 部 長 早稲田 智 仁 君

総 務 部 長 中 尾 正 英 君

危機 管理部 長 今 冨 洋 祐 君

地域 振興部 長 小 川 雅 純 君

文化観光国際部長 前 川 謙 介 君

県民生活環境部長 大 安 哲 也 君

福祉 保健部 長 新 田 惇 一 君

こども政策局長 浦   亮 治 君

産業 労働部 長 松 尾 誠 司 君

水 産 部 長 川 口 和 宏 君

農 林 部 長 綾 香 直 芳 君

土 木 部 長 中 尾 吉 宏 君

会 計 管 理 者 吉 野 ゆき子 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君
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文化観光国際部政策監 伊 達 良 弘 君

産業労働部政策監 宮 地 智 弘 君

選挙管理委員会委員長 葺 本 昭 晴 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員 辻   良 子 君

公安委員会委員 森   拓二郎 君

警 察 本 部 長 中 山  仁 君

監査 事務局 長 上 田 彰 二 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任) 田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 一 瀬 永 充 君

議会事務局職員出席者

局 長 黒 﨑   勇 君

次長兼総務課長 藤 田 昌 三 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政務 調査課 長 濵 口   孝 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 脇   卓 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長(徳永達也君) ただいまから、本日の会議

を開きます。

この際、知事より、認定第1号乃至認定第3号
の送付がありましたので、これを一括して上程

いたします。

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 本日、提出いた

しました追加議案について、ご説明いたします。

認定第1号から第3号は、地方自治法の規定に

基づき、令和4年度長崎県一般会計決算及び各
特別会計決算等の認定を得ようとするものであ

ります。

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。

何とぞ、適正なるご決定を賜りますようお願

い申し上げます。

〇議長(徳永達也君) ただいま上程いたしまし

た認定第1号乃至認定第3号につきましては、お
手元に配付いたしております議案付託表のとお

り、予算決算委員会に付託いたします。

次に、認定第1号乃至認定第3号につきまして
は、議会閉会中の継続審査とすることにご異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、認定第1号乃至認定第3号は、議会閉
会中の継続審査とすることに決定されました。

次に、第75号議案「長崎県収用委員会の委員
及び予備委員の任命について議会の同意を求め

ることについて」を議題といたします。

お諮りいたします。

本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

本議案は、原案のとおり委員として、石橋龍

太郎君、川端辰長君、宮崎英樹君に、予備委員

として、堺 賢作君に、それぞれ同意を与える

ことの賛否について、表決ボタンをお押し願い

ます。

間もなく、表決を終了いたします。

これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。
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よって、第75号議案は、原案のとおりそれぞ
れ同意を与えることに決定されました。

これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。

まず、総務委員長の報告を求めます。

坂口委員長―15番。
〇総務委員長（坂口慎一君）（拍手）〔登壇〕

総務委員会の審査の結果並びに経過の概要に

ついて、ご報告いたします。

本委員会に付託されました案件は、第70号議
案「少年による性風俗関連特殊営業の利用の防

止に関する条例の一部を改正する条例」並びに

第3号請願「消費税インボイス制度の中止を求
める請願書」であります。

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、異議なく、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。

また、請願につきましては、起立採決の結果、

不採択とすべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、警察本部の所管事項について、人身安

全関連事案への取組に関し、児童虐待事案の認

知件数が増えていることについて、どのような

認識や課題があると考えているのかとの質問に

対し、認知件数の増加については、社会的な関

心の高まりによるものが大きいと考えている。

また、児童虐待の背景にはＤＶ事案が関係し

ていることから、警察が早期に事案を把握し、

早い段階から対処することが重要だと考えてい

るとの答弁がありました。

これに関連し、他県においては、児童虐待に

より亡くなった事案も発生していることから、

今後、児童相談所との連携をさらに深めていく

ことも必要と思うが、事案を減らしていくため

どのような取組を行っているのかとの質問に対

し、現場における児童の安全の直接確認の徹底

をはじめとして、児童の安全が脅かされる危険

がある場合の一時保護や迅速な事件化の判断、

捜査体制の確立、児童相談所などの関係機関と

の連携、情報共有の徹底などに取り組んでいる

との答弁がありました。

次に、企画部の所管事項について、新しい長

崎県づくりのビジョンの策定に関し、ビジョン

は、重点的に取り組む主な分野として5つに分
けられているが、分野ごとで関係部局の数が多

いものもあれば、一部局のものもある。どのよ

うに連携していくのかとの質問に対し、今回の

ビジョンでは、5つの分野においてありたい姿
を描いており、例えば「こども」分野であれば

こども政策局、「交流」分野であれば文化観光

国際部など、それぞれの分野の主要部局を中心

に、「ありたい姿」の実現に向けた施策の方向

性に沿って、関係部局と幅広く議論・協議しな

がら、具体的な施策のパッケージと、それを構

成する個別事業を構築していくことが必要であ

る。これまで以上に、部局の垣根を越えて議論

しながら進めることが重要と考えているとの答

弁がありました。

これに関連し、ビジョンについては、イラス

トを入れるなどデザイン性を考慮し、県民がわ

かりやすいものとなるよう工夫をしてほしいと

の意見がありました。

次に、秘書・広報戦略部の所管事項について、

戦略的な情報発信及びブランディングの推進に

関し、「長崎県戦略ＰＲ本部会議」の設置及び

各部局へ「戦略ＰＲ推進員」を配置したとのこ

とだが、情報発信をどこに向けて行っていくの

か、その戦略はどういったことを考えているの
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かとの質問に対し、県としては、様々な分野に

おいて「選ばれる長崎県」となるために、本県

の多様な魅力など、届けたい情報を、届けたい

人に、確実に届けることが必要不可欠であるの

で、届ける地域や手法などを的確に選択しなが

ら、情報発信していくべきと考えているとの答

弁がありました。

これに対し、外国人の方が日本に目を向けて

いることは長崎にとっても大きなチャンスだと

思うが、海外に向けてどのように長崎の魅力を

伝えていくのかとの質問に対し、海外向けの情

報発信については、ユーチューブをはじめ、タ

ーゲット国に応じた適切なＳＮＳや情報発信内

容を選択しながら随時発信を行っているが、今

後とも、実効性の高い情報発信を国内外に向け

て行っていきたいとの答弁がありました。

以上のほか、一、自転車のヘルメット着用の

努力義務化について、一、令和5年度県職員採
用試験について、一、デジタル化やＤＸの推進

について、一、ＩＲ関係について、一、九州新

幹線西九州ルートについて、一、長崎空港の24
時間化に向けた取組について、一、県庁舎等の

跡地活用についてなど、総務行政全般にわたり

活発な論議が交わされましたが、その詳細につ

いては、この際、省略させていただきます。

以上で、総務委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手）

〇議長(徳永達也君) これより、第3号請願「消
費税インボイス制度の中止を求める請願書」に

ついて、質疑・討論に入ります。

堀江議員―32番。
〇３２番（堀江ひとみ君）〔登壇〕 日本共産党

の堀江ひとみです。

第3号請願「消費税インボイス制度の中止を

求める請願書」、賛成の討論を行います。

本請願は、インボイス制度の中止を求める意

見書を、国に提出してほしいと要望しています。

インボイスが導入されると、零細な事業者や

フリーランスで働く人などに経済的にも、事務

的にも大変な税負担増が生じます。今でも、物

価高騰で大変な零細事業者が、さらに苦境に立

たされようとしています。

私が申し上げるまでもなく、消費税は、売っ

た時に受け取った消費税から、仕入れの時に支

払った消費税を引き算し、納税する仕組みで、

課税事業者は、これまで売上額と仕入額がきち

んと帳簿に記載があれば、この計算ができまし

た。しかし、インボイス制度導入後は、仕入れ

の時に支払った消費税は、帳簿だけでは認めら

れず、インボイス（適格請求書）を保存し、こ

れを基に計算する仕組みに変わります。インボ

イスがないと、仕入れ税額控除という引き算が

できなくなるのです。

インボイスを発行できるのは、消費税課税事

業者だけです。そのため、年間売上高1,000万円
以下の免税事業者は、インボイス発行のために

取引先から課税事業者への転換を迫られます。

しかし、課税事業者になると重い納税負担が発

生します。一方、免税事業者にとどまれば、取

り引きから排除され仕事を失いかねないわけで

す。

現在でも、免税事業者は仕入れの時に消費税

を払い、しかし、販売価格には消費税は転嫁で

きず、身銭を切っている事業者がほとんどです。

今でも苦しい状況にある免税事業者が課税事

業者になったら、重たい税負担となり、一方、

免税事業者にとどまっては、取り引きから排除

される。どちらを選択しても、さらに厳しい状

況に陥ります。
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請願人が述べているように、零細事業者が登

録に反対、躊躇している実態です。このまま国

民的合意がなされない中でインボイス制度を始

めることは、これまで以上の混乱を引き起こす

ことにつながります。

議員各位におかれましては、請願に賛同して

いただき、インボイス制度の中止を求める意見

書を国に提出していただきますよう、どうかよ

ろしくお願いをいたします。

以上、賛成討論といたします。

〇議長(徳永達也君) 中島議員―39番。
〇３９番（中島浩介君）（拍手）〔登壇〕 イン

ボイス制度は、複数税率のもとで適正な課税を

行うためのものであり、必要な制度であると考

えます。

令和元年10月の消費税率の改正から4年間の
準備期間がありましたが、これまで、国・都道

府県・市町村による各種媒体を活用した周知や

説明会の開催が行われてきており、制度に関す

る理解、認知は順調に進んでいるところでござ

います。

また、制度への移行に当たっては、経過措置

や負担軽減措置、相談体制の強化など、各種支

援策が講じられており、必要な措置は取られて

きたものと思っております。

さらには、政府において、制度の円滑な実施

に向けて実施状況を把握しながら、必要な対策

を講じ、事業者の不安解消を図ることとされて

おります。

このように、準備期間として4年間の十分な
時間があったことや、円滑な導入に向けての

様々な取組がなされたこと、また、今後も必要

な対応策の検討が予定されていることなどを踏

まえると、既に10月1日から始まっている本制
度の中止を求める今回の請願に対しては反対で

ございます。

議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしく

お願いいたします。（拍手）

〇議長(徳永達也君) 質疑・討論をとどめて、採

決いたします。

本請願に対する委員長報告は、不採択とすべ

きものであります。

よって、本請願は、採択することの賛否につ

いて、表決ボタンをお押し願います。

間もなく、表決を終了いたします。

これにて、表決を終了いたします。

賛成少数。

よって、第3号請願は、不採択とすることに
決定されました。

お諮りいたします。

第70号議案は、質疑・討論を省略し、直ちに
採決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、第70号議案は、原案のとおり可決さ
れました。

次に、文教厚生委員長の報告を求めます。

千住委員長―21番。
〇文教厚生委員長（千住良治君）（拍手）〔登

壇〕文教厚生委員会の審査結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

74号議案「長崎県子育て条例行動計画の変更に
ついて」であります。

慎重に審査いたしました結果、議案につきま
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しては、起立採決の結果、原案のとおり、可決

すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、第74号議案に関し、これまでは就学前
の全ての乳幼児を対象とした乳幼児医療費助成

だったのに対し、高校生世代を対象とした医療

費助成が追加されたが、市町が強く要望してい

る、小中学生への医療費助成を計画に追加する

ことはできないのかとの質問に対し、子どもの

医療費助成制度については、市町と協議を重ね、

今年度から18歳までを対象とする、市町と連携
した制度を開始し、本県の厳しい財政状況の中、

高校生世代を導入したばかりである。現時点で

は対象のさらなる拡大は難しいが、現在の制度

が最終形ではないと考えており、引き続き検討

を進めてまいりたいとの答弁がありました。

なお、これに関連して、第74号議案に関して、
別途、本委員会から附帯決議を提出しておりま

すので、よろしくお願いいたします。

次に、議案外の所管事務一般で論議のありま

した主な事項について、ご報告いたします。

まず、総務部関係の所管事項について、長崎

県公立大学法人の業務実績評価についてに関し、

全学部で実施している長崎県の地域特性を活か

した「しまなび」プログラムが、学生の社会人

基礎力の育成や地域の活性につながっていると

のことだが、実際の事例や継続している取組は

あるのかとの質問に対し、主な実績として、宇

久島の魅力をかるたの形とし、小学校でかるた

大会を行うなど魅力発信に取り組み、その後、

かるたが商品化されている。

また、小値賀島では、特色あるお土産を作る

ため、様々な商品を開発し、島民の皆さんから

アンケートの回答を受け、トマトを使用したラ

スクがお土産として商品化されており、現地の

提案が商品化につながるなど、地域の活性化に

も貢献しているとの答弁がありました。

これに対し、商品化されることにより、その

実績は学生の自信につながるものと考える。学

生が島の魅力を感じ、離島で就職したいと思う

ような取組も進めていただきたいとの意見があ

りました。

次に、教育委員会関係の所管事項について、

高校生の離島留学制度の改善に関し、「これか

らの離島留学検討委員会」の協議による報告書

で示された、制度の目的や改善策について、具

体的にどのように取り組んでいくのかとの質問

に対し、各実施校において、しまの特色ある教

育課程の中で自分を磨き、自分らしさを発見す

るとともに、しまの自然や温かさに触れること

で、第2のふるさととしての思いを醸成し、生
涯にわたった交流を生み出すことが目的である。

また、生徒や里親のサポート体制の強化や生

徒の受入体制の見直し、生徒に対する地域全体

での見守り、教員の負担軽減等、組織体制の再

構築に努め、制度の改善に努めてまいりたいと

の答弁がありました。

これに対し、現状として約2割の生徒が入学
前は不登校の経験があり、入学後も全体の23％
が転学、退学している状況と聞く。生徒の受入

体制を確立させ、魅力的で持続可能な制度とな

るよう努めていただきたいとの意見がありまし

た。

次に、福祉保健部・こども政策局関係の所管

事項について、地域包括ケアシステムの構築に

関し、長崎県総合計画において、地域包括ケア

システムの構築割合の令和3年度の実績値が
98％と高い一方、訪問介護に携わる人材が不足
しており、システムが構築されてもサービスが
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受けられない状況になるのではと危惧している。

県は人材不足対策にどのように取り組んでいく

のかとの質問に対し、抜本的な給与水準の向上

などを国に強く要望していくとともに、介護の

仕事の魅力アップなどの施策を推進し、まずは

介護分野全体の人材の確保を図りながら、訪問

介護を担う人材不足の解消につなげてまいりた

いとの答弁がありました。

最後に、別途、本委員会から「私学助成の充

実強化等について」及び「ブラッドパッチ療法

（硬膜外自家血注入療法）に対する適正な診療

上の評価等について」の意見書提出方の動議を

提出しておりますので、併せてよろしくお願い

いたします。

以上のほか、一、不登校対策について、一、

令和7年度公立高等学校入学者選抜の改善につ
いて、一、長崎県手話言語条例（素案）につい

て、一、結婚支援事業の推進についてなど教育

及び福祉・保健行政全般にわたり、熱心な論議

が交わされましたが、その詳細については、こ

の際、省略させていただきます。

以上で、文教厚生委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますようお願い

いたします。（拍手）

〇議長(徳永達也君) お諮りいたします。

第74号議案は、質疑・討論を省略し、直ちに
採決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

本議案は、委員長報告のとおり決することの

賛否について、表決ボタンをお押し願います。

間もなく、表決を終了いたします。

これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。

よって、第74号議案は、原案のとおり可決さ
れました。

ただいま可決されました第74号議案「長崎県
子育て条例行動計画の変更について」に関する

附帯決議案が、文教厚生委員会から、お手元に

配付いたしておりますとおり提出されておりま

すので、これを議題といたします。

お諮りいたします。

本動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

本動議は、可決することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、本動議は、可決されました。

次に、観光生活建設委員長の報告を求めます。

清川委員長―14番。
〇観光生活建設委員長（清川久義君）（拍手）

〔登壇〕観光生活建設委員会の審査の結果並び

に経過の概要について、ご報告いたします。

本委員会に付託されました案件は、第71号議
案「旅館業法施行条例及び興行場法施行条例の

一部を改正する条例」外2件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、土木部の所管事項について、川棚川支

流の樹木伐採と浚渫の対応に関し、県管理の二

級河川、川棚川支流の樹木について、地域の有

志の方々が伐採されてきたが、近年、高齢化が
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進んで対応ができなくなりつつある。また、河

川幅が小さいため、豪雨等での土砂の堆積も早

く、危険性も高まっている。今後、支流の伐採、

浚渫を要望する場合、どのように対応すればよ

いのか。また、年次的に計画的な伐採など対応

できるのかとの質問に対し、地域の自治会から

町を通じて、振興局に要望いただければ、地域

の方と立ち合い、治水の安全性を確認し、安全

度が低下した箇所から、順次、対応を進めてい

る。

現在、国土強靭化計画に併せて、令和2年度
に創設された緊急浚渫推進事業を活用し、河道

内の伐採や浚渫を進めている。本事業は令和6
年度までの時限があるが、河川管理上、必要不

可欠な事業であるため、事業の延伸・恒久化に

ついて、国の方に要望を行っているところであ

るとの答弁がありました。

これに対し、基本的には、町を通してからの

県の対応となるのかとの質問に対し、基本的に

は、そのようになるが、大雨後、護岸が崩れて

いるとか、土砂が異常に堆積しているといった

緊急を要する場合は、随時、振興局に連絡いた

だければ、確認・対応を行うとの答弁がありま

した。

次に、文化観光国際部の所管事項について、

障がい者スポーツへの取組に関し、本年2月に、
長崎ヴェルカのホームゲームの際に、車いすバ

スケットボールチームの「パラ神奈川ＳＣ」と

「長崎サンライズ」のエキシビジョンマッチが、

スポーツコミッションの誘致事業として実現し

た。

来年はオリンピックもあり、機運も高まって

いるが、同様なことを計画していることがある

かとの質問に対し、現状、具体的な計画はない

が、また、このような話があれば、積極的に取

り組みたいとの答弁がありました。

これに対し、一般のスポーツ競技に障がい者

スポーツを併せていくことは、意義のあること

だと思うので、ぜひ実現してもらいたい。

また、障がい者スポーツには、県の助成がつ

きにくいとの声を聞いたが、現状、健常者のス

ポーツと分けて考えているということがあるの

かとの質問に対し、スポーツ振興課ではスポー

ツツーリズムについて所管しているが、これに

関しては障がい者でも健常者でも、分け隔てな

く取り組んでいるとの答弁がありました。

これに対し、障がい者スポーツも盛り上がっ

てきているので、もっといろいろな大会を誘致

したり、合宿が実施できるよう、検討いただき

たいとの要望がありました。

次に、県民生活環境部の所管事項について、

大気環境調査に関し、令和4年度の県内の調査
結果について、窒素酸化物は基準内であったと

のことであるが、日本有数のバスの交通量を誇

る長崎駅前でも、適正に測定がなされているの

かとの質問に対し、大気汚染防止法に基づき、

自動車走行に起因する汚染が考えられる道路等

の付近に、自動車排ガス測定局を、長崎駅前も

含めて4局、住宅地とそれ以外の地点に、一般
環境大気測定局を38局、合わせて42局設置し測
定しているとの答弁がありました。

これに対し、東京では、排ガス、ディーゼル

車に関する規制により、クリアな環境が保たれ

ているが、長崎にはそのような規制はなく、坂

道も多いため、より排ガスを出しやすい環境に

ある。

カーボンニュートラルを目指すに当たり、排

ガスを多く出すバスを減らしていくことが望ま

しいが、車両の更新を促す対策についてどのよ

うに考えているのかとの質問に対し、環境性能
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の高いバスは、排ガス対策のほか、燃費向上に

よる二酸化炭素の排出削減も期待できるため、

様々な会議等の機会を捉え、業界に働きかけて

いきたい。

また、県民、事業者と連携し、環境に優しい

運転等を行う、スマートムーブ運動を推進して

おり、今後も引き続き取り組んでいくとの答弁

がありました。

次に、交通局の所管事項について、運転士不

足に関し、全国的に問題となっており、それに

起因してバス路線が廃止となったニュースが報

じられている。

交通局において、16名の欠員が生じていると
のことであるが、2024年問題を見据え、今後ど
のように取り組むのかとの質問に対し、運転士

確保のため、採用試験を切れ目なく実施するな

ど幅広く募集しているが、応募者が少なくなっ

てきている。

今後は、処遇改善を図っていくとともに、現

状では、嘱託運転士として採用し、3年後に正
規職員へ登用しているものを、嘱託として採用

後、2か月程度の研修修了時点で、正規職員と
して登用できないか、労働組合と協議を行って

いるところである。

また、大型自動車第2種運転免許の取得年齢
が、19歳以上に引き下げられたことを踏まえ、
新高卒者などにも採用の目を向け、運転士の確

保に努めていきたいとの答弁がありました。

最後に、別途、本委員会から、「国土強靭化

の計画的かつ着実な推進について」の意見書提

出方の動議を提出しておりますので、併せてよ

ろしくお願いいたします。

以上のほか、観光生活建設行政全般にわたり

活発な論議が交わされましたが、その詳細につ

いては、この際、省略させていただきます。

以上で、観光生活建設委員会の報告といたし

ます。

議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手）

〇議長(徳永達也君) お諮りいたします。

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。

次に、農水経済委員長の報告を求めます。

鵜瀬委員長―13番。
〇農水経済委員長（鵜瀬和博君）（拍手）〔登

壇〕農水経済委員会の経過の概要について、ご

報告いたします。

本定例会においては、本委員会への付託案件

はありませんので、各部の所管事項に関して論

議のありました主な事項について、ご報告申し

上げます。

まず、産業労働部の所管事項について、半導

体関連産業の経済波及効果に関し、国内で投資

が活発化している半導体関連産業において、諫

早市への1,000人規模の工場立地が決定してい
るが、その経済波及効果はどれくらいかとの質

問に対し、現在公表されている、投資総額600
億円、雇用規模1,000人という情報を基に試算す
ると、10年間で約2,460億円の経済波及効果が
見込まれるとの答弁がありました。

次に、人材育成に関し、高等技術専門校の入
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校者数が年々減少していると聞いているが、県

内就職率も高く、地場企業が必要としている技

術を習得できる、すばらしい人材育成の場であ

ることから、より一層、本校をアピールする取

組が必要と考えるがどうかとの質問に対し、本

校については、県内就職率が90％台後半で推移
しており、県内産業界からも高い評価を得てい

ることから、今後はさらに広く魅力を発信し、

地場企業が求める人材を育成する場として、入

校者数の増加に向け、取り組んでいきたいとの

答弁がありました。

次に、水産部の所管事項について、藻場の回

復に向けた取組に関し、海岸線全国2位を誇り、
魚種350種類以上を有する本県の海の豊かさは、
藻場にあると考えるが、藻場の回復に向けて、

今後どのような取組を進めていくのかとの質問

に対し、長崎県藻場回復ビジョンに基づき、令

和7年度までに2,000ヘクタールを回復させる
ことを目標として、様々な取組を行っていると

ころである。

今後は、定期的な、分布状況・蘇生状況調査

により作成している「藻場マップ」を有効的に

活用して、さらなる事業展開を図っていきたい

との答弁がありました。

次に、ＡＬＰＳ処理水の放出問題に関し、本

県においても、中国の輸入停止による影響が出

ており、その対策として、学校給食への提供に

より消費拡大を図るとのことであるが、今後の

計画はどのような内容となっているのかとの質

問に対し、まずは、県内小中学校の給食への提

供を行うよう関係機関と調整を行っており、必

要に応じて、県外の学校給食へも販路拡大を計

画しているところである。

さらに、年末に向けたＥＣサイトの送料無料

キャンペーンへの取組など、様々なメニューを

フル活用して、本県水産物の消費拡大を図って

いきたいとの答弁がありました。

次に、船底清掃に関し、さきの6月定例会に
おいて可決した補正予算、出漁負担軽減対策事

業費「船底清掃支援」に係る約1億5,600万円の
執行状況は、どうなっているのかとの質問に対

し、約6,500隻の要望のうち、約2,900隻につい
て交付決定済みである。引き続き申請を受け付

けて、進捗を図っていきたいとの答弁がありま

した。

次に、農林部の所管事項について、肉用牛繁

殖経営に対する支援に関し、飼料の価格高騰、

子牛の価格低迷など、畜産農家の経営が大変厳

しい環境にあるが、国の支援以外の部分につい

て、県独自の支援ができないのかとの質問に対

し、肉用子牛の価格は全国的に下落傾向にあり、

国の支援が行われているところであるが、畜産

は県内全ての地域において、多くの方が生計を

立てている重要な品目であることから、県独自

の支援についても、早急に必要な対策を検討し

たいとの答弁がありました。

次に、森林の公益的機能に関し、地球温暖化

が深刻化し、線状降水帯の発生など自然災害が、

激甚化・頻発化する中、森林の持つ役割が重要

性を増してきている。

しかしながら、樹木の高齢化が進み、土砂崩

壊や流出を防止するなどの、森林の公益的機能

が、十分に果たせなくなることが考えられるた

め、まずは、県内全域の状況を調査する必要が

あるのではないかとの質問に対し、県内におけ

る人工林において、伐期となる50年生以上は約
6割という状況である。まずは、既存データを
集計し、県内の状況をしっかり把握したうえで、

追加調査が必要かどうか検討したいとの答弁が

ありました。
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次に、農林技術開発センターの設備老朽化に

関し、当該センターは「快適で儲かる農業」に

向けた、技術開発など様々な取組を行っている

が、設備や機器が老朽化しており、更新が不十

分と感じている。

予算が限られる中、厳しいとは承知している

ものの、職員の安全性確保や、本県農業のさら

なる発展に必要な予算を、しっかり確保すべき

と考えるがどうかとの質問に対し、当該センタ

ーは、県内農家の方々が経営技術のよりどころ

とする、なくてはならない施設である。設備等

の更新については、真に必要なものを十分考慮

し、可能な限り予算確保に努めたいとの答弁が

ありました。

以上のほか、農水経済行政全般にわたり熱心

な論議が交わされましたが、その詳細について

は、この際、省略させていただきます。

以上で、農水経済委員会の報告といたします。

（拍手）

〇議長(徳永達也君) 次に、予算決算委員長の報

告を求めます。

吉村委員長―29番。
〇予算決算委員長（吉村 洋君）（拍手）〔登

壇〕予算決算委員会の審査の結果並びに経過の

概要について、ご報告いたします。

本委員会で審査いたしました案件は、第69号
議案「令和5年度長崎県一般会計補正予算（第5
号）」でございます。

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、起立採決の結果、原案のとおり、可決

すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、総務分科会では、公共交通事業継続緊

急支援費に関し、ＪＲ九州に対して支援を行う

目的は何かとの質問に対し、新型コロナウイル

ス感染症が5類に移行したことから、鉄道利用
者は回復基調にあるが、コロナ禍前の水準にま

では回復できていない状況にある。

今後、公共交通利用者の回復、観光客等交流

人口拡大の取組は重要となることから、ＪＲ九

州が行うＩＣカードの導入など、ポストコロナ

に向けた地域住民・観光客等の利便性向上、利

用促進の取組を支援していくとの答弁がありま

した。

次に、文教厚生分科会では、聴覚障害児支援

中核機能モデル事業費に関し、聴覚障害児支援

の中核機能を整備し、障害児と保護者に対し、

家族支援、巡回支援等を実施するとのことだが、

令和2年度に全く同様のモデル事業を計上して
おり、改めて同じ国のモデル事業を行うことが

できるのかとの質問に対し、令和2年度はコロ
ナ禍ということで、計画していた専門職コーデ

ィネーターの派遣等ができなかったことから、

今回改めて同事業を計上し、しっかりとした聴

覚障害児支援を行っていきたいとの答弁があり

ました。

次に、観光生活建設分科会では、繰越明許費

に関し、道路新設改良費の繰越について、地元

調整等の結果、年度内で工期を確保できなかっ

たとの理由である。地域からの要望を聞くこと

も大事であるが、業者は、途中一部分しか支払

いを受けることができないことになる。

業者が工期を守れなかったわけではないが、

工事費の支払いに関して、どのように考えてい

るのかとの質問に対し、工事が進捗すると、年

度の途中であっても出来高に応じて、工事費を

支払うことが可能であるため、業者と打合わせ

を行いながら工事を進め、適切に支払いを行う

とともに、繰越額の縮減にも努めていきたいと
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の答弁がありました。

次に、農水経済分科会では、選ばれる県産農

産物輸出拡大事業費に関し、事業実施主体であ

る民間事業者は、五島市において、サツマイモ

の輸出拡大に取り組んでいくとのことであるが、

そのためにどの程度の栽培を想定しているのか

との質問に対し、令和4年度の実績は、3.6ヘク
タールで55.4トンの収量であったが、これを、
令和8年度に80ヘクタール、2,000トンまで拡大
しようと計画されているとの答弁がありました。

これに対し、相当な栽培規模拡大であること

から、しっかりと計画を立て、本県のすばらし

い農産物の輸出拡大のために取り組んでほしい

との要望がありました。

以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。

以上で、予算決算委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長(徳永達也君) お諮りいたします。

第69号議案は、質疑・討論を省略し、直ちに
採決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

本議案は、委員長報告のとおり決することの

賛否について、表決ボタンをお押し願います。

間もなく、表決を終了いたします。

これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。

よって、第69号議案は、原案のとおり可決さ
れました。

次に、お手元に配付いたしております動議件

名一覧表のとおり、文教厚生委員会及び観光生

活建設委員会から、政府・国会あて、意見書提

出の動議が提出されておりますので、これを一

括して議題といたします。

お諮りいたします。

各動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

各動議は、可決することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、動議は、それぞれ可決されました。

次に、議員派遣の件を議題といたします。

お諮りいたします。

お手元に配付いたしております議員派遣第

94号乃至議員派遣第96号のとおり、議員を派遣
することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定されました。

次に、各委員会から議会閉会中の付託事件と

して、お手元の一覧表のとおり申し出があって

おりますので、これを許可することにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定されました。

以上をもちまして、本定例会に付議されまし

た案件の審議は終了いたしました。

この際、知事より、ご挨拶があります―知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 9月定例県議会
の閉会に当たり、一言、ご挨拶を申し上げます。

このたびの議会は、去る9月12日から本日ま
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での25日間にわたり開かれましたが、議員の皆
様方には、本会議及び委員会を通して、終始熱

心にご審議をいただくとともに、それぞれ適正

なご決定を賜り、厚くお礼を申し上げます。

この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。

国際定期航空路線の再開。

本県の国際定期航空路線については、長崎～

上海線が、新型コロナウイルス感染症の影響に

より令和2年2月から運休となっておりますが、
去る9月27日、中国東方航空において、10月30
日から約3年8か月ぶりに運航を再開すること
が決定されました。

当路線は、本県と中国の友好交流の空のかけ

橋として、40年以上にわたり運航されてきた歴
史ある路線であります。

県としては、今回の運航再開を踏まえ、魅力

ある旅行商品の造成支援や、デジタルを活用し

た効果的な情報発信等により、誘客促進に努め

るなど、引き続き、関係団体等と連携しながら、

海外からの交流人口のさらなる拡大につなげて

まいります。

県庁舎跡地の活用。

県庁舎跡地については、昨年7月に策定した
基本構想に基づき、敷地の一部を広場などのオ

ープンスペースとして暫定供用し、賑わいの創

出を図りながら、利用状況の検証を進めており

ます。

こうした中、去る9月28日に旧本庁舎跡など
の整地工事が完了し、敷地全体の利活用が可能

となったところであります。

これを受け、県では、市町や関係団体等と連

携し、10月7日から9日までの3日間、4年ぶりに
開催される「長崎くんち」に併せて、記念イベ

ントを開催することとしております。

引き続き、地域や関係する皆様との連携を深

めながら、さらなる利活用を図り、賑わい創出

と基本構想の具体化に向けた検証を進めてまい

ります。

スポーツの振興。

去る10月5日、男子プロバスケットボールＢ
リーグの2023-24シーズンが開幕いたしました。
昨シーズン、悲願のＢ1昇格を果たした長崎

ヴェルカは、10月8日及び9日、長崎県立総合体
育館において、昨シーズン準優勝の強豪千葉ジ

ェッツとの開幕戦を迎えます。

今シーズンも、Ｂ3リーグ参入から最速でＢ1
昇格を果たした勢いそのままに、チーム力を存

分に発揮され、活躍いただけるものと期待して

おります。

一方、サッカーＪ2リーグのＶ・ファーレン
長崎は、Ｊ1昇格プレーオフ出場圏内の6位まで
勝ち点差1となっております。リーグ戦も残す
ところ5試合となりますが、Ｊ1復帰をかけた戦
いを全力で応援したいと考えております。

こうした地元プロスポーツクラブの活躍は、

県民に夢や感動を与え、県民の一体感や将来を

育み、地域の活性化にも大きく寄与するもので

あり、県としても、市町や関係者、県民の皆様

と一体となって、引き続き、しっかりと後押し

をしてまいります。

プロスポーツ以外では、9月7日から10日まで
開催された「第58回全国都道府県対抗自転車競
技大会」スプリント男子で、鹿町工業高校の田

中衛太選手が優勝し、9月17日に開催された「第
18回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会」中
学の部で、長崎県チームが優勝を飾りました。

また、9月23日から10月8日まで中国で開催さ
れている「第19回アジア競技大会」に、本県ゆ
かりの6名の選手が日本代表として出場し、陸
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上競技女子5,000メートル及び1万メートルで
廣中璃梨佳選手が銀メダル、柔道競技男子81㎏
級で老野祐平選手、カヌー競技カヤックフォア

で水本圭治選手が銅メダルに輝きました。

選手並びに指導に当たられた関係者の皆様の

ご健闘を心からたたえるとともに、今後とも世

界で活躍できる選手の発掘や育成強化に取り組

んでまいります。

さらに、明日10月7日から鹿児島県で国民体
育大会が開催されます。ふるさとを代表し、チ

ーム長崎の一員として戦っていただく皆様の活

躍を期待いたします。

県としては、今後とも県民に希望と活力を与

えるスポーツの振興と競技力の向上に力を注い

でまいります。

このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。

さて、すがすがしい秋を迎えましたが、皆様

方には何かとご多用のことと存じます。どうか

ご健康には一段とご留意いただき、ますますご

活躍されますことを心からお祈り申し上げます。

最後になりますが、報道関係の方々には、会

期中、終始、県議会の広報について、ご協力を

賜り、ありがとうございました。

この機会に、お礼を申し上げまして、閉会の

ご挨拶といたします。

〇議長(徳永達也君) 令和5年9月定例会の閉会
に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

去る9月12日に開会いたしました本定例会も、
全ての案件の審議を終了し、本日閉会の運びと

なりました。

この定例会中は、人口減少対策をはじめ、九

州新幹線西九州ルートフル規格による整備の促

進、特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進、

石木ダム建設推進、県庁舎跡地活用、教育行政、

土木行政、農業・水産業の振興、医療・福祉行

政など、当面する県政の重要課題について、終

始熱心にご論議をいただきました。

この間の議員各位のご努力と知事をはじめ、

理事者の皆様並びに報道関係の皆様のご協力に

対しまして、心から厚くお礼申し上げます。

九州新幹線西九州ルートは、開業から1年を
迎え、長崎駅や沿線各市において催し物が開催

されるなど、各地で賑わいが創出されたところ

であります。

今後とも、市町や関係団体等と連携し、沿線

地域はもとより県内全域に開業効果が波及する

よう、今後さらなる取組が必要となります。

同時に、新鳥栖～武雄温泉間のフル規格によ

る整備の早期実現が求められるところでありま

すので、引き続き、県議会としましても、理事

者や関係団体と連携し、取組を継続してまいり

たいと存じます。

さて、いよいよ明日から、4年ぶりとなる「長
崎くんち」が開催されます。

全国的にも様々な催し物が再開され、コロナ

禍からの脱却に向け、社会経済活動は確実に前

進しているものと実感いたしております。

県民の皆様方には、今後とも基本的な感染防

止対策に努めていただきながらも、県内各地に

地域の賑わいが戻り、今後ますます県内経済の

発展を実感できるよう、県議会といたしまして

も様々な取組を後押ししてまいりたいと存じま

す。

時候は、まさに秋を迎えております。

季節の変わり目ではございますが、皆様方に

は、くれぐれも健康にご留意のうえ、県勢発展

のために、一層のご尽力を賜りますよう、お願
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い申し上げ、閉会に当たりましてのご挨拶とい

たします。

これをもちまして、令和5年9月定例会を閉会
いたします。

― 午前１０時５７分 閉会 ―
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